
Title 女たち／男たちの廃娼運動 : 日本における性の近代
化とジェンダー

Author(s) 林, 葉子

Citation 大阪大学, 2008, 博士論文

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/23007

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka





博士学位論文 (2007 年度)

女たち/男たちの廃娼運動

日本における性の近代化どジェンダー

大阪大学大学院

文学研究科文化形態論日本学専攻

林葉子



女たち/男たちの廃娼運動一一日本における性の近代化とジェンダ一 目次

序章 「底辺女性史」 から、 ジェンダ一史へ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

第一章 公娼制度と衛生思想 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

第一節 医学知の輸入と徴毒検査 14

第二節 公娼制度の再編過程にみる徽毒の問題 21

第二章 廃娼運動への女性の参加と周縁化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・........ '31 

第一節群馬の廃娼建議と「衛生j の論理 31

第二節女たちの廃娼運動のはじまり 35 

第三節廃娼運動における女性の周縁化 38

第四節 目清戦争前後の矯風会における「衛生J 43 

第三章 男たちの自由廃業運動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

第一節 「廃娼」と「自由廃業」の相違 58 

第二節 法廷闘争としての自由廃業運動 62

第三節新聞報道の自由廃業運動観 69

第四節 自由廃業を後援する「軍隊」一一救世軍の「醜業婦救済」運動 73

第四章 女性廃娼運動団体の確立 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81

第一節矯風会軍人課と日露戦争 81

第二節矯風会の愛国婦人会への対抗意識町

第三節 「軍人J 化する女たち 91 

第四節 目露戦争後の「軍隊衛生J と廃娼運動の再燃 94

第五章 性別編成される廃娼運動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 105

第一節啓蒙される女たち 105 

第二節男たちの『廓清』の刊行 110

第三節女たちの廃娼運動の独立 116

終章廃娼運動一一「衛生J と「人権J のはざま

資料、参考一次文献、参考二次文献 140 



序章 「底辺女性史J から、ジェンダ一史へ

「ぞれを変え oためには、まずそれを知らなげればならない。不幸佐知りにぐいもの

は無い。それはつねに神話Eであ 0 0 それはギグシヤのことわ5 のよ 5 に贋であ吾 o そ

のほんとタのニュアンスや原因を把握すoためにはとぐに内部助分析に馴れていなげ

ればならなL、。そして不幸な人員7の揚合には一般的にそうではなL、。たとえその準傍

ができていo揚合でも、不幸それB 体がこの思考の活動を坊げとう。そして屈辱の結果

として、思考の立λりを許さない、沈黙と虚偽に覆われた禁止地帯ができ 0 0 不幸な

人選が苦停を言 5 1li手、かれは殆どつねにほんとタの不幸を明らかにせず偽の訴えをす

と)0 それに、探い佐久的不幸の揚合には、非常に強い差あ心がきF停を止め主せ0 0 ニ
ヨして人厨の cp の不幸な条件のひとつひとつが沈黙地帯をつぐり、人周は身のよ 5 に

そこに閉じ込められと5J

一一一シモーヌ・グエイコ f工援金活の経験J ] 

1 r底辺女性史」という問い

廃娼運動史という歴史叙述の方法に対して、これまでに最も鋭く突きつけられ

た問いは「底辺女性史」という方法であり、その叙述を支える思想であった。廃娼

運動史を書き始めようとする者は、その「底辺女性史」という聞いと一度は向き合

わなくては、前へ進むことができない。山崎朋子は、廃娼運動史をふくむ「エリー

ト女性史」に批判的なまなざしを向け、そのアンチテーゼとしての「底辺女性史」

について、次のように説明している。

わたしは、エリート女性史を、かならずしもすべて否定しようとするもので

はない。なぜなら、専門的な学問や技術を身につけた近代エリート女性には、

時代を進展させて行く上において彼女らでなくては担えない仕事があるはず

だーーというふうに考えるから。けれども、極地に浮かぶ氷山にたとえるな

らば、いわゆるエリート女性は氷山の海上に突出した部分にすぎず、海中に

はその数十倍にもおよぶ巨大な氷塊一一労働者・農民階級の女性たちが、重

く深くその身を沈めているのである。そして、そういう底辺の女性たちの実

態に迫り、その悲しみや喜びの核心をつかんだ史書でなければ、本当の女性

史と評価することはできないのだ。従来の女性史にたいするこのような批判

をもっとも具体的・効果的におこなうためには、女性通史を書かなければな

らないのだが、現在のわたしには到底それだけの力はない。そこでわたしは、

せめて、エリート女性と対瞭的な生き方をした底辺女性のひとりについてだ

けでも書き綴っておきたいと思ったのだが〔中略〕そう考えたときわたしの

脳裡に浮かび上がってきた女性像こそ、ほかならぬ(からゆきさん)だった



のである九〔傍点引用者。以下、特に断り書きがない限り、傍点は引用者によ

るものである〕

このような「エリート女性史j 対「底辺女性史」という対比においては、廃娼運

動をおこなった「エリート」たちの歴史ではなく、売春の当事者である「底辺女性」

の歴史こそが「本当の女性史J であると見なされている。すなわち、廃娼運動史と

いうかたちで(娼婦ではなく)廃娼運動に歴史記述の対象を定めるという行為自体

に、しばしば批判的な視線が注がれているのである。

この「底辺女性史」が提唱された時代的背景としては、上野千鶴子が指摘するよ

うに、 60 年代からの、色川大吉、安丸良夫、鹿野政直らによる「民衆史」の動き

がある 3 鹿野政直は、聞き書きという手法を用いた「地域女性史」を、「アカデミ

ズム」的な「日本女性史」と対置して、「地域女性史J の方をより高く評価し、次

のように述べている。

「日本女性史」なら、ともすればいきなり廃娼運動の力説へと赴きがちです

が、じつは地域にはそれぞれ「廓」があり、そこでの女性たちを見聞きした

ことが、女性問題の体験なりそれへの開眼なりの第一歩になるという、生活

者の実感が〔地域女性史の記述には一一引用者〕投影されています40

「地域女性史 5J という視座は必ずしも「底辺J にその調査対象を限定するもの

ではなく「底辺女性史」と同一視することはできないが、その問題関心と手法とは

「底辺女性史」と共通する点が多いように思われる。そして、この「底辺女性史」

の主張を突きつめて考えるならば、廃娼運動史などという中途半端な歴史ではなく、

売春の当事者であるところの(娼婦たち〉の側から見た歴史をこそ書かねばならな

い、という結論へと行き着く。買売春についての歴史を知りたいのなら〈娼婦たち)

のもとへ行き、彼女たちの言葉を引き出すことから始めなければならない、という

わけである。娼婦の「不幸」を「実感」として理解しえない者に、買売春の歴史な

ど語る資格があるのかという、重い聞い。

しかし、私はこの「底辺女性史」という問いかけに対し、あえて次のように応答

したい。一一「底辺女性史」が限りなく困難な試みだと気づいていながら、そのよ

うな試みをこそ「本当の女性史」と定めることは、女性史という後発の学問に自ら

足かせをはめる、英雄的自殺行為なのではないか、と。そして、それが困難である

のは「底辺女性史」という試みの前に、次のようないくつもの壁が立ちふさがって

いるからである。

第一に、どのような存在を「底辺」とみなすか、その基準を定めることの困難で

ある。先述の r~底辺』としての『からゆきさん~J という発想には、「肌の色は黒

く、立居振舞の洗練されていない原住民の男たちを客に迎えることにたいしては、

おそらく非常な屈辱感を味わったにちがいない 6J という東南アジアの原住民に対

2 



する感情の問題が含みこまれており、「土人J 男性を相手にしなければならないか

ら「底辺」なのだという説明では、結果としてその原住民差別を容認する記述とな

ってしまう。また、「からゆきさん」に限らず、公娼制度下の娼妓の「苦痛」を説

明する際に、 r(客が〕醜かろうと禿頭だろうと不具であろうと文句は言えないつ

という条件が、その「底辺」である理由のーっとみなされるとき、そうした記述は、

女性差別を問題化しながら、他方で障害者差別に荷担しているのである。

第二に、そのような「底辺j の定義をめぐる問題があってもなお、仮に〈娼婦た

ち)を「底辺 J 的存在とみなすとして、その〈娼婦たち〉が自ら自分の歴史を書き

残すことは難しい。なぜならそれを行うだけの経済力と教育の機会とを得ていたな

らば、そもそも売春以外の手段で生計を立てられた可能性が高く、それができない

存在をこそ「底辺J とみなすという、論理的前提があるからである。

第三に、自らの歴史について語ることが可能な娼婦がいるとしても、その彼女を

(娼婦たち)の代表と見なしうるかという問題は残る。(娼婦たち)は一枚岩では

ないからである九時に、公娼は私娼を「夜鷹J r梅毒持ち」と呼んで見下し、元娼

妓は「アメリカさんの腕にぶらさがって」いる戦後の女たちを「情けのうて恥ずか

しくって J と嘆く九人は生きる環境が苛酷であるだけ分断されがちであるとすれ

ば、女は単に「母/娼婦」に二分割されるだけでなく、「公娼/私娼」、「遊女/パ

ンパン」等、様々な分断を生きているのだった。

第四に、(娼婦たち〉自身が自らの歴史を記述しえないとすれば、真の意味では

当事者となりえない歴史研究者が、巾自婦たちの側カ=らみた j 彼女たちの歴史を「代

弁J できるのか、という問題がある。いかに「当事者」に寄り添おうとも、ただ話

を聞くだけで「当事者J に成り代わり得るはずもない。冒頭にかかげたずェイユの

考察は、安易に他者の「不幸」を理解できるものとする楽観的態度に対する鋭い警

鐘である。

第五に、歴史研究者が娼婦の歴史を「代弁」しようとする際に、取られるであろ

う方法の代表的なものは「聞き書き」だが、この「聞き書き」という行為そのもの

が「暴力」となる可能性も考えられる。すなわち娼婦として生きてきたという経験

が、その人の心に大きな傷を残しているかもしれないと予想できる場合に、あえて

その経験について語らせ、さらには公開するという行為に、倫理的問題はないのか

という新たな間いが残る。

「底辺女性史」の提唱者である山崎朋子は、自身の作品のなかで、歴史研究者が

当事者を「代弁」する行為の難しさについて繰り返し記述しながらも、自分自身は

その困難を乗り越えられたと強調している。たとえば、自分と「おサキさん J (聞

き取りの対象である元「からゆきさんJ) との関係が母娘関係のように親密であっ

たこと、自分が「おサキさん」の人生について記述することについて「おサキさん」

から承認をあたえられたこと、そして調査の過程で、 l治フミさんJ (もう一人の「か

らゆきさんJ) の遺品である写真類を盗んだ行為についてさえ、「おフミさんj の息

子が「知っていながら敢えて許してくれた」のだと記述しており、自らの「代弁J

3 



行為が決して暴力的でなく、当事者たちによって全面的に承認されたものだと主張

している。さらに彼女は rw サンダカン八番娼館』と『サンダカンの墓』の本当の

著者は、わたしではなくてからゆきさんたちであり、また彼女らによって代表され

る日本の底辺女性たちである 10 J と述べて、ただ三週間〈おサキさん)と生活をと

もにするだけで「当事者としてj 歴史を語る資格を得たかのごとくである。

しかし、その「代弁」行為の完全性を主張しているのは他ならぬ山崎本人であり、

それは自己申告でしかなく、第三者による検証の可能性については「おサキさん」

たちが姿を隠している以上、失われてしまっている。仮にその自己申告のとおりに、

彼女の「底辺女性史序章」が成功例とみなされるべきものであるとしても、それが

「序章」のままで、それから三十年以上が過ぎた現在もなお後に続く歴史研究者が

現れていないという事実は、「底辺女性史」と名づけられた実践がきわめて困難で

あることの証左にほかならない。

閉じように「からゆきさん」をテーマとしながら、異なる記述方法と異なるイメ

ージを打ち出した作品として、森崎和江の『からゆきさん』がある。森崎は、山崎

のように直接(元「からゆきさん」であった) rおキミさん」の言葉を引き出した

りはしない。森崎の友人である「綾さん」の養母が「おキミさん」で、森崎は偶然

に「綾さんJ から「おキミさん」が元「からゆきさん」であった話を聞かされるの

である。「おキミさん」が語る相手は森崎ではなくて自分の娘であり、森崎が「お

キミさん」と接することができるのは「いつも綾さんをとおして」である。そして、

その「綾さん」の語る「からゆきさん」は <r 狂気J の人〉であった。

「おキミさん」は娘の「綾さんJ に「いんぱいになるか、死をえらぶか、といわ

れたら、死ぬんだった。うちは知らんとだ、ったとよ、売られるということが、どげ

なことか・・・・」と語る 110 しかし「綾さんJ は同時に「おキミだって、いんばいが

なんがわるい、なんてケラケラしてることもあったのよ」と森崎に告げる 12
0 rい

んばいJ (淫売)をめぐる「おキミさん」と「綾さん」の語りは揺れ動きながらも、

「いんばい」に関わったことが「おキミさん」をどこまでも追いつめ、精神科での

入院を余儀なくさせ、さらには娘の「綾さん」までも苦しめてゆく様子が「綾さん」

の語りによって明らかにされてゆく。「所帯もち」の「綾さんJ は、ある日、自分

の中絶手術に「女の大先生」である森崎を立ちあわせようとして、医師に「いんば

いをみせてやってよ J (傍点原文〕と頼み、結局、その中絶手術の見学を拒んだ森

崎に、手術後の病室で、次のように語る。

あたしが狂ったとでも思ったのでしょう。でも母はね、あたしと二人になると、

もっともっと狂うのよ。母は、からゆきだ、ったのよ。売られた女よ。/あなた、

売られるということ、少しはわかった? 一代ですまないことなのよ。売られ

た女に溜まったものは、その子の代では払いのけられそうもないわよ、どこま

でいっても。あたし、わからないの。売られなかった女というものが少しもわ

4 



からないの 0 ・・・・あたし、あなたのようになりたいのよ。あなたはねえ、あた

しの、あたしのかわりに生きている、もう一人のあたしょ. . • .13 (傍点原文〕

「綾さん」は別の場面で「いんばいっていうのは特別なことではないわね。ふつ

うの夫婦の聞にだって、淫を売るってことはいくらもあるわね」とも語っている 140

こうした語りの中で、「いんばい」と「ふつうの夫婦」が緩やかにつながり、「から

ゆきさん」と「所帯もち」がつながり、そして「女の大先生」である森崎も「もう

一人のあたし」となって重ね合わされてゆく。ここには「エリート」対「底辺J と

いう構図にみられるような分割され固着された関係性ではなく、「いんばい」すな

わち(娼婦たち〉とは「もう一人のあたし」にすぎないことが示されている。

もし「底辺」を、自分の外側に求めて初復い歩くならば、いつまでもその「底辺」

にたどりつくことはできないだろう。人が「底辺」と出会いうる一片の可能性が残

されているとすれば、それはくわが内なる「底辺J) と向かい合う時のみである。

2 廃娼運動史は「女性史」か

また廃娼運動史を、先行研究がほとんどすべてそうだ、ったように「女性史」とし

てのみ捉えることにも問題がある 15 。本文中に示すように、廃娼運動への参加者に

は男性も多かったのであり 16 、廃娼運動雑誌において語られてきたことは「女性」

に限らず「性」そのものであった。それにもかかわらず、これまで廃娼運動が「女

性史」として語られてきたことの背後には、「性J = r女性」という強固な思いこ

みがあるのではないだろうか。荻野美穂、は「性」を歴史研究の対象として扱うとき

に陥りがちなこの問題について、次のように指摘している。

身体とか性といった新しい問題を歴史研究の対象として取り入れようとする

場合、男=普遍、女=特殊、という知の枠組み、あるいは女のみを性的、肉

体的なものと見なしてきた従来の感覚のもとでは、とかく身体=女の身体と

理解されてしまうおそれがある。あるいは、妙な表現だが女のほうが男より

「身体度J の高い存在だと思いこまれてしまう。〔中略〕女の身体は新奇でエ

キサイティングなテーマとしてもてはやされ、ねめまわされる。これは「女

の身体を問題にしてきた歴史を問題にする」という形をとってはいるが、結

局そこで対象化されているのはあいも変わらず「他者」の身体、男にとって

の客体としての女の身体なのであって、男自身の身体性には解析の目は向け

られず、身体=女という前提は微動だにしない 17

廃娼運動雑誌においても、やはり「男にとっての客体としての女の身体」として

の娼婦像が論じられることが多かったのだが、そこには同時に「男自身の身体性」

を問う語りも見られた。しかし、歴史研究者が廃娼運動を記述するときには、その
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男性身体についての語りには注目せず、娼婦という「女の身体」をめぐる議論に専

ら焦点があてられ、それゆえに「廃娼運動史」はこれまで「女性史」であり続けた

のである。たしかに廃娼運動史にも「女性史」としての側面が見られないわけでは

ない。しかし、廃娼運動が男の社会運動でもあり、「性」が男のものでもあるから

には、廃娼運動史は「女たち/男たちの廃娼運動」として書き直されなければなら

ない。また廃娼論における男性身体をめぐる語りについても分析しなければならな

し、。

さらに、冒頭に論じた「沈黙」と「不幸」との関係について考慮に入れるならば、

言説の内容だけでなく、言説の不在にも着目する必要がある。そして、誰がいつ語

り始めたか、その言説の配置を見ることによって、当時の「解放」のありょうを記

述することができる。「不幸」が語りえないものであり「不幸」との距離が近いほ

ど「沈黙と虚偽」に覆われていくのだとすれば、沈黙こそは「不幸」の証であった。

たとえば娼妓たちには自前の情報発信機関を持つことが長らく許されず、それゆえ、

彼女たち自身の声は隠されていた。彼女たちの声は、新聞記事、廃娼運動雑誌、存

娼運動雑誌等にわずかに取り上げられることがあっても、それらが各メディアのバ

イアスから自由であったとはいえず 18 、また娼妓に限らず、女たちの沈黙は、それ

が深ければ深いほど、彼女たちの「不幸」を証拠立てていた。しかし逆に、次のよ

うに言うこともできる。彼女たちが言葉を持ち、語る場を持つことができたとき、

彼女たちは自らの「不幸」から一歩遠ざかったのである。「不幸」は語りえないも

のならば、逆に、語りはじめたという事実が、彼女たちの「解放」への第一歩を跡

づけているといえる。

廃娼と存娼の対立はまさに性に関わる議論であり、それらの言説を分析する上で、

論者の性差への着目は不可欠である。娼妓は女性に限られていたため、またその娼

妓を買う人は男性に限られていたため、個々の論者の女性あるいは男性としての経

験が、言説の内容自体に少なからず反映していることが容易に推測できるからであ

る。つまり、廃娼や存娼の言説を分析する際には、それを論じる側と、論じられる

対象との、双方をめぐる「性差にかんする知 19 J としてのジェンダーに着目する必

要がある。しかし「女」としての経験も一様ではないため、性差への着目が不可欠

だといっても、個々の言説の意味を論者の性別によってのみ説明することは不可能

である。同時代に生き、同じく「女」と名指されていても、娼妓たちの経験と廃娼

運動の女たちの経験とでは、大きく異なっていた。それならば、この女たちのあい

だに見られる差異について、たとえば「階級」概念に基づく説明を付け加えてみる

ならば、不足を補うことができるだろうか?一ーその答えは否である。向じように

貧しさから売春をしていても「公娼」の経験と「私娼」の経験とでは異なっており、

差異は、そこにも存在する。ジョーン・スコットは、女たちの経験を記述しようと

する場合に陥りやすい危険性として rw 女たちはその体験の結果、状況や関係性に

応じた道徳的選択をおこなう』といった記述から、『女は女だからこのように考え、

選択する』という方向に議論が移ってしまう」傾向があることを指摘して、後者の
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「非歴史的な見方」を批判しているが 20 、同様に「女は女だから、このような廃娼

論を説いた」とか、「彼女はこの階級に属していたから、買売春についてこのよう

に論じた」と説明するならば、そのような説明もまた「非歴史的」だとの批判を免

れ得ないであろう。スコットがいうように「私たちは、二項対立のもつ固定的で永

続的な性格を拒否し、性差の条件を真に歴史化し脱構築する必要があ 21 J り、ジェ

ンダーのみならず「階級」や「人種」についても、同じことが言える。そして廃娼

運動の言説に向き合う私たちに必要な作業は、この「歴史化」なのである。

廃娼と存娼の対立点は、買売春を国家が制度化しなければならないほどに男性の

性欲は統御困難なものであるか否かという問題であり、もし統御困難であれば、そ

れをいかに管理すべきかという問題であり、あるいは、女性には男娼が不要で男性

には娼妓が必要だという考えの背後にある二重基準の問題性であった。その対立は

「性を所有したいという欲望、性に到達したい、性を発見し、解放し、言説に表わ

し、真理として表明したいという欲望」としての「性に対する欲望J (ミシェル・

フーコー) 22 の発現である。そして、公娼制度の前提として想定されている「男」

や「女」のイメージは、廃娼派の言説によって絶えず撹乱され、揺らぎ、決して固

定化されることはなかったのである。たしかに娼妓は徽毒検査によって定期的にそ

の性器を医師によって診察されていたのだから、女性の性器としての躍を持たない

者が娼妓として登録されることは原則的には無かったと考えられ、その意味におい

て、娼妓が「女」であるということは、イメージの問題であるだけでなく、身体の

問題であった。また、性について語る者たちがいる一方で、語ることを禁止された

人々が存在し、その言説の配分は性的身体と深く関連づけられながら決定されてい

た。しかし私たちは、性の歴史としての廃娼運動史をたどることによって、「男」

や「女」をめぐる「知」がいかに短期間のうちに移り変わっていったのかを知るの

と同時に、その「知」がいかに当時の人々の生を強く束縛し〈生きられた身体の経

験〉へと結ひ、ついていったのかということも確認することができるだろう。

3 廃娼運動の担い手の性差について

ここで、先行研究においては廃娼運動の担い手の性差についてどのような認識が

持たれてきたか、その変遷について簡単にたどっておきたい。なぜなら、近年にお

いて、廃娼運動は「婦人運動」として語られがちであり、その偏ったイメージはい

つごろ形成されたのかを確認しておく必要があるからである。

廃娼運動史研究の歴史は古く、すでに戦前に出版された廃娼運動史として、運動

の当事者でもあった伊藤秀吉が『日本廃娼運動史』と『紅燈下の彼女の生活』を 1931

年に著している。また沖野岩三郎の『娼妓解放哀話~ (初版は 1930 年)も、基礎的

文献といえるだろう。しかしこれらの作品は廃娼運動を「婦人運動J とはとらえて

いない。廃娼運動史に関連して「市民的婦人運動」という呼称を最初に用いたのは

井上清の『日本女性史~ (1948 年)である 230 ただし井上は、廃娼運動 r市民的
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婦人運動」と論じたのではなく、単に「後年の日本の市民的婦人運動家には、矯風

会に関係のあったひとが多い24J と記述したのであるが、この「市民的」という呼

称は『青轄』の関係者に対して用いられていることからへ平塚らいてうらの「市

民的女性解放運動」と矯風会とを同質のグループとみなし、「無産女性運動」に対

比させて、その「ブルジョア的」性格を批判するという意図があったと考えられる。

ここで井上によって示された「市民的女性運動」対「無産女性運動j という枠組

み、およびその「市民的女性運動」に矯風会を含める見解は、井上女性史以後、必

ずしも常に踏襲されてきたわけではない。「市民的婦人運動家」のラベルを貼られ

た当事者の平塚らいてうは、当時の女性運動を「市民的J 対「無産」と二分化して

捉えることを明確に否定しているし 26 、しばしば「無産女性運動」の代表者のよう

に論じられる山川菊栄本人もまた、そうした単純な二分化や、平塚らの運動と矯風

会とをまとめて「市民的」と呼ぶような歴史観は示していない 270 また矢島楊子ら

と同郷の高群逸枝は、矢島ら矯風会の中心人物たちを「実学連女性たち」と呼び、

この人々の性質は「後に出てくる市民女性的な自覚の前提となるものであり、同時

にそれを阻止する要素をももっているものであるとおもう」と述べて、矯風会の運

動と「市民女性的」運動との相違について論じている 280

しかし、それでもなお、井上と同様に矯風会を「市民的J とみなす見解は、比較

的新しい歴史研究にも、しばしば見られるものである。たとえば石月静恵は「両大

戦間期の女性運動を概観したとき、女性団体としては、市民的女性団体と無産女性

団体という二つの潮流が存在していた」と論じ 29 、「市民的女性運動」として新婦

人協会と矯風会を、「無産女性運動」として婦人同盟を挙げている。廃娼運動の「市

民的」性格については、鈴木裕子が、より具体的に「社会科学的分析の視点が軽視・

無視されがち」で「芸娼妓がおかれていた社会の仕組みゃ制度について根本的に変

えていこうとする発想は希薄だった」と論じている 30

さらに藤田ゆきは、矯風会のみならず廃娼運動そのものの問題性をもっぱら「市

民的女性運動」の問題とみなし、廃娼運動はその「階級性」ゆえに、「下層社会の

女性と連帯することはなかったし、売春問題を無産階級の失業問題としてみる視点

ももたなかった」と断じた。また藤目の廃娼運動批判は、「女性運動家」と「女性

団体」に向けられているが 31 、その理由は示されていない。そもそも、その女たち

の廃娼運動が男たちの運動とどのように異なるのかが明らかにされなければ「女

性」に批判を集中させる理由も説明し得るはずがないのだが、この廃娼運動= r市
民的女性運動」という見方が、近年の廃娼運動論においては定着した観がある。

廃娼運動が「女性運動」であるとか、「階級」への関心や「社会科学的」視点が

欠けているとか、「売春問題を無産階級の失業問題としてみる視点ももたなかった」

という認識は、以下、本論文において具体的に例証す-るように、明らかな誤りであ

る。廃娼運動の主要メンバーには社会主義者もいて、法学者、政治学者、弁護士、

医師、学校長、海外の廃娼事情に精通する者等、多様な人物が存在した。そしてそ

の多様性は廃娼運動の一つの特徴だったのだから、廃娼運動に参加した人々の
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中にも貧困の問題に無頓着な人物がいないわけではないが、概して廃娼論は、社会

科学的関心のもとに論じられ、貧困層に着目してきたといえるだろう。たとえば本

論文では、存娼論のみならず廃娼論が「衛生j 概念と深い関わりを持つことについ

て明らかにするが、近世的な経験知としての「養生」とは異なり、制度化、施設に

よる隔離、予防、外部からの強制、啓蒙、といった特徴をもっ「衛生」概念32 を常

に意識して行われていた廃娼運動は、社会調査をその運動方法の主軸のーっとして

おりへその調査を通じて、貧困の問題が意識されていた。しかしこの「衛生」と

の関わりは、〈男たちの廃娼運動〉により強くあらわれた傾向であったから、廃娼

運動 = r市民的女性運動」とみなしている限りは、廃娼運動の衛生論とのつながり

は見えづらいのである。しかしく女たちの廃娼運動)においても、矯風会に「工女

課」が設けられ、また矯風会の廃娼運動のリーダーであった久布白落実が最初から

「階級j 論として廃娼論を展開していたことにも明らかなように、買売春問題は結

局のところ貧困問題だといった認識が示されることは珍しくなかった。

4 廃娼論のなかの男性論

また、廃娼運動史をジェンダ一史としてとらえようとする場合、廃娼論を論じる

側の性差に着目するだけでなく、論じられる対象、すなわち〈売春をする/しない

女〉および(買春をする/しない男)について、言説分析を行う必要がある。しか

し、これまでの廃娼運動史研究は、廃娼論におけるく売春する/しない女〉すなわ

ち〈娼婦/母(主婦) )というテーマについては論じても、廃娼運動が〈買春する

/しない男〉をどのようにとらえてきたのかという点については、断片的にしか論

じてこなかった。「底辺女性史」という認識においては、もっぱら関心の中心は「底

辺女性」としての〈娼婦たち〉に置かれるからであろう。

しかし近年、日本においても「男性史」という方法が注目されるようになり、廃

娼運動史の近接領域においても〈男らしさ〉の思想史が拓かれつつある。「男子の

貞操」の言説史を分析した渋谷知美は、その最初に巌本善治による論説「男子の貞

操J (1 896 年)を挙げているカ~34、本稿第二章第三節でも述べるように、すでに 1889

年の巌本の論説中には、男性に「貞操」を求める主張がみられるのであり、そのよ

うな巌本が初期の廃娼運動のリーダーであったことは、単なる偶然の一致ではない。

また「男性史」として父性論を分析した海妻径子が、巌本の「ホームj 論と「良夫

賢父」論との共通性を論じ、また父性論を展開した一候忠衛の著述が廃娼運動雑誌

である『廓清』に数多く掲載されているのを指摘していることは35 、廃娼運動に新

たな(男らしさ〉のありかたを模索する動きがみられたことを示唆するものである。

こうした点につき、黒川みどりが「男性史」の観点から廃娼運動に言及して「通常

廃娼を説くことは、事実上の『一夫一婦』を全うすることを自己に課すことにほか

ならず〔中略〕それは既存の〈男らしさ〉からの脱却の重要な第一歩にほかならな

かったお」と指摘しているのは卓見である。赤川学は「性欲の自己統御を『文明化』
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の進展や『男らしさ』の確証と結びつけるような言説は、管見の限りでは、日本で

はほとんど存在しない37 J と論じているが、実際には、廃娼論の一部に、たしかに

そのような言説は存在する。廃娼派と存娼派の対立はしばしば「戦争」にたとえら

れ、そこでは性欲の自己統御を志す男たちが「勇壮なる義兵」すなわち(男らしい

男〉として表象されて、その「義兵」たちによる「廃娼戦争」が「文明化」のため

の「戦争J だと論じられたのであった。

5 性の近代化とジェンダー

本稿では、この廃娼運動史をく性の近代化〉の歴史と位置づけ、記述してみたい。

そしてく性の近代化〉とは、当時用いられていた言語に即して言えば「衛生」化で

ある。廃娼運動は単に売春を道徳的に非難する言説にとどまらず、売春および買春

行為について記録し、それらについての統計を示し、分析し、そうした行為を社会

においてどう管理すべきか、またその背後にあるはずの人々の欲望にどのような水

路を与えるべきかということを、さまざまな立場から論評した多様な言説の束であ

る。

伊藤秀吉は『日本廃娼運動史』の中で「すべての民衆運動は封建時代には存在し

ない。廃娼運動も亦一個の民衆運動である以上、封建時代にあり得る筈はない。故

に廃娼運動史は明治以後に始まるのである 38
J と述べているが、単に売春を非難し

て売春婦を排斥しようとするような動きならば、すでに明治以前にも見られる。た

とえば宇佐美ミサ子が論じたような、江戸時代の街道の宿駅における飯盛女設置反

対運動は、その一例であろう。しかしそのような飯盛女排斥運動と廃娼運動の異な

る点は、廃娼論が「衛生j の論理に依拠して論じられ始めたという点にある。つま

り飯盛女設置反対運動における反対理由は、役人と旅寵屋経営者との汚職への批判

や、村の若者たちの風俗素舌L (怠惰になり、経済的に困窮する等)への懸念である

カ~39、こうした汚職批判や風俗問題への懸念は明治以降の廃娼論にも見られないわ

けではないにせよ、それら以上に近代の廃娼運動において重視されたのは、衛生論、

すなわち性病の管理・統御であった。近世的な「養生」が次第に「衛生j へと置き

換えられていく近代化の過程において、性病の問題は当時の人々の最大の関心事の

一つであり、存娼派のみならず廃娼派の人々も、性病問題を注視していた。

たしかに廃娼運動は、国家の制度としての公娼制度を支持する者たちへの対抗勢

力であって、一見、体制を破壊する反権力闘争のようにも見える。そして実際、近

代公娼制度を支える法に揺さぶりをかけているという点では、国家権力に対抗して

いく側面があった。しかし、廃娼派の人々が自らの正当性を主張するときに頻繁に

引き合いに出したのが軍医・森林太郎(鴎外)の廃娼論であり、彼が当時の代表的

な衛生学者であったことに示されているように、廃娼派の人々は公娼制度がその制

度の必要性の根拠としている「衛生」の論理とは異質なものとして自らを表出した

のではなくて、むしろ自分たちこそ一層正しく「衛生」的であると主張したのだ、つ
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た。そしてその衛生学について森が「人の健康を図る経済学のようなもの 40 J と表

現したように、この「衛生」の言説こそ、近代的な(生一政治学〉の(権力〉の磁

場なのである。廃娼派は、たしかに国家の制度に異議を唱えてはいたものの、それ

ゆえに権力の外部に位置していたと見なされるべき人々ではなくて、公娼制度が衛

生の論理によって近代的に編成されてゆくただ中で、自らも「衛生」の論理にのっ

とり、その言説によって〈生一政治学〉の一端を担っていたと捉えられるべき者た

ちである。

その廃娼運動が一枚岩ではなく、多様に複雑化していく中で、とりわけ大きな亀

裂としてく女たち/男たち〉の分断を経験してきたということが、本稿の主題であ

る。廃娼運動はまさに、その依拠する衛生論との関わりにおいて(女たち/男たち

の廃娼運動)として現出したのであった。すなわち、これから記述するジェンダ一

史としての廃娼運動史に私が見出そうとしているのは、近代の〈権力)と不可分で

あったジェンダーの、具体的様相なのである。

1 シモーヌ・ヴェイユ『労働と人生についての省察~ (黒木義典・田辺保訳、勤草書房、 1967

年)。

2 山崎朋子『サンダカン八番娼館 底辺女性史序章』文春文庫、 1975 年〔初版は 1972 年〕、

11-12 頁。

3上野千鶴子「歴史学とフェミニズ、ム一一女性史を超えてJ W差異の政治学』岩波書底、 2002

年、 61-74 頁。

4 鹿野政直『婦人・女性・おんな一一女性史の聞い一一』岩波新書、 1989 年、 188 頁。

5廃娼運動史研究の分野においても「地域J に着目すること自体には意味がある。「地域女

性史」という観点からの先行研究の代表的なものとしては、森崎和江『買春王国の女たち 娼

婦と産婦による近代史』宝島社、 1993 年、および石月静恵や小野沢あかねの研究等がある。

石月が、関西の廃娼運動と深い関わりを持つ岸和田婦人会のメンバーに言及して「彼女ら

は、『家からの一時的解放』を求めたのではなく、『家庭』の合理的運営をめざしたJ と述

べているのに対して(石月静恵『戦間期の女性運動』東方出版、 1996 年、 115 頁)、小野沢

は、長野県の廃娼運動史をふまえ rW 家』に生きていた禁酒会、婦人会、青年会などの人々」

と位置づけており(小野沢あかね「戦間期日本における公娼制度廃止問題の歴史的特質一

一地域と国際関係の視点から一一J 歴史学研究会編『性と権力関係の歴史』青木書庖、 2004

年)、地域における廃娼運動の「家」ないし「家庭」をめぐる意識に関しては、今後、より

議論を深めてゆくことが、廃娼運動史研究の課題の一つである。

6 前掲山崎『サンダカン八番娼館~ 14 頁。

7 村上信彦『明治女性史(四)~講談社文庫、 1977 年、 51 頁。
s鄭瑛暮が「マジョリティ」と「マイノリティ」との関係について綴った次のような文章を、

ここでは「マイノリティ」を「娼婦たち」と置き換えて読むことも可能である。鄭は、次

のように論じている。 rw マイノリティ』が『マジョリティ』に向かつて、『マイノリティ』

として語る時、細心の注意を払わなくてはならない。『マイノリティJ として語ることが、

(聞き手〉によって、ある(代表性)を付随されていないか、と。ある『マイノリティ』

が何かを表現することが、それ以外の『マイノリティ』の表現を、封じ込める口実となっ

てしまっていないか、と。この問題を超えるためには、『マイノリティ』としてのアイデン

ティティを揺さぶるしかない。〔中略J Wマジョリティ』に向かつて語る時は、必ず、『マイ

ノリティ』どうしの聞にもある差異についても語り、『マジョリティ』によるステレオタイ
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プ化を許さないこと。だが、まず何よりも肝心なことは、『マジョリティ』に向かつて、『マ

イノリティ』として語らないこと、これにつきる。皮肉なことに、(語らないこと〉こそが

『マイノリティ』を主体たらしめ、(拒否されること)が『マジョリティ』をいやがおうで

も主体的立場に立たせる J CW <民が代〉斉唱 アイデンティティ・国民国家・ジェンダー』

岩波書庄、 2003 年(初出は 1996 年)、 31 頁)。近年のセックス・ワーク論の困難は、こう

したアイデンティティの問題とも関わっていると思われる。すなわち「セックス・ワーカ

ー」として(娼婦たち)を自ら定義し直そうとする動きは、その「解決」方法を望まない

他の(娼婦たち)の自己表現を、遅れたものとして封じ込めかねない、という問題である。

9 竹内智恵子『鬼追い 続昭和遊女考』未来社、 1990 年、 193 頁、 227 頁、 378-379 頁。

同『裟婆恋どり 廓女いま、むかし』未来社、 1992 年、 51 頁。

10前掲山崎『サンダカン八番娼館~ r文庫版あとがきJ。

11 森崎和江『からゆきさん』朝日新聞社、 1980 年、 123 頁。
12 問、 124 頁。

13 問、 11 頁。

14 問、 118 頁。

15 竹村民郎は「わたくしは『大正』という時代の底辺に生きた去住lとうふ士香会わ¥と考

えていた。そんなとき、たまたまわたくしは『廓清』という廃娼運動の雑誌を古書展のか

たすみに積まれていた古雑誌のなかから発見した」と書く(竹村民郎『廃娼運動 廓の女

性はどう解放されたか』中公新書、 1982 年、 214 頁)。すなわち廃娼運動が「救済」の対象

としていたのが女性(娼婦)であるから廃娼運動史は女性史だという論理である。しかし

『廓清』の執筆者はほとんど男性なのであるから(本稿第五章参照)、その男たちの『廓清』

は、「女性史」の史料というよりはむしろ「男性の精神史J とでもいうべき側面の強いもの

である。

16 たとえば村上信彦は「明治の廃娼運動の主体は女ではなくて男であった」と指摘してい

る。前掲村上『明治女性史(四)~、 108-109 頁。
17 荻野美穂「身体史の射程一一あるいは、何のために身体を語るのか一一J Wジェンダー

化される身体』勤草書房、 2002 年、 114 頁。

18 芸娼妓の小新聞への投書については、平田由美『女性表現の明治史 樋口一葉以前』岩

波書居、 1999 年、および曲淵優子「芸娼妓のエクリチュールー近代日本における『女の書

く行為』を問う J W千葉大学社会文化科学研究~ 2002 年、参照。曲淵は『仮名読新聞』の

投書欄から芸娼妓による投書を引用した上で、『仮名読新聞』には芸娼妓叩きの記事が多く、

それゆえ芸娼妓による投書には、記事に対する抗議の声がしばしばあらわれていると論じ

ている。

19 ジョーン・ W ・スコット(荻野美穂訳) Wジェンダーと歴史学』平凡社、 1992 年、 16 頁。
20 問、 71 頁。

21 問、 72 頁。

22 ミシェノレ・フーコー(渡辺守章訳) W性の歴史 I 知への意志』新潮社、 1986 年、 198

頁。

お井上清 『日本女性史』三一出版、 1948 年。

24 前掲井上『日本女性史』、 275-276 頁。

25 前掲書、 306 頁。

26 平塚らいてう『平塚らいてう自伝 元始女性は太陽であった③』大月書庖国民文庫、 1992

年、 217-218 頁。

27 山川菊栄自身が廃娼論者であり、また彼女は廃娼運動を「ブルジョア女権運動」とみ

なすことに一貫して反対していた(たとえば山川菊栄『無産者運動と婦人の問題』白揚社、

1928 年、 158-162 頁、同『おんな二代の記』平凡社東洋文庫、 1972 年、 176-180 頁、 265

-266 頁、 271-276 頁)。

28 高群逸枝『高群逸枝全集女性の歴史 二』理論社、 1966 年、 690-695 頁。

29 前掲石月『戦間期の女性運動』、 20 頁。
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30 鈴木裕子「解説J W 日本女性運動資料集成』第 8 巻、不二出版、 1997 年。

31 藤田ゆき『性の歴史学 公娼制度・堕胎罪体制から売春防止法・優生保護法体制へ』不

二出版、 1991年、 32-33 頁~ 423 頁。この論点に関連して重要なことは、廃娼運動研究に

おける史料の用い方である。廃娼運動を「女性運動J として論じた藤田は、この著作の脚

註で『廓清』から 28 回引用しているのに対し、『婦人新報』からの引用は 1 回のみである

(W 婦人矯風雑誌』からの引用は 5 回あるが、 1894 年のみに集中している)。つまり廃娼運

動批判の矛先を「女性運動J に向けながら、藤田が実際に用いたのは女性が執筆すること

が少なかった『廓清』なのである(本稿第五章参照)。

32 衛生」概念については、ひろたまさき「解説 日本近代社会の差別構造J (W 日本近代

思想体系 22 差別の諸相』岩浪書居、 1990 年)、同『差別の視線 近代日本の意識構造』

吉川弘文館、 1998 年、成田龍一「衛生環境の変化のなかの女性と女性観J (女性史総合研

究会編『日本女性生活史 4 近代』東京大学出版会、 1990 年)、同「身体と公衆衛生一日

本の文明化と国民化J (歴史学研究会編『講座世界史 4 資本主義は人をどう変えてきた

か』東京大学出版会、 1995 年)、瀧津利行『健康文化論』大修館書居、 1998 年、鹿野政直

『健康観にみる近代』朝日新聞社、 2001 年、参照。

33 たとえば、代表的な廃娼運動団体である廓清会が「調査」を一つの目的としていたこと

は「廓清会規則J 第五条に明らかである。そこには次のように記されている。「第五僚 本

会に調査部を設け左の事項を調査研究す(ー)公娼に対する現代思想、の研究(二)遊廓其

他花柳界の調査(イ)婦女誘拐及び誘拐者(ロ)醜業婦口入業者(ハ)貸座敷業者及び其

雇人(ニ)娼妓の出身現状及び成行(三)公娼制度と法規との関係調査(四)公娼制度と

衛生との関係調査(五)公娼制度と風紀との関係調査(六)公娼制度と教育との関係調査

(七)公娼制度と経済との関係調査(八)公娼制度と公権との関係調査(九)外国人たる

醜業婦の状態調査(十)外国に於ける日本醜業婦の調査(十一)内外醜業婦の沿草調査(十

二)芸妓酌婦其他類似の稼業者に関する調査(十三)蓄妾、私通、姦通、離婚等に関する

調査(十四)婦人問題、貞操問題に対する現状思想の研究 J cr 廓清会会員Ij J W廓清』第 1巻

第 1 号、 1911 年 7 月 7 日)。

34 渋谷知美『日本の童貞』文春新書、 2003 年、 53-57 頁。

35 海妻径子『近代日本の父性論とジェンダー・ポリティクス』作品社、 2004 年。

36 黒川みどり「男性の自己変革への模索」、阿部恒久ほか編『男性史 1 男たちの近代』日

本経済評論社、 2006 年、 225-226 頁。

37 赤川学『セクシュアリテイの歴史社会学』勤草書房、 1999 年、 232 頁。

38 伊藤秀吉『日本廃娼運動史~ [復刻版、原著は 1931 年〕、不二出版、 1982 年、 23 頁。

39 宇佐美ミサ子『宿場と飯盛女』同成社、 2000 年。

40 森林太郎「衛生学大意J W鴎外全集』第 30 巻、岩波書届、 1974 年。
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第一章公娼制度と衛生思想

第一節医学知の輸入と徽毒検査

近代日本の公娼制度は近世公娼制のシステムを大きく改変し、再編されたものである o

その変容の過程において最も重要な事件は、娼妓に対する徽毒検査2の採用と娼妓解放令で

ある。それが、長崎、横浜という開港地に始まることに示されているように、日本におけ

る性の近代化は、開国によってもたらされた知の流入に促され、その新たな知には、植民

地主義が刻印されていた。日本に開国を迫った欧米諸国、なかでもいち早く産業革命を経

て世界最大の海軍力を持ったイギリスは、 19 世紀中葉に海外膨脹の決定的段階をむかえ3、

軍艦と商船とによってインド、シンガポールへ進出し、阿片戦争を経て香港を割譲させた

後、日本の港にたどりついたのである。日本の「文明開化」は、それらの港から始まった。

1853 年のペリー来航の後、和親条約、通商条約が、アメリカ、イギリス、オランダ、ロ

シア、フランスとの間で結ぼれると、開港場には外国人遊歩区域が設定され、そうした遊

歩道沿いに設けられた外国人休憩所は、やがて私娼の売春宿へと変化していった七もっと

も早い時期に開港した箱館では、すでに 1858 年「売女渡世」として外国人相手の遊廓に幕

府の公許が出されている5。横浜港には 1859 年、新設の港崎遊廓に外国人向けの岩亀楼6が、

長崎では 1860 年、後述するようにロシア兵向けの露西亜マクロス休息析が設けられている。

1867 年に遅れて開港した兵庫でも、その開港の直前に「軍艦商船とも渡来水夫其外軽輩之

もの立廻り可申ニ付遊女屋無之侯而は却て不取締之儀出来可申も難計7J との理由から遊女

屋の取建が奉行によって上申され、許可されている。

開港地においては遊廓内に限らず簡単に売春婦が周旋されたために、性病が蔓延してい

た。イギリスの外務省は極東基地の陸・海軍に影響が及ぶことを懸念し、公使館付医官で

あったウィリアム・ウィリス Wi lliam Willis に日本の売春についての報告を求めているが、

ウィリスはその報告書において、遊女の 3 分の 1 は身売りの契約期限が切れぬうちに梅毒

等の理由で死亡していること、江戸では遊女の約 10 パーセントが梅毒にかかっていると見

られるが、横浜では少なくともその患者が 2 倍はいること、日本の田舎では梅毒はまれで

あるが、都市では 30 歳の男の 3 分の 1 がそれに冒されていること等を記しているえ開港

地に寄港する諸外国は自国の軍隊を守るため、性病の問題を解決するよう、日本に強く求

めたので、あった。

したがって、国家としての独立さえ危ぶまれる状況にあった日本において、医学は軍事

的な要請によって西洋化を促された。また、医学史の先行研究においても指摘されてきた

ように、日本医学の近代化は富国強兵政策と不可分であった9。このことは公娼制度史にお

ける徽毒検査制度導入の過程をみても明らかである。その過程における主役は、以下に述

べるように、廃娼派の人物も含め、国内外の軍医たちであった。後にいたるまで日本国民

の性病が主として軍事的な関心から捉えられていた事実は、戦前の性病についての統計と

しては、公娼としての娼妓と徴兵検査の際の壮丁についてのものしか残されていないとい

う点1O~こよっても確認できるであろう。
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軍陣医学は、治療医学よりも予防医学ないし健康管理の医学であるとされるヘまたそ

の軍陣医学の特徴として「あらゆる意味における合理性の仮借なき追求」および「基準な

り標準を設定することがまず要請され、それによって集団の構成員が選択され維持される

と同時に、切りすでによる管理も非情に行なわれる」ことが指摘されている 120 日本の衛

生学の草創期に、北里柴三郎、緒方正規とともに衛生学の指導者であった森林太郎(鴎外)

は矢二期にわたって軍医学校長となり日清戦争時には陸軍軍医監、日露戦争時には第二

軍軍医部長、その後、軍医総監・陸軍省医務局長となったが、衛生学を「人の健康を図る

経済学のやうなもの町とたとえて、「戦略は人を以て器械となし、此器械を用いて自家の

活動即ち戦闘を安排す町、「兵の健康は戦闘力の一要素16 J、「軍制ハ以テ兵卒ノ健康ヲ衛護

スノレノ具トナス可ク軍費ノ¥以テ兵卒ノ健康ヲ増益スノレノ資トナス可シ 17 J と論じた。近代

日本における買売春の歴史が、こうした「衛生」の論理と深いつながりをもちつつ展開さ

れたこと、そして本稿が紹介する初期の廃娼論もまた、その「衛生」論を土台として論じ

られているということは、きわめて重要である。またこうした流れが、やがては廃娼運動

のうちに優生思想と結びつく動きを生み出していくのであるlt
買売春の制度が「衛生」の論理によって再編されるときに、娼妓の徽毒検査という形態

が採られたことの意味については、慎重に検討されねばならない。後にも述べるように、

日本における徽毒検査の制度化にはイギリス海軍が深く関与し、日本の寄港先に徽毒病院

を建設させたのであるカ~19、この徽毒病院建設のためのイギリス人軍医の派遣はイギリス

本国の「伝染病予防法 Con 白tagious Di seases ActsJ (1864 年制定、以下C D 法と略記)に基づ

いている叱娼婦の管理と性病予防を目的としたこの C D 法制定の経緯、およびC D 法撤

廃を求める廃娼運動について分析した荻野美穂は、 C D 法に内在する論理として「娼婦、

すなわち女の側だけが検診と管理の対象とされ、娼婦を買う当事者であり、娼婦問の、あ

るいは家庭への性病の媒介者である男は不問に付されたという、性によるダブルスタンダ

ード21 J を指摘し、「検診がたとえ性病予防という衛生学的な理由から行われたもので、あっ

ても、娼婦、すなわち女だけにそれが適用され、しかも男性医師がそれを実行するという

構図は、その裏側に存在する、女は男のための排世器でありその部分さえ衛生的であれば

問題はないという、完全に女を『もの』として見る発想を露呈させずにはいなかった刊

ことが、イギリスにおける女たちの廃娼運動を引きおこしたのだと論じている。唯?生」は、

一見、ジェンダーに中立的な概念であるかに見えながら、その実践の場においては、女の

経験と男の経験とを大きく異なるものにした竺この「性のダブルスタンダードJ は、後

に日本において開始される廃娼運動においても問題化され、やがて〈男たちの廃娼運動〉

から〈女たちの廃娼運動)が分離してゆく端緒となるだろう。

徽毒検査、すなわち娼妓が梅毒に擢患しているかどうかをチェックするためにその性器

を検査するという発想は、鎖国時にも唯一関かれていた長崎において、すでに 19 世紀の初

めにオランダ人医師ゲソレリット・レーンデルト・ハーゲ、ンGe凶 t Le endert Hagen によって伝

えられているヘ先行研究は、出島に滞在していたハーゲ、ンによって伝えられた徽毒検査

についての知識は、当時、オランダ語の通訳や長崎の医師たちの関心を引いたであろうと

論じている竺これより以前、 18 世紀の後半には、すでに日本において梅毒の唯一の感染
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源、が娼婦であるという見解が登場しているお。このことを指摘した鈴木則子は、当時、下

級娼婦に梅毒病みが多いというイメージが形成され、そのようなイメージが娼婦に対する

蔑視に結びついていたと論じているペ徽毒検査が制度として導入される以前の日本社会

には、すでに、そうした体制を受け入れるだけの素地がで、きつつあったので、ある。

1839 年から 1854 年までの「蘭学の圧迫時代町を経た後、日本における最初の徽毒検査

を行った人物として知られるのは、ポンペ・ファン・メーノレデノレフォーノレト Pompe van 

Meerderv ∞rt である。ポンベはオランダ海軍の軍医で、あった。ポンベの家はオランダの旧

家であるが、陸軍将校だ、った父親が勤務中のベルギーで生まれた。彼はユトレヒトの軍医

学校で医学を修め、海軍に入り軍医として東インド、スマトラ、モノレッカ、ニューギニア

各地に勤務した。二等士官に進級後、 1856 年、オランダの第二次海軍派遣隊の一員に選ば

れ、 1857 年から 1862 年まで長崎に滞在していた竺

ポンベは医学教育に熱心で、彼の着任によって日本において初めて西欧式の医学が体系

的な形式で教授されることになった叱ポンベの弟子のうち、もっともポンベの信頼が厚

く日本の軍医頭となったのは松本良順であり、彼は日本で軍陣医学を創設し、軍衛生部制

度を創設した人物である。ポンベと松本はともに徽毒検査と深い関わりを持った。しかし、

両者の公娼制度についてのとらえ方は対照的である。以下に、日本における最初の徽毒検

査が行われた経緯について記した上で、ボンベと松本の徹毒検査観を比較してみよう。

日本における最初の徽毒検査は、 1860 年、長崎でロシア兵相手の娼婦に対して実施され

た。松本良順の自伝によれば、長崎港で軍艦の修理をしたいと幕府に願い出たロシアは、

長崎での上陸を許されたものの、ロシア艦の艦長は、長崎滞在中の兵士たちが起こす性的

トラブノレに苦慮していた。

兵卒等日々野径を誼遥し、発情の禁じ難き、動もすれば農家の婦女に戯る。艦長これ

を憂え、花柳の遊びを許さんとするも、梅毒の伝染を恐れ、娼妓の梅毒検査を行われ

んことを乞う。奉行阿部氏、検査のこと、可はすなわち可なれども、いまだ我が邦に

行われざることなれば、遊廓の者、苦情を訴え騒擾を〔起〕さんことを患い、予〔松

本一一引用者〕を招きてその計を問わる310

ロシア海軍は軍医三名を丸山遊廓に向かわせ、徹毒検査をしたいと申し出たが拒絶され

た汽丸山遊女には一種の権威が付与されていたためであるとされるお。丸山遊廓はその後、

ロシア人の登楼をも拒絶したため、ロシア艦の提督ピリレフ Birileff は、長崎奉行所に買

春のための場所を設置する許可を求めたへそれで奉行は松本に相談したのである。松本

は奉行の意をくんで、既存の遊廓ではなく、新規にロシア兵が買春するための長屋を設け

ることを考案した。遊廓花月楼の楼主を呼び、松本は次のように自らの考えを述べた。

島原辺の女子の醜美を論ぜず身体強壮なるものを撰び、十人余を購い来たり(ただし

平常の倍価を以て購うも可なり)、その長屋において露兵に接せしむべし。敢えて酒食

を要せず、その揚代金不廉なるも可なり(臨時の建築費を算すれば、これに対する収
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入を計らざるべからず)。その営業の時間は朝巳牌(午前十時)より夕申牌(午後六時)

を限りとし、その間正午より一時間を以て午餐休息とし、すなわち兵卒等に各三時間

ずつの娯楽を与うべし。しかして隔日に朝辰牌(午前八時)より巳牌に至るの聞を以

て、梅毒検査を行うこととし、毎日申牌に至らばその娼妓を迎え帰りて旅宿に休息せ

しむることとし、この宿所はわずかに港を越ゆれば可なり。

ロシア兵のための軍慰安所が、このように日本の軍陣医学の創設者によって考案された

ことの意味は重大である。資金力を背景に、島原のような貧困にあえぐ地域に平常の倍の

金銭を投下して、「醜美を論ぜずJ r酒食を要せず」、つまり遊廓の文化的意味を一切剥ぎ取

ったむきだしの性欲処理場を、既存の遊廓とは別個に設置しようと計画されたのが、この

ロシア兵向けの軍慰安所で、あった。松本の記述によれば、巨利を得ることになった楼主も、

松本に相談を持ちかけた奉行も、ロシア人士官も、皆、喜んでこの松本の案を受けいれた

のだといい、ロシア兵の相手をする女性も「収入の多きを喜び、たちまちにして十余人を

獲来たれり」とのことである35 。そしてこの「露西E マタロス休息所町と名付けられた軍

慰安所で、日本における最初の徽毒検査が行われた。最初の二日はボンベが行い、次の日

からはポンベの生徒たちが二、三日ごとに交代して行ったのだ、という。松本自身は徽毒検

査のための技術を身につけていなかったと考えられることからへ実際に徽毒検査にあた

ったのはロシアの軍医で、はなかったかとの説もあるが認、少なくとも松本がその場に立ち

会ったことについては先行研究の認めるところである。松本はその最初の徽毒検査の感想

として、後に「今回検査法を実地に学び得たれば、他日これを我が国に行わんと私かに喜

ぴたり」と記している390

ところでポンベは帰国後の 1867 年一1868 年に『日本における五年間一一日本帝国とそ

の国民の知識へのー寄与一一』と題する回想録伺を著したが、この著作にはポンベの自に

映った日本の売春の様態が記され、徽毒検査の必要を説くのと同時に、公娼制度を廃止す

る必要が説かれている。興味深いことは、日本において最初の徽毒検査を実施したとされ

るボンベが、廃娼論者で、あったという点である。ポンベは次のように述べている。

過去において日本に対して友好関係を強制し、また毎日のようにいっそう強制してい

るヨーロッパの文明国がほんとに立派な仕事をしようと思うならば、幕府を啓蒙して

今日の日本の売春制度をやめさせるためにあらゆる手段を試みるべきである。もしそ

れらの諸国が道理をよくわきまえた人々から軽蔑されることを好まぬのなら、当然そ

うすべきである。幕府はこのような恥知らずなことに対して何も知らないというよう

な弁解で、責任を逃れることはできない。このことは幾度も幕府にいったことである。

私自身も多年幕府とこの問題についていろいろやってみたが、残念にも何の効果も上

がらなかった。〔中略〕日本には売春婦が嘆かわしいくらいたくさんいるのである。幕

府はそれを保護しており、社会もまたそれを恥と思っていないからで、あるへ

ポンベがここで「恥知らず」と論じているのは、日本人娼婦のことではない点に注意す
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べきである。ポンベは西欧と日本の文化的違いを強調し、「日本では全然本人の罪ではな42J

く、「当然軽蔑されるべきは両親である。特に幕府である刊と論じた。また、日本におけ

る娼婦の親孝行を美談として紹介したうえで、西欧の人々に向けて「みなさんはこのよう

な〔日本の遊女の一一引用者〕献身的行為の実例を読んだ後でも、なおかつ日本の遊女を

蔑視し、社会の非人であると誰が考えることができるだろうか?J と問いかけ、「外国人た

ちは彼女たちの犠牲において享楽しているのである。またただの一言も干渉することもな

くしてこの奴隷売買を続けさせているのである」と論じて、日本の公娼制度を利用しよう

としている西洋諸国の人々を批判している。つまり、この回顧録の中でボンベが批判の矛

先を向けているのは、日本人娼婦ではなくて、その娼婦たちを遊廓に売った両親と、遊廓

を保護している幕府と、その日本の公娼制度を自ら利用しようとしている西洋諸国の人々

である。

このようなポンベの廃娼論が、「キリスト教文明」への期待と同時に、その期待が裏切ら

れたことの失望感からきていることは、ボンベの文中に明らかである。彼の廃娼論は、キ

リスト教的倫理観に基づきつつ「キリスト教文明」の欺繭を指摘する形で展開された。彼

は次のように論じる。

われわれはよく一人あるいは数人の宣教師が虐待されたといって、すぐ戦争をするが、

ヨーロッパ国民の目の前で行われているこの奴隷売買制度〔すなわち日本の公娼制度

一一ー引用者〕については何一つ手を打っていない。キリスト教信者への圧迫を保護す

る目的でトルコの事件には干渉したけれど、日本では年端もいかない娘について非人

道的な圧制が行われているのをそのままに放っておく。それが果して優れたキリスト

教徒の使命であろうか?これが果して教養ある文明国民の行為といえるだろうか?誰

もこれを主張する者はないだろう。いな、もしこのことに対して何一つ手を打たない

ならば、もっとも尊い自分の義務を放棄して、人類全体の恥辱となるようなこの奴隷

制度を日本に存続させているヨーロッパ諸国民を答むべきことは当然であろうぺ

しかしこうして廃娼論を説くポンベは、衛生論者でもあった。彼は、「衛生J の意味を理

解していない日本人たちに衛生学を講義し、彼らを市中へ連れ出して「臭い溝、汚物の山

や汚い塵の積もったところを見せて、これらのものが人類の衛生上恐るべき害をもたらす

ことを彼らに説いて聞かせたの」。日本人に熱心に衛生論を説くボンベは、幕府に対しても、

遊廓内を「衛生」的に保つよう進言した。つまり彼は、徽毒検査の必要を幕府に説いたの

である。その際の幕府側とのやりとりについて、ポンベは次のように記している。

遊女屋に対しては厳重な医学的監督が必要である。ところが、そのような施設は日本

にはまったく見られない。私はこのような見地から幕府に対して、幕府の義務として

監督の手を休めてはならぬことを納得さすべくいろいろ手をつくした。けれどもその

返事としては、つぎのような答であった。『日本では大変むずかしいことだ。娘たちに

衛生を注意して健康に暮らすように強要することはできない。身体はその人のもので、
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それに対して誰も何ともいうことのできない財産である。当局だって同じことだ』と。

さらに加えて、このようなもっと無味乾燥な理由を長々と持ち出すのが常で、あった。

しかし幕府は、われわれが熱心に申し入れているこの要望に耳を傾けない以上、その

大切な義務をみずから放棄しているといわねばならない。年々何千人という家庭が不

幸な目に遭っている。そのほかの点ではあんなに美しい島国であるのに、その国では

詳しく調べてみると日本人全体がすでに著しい類廃の特徴を示しているのである。政

府の怠慢のために、このもっとも恐るべき不健康の状態が除々ながらますます深刻に

拡大しつつあるへ

ポンベは、公娼制度のもとでの人身売買を「非人道的」だと非難したが、娼妓に対する

徴毒検査については「非人道的」行為だとは考えなかったようである。これに対し、日本

人は、身売りそのものよりも徽毒検査に対して抵抗感を持った。徽毒検査の必要を説くポ

ンペに対する幕府側の「身体はその人のもので、それに対して誰も何ともいうことのでき

ない財産である」という反論からは、「衛生」概念と相反する当時の日本人の身体観をうか

がい知ることができて興味深いぺ公権力によって個々人の身体が管理されるという様式

が、いまだ日本人には理解されなかったのである。そのような日本社会にあって、実際に

徴毒検査をされた女性たちは人々の噂となり、検査を受けた本人のみならず親兄弟までも

がこれを恥じ入り、遊女としての年限が終わっても結婚は困難だといって嘆いたとのこと

であるへまた、この後も長らく娼妓たちは徽毒検査を厭い、中には自殺を試みる者もい

た490

ポンベが公娼制度の廃止と同時に「衛生」の観点から徽毒検査の必要を説いたのに対し、

その弟子である松本良順は、徽毒検査の導入という点についてのみボンベの意見を受け入

れて、公娼制度そのものに対しては、全く逆の姿勢を示した。つまり、ポンベが廃娼論者

であったのに対し、松本は存娼論の立場で、あった。ポンベの帰国後に著された松本の『養

生法~ 0864 年)には、次のように記されている。

下賎のもの百人の中、九十五人は楳毒にかからざるものなし。是其原花街売色に制な

き故也。西洋諸国楳毒を恐れて、花街を破却せる事あり。其時却て楳毒の病人増れり。

是房事は天性の人欲なる故、花街なければ窃に売色するもの多く、それとしるべから

ざるゆゑなり。さて其後とに花街をまし毎所厳重に区域を設け、法を立て楳毒院を建

て毎一週医官をして惣売女を密に改め、少も毒に感ずる婦人は直に病院に入て治癒を

加え治して後出して元に帰らしむ。其故に楳毒はまた激毒に至らずして、速に治し花

街毒原を掃除する事を得て大に楳毒の患者減ぜりと云々 O 楳毒は人より人に伝り、

追々其毒を増し、是が為に生命を損し又其子に伝へて種々さまざまの悪病を生ず。実

に楳毒女一人を以て、其毒を発して幾千人におよぼす事をしらず到。

すなわち松本は、買春は「天性の人欲」に基づく行為であるから「花街」は必要不可欠

なものであり、性病の感染源は娼婦であるから徽毒検査を行うべきであると述べているの
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である。またここではすでに「楳毒」が子供へ伝わるものと捉えられている。この松本の

記述からは、ポンベの意見にみられたキリスト教的倫理観に基づく買売春の罪悪視や娼妓

たちに対する同情的視線は抜け落ちており、ポンべから松本へと伝わったのは、徽毒検査

のテクニカルな側面のみで、あったことが確認できょう。この後、松本は、幕府倒壊の直前

の時期に「駆梅のため」と称して西洋医学所付属の遊廓を根津に新設しようと試みたが51 、

この計画そのものは失敗に終わった。しかし彼は、明治新政府においても、兵部大輔・山

県有朋に請われて軍医頭となり、軍医制度創設にあたっていることから矢後にいたるま

で軍陣医学のありかたに多大な影響力を持ったで、あろうと推測できる。

こうして最も初期の徽毒検査をめぐる言説の中で、その必要性が廃娼・存娼の双方の立

場から主張されたという点は重要である。この後も、廃娼論および存娼論には「衛生」の

論理が深く関わってゆくのであるが、初期の徽毒検査をめぐって示されたポンベと松本の

意見の相違は、この後の廃娼派と存娼派の対立を予見させるものであった。

ところで、日本人による初期の廃娼論として知られているのは津田真道の「廃娼論J (問

六雑誌~ 1875 年)であり、事実、富国強兵のための「衛生」論が日本人による公娼制度を

めぐる言説の中に明確に示されるのは、この津田の「廃娼論」が最初である。津田は 1857

年に蕃書調所に入って洋学者としてスタートしたが、この蕃書調所時代からの洋学者仲間

としては、西周や加藤弘之のほか、「廃娼論」との関わりでは後の兵庫県令・神田孝平が重

要である。その蕃書調所入所の前年、津田は洋均毎軍をめざして長崎に赴き新設の海軍伝

習所に入所を計ったが予選にもれている弐この長崎海軍伝習所は、 1857 年にポンベがカ

ッテンディーケの率いる第二次海軍派遣隊として来日した際の目的地であり、軍医士官と

して最初に松本良順らに医学教育を始めた場所でもあった。津田はこの海軍伝習所への入

所希望を受け入れられず非軍事施設の洋学校に入ったわけだが、その後、幕府海軍の軍艦

組の一行に参加して、 1862 年、西周とともにオランダに留学した。このオランダ留学前の

著作とされる津田の『天外独語』は、儒教流の天命思想、民本思想に基づき、富国強兵論

7 ナイョクサ

を説き、とりわけ「海軍」を重視するものであったヘオランダから帰国後、津田は幕府

官僚になり、またその後、明治新政府の官僚へと転じており、この新政府官僚としての初

期には「人ヲ売買スルコトヲ禁止スヘキ議J (1869 年)において、すでに娼妓の売買を批

判している51 津田の「廃娼論」はその 6年後の論説であり、次のような内容で、あった。

夫レ娼妓ノ世ノ風俗ヲ類荒シ人ノ徳義品行ニ大害ヲ為スハ固ヨリ論ヲ挨ズ〔中略〕蓋

国ハ人民ニ頼テ立チ人民ニ頼テ成ル一人ノ貧ハ即全国ノ貧ナリ一民ノ弱ハ即全国ノ弱

ナリ今夫レ無智ノ小民娼妓ノ為ニ惑溺シ家産ヲ蕩尽シテ以テ其家ヲ喪ボシ因テ以て徽

毒ヲ買ヒ身体表弱精神昏 ト為ノレ者枚挙スベカラズ鳴呼其レ今ノ形勢斯ノ如シ国何ヲ

以テ貧シカラズ兵何ヲ以テ弱カラザルヲ得ンヤお

この津田の「廃娼論」においては、ボンベに見られた娼妓への感傷的な思い入れは捨象

され、娼妓はもっぱら監視の対象としてのみとらえられていることが確認できる。津田に
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おける「廃娼」とは、富国強兵のため徽毒を危険視し、娼妓がその徽毒を媒介するもので

あるとみなし、それゆえに娼妓を社会から排除する行為を意味していた。いわば、排娼論

であるへ他方、娼妓に対する徽毒検査が「衛生上最緊要之事j として全国的に制度化さ

れたのは、この津田の「廃娼論」が発表された翌年の 1876 年のことである。すなわち、こ

の 1876 年頃には、存娼か廃娼かという意見の対立を内包しながらも、「徽毒」を娼妓の問

題として、また「健康J および「衛生」の問題としてとらえる見方が、政府において、ほ

ぼ定着したものと考えられる。

しかし政府の徽毒検査の全国的制度化の方針は、突知現れたのではなく、それ以前から

徐々に制度化へ向けた動きは見られたのだ、った。次節においては、徽毒病院建設問題を中

心に、 1876 年頃までの娼妓をめぐる議論をたどってゆくことで、 日本において存娼およ

び廃娼論が「衛生」論として定着するにいたった経緯について論じたい。

第二節公娼制度の再編過程にみる徴毒の問題

徽毒検査についての知識は、前述のオランダ、ロシアに続いで、フランス、イギリスか

らもたらされた。なかでも、徽毒検査を行う機関としての徽毒病院建設の初期の過程にお

いては、イギリスの影響が大きい。日本の開国がアメリカ主導で行われた関係上、開国当

初、西洋からの知識の摂取は主として英語が用いられる傾向があり矢また維新戦争時に

は先述のイギリス医官ウィリアム・ウィリスが宮軍に請われて負傷兵を治療したという経

緯もあって矢 1870 年に日本の医学の範をドイツにとると決定されるまでは、イギリスの

医学が最も重視されていたのである叱しかし、もともと日本においては蘭学という形で

オランダ語を通じてドイツ医学を輸入してきたためドイツ医学を支持する勢力があり、結

果としてそのドイツ派の主張が採用されることになった。それでも、その 1870 年の時点に

おいては、いまだ日本医学におけるイギリス派の力は強かった610

1875 年 6 月、文部省「医務局」が内務省に移管され、国民の衛生に関わる独立した部署

として「衛生局」が設けられたが、その衛生局の最初の二年間の業務の報告書として出さ

れた『衛生局第一第二報告』刊こは、第二章「衛生事務各項ノ報告」の第五款として「徽

毒預防及娼妓検査」という項目が設けられている(第一款「死亡及疾病」、第二款「伝染病」、

第三款「種痘」、第四款「病院J、第六款「薬物監督」、第七款「医師薬舗及地方衛生吏」、

第八款「鉱泉試験J) 。このように「徽毒預防及娼妓検査」が一つの項目として立てられて

いることから、発足当時の衛生局において徽毒検査が重視されていたことが理解されよう。

そして、この第五款「徽毒預防及娼妓検査」には、次のように記されている。

徽毒病院ノ¥慶応三年(西暦一千八百六十七年)九月幕府英国医官ドクトノレ紐頓ノ建

議ニ依リテ始メテ之ヲ横浜ニ設立シ次テ長崎神戸ニ及ヒ紐頓ヲシテ輪次巡回シテ三院

ヲ監督セシム同四年(西暦一千八百七十一年)紐頓病没シ同国海軍医官ドクトノレ
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セデウイY キ ヒール セヂウイY キ

些値幾之ニ代ノレ翌年又ドクトノレ希耳来リテ些値幾氏ニ代ノレ然レトモ検徽ノ挙ハ特ニ此

三港ニ止マリテ未タ自齢ノ地方ニ及ハス九年四月ニ至リ内務省府県ニ布達シ娼妓営業

ヲ許スノ地ハ検徴ノ方法ヲ設ケシム〔後略〕

1866 年、イギリスで CD 法に拡大・修正が加えられ、兵営所在地すべての娼婦に性病の

検診をおこなうことが定められると、横浜もまたその兵営所在地として認定され、翌年、

イギリス海軍の軍医ジョージ・ブルース・ニュートンGe orge Bruce Newton が日本へ派遣

された。このニュートンの熱心な勧めにより、 1868 年、横浜に日本で最初の徽毒病院が建

設されたが「英国公使は之に干渉し、院長〔ニュートン一一引用者〕は我が政府〔明治新

政府一一引用者〕より給料を受けず、院務の主権は英国側に属するが如くにして、恰も我

が国内に英国病院の存在するの観を呈して町いるという状況であった。その後も開港地

である兵庫や長崎への徽毒病院建設をめぐって、ジョージ・ピノレニー・ヒノレ Geo rge Brunie 

団 11 らイギリス海軍軍医は日本政府に政治的圧力を加えた。以下に論じる兵庫でも、摩擦

が生じている。ニュートンが日本政府に徽毒病院建設を求める際に主張したのは、以下の

ような論理で、あった。

夫徴毒ハ、陸軍ト海軍トヲ衰弊セシム。且、其男女ヲ犯スニ由テハ、間々生スノレ所ノ

小児、強壮ナノレコト能ハス。皆衰弱ニシテ腺病質ヲ受ケ、園ノ勢威、之ニ由テ遼巡セ

スンハ非ス。古昔ヨリ国家ニ長タルノ人、医ヲ業トセル者ト共ニ此悪疾ヲ防キテ、其

猶獄遇メサル可カラサルコトヲ知リ、各国ノ人亦徽毒ヲ消防スノレノ一事ハ国政ノ一端

ニシテ頗ノレ肝要ノ事タノレヲ知レリ。故ニ千八百六十七年、仏国巴 ニ於テ国政ヲ会議

スノレコトアリシニ、此防徽ノ法ヲ講シテ以テ諸国ノ政府ト共ニ此法ヲ行フコトヲ約セ

リ。即チ都テ遊女娼妓ノ類ハ、一週日間ニ二次若クハ一次時ヲ定メテ之ヲ検査シ、若

シ疾アルモノハ、預設セノレ所ノ病院ニ入レリ其癒ル迄ハ留置テ之ヲ治療スノレノ法タリ

〔後略、句読点は引用者〕臼

この徽毒院創建伺が建言されたのは 1871 年 3 月 17 日のことであり、日本で兵部省にか

わって陸軍・海軍の二省が設置されるのは 1872 年のことである。ニュートンは娼妓遊女に

たいする徽毒検査が日本の陸海軍のためにも役立つと論じて、すでに横浜には設立済みの

徴毒院を東京にも建設するよう建言したのである。この建言の文中では、円鞍毒」が「小児」

に伝わるという点が強調され、そのように子孫へ「徽毒」が伝わっていく結果「皆衰弱ニ

シテ腺病質ヲ受ケ、園ノ勢威、之ニ由テ遼巡」すると伝えられたのであったぺこの後、

兵庫・長崎の両港に徽毒病院の設置を求める外務省上申に明言されているように、イギリ

ス軍が日本において開港地を中心に徽毒病院建設を求めた目的は「同港滞在英国軍艦水夫

共ノ内徽毒伝染困却ノモノ不少」という、まず第一にイギリス軍の抱える問題の解決のた

めで、あったが、この徴毒根絶は「外客」としてのイギリス軍人のみならず「御園人ノ幸福」

のためでもあると論じられたのであるぺ
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先の衛生局報告は「此三港ニ止マリテ未タ自齢ノ地方ニ及ハスJ と述べて、徽毒検査が

実施されたのは開港地である横浜、長崎、兵庫の三港のみで、あったと記録しているが、実

際には、これら開港地以外の地域においても徽毒検査は行われ始めていた。京都および大

阪がその場所であるが、ここで影響力をもったのは、ポンベの後任者でオランダの陸軍軍

医・ボードウインである。その徽毒検査実施の経緯について、田中香涯は次のように論じ

ている。

明治二年長崎より大阪病院招聴せられた和蘭の陸軍々医ボードウインは日本人の疾病

が性病、就中、徽毒に基因すること少からざることを看取して、古来の慣習を破り、

検徽の実施を政府当局者に進言したことがあった。ところが政府の之を採用しないう

ちに、ボードワインの説に動かされた京都の医師明石博高は祇園一力楼の主人杉浦治

郎左衛門を説いて、祇園幸道に療病館といふ養生所を私設し検徽駆徽を行った。それ

は実に明治三年の七月で、一個人の手によって為されたものであるが、開港地以外に

検徽を行ったのは京都を以て嘱矢とするの。

また当時の日本においては、街道沿いの旅寵における徽毒蔓延も深刻で、小菅県は 1871

年 4 月、「宿駅ニ娼妓ヲ置ヲ害トシ漸々之ヲ禁止セン事」を建議した後、同年 9 月、小菅県

管内千住小塚原に徽毒病院を開院している。この小菅県のケースが興味深いのは、徽毒病

院の建設が、廃娼論とセットで論じられている点である。小菅県の建議は、次のようなも

ので、あった。

本県己巳歳病院ヲ設ケシヨリ以来、管内ノ民治療ヲ乞フ者千余人、然シテ其病症ヲ察

スレパ徽毒ニ原因スルモノ十ニ七八ナリ、彼徽矯ノ人身ヲ傷害スノレ事ハ古今医家論述

ノ書アレパ、此ニ多賛セズト錐モ、猶其毒ノ伝染ヨリシテ、骨節底痛四肢不遂ヲ成シ、

或ハ盲トナリ聾トナリ、眉脱ケ、鼻墜チ、膿血ヲ被リ、臭皇、を吹ク、其醜悪千態万状、

親族ニモ疎マレ郷里ニモ歯ヒセラレス、其最哀レムベキハ父母ノ遺毒ニ由テ生来廃疾

ヲ為スノ児トス、実ニ健ルベク悪ムベキノ毒清ナリ、今ヤ県下三百七十村ノ人民ヲ以

テ此病ヲ患フノレモノ三年未満ノ問、数百人ニ及ベノレ、其禍害ノ生ズノレ所以ハ他ノ謂レ

アノレニ非ズ、管内千住、草加、越谷其他隣境駅々ノ旅庄ニテ、従前飯盛ト呼ピ婦女ヲ

傭ヒ公然売色ヲ業トスルモノアルニ由ノレ、然シテ又此売女アルニ由テ県下ノ民職業ニ

怠リ、家財ヲ失ヒ、博徒ニ陥リ、盗賊ニ終ノレノ類往々絶ザ、ノレトキハ彼旅庖営ム所ノ業、

人民ノ害トナノレハ唯徽毒ノ一偏ノミニ非ズ、此弊宜シク革除スベキ所ニアリ、故ヲ以

テ本県此議ニ及ブト云偲

この建議は、徹毒の病症の「醜悪」さを強調し、「最哀レムベキ」は「父母ノ遺毒ニ由テ

生来廃疾ヲ為スノ児」であるとしている。そしてこの徽毒のみならず数々の弊の原因とな

るところの「飯盛Jすなわち娼婦たちに対する嫌悪感が表現され、〔人民の害」としての「売

色」を禁止しようとする廃娼論が説かれたのである。また、この後の徽毒病院設置の際の
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告諭書には、次のように論じられていた。

従前逆旅の飯女と唱ふ者、其名は年期奉公に出で其実は人を販菅する者にて、政の容

さゾる所可廃の一也。男女の交接は人倫の大節にして、之を狼りにするは風の正から

からだ

ざる所、可廃の二也。売婦交接の問、一人の徽気衆人に伝染し、康健を傷ひ性命を損

す、害の甚しき者可廃の三也。然れども因襲の久しき断然之を廃んも亦妨あり、是を

以て更に徽毒疫除の方法を設け、先づ害の甚き者を防んとす490

この小菅の徽毒病院設置の告諭書に見られる論理は、飯女の売春は人身売買であり、「人

からだ

倫」を乱し、徽毒を蔓延させることで人々の「康健J (r健康」を誤用したものと考えられ

る)を損ねるから廃すべきだというものである。その廃娼へと至るまでの措置として、徹

毒病院を設置しようというので、あった。すでにここには、衛生論に基づく廃娼論の萌芽が

みられる。また、いまだキリスト教が広まっていない時期に、廃娼の理由として「男女の

交接は人倫の大節」と論じている点は注目に値する。廃娼論といえば、即座にキリスト教

のイメージと結びつけられる観があるが、伊藤秀吉も指摘するように、日本における最も

初期の廃娼論は、キリスト教ではなくむしろ儒教の道徳思想を根底としたものだと考えら

れ70 、そこに「康健」という言説が結合した点に、近代性を見出すことができるのである。

こうした小菅県の動きは一県のみにとどまらず、全国的な動きへと結びついた。同年 4

月 30 日、太政官は小菅県の建議を受けて「人身之健康」に着目する観点から民部省宛て沙

汰で次のように「売女渡世」と徽毒とを結びつけて論じた。

近来、各地方、売女渡世之者漸次繁殖致シ、其弊害不少、殊ニ徽毒伝染人身之健康ヲ

害シ候ニ付、小菅県建言之次第モ有之、風俗人体ニ関係シ尤注意可致事ニ候候、各地

方官ニ於テ自主度除害之施設相立候様、其省ヨリ可相達'1] 長事〔句読点引用者J 71 

そして翌月には、民部省から達第 13 号が出されている。

近来、各地方、売女渡世ノ者漸次繁殖致シ、其弊害不少、壮年ノ者ハ之カ為メ遊惰著

修ニ流レ、終ニ産業ヲ破リ、一家退転シ、加之徽毒ノ症ヲ受ケ、身体支離相成候輩モ

不少、剰へ其毒ヲ子孫ニ伝フノレニ至ノレ、実ニ偶然ニモ有之、第一淫風盛ニ相成候テノ¥

土地ノ風俗ヲモ素シ不容易事ニ付、爾来遊女売婦ノ類新居開業ノ儀ハ堅ク不相成、従

来開庖ノ向モ人員増殖ヲ可禁止旨、公然布告ニハ不及候得ドモ、各地方官ニ於テ陀度

除毒ノ施設相立可申事但御達相成候写別紙為心得相廻候成〔句読点引用者〕 η

この民部省達は、「徽毒」と「淫風」の原因を「売女渡世J だとみなし、娼家の新居開業

および既存の娼家における人員の増加を禁止し、かつ「除毒ノ施設J すなわち徽毒病院の
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設置を進める方針を示したもので、あった。

この翌年、 1872 年 10 月 2 日の娼妓解放令(太政官達第 295 号)をめぐっては、長らく

それが発せられた契機はマリア・ルース号事件だとされていたが、近年の大日方純夫の研

究はこの通説を否定し、娼妓解放令の直接の契機は同年 4 月 25 日に司法卿に就任した江藤

新平のもとで進められた改革路線で、あったことを明らかにした73 。娼妓解放令は外圧にの

み起因するものと短絡することはできないのである。たしかに人身売買の批判は、すでに

津田真道の「人ヲ売買スルコトヲ禁止スヘキ議」にみられ、民部省達第 13 号の元となった

小菅の廃娼論でも「売女渡世」が人身売買として批判されており、娼妓解放令で突発的に

現れたものではない。同年 10 月 2 日、娼妓解放令が「人身ヲ売買致シ終身又ハ年期ヲ限リ

其主人ノ存意ニ任セ虐使致シ候ハ人倫ニ背キ有マシキ事ニ付古来制禁ノ処従来年期奉公等

種々ノ名目ヲ以テ奉公住為致其実売買同様ノ所業ニ至リ以ノ外ノ事ニ付自今可為厳禁事」、

「娼妓芸妓等年季奉公人一切解放可致右ニ付テノ貸借訴訟総テ不取上候事」と定めた74 の

に加え、司法省は同年 10 月 9 日の司法省達第 22 号で「娼妓芸妓ハ人身ノ権利ヲ失フ者ニ

テ牛馬ニ異ナラス、人ヨリ牛馬ニ物ノ返弁を求ムノレノ理ナシ。故ニ従来同上ノ娼妓芸妓へ

借ス所ノ金銀並ニ売掛滞金等ハ一切償フベカラサノレ事75 J と「牛馬」のレトリックを用い

て娼妓芸妓の借金返済を免除することを定めたが、先の津田の「人ヲ売買スルコトヲ禁止

スヘキ議」には「奴蝉ハ人ヲ牛，馬ニ同シワスノレモノニテ」と、すでに「牛馬」のレトリッ

クが現れている。「娼妓解放J は外国向けのパフォーマンスに止まらず、その「解放」の論

理中にも見られる差別意識を含め、一部であれ民意を反映したものとみなすことができよ

o 
A
ノ

しかし、この娼妓解放令の翌年には、売春の(黙認・散在〉路線を主張する司法省と、む是

認・囲い込み〉路線を主張する大蔵省および東京府との確執を経て、後者、すなわち公娼

を許可地に囲い込み私娼を撲滅するという路線が、日本国家の対売娼方針として採用され

ることになった弐ただしこの中央の方針を全固化するにあたっては、抵抗する地域も存

在したのである。

開港地・兵庫を一例として見てみよう。先述のように兵庫は、横浜に続いて徽毒病院が

設置されるべき港として、イギリスが最も注目する場所でもあった。当時の県令・神田孝

平は、廃娼論者である津田真道と蕃書調所時代からの洋学者仲間であり、明六社にも席を

置いていた。娼妓解放令の前年、兵庫の福原遊廓は、鉄道敷設のために移転を命じられて

多くの借金を負ったため、娼妓解放令によって、さらなる打撃をうけていた。それゆえ遊

廓は表退し、私娼が増えたとされている九さらに神田県令は 1873 年 6 月 16 日、貸席営

業の地域制限を撤廃した。つまり、この後に国家の方針として採用される集娼制とは逆行

する動きを見せていたのである。イギリス海軍医官ヒルは、 1874 年 3 月 9 日、兵庫県に対

し、横浜にならって徽毒病院を設置するよう呼びかける文中において、横浜では 1872 年 11

月に「売女規則」として娼婦が指定地以外の場所に住んだり泊まったりすることを禁じ、

また巡査が「遊歩売色スル婦女J を捕縛しているという例を挙げて「若シ巡査ニテ尚一層

勉励シテ厳キ堤防ヲ為サハ横浜中烈キ疾病ノ伝染ヲ圧抑スノレニ至ラン」とした上で「今後

兵庫ニ於テ売女ノ取締ヲ為スニハ今此地ニテ行フ所ノ方法規則ト左ニ提記スノレ建言トヲ採
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用シテ之ヲ執汗アランコトヲ要ス」と論じて、娼婦の取締と徽毒検査を行うよう圧力をか

けているてこうした圧力に対し、兵庫県は 1874 年 6 月 13 日、内務省に宛てた上申の中

で、イギリスの徽毒検査の要求については「外客ノ為ノミニ非ス専ラ内外人民健康ノ為不

可欠要法」と認めつつも「隠売女」すなわち私娼の取り締まりは困難であることを訴えて

いるてつまり、性病を防ぐこと自体は「人民健康」のために必要だとしながらも、 G公認・

囲い込み〉路線に対しては異議を申し立てている。

興味深いのは、この時に兵庫県が私娼取り締まりの困難について論じた「両港遊女明許

情実印」の内容である。ここで兵庫県は 11 もの項目を立てて、なぜ「遊女一切明許」の方

針を採ったのかという理由を述べているのだが、それらの中から特に注目したい点を挙げ

れば、 11 の項目のうち、ーとして「遊女」とそれ以外の女とを判別することの困難を述べ、

六として「隠売女」取り締まりのため「ホリスJ (巡査〕に r(人家へ〕踏込ノ権」を与え

れば弊害が生じるであろうことを論じ、七として「隠売女」を買った男性に対する処分を

どうするかという問題が生じることを指摘し、八として集娼制が娼妓解放令の趣意に反す

ると論じ、九として「和姦」と「隠売女J を区別することの困難を述べ、十ーとして諸外

国にも遊女はいるのだから、遊女の存在そのものよりも「禁令ヲ立捕吏不時ニ人家へ侵入

シ婦女ヲ捕逐シ刑典ニ処スル」ような行為が、かえって「国辱」だというのである。

兵庫県によるこれらの指摘は、娼妓解放令を唱えながら娼妓を公認し私娼を取り締まる

近代公娼制の矛盾と問題点とを鋭く指摘するものであった。しかし内務省は、この兵庫県

の主張を一理あると認めながらも、人々が(徽毒検査を行っている)公娼は「健康ヲ保存」

されていることを知れば、「健康」を願うのは人情であるため、私娼ではなく公娼の方へと

向かうであろうと論じて、兵庫県に徴毒病院建設の指令を下したのであった。

つまり、結果として最も早い時期に徽毒病院が建設された兵庫においても、近代公娼制

の〈公認・囲い込み〉路線に対しては異議が唱えられていた。神田孝平は 1876 年 9 月に兵

庫県令を退任するにあたって後任者へ職務を引き継ぐための演説を行っているが、その演

説記録には、神田の公娼観として「民間万業相資け相益せさる者なし、唯、娼妓の業害あ

って益なし、理に於て禁すへく、勢に於て禁すへからさる者とするか故に、本県従来之を

処するの法、第一に他の正業同様の権利を付与せす、或ノ¥税額を増減し、或ノ¥場所を転移

せしめ、或ハ別に束縛の法を設くる等、総て其服不服を聞はす務めて其張輿を妨け、其害

をして可成丈、減縮衰退せしむるを法とす81 J と記されている。公娼制への異議申し立て

と抵抗の論理を広く「廃娼論J と捉えるならば、それは制度の外部からだけでなく、制度

を運用する立場にある人々によっても主張されたのである。しかしこの兵庫の事例でも確

認できるように、徽毒病院建設、すなわち徽毒検査の制度化そのものは、「健康J のためと

いう名目で、一貫して支持された。

1876 年 4 月 5 日、内務省は、内務省達乙第 45 号により、全国的な徽毒検査の制度化を

指示した。そして徽毒の「禍源」とされた娼妓たちは「娼妓徽毒検査規則」によって、そ

の行動の一切が取り締まられてゆく。内務省達乙第必号は、次のような内容である。

伝染病毒ノ最酷属ナノレモノハ徽毒ヨリ甚シキモノ無之、其禍源ハ専ラ娼妓売淫ニ起因

26 



スレノ¥予防ノ法ハ娼妓徹毒検査之外無之、娼妓貸座敷差言判戻場所ハ必検査方法施設

可致処、其方法モ無之取締不十分ノ向モ不少哉之趣右ハ衛生上最緊要之事ニ付、篤ク

注意致シ、速ニ方法施設取締行届候様可致、此旨相達侯事〔句読点は引用者〕

これに先だ、って出された内務省伺 (1876 年 3 月 14 日)は、「徽毒」について「其一身ニ

止ラス遠ク之ヲ子孫苗育ニ伝へ港弱多病不具廃疾其原因ヲ徽毒ニ資ラサノレモノナク害毒ノ

兇悪ニシテ且頑固ナノレ他ノ伝染諸病ノ比二アラス包」と述べて、この病のみを特別扱いす

る理由として「子孫苗育」までも r1 i5弱多病不具廃疾」にすることを挙げている。またこ

の内務省伺からは、当時内務省が圏内の「徽毒」蔓延の状況について「其狽獄ヲ恋ニシテ

其害日一日ヨリ甚シク実ニ衛生上欠ク可ラサノレノ勢町ととらえていたことも確認できる。

こうした脅威から逃れたいという人々の願望が、娼妓徽毒検査の全国化を推進する原動力

で、あった。

ここまで述べてきた経緯に示されているように、公娼制度の再編の過程では、公娼制度

の存続を積極的に支持する者のみならず、廃娼派の人々もまたその近代的再編に少なから

ぬ関わりを持ったのだった。やがて徽毒検査という方法は廃娼運動の中で批判されるよう

になるが、本章が論じた時期においては、買売春には否定的見解を持つ人々も、時に徽毒

検査そのものについては支持したので、ある。性病の蔓延に疲弊する当時の人々にとって「健

康」という言説は魅力に満ちたものであり、徹毒検査が有効な手段であると信じられ、そ

の実際の効果が確かめられるより前に徽毒検査は全国的に制度化された。「健康」という言

説は「富国強兵J を目指す統治者の利益にも合致しており、人々が「一身」のみならず「家」

の繁栄のために我が身と子孫との(強さ〉を求めたその欲望が、国家の〈強さ〉のために

強い兵隊を求める「衛生」の論理に接合されたのである。しかし、そのようにして「人民

の健康J が追求されてゆく過程で、もっぱら娼婦がスケープゴートイじされ、彼女たちのみ

が管理あるいは排除の対象とされることの差別性飴が廃娼論として論じられるようになる

までには、この後、約十年の歳月を必要としたのである。

1 明治以前の公娼制度と明治以後のそれとの違いを論じる上で、検徽制度(徽毒検査制度)と娼妓

解放令 (1872 年)を重視する見方は、すでに 1931 年の伊藤秀吉の著作の中にみられる(伊藤秀吉『紅

灯下の彼女の生活.~ (復刻版、原著は 1931 年〕、不二出版、 1982 年、 98 頁)。以後の公娼制度史研究
においては、「近代」のとらえ方に若干の違いはあるが、検徽制度と娼妓解放令の重視という点につ

いては共通している。近代と近世の違いについて曽根ひろみは、近世公娼制の特質は「公認された

のが個々の娼婦でも娼館でもなく、『傾城屋~ w遊女屋』といった営業主が売買春営業を行うことの

できる空間・区域= W. 傾城商売御免之地』で、あったという点である」と論じている(同円高婦と近

世社会』吉川l弘文館、 2∞3 年、 186 頁)。

z娼妓の徽毒検査は「検徽」とも呼ばれている。この「検徹」とし、う語については先行研究が次のよ

うに記している。 f( 前略〕右文書の中に、陰門開観とあるは、即ち検徽に相当する最初の語である。

何れにしても、検徽と称する語は、極めて最近に属しているのであらう。しかし余は未だその出典

を明らかにしてゐないから、葱に其年代を詳かにしないが、明治の初年には陰門検査(明治五年東
京日々新聞一六二号所載)と云ひ、其後は徴毒検査(衛生局報告明治九年ノ候)若しくは楳毒検査

(衛生局報明治十七年ノ候)文は検扱と称した。そして記するに梅或いは楳哉の文字を用ひて未だ
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徴毒とは書してないJ (正木慶文「日本に於ける最初の検微に就て J W中外医事新報』第 1160 号、 1930

年)。ここに記された「陰門開観 J r陰門検査J r徹毒検査J r検徽」の内容は、ほぽ同一であると考

えられることから、材高ではさしあたり「徽毒検査」の語を用いることにする。ただし、引用文に

関してはこの限りではない。

3 横井勝彦『アジアの海の大英帝国一19 世紀海洋支配の構図一』講談社学術文庫、 2∞4 年。

4 横浜市役所編『横漬市史稿風俗編』丸善、 1932 年、 315-319 頁。

5 函館市編『函館市史通説編』第一巻、第一印刷、 1980 年、 395 頁。

6 港崎遊廓については前掲『横演市史稿風俗編』、 3回一538 頁、参照。

7 兵庫開港一件」、神戸市役所編『神戸市史資料三』所収、 1971 年、 265 頁。

s ヒュー・コータッツィ『車岡野の港の英人たち』中須賀哲朗訳、中央公論社、 1988 年、 433-434 頁。

9 W日本科学技術史体系第 24 巻 医学 1~ 第一法規出版、 1965 年、 9-18 頁。
10 川上武『現代日本病人史一一病人処置の変遷一一J 勤草書房、 1982 年、 162 頁。

11 前掲『日本科学技術史体系第24巻医学 1~、 15 頁。
12 同前。

お伊達一男「衛生学者森鴎外をめぐってーホフマン教授ーJ W鴎外全集月報 29~ 岩波書底、 1974
年。ここで伊達は、北里、緒方、森の三者のうち、北里と緒方は細菌学の分野が専円であったが、

ひとり鴎外だけが衛生学固有の領域で活躍したと論じている。

14 前掲森「衛生学大意」。

15 同「大戦学理J W鴎外全集』第34 巻、岩波書底、 1974 年、 87 頁。

16 同「兵役篇J W鴎外全集』第 33 巻、岩波書庖、 1974 年、 222 頁。

17 同「陸軍衛生教程J W鴎外全集』第28 巻、岩波書庖、 1974 年、 309 頁。

18 拙稿「廃娼論と産児制限論の融合一安部磯雄の優生思想についてJ W女性学』第 13 号、 2∞6 年、

参照。また、たとえば森林太郎も『衛生新編』第五版 (1914 年、『鴎外全集』第 32 巻所収)の中で

「種族衛生学」を論じ、主としてドイツにおける遺伝や淘汰についての理論を紹介している。ここ

で注目されるのは、軍医としての森が逆淘汰 (W 衛生新編』中では「反淘汰J) をどうとらえたかと

いう点であるが、彼は戦争が「反絢汰J の一因となるという考え紹介しつつも、「反淘汰中兵ハ兇器

ナリト雄、分族ノ発展上未ダ廃スベカラズ」と論じている(同、 97 頁)。

19 大川由美は、日本における徽毒病院設立の包樟について、日英聞の外交文書を用いて詳しく分析

している。大川由美「近代検徽制度の導入と英国『伝染病予防法』一一英国海軍医官 G .B.ニュート
ンを中心に一一J W日本歴史』第 623 号、 2∞o年 4 月、同「近代検徹制度の導入と梅毒病院一一英国

公使館から見た日本の梅毒一一J (福田異人・鈴木則子編『日本梅毒史の研究一一医療・社会・国家』

思文閣出版、 2∞5 年、所収)。
20 同前。

21 荻野美穂「性の衛生学ーヴイクトリア朝の買売春と性病一J (前掲『ジェンダーイじされる身体』、 332

頁)。

n 前掲書、 346 頁。

23 日本においては、男性たちに対する性病検査が、主として徴兵検査の中で行われた。(娼妓徽毒検

査という形式で)女性に対する性病検査が開始された時期と、男性に対する性病検査が開始される

時期とのズレや、性病検査の対象が女性の場合は娼妓に限られるが男性の場合は壮丁全員が対象と

された点など、興味深い差異であり、この十由青検査におけるジェンダーの問題については、今後の

課題としたい。

24古賀十二郎『西洋医術伝来史~ [復刻版、原著は 1942 年〕、医事通信社、 1972 年、 365-368 頁。お

よび、同『長崎洋学史続編』長崎文献社、 1968 年、 17-20 頁。

万同前。

泌鈴木則子「江戸時代の医学書に見る梅毒観についてJ (前掲福田・鈴木編『日本梅毒史の研究一一

医療・社会・国家』、 54-60 頁)。

幻同前。

28 



お宮本忍『医学思想、史E 日本における近代医学の成立』勤草書房、 1975 年、 258 頁。

m 沼田次郎「解説J Wポンベ日本滞在見聞記』雄松堂書庖、 1968 年。

30 前掲『日本科学技術史体系第24巻医学 1~、 20 頁。
31 W松本)1 慎自伝・長与専斎自伝』平凡社東洋文庫386 、1980 年、 24-25 頁。

32 前掲『西洋医術伝来史』、 371-374 頁。

33 前掲「日本に於ける最初の検微に就て」。

34 間前。

35 前掲『松本順自伝・長与専斎自伝』、 25-26 頁。

36 前掲『西洋医術伝来史』、 373 頁。

37 1907 年 3 月 18 日の『東洋日の出新聞』は「稲佐遊廓の起原と娼妓検徽の開祖」と題する記事の中

で、松本からの聞き書きとして、長崎奉行からロシア兵のための娼婦の検微について相談を持ちか

けられた松本が「舶来の書物で検徽の事は知って居たが未だ之を実験する折の無きを遺憾に思ふて

居た位だから面白い実は其相談なら当方から持出したい位だと答へた」と報じている。

38 宮崎千穂「日本最初の梅毒検査とロシア艦隊一幕末の長崎港における『ロシア村』形成の端緒一」

(前掲福田・鈴木編『日本梅毒史の研究一一医療・社会・国家 J所収)。

39 前掲『松本順自伝・長与専斎自伝』、 26 頁。

40 前掲『ポンベ日本滞在見聞記』は、この回想録を沼田次郎と荒瀬進が日本語訳したものである。

41前掲『ポンベ日本滞在見聞記~ 335 頁。

42 前掲書、 337 頁。

G 同前。

44 前掲書、 342-343 頁。

45 前掲書、 296 頁。

46 前掲書、 345-346 頁。

~徽毒検査はしばしば狂歌や川柳の題材となったが、そこで、は、個々人のきわめて私的な領域と考
えられていた性器までもが国家の管理の対象になる「衛生」の新時代への人々の驚きが表現された。

「穴かしこ草むす谷の奥まで、も御世の光のおよびける哉J r開行御代00 までも届く世話J (明治 11

年版『開化新題歌集』および『四季花揃珍々集~ (明治 12-14 年)からの転載、永見文太郎『検徽

制度の沿革~ 1932 年、『買売春問題資料集成〔戦前編第E 期H 第 26 巻〔不二出版、 2003 年〕所収入

48 前掲正木「日本に於ける最初の検徽に就て」。

49 1876 年 4 月 10 日の『読売新聞』に、次のような記事がある「此聞も内藤新宿二丁目の豊倉の娼妓
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第二章 廃娼運動への女性の参加と周縁化

第一節 群馬の廃娼建議と「衛生」の論理

これまで、廃娼運動の発祥の地は群馬であるとされ、その群馬の廃娼運動につい

て先行研究は、最初の廃娼建議を 1879 年 6 月の「貸座敷ノ業ヲ更ムノレノ建議」で

あるとみなし、 1880 年 12 月の「請願書」、 1882 年 2 月の「伊香保温泉場廃娼ノ義

ニ付建議」、同年 3 月の「娼妓廃絶ノ建議」を、群馬における県会および民間の建

議活動の史料として重視してきた1。この群馬の動きについては「完全なる民衆の

廃娼運動であり、而も非常なる困難と戦って凱歌を奏し、我園唯一の廃娼県たる光

栄を荷ひ来ってゐるものであるから、我が廃娼運動史上に、立派に王座を要求する

権利あるものである勺という高い評価が与えられる一方、その廃娼建議にみられ

る特徴と L て「人身売買や売春という行為自体が、人聞が生まれながらに持ってい

る基本的人権の見地から断じて許されないものであるとする観念はまったく見られ

ない3J こと、またそれが「女性解放運動としてスタートしたものではな」く、「男

性を誘惑し『遊徒』に転落させる醜業婦を排除する運動として」始まったこと 4が

指摘されてきた。

実際、この群馬における複数の建議の内容について検討してみると、それが買売

春という行為自体を問題化しているのではないことがわかる。「貸座敷ノ業ヲ更ム

ノレノ建議」は「娼妓ヲシテ来客ニ接シ、其情欲ヲ達スルノミニ止メ、酒肴ヲ売リ芸

妓ヲ呼ピ歌舞管弦セシムノレヲ禁ジ」ることを求める「建議」であった。つまり娼妓

よりもむしろ芸妓の存在によって「過多ノ金円ヲ食ル」ことが問題で、そのような

「浪費」が「父子ノ親シミヲ疎ジ」、「夫婦ノ間ニ葛藤ヲ生ジ」、「朋友ノ交リニ信義

ヲ失ヒ」、「家産ヲ蕩尽シ」、「放蕩』願惰ニ流レj、「国律ヲ犯ス等ノ弊害ヲナス」こと

につながると考えたために「貸座敷ノ業ヲ更ムノレ」ことが求められたのであった。

買売春自体は「一時闇房ノ便ヲ得テ欲火ノ発動ヲ薄」することに役立つものとされ、

「貸座敷ノ業」を売春のみに制限することは、「其事足リテ其用省ケ一挙両全ヲ得

ルノ策J だと論じられているのである。したがって、たとえ「廃娼」という語の定

義を「公娼制度の廃絶」と狭く限定してさえ、この建議を「廃娼運動」に含みうる

かどうか疑問が残る50

続く「請願書」もまた、買売春そのものよりも、それに伴う様々な「患害」を問

題化するものであった。「父子夫婦ヲシテ離散ノ禍ヲ招カシム J こと、「資産ヲ失ヒ

生業ヲ墜ス」ことを問題視するその論じ方は「貸座敷ノ業ヲ更ムルノ建議」と同様

である。ただしここには「貸座敷ノ業ヲ更ムノレノ建議」にはなかった「倫理」とい

う言葉が用いられ、「娼妓賦金ノ如キ之ヲ地方税目中ニ列セズ、特ニ法度外ノモノ

ト為スハ、賎醜ノ業固ヨリ貴重ナル地方税中ニ置クニ忍ピザ、ルヲ以テナリ」との考

えが示されたのであった 6。つまり「最モ世教に患害ヲ来スモノ」としての娼婦を

排除すべきだとする排娼論7が説かれたのである。この「請願J は県議会からの正
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式な建議ではなく請願人 35 名の個人名義によるものであるため却下されへあらた

めて県議会から県令に宛てて r(娼妓廃絶の〕請願書」とほぼ同一の内容の「娼妓

廃絶ノ建議」が出されることになった。そしてこの建議から約 1 ヶ月後の 1882 年

4 月、県令甲第 27 号として貸座敷営業および娼妓稼廃止の布達が公布された9。

「娼妓廃絶ノ建議」を行った人物のうち、先行研究においてその功績が高く評価

されているのは、群馬の医師・斎藤寿雄 (1847~ 1938 年)である 10 。斎藤は医師で

あり、かつ県会議員であった。彼の父もまた医師であり、彼が医学を学び始めたの

は 1861 年、 14 歳のときである。 1867 年、 20 歳のときに小幡藩奥詰医師となり、 1869

年、藩主の許可をへて東京に遊学し、 1871 年、大学南校に入学。 1872 年、父親の

死にともない帰郷し甘楽郡医学講習所副所長となった 110 この後の群馬の検徽 cr 徽

毒検査」と同義、以下では検徽と記す)の開始と、その当時の彼の検徽に対する思

いを、斎藤は次のように回顧している。「花柳病の患者が非常に沢山あるものです

から、ーは風教の為め、一つは国民の健康の為め、窃かに憂て居ました処、明治八

年、娼妓貸座敷渡世規則と云ふものが発布され、娼妓には検徽を行ふと云ふ事にな

りました。之で私は、此規則が実行されたなら花柳病毒は大に減ずるであらう、追

ては根滅するであらうと思ひ、検徽と云ふ事を熱心に賛成して、群馬県に於ても十

一ヶ所に之を実行することになりました、処が、明治九年十年十一年と三ヶ年を経

過した後、花柳病患者は少しも減じない、依然旧の通りである。其時分ですから統

計はありませんが、私の処へ治療を受けに来る者の数が少しも減ったとは思はれな

いのである 12 J (句読点引用者〕。そこで彼は性病患者が減らないのは「検徽の方法

が不完全な為めではあるまいか」と考え、自ら検徽医となって妙義と一之官の遊廓

で検徽にあたった 13 。しかし「今少し有力な方法がありそうなものだ14J と考えて、

1879 年、群馬県の衛生課長の紹介状を得て、洲崎や吉原等の遊廓で検徽医として

検査法を実習したのだという 15 。当時、洲崎遊廓の検徽方法が最も新しい方法だと

されていたが、そこで行われていた検徽方法は、「其時より四五十年前独逸で創め

られた方法」であった 16 。その洲崎や吉原で得た知見を群馬においても活用しよう

と試みたが「矢張検査の実効を疑はざるを得ないやうになJ り、「公娼は風教に害

がある上に斯る実効の疑はしい検徽を以て怪しい保険を附して置くのは反て危険だ

と思J い17 、「殆ど思案にくれて居た折柄県会で二三の議員が廃娼論を唱へ出した

其れで私は之に賛成した」のだという 18 。つまり斎藤は医師として、最初は検徽に

期待し、様々な検徽方法について実地で試行錯誤したのだが、やがて検徽という方

法そのものに限界を感じ、 1882 年、廃娼運動に身を投じることとなったのである。

検徽制度支持から廃娼支持へと立場を変化させながらも、「風教」と「国民の健康」

には、一貫して強い関心を持っていた 190

r( 娼妓廃絶の〕請願書」にも「娼妓廃絶ノ建議」にも「衛生」や「検徽」につ

いての言及はないため、斎藤の主張を直接「建議」の文面上に確認することはでき

ないが、彼がこの後も群馬県医師会長、日本医師会医政調査会長等の肩書きを持ち

ながら廃娼派としてあり続けたこと 20 は、とりわけ廃娼運動が「衛生J 論との関わ
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りで展開してゆく過程において重要な意味を持っていたと考えられる。群馬におい

ては「娼妓廃絶ノ建議」の後、 1893 年に廃娼が実現されるまで好余曲折あり、当

時の群馬県知事・佐藤輿三は廃娼の延期令というかたちで実質的に廃娼令を骨抜き

にすべく動いたが、その動きを内務大臣・西郷従道、警保局長・大浦兼武等に訴え

て最終的に佐藤知事を免職へと追い込んだ中心人物も斎藤寿雄であった210

「娼妓廃絶ノ建議」とほぼ同時期に、民間人からの建議として「伊香保温泉場廃

娼ノ義ニ付建議」が内務省衛生局長・長輿専斎に提出された。伊香保村の木暮篤太

郎によるこの廃娼建議は、伊香保温泉場の「妓楼雑居」を問題化し、これを排除し

ようとするものであった。廃娼の理由としては「温泉ノ地ハ閑雅幽静ニシテ衛生ノ

法ヲ守リ、恰モ病院ノ如クナノレヲ要ス」るにもかかわらず、妓楼の存在ゆえに「唱

歌弾弦昼夜歌マズJ r娼婦・浴客ト同浴スノレモノアリ、其不潔ナノレ言語ノ尽ス所ニ

アラズJ という状態であること、そして伊香保を訪れた外国人にこの状態を「冷笑」

されている現状は「国辱」であることなどが挙げられている。つまり妓楼の「喧嵩」

と娼婦の「不潔J を「衛生」という観点から問題化し、それを見る外国人の視線を

意識して娼婦たちを「国辱」ととらえることにより「廃娼」を唱えたのであった。

この廃娼建議を受けて、長輿衛生局長は群馬県令であった揖取素彦に照会状を発し

たが、その照会状中には「右温泉場ノ妓楼ヲ廃スノレハ衛生上及ビ風俗上ニ於テ有益

ノ儀ニ有之」との意見が示された。つまり長輿は、「衛生」と「風俗」の観点から、

伊香保の廃娼を支持する意見を群馬県令に書き送ったのである 220 こうした経緯を

経て群馬県令の揖取は、最初の廃娼令として伊香保村の廃娼令を、その後全県下に

廃娼令を布達した。日本における廃娼運動の発祥の地とされる群馬の中でも、その

運動の成果として最も早く廃娼令が発せられたのがこの伊香保であり、そこで展開

された「廃娼」の論理は「衛生」論だったのである。

このような廃娼運動に対抗した存娼派の動きも、その娼妓を正当化する論理は、

廃娼派と同様に「倫理風俗」の「維持」、および「衛生」論であった。 1882 年 4 月、

県令宛てに提出された「娼妓廃ス可カラザルノ建言」は、もし廃娼すれば、「密売

淫」が盛んに行われ、強姦や姦通が増えて「淫風」が甚だしくなり、性病が蔓延す

るのだと論じている。それゆえ「倫理風俗ヲ将ニ壊乱セントスルニ、挽回スノレモノ

ノサ富妓ヲ措テ他ニ救薬ノ道ナキナリ J として娼妓の存置が正当化される。すなわち

娼妓は「倫理風俗」を破壊するものではなく、むしろそれを維持するのに役立つも

のだと論じられている。そしてこの「建言」は「望クハ此賦金ヲ以テ一層厳重ニ

楳検ニ従事シ、長ク楳毒ヲシテ社会ニ跡ヲ絶タシメン事ヲ」という提言で結ばれ

ている。つまり娼妓から集めた賦金によって性病の検査体制を強化し、娼婦たちの

身体管理を徹底することによって、廃娼ではなく存娼による「衛生」の実現を図る

べきだと主張しているのである。伊香保温泉においては、貸座敷営業者による約定

の中で、娼妓の行動範囲を制限し、浴客から緩やかに隔離する方針が示された(f本

村限貸座敷同業申立約定書J 1882 年 12 月)。存娼派は娼婦たちに対して検徽とい
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う形の身体管理だけでなく、一般の温泉客と接触しないよう、使用する浴室や立ち

入り可能な場所等、行動範囲を制限するかたちで、彼女たちの管理強化を画策した

のであった。

こうして廃娼派と存娼派がともに自らの立場を「衛生」との関係で正当化しよう

としていたとき、「衛生」の専門家である医師や衛生行政担当者たちは存娼論を支

持することが多かった。伊香保村の廃娼令が発せられたのは 1882 年 4 月のことで

あるが、それはまさに国家的規模で近代衛生思想の普及が図られつつあった時期で

ある。 1877 年をはじめとして大流行したコレラに対処する際、衛生行政は警察力

を用いて強制的に処置しようと試みたが、そうした方法は人々の反感を招き、期待

した効果は上がらなかった。そのため、大衆を内発的に衛生活動に向かわせる必要

があると考えられるようになり、 1883 年 2 月、衛生思想の啓蒙を担う団体として

設立されたのが大日本私立衛生会である230 伊香保の廃娼に関与した長輿専斎はそ

の副会頭であったし、医師の中にも先述の斎藤寿雄のような廃娼派の人物も存在し

たが、大日本私立衛生会の機関誌『大日本私立衛生会雑誌』においては存娼論が全

面的に支持されていた。「公衆衛生」の観点から、梅毒の蔓延を防ぐためには公娼

制度が必要だと論じられたのである。

その議論の前提には、「最も耐忍し難く鎮圧し難きもの」としての「淫欲」とい

う発想があり 24 、検徽に対する信頼感がある。梅毒は「子孫に遺伝」する病だと考

えられており、それゆえにコレラより恐るべき病とされている 25 。ここで論じられ

る「存娼」論は、あくまでも「公娼J (検徽の制度に従い、税金を納める存在とし

ての)の肯定であって、売春婦全般を許容するのではない。むしろ「密淫売」には

あからさまな敵意が向けられ、ときに私娼は「化物」や「猛悪なる狂犬」にたとえ

られる 26 0 r公娼j を肯定するといっても、それは梅毒予防に役立つ限りで「必要」

とされるのであって、遊廓および娼妓という存在は「土地の安寧」を保つための

「厨圏J (便所)のようなものだとされている 27 。娼妓の人権については全く顧慮、

されず「娼妓に全身梅毒の疑ひある者は勿論梅毒性諸症あるときは速に廃業せしめ

且つ密淫売を禁じ」るべきだと論じられている 28 。つまり、公認される存在として

の娼妓も、いったん不治の病を得たら最後、廃業させられ、私娼になることも禁じ

られて、生活権を奪われるのである。こうして存娼論が支持された大日本私立衛生

会において、後に森林太郎は「医と衛生家とは従来、何れの園にでも存娼論の代表

者なり」との認識を示しながら、「余は医なり余は衛生家なり市れども余は亦た人

なり J と述べて、あえて「衛生家」としての立場を超え、「人」として廃娼論を支

持した290 すなわち、森がこのように論じた 1890 年頃に至っても「衛生家」にと

っての「衛生J とは「廃娼」でなく「存娼」により近いものであり続けたのである。

1880 年代前半の廃娼・存娼をめぐる議論においては、梅毒予防の観点から、娼

婦はただ排除されるべき存在としてのみ捉えられ、その娼婦の排除を正当化する論

理として用いられたのは「衛生J 論であった。廃娼と存娼という、一見、正反対の

立場を採っているかに見える主張の中に、共通しているのは排娼論である。この時
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期の廃娼派と存娼派の対立は、ただその排除の住方が、公娼制度そのものの廃止な

のか、それとも一般社会から隔離した上での身体管理なのかという、方法上の違い

をめぐる対立であったにすぎない。

第二節 女たちの廃娼運動のはじまり

ここまで述べてきた 1880 年代前半期の群馬における廃娼運動は、男たちの運動

である。県会における廃娼建議は、その舞台が県会であるために、そもそも政治に

直接参加する権利を持たなかった当時の女性たちに入り込む余地はなく、建議に名

を連ねた人々はすべて男性である。民間の伊香保の廃娼建議も、その請願者は男性

であった。むろん、その男たちの廃娼運動にも、女たちの声なき声が何らかの影響

を与えていたと考えることは可能であり、たとえば群馬の廃娼運動の中心人物の一

人とされる湯浅治郎 30 fこついては、その母・もよ子の影響が指摘されている 31 。し

かし女たちが自ら声をあげて組織的に「廃娼」を唱え始めたのは、 1886 年の東京

婦人矯風会(以下、矯風会と略記)の結成時である 32 。矯風会は、その会名が示す

ように、会員を女性に限定した「婦人」団体であった cr 婦人矯風会規約」第三条)
33 。

矯風会は、「廃娼」のみを目的とする団体ではなかったが、「廃娼」はその主要な

目的のーっと位置づけられていたへそして同時にその矯風会の設立期に強調され

たのが「衛生」論である。矯風会の機関誌『東京婦人矯風雑誌~ 35 の創刊号におい

て、浅井枠(1 843 年一 1906 年) 36 は「矯風会之目的」と題する論説の中で次のよ

うに述べている。

昔時は即ち未聞の世なり。生理の学、衛生の法、得て講ずる者あらず。人間

の品位下等にして、利害を計較するの智識に乏しく、区々節倹の一方に偏し

て活々流れて止まざるの弊風を歌めんとす、宜なり其目的を達する能わざる

を。今や文運旺盛の域に進み、各多少の学理に通じ、能く利害を計較するの

力に富み、名誉を重すること珠玉の如く、衛生を尊ぶ君王の如く、一害を発

見すれば之を猛省するに菩ならず、俵令、女流の口、黄舌の云ふ所と錐も、

有も学理に照らして錯ふ所なくんば、必や翻然之を改むるに至るは、又前日

の比にあらず。是余俸が該事業の時機、全く熟したりと信ずるゆゑんなり 37 (句

読点引用者〕

ここでは、かつての「生理の学、衛生の法」を知らない「未聞の世」から、「名

誉」を重んじ「衛生」を尊ぶ「文運旺盛の域」に至ったという認識が示され、そう

した時代の変化を経て、今ようやく女たちの運動を起こす機が熟したのだと論じら

れている。そしてその時代の変化を示すキーワードが「名誉」と「衛生」であった。

「衛生」と同様に強調されるのが「清潔」であり、「万国婦人矯風会は即ち地球上
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各国人民の道徳を清潔に矯正すべき為にあらゆる園々の婦人と共に心を同ふし力を

合せて此事業を行うにあり 38 j、「幾千婦人の精神を合同し、竜も分離せず、相並び

相携ひて、今日太平の敵軍と抗抵戦闘せんとす。其敵軍とは即ち、不摂生と不清潔

の二重の邪悪なり 39 j といったかたちで、「清潔」こそが矯風会の目指すものだと

論じられたのである。

ここにいう「衛生」および「清潔」とは、たとえば「社会より姦淫の空気を取払

はんとには、先、芸娼妓其他、不潔物に関するの文辞を公けの紙面より退去するに

あり 40j といった表現に見られるように、芸娼妓およびそれに関わる事柄を「不潔

物」とみなし、それらを排除することを意味する場合もあった。しかし同時に「衛

生Jや「清潔」という観点から芸娼妓を蔑ろに扱うことに対する批判的な視線も『東

京婦人矯風雑誌』には見られるのである。たとえば先述の浅井枠は高知県会の公娼

廃止案について言及した文章の中で、次のように述べている。

娼妓公許を可とする論者も正に倫理を弁識したるの人類なれば、今日となり

ては道理上より可とする者はなき程なれ共、未だ頼て以て鉄壁とする所の者

は密淫売増加論より衛生上の一点にあり。姑息の見解も亦甚しといふべし〔中

略〕老婦等は議会及地方官が精もすれば可憐の同胞を施政上の犠牲とし器械

視するを切歯せずんばあらず41

ここには、「衛生J を優先させるがために「可憐の同胞」すなわち娼妓を「器械

視」する議会および地方官に対する怒りが表現されている。浅井は、「衛生の法」

が尊ばれる時代だからこそ女たちの廃娼運動が可能になったという認識を示しつつ

も、その同じ「衛生」論が娼妓の「器械視」を正当化する論理ともなりうるという

ことに苛立ち 42 、女性解放にとっての「衛生」論の正負両面の意味の聞に引き裂か

れている。そして女にとっての「名誉」を「衛生」と両立させることの困難は、浅

井個人のみならず、この時期に「廃娼」という課題に向かい合った女たちに共有さ

れた問題であった。

浅井がここで娼妓の「器械視」を問題化していること、すなわち彼女が娼妓の人

権という観点から廃娼について論じたことの意義は大きい。彼女は先述の「矯風会

之目的」に次のように記している。

娼婦も等しく之れ人なり、余惇が姉妹同胞にあらずや。よしゃ暗に風俗を維

持するの功要ある者とするも同体の人を以て之が犠牲に供するは、尚、己の

病を癒さんと欲して他人の心胆を裂くが如し、不仁も亦甚しと云べし43

ここでは娼婦もみな同じ人間であるということ、そして「姉妹同胞」であるとい

う認識が示されている。この浅井の廃娼論とほぼ同時期に発表された植木枝盛の「売
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淫公許の事を論ずJ 44 と比較すれば、浅井の主張の特徴が一層明らかになる。植木

もまた娼婦を「奴隷j 視し「器械J 視することを批判しているが、その論説中の「第

三 娼妓と為る者の身の上に就て論ず」においては「彼等をして生涯其額より売淫

者にてありしとの焼印を拭い去ること能はざる大不幸物と為らしむるに忍びざるな

り」と、「醜業J が公になることによる娼妓たちの「恥J が問題だと論じている。「秘

密の売淫」であれば「心術を俊めJ た後には「良民社会に入り難きにあらず」。し

かし公に娼妓として登録されてしまえば rw 彼は売淫女にて有りし彼は売淫女にて

有りし』と世人より打灘さる〉に於ては何時迄も面白を開くこと能はず」。そして

その状態が「気の毒千万」だから公娼制度は廃止すべきだと論じるのである 450 こ

の植木の論じ方においては、売春行為はもっぱら娼妓本人の問題であり、ゆえに売

春という「醜業」は娼妓自身の「恥」である。浅井の主張の中にも売春を「賎業」

とする表現はみられるが、彼女の憤りが、女が女であるためにその一部の人々を「施

政上の犠牲」にすることもやむなしとされてしまう事実、すなわち県政における(性

の二重基準)の問題に向けられている点に注目すべきである。「衛生」すなわち梅

毒の蔓廷を防ぐという目的のもとに、女たちの一部を「犠牲」にする「不仁」な政

策に対して、「姉妹同胞」すなわち同じ女として怒りをぶつけているのである。

娼妓たちは「器械」ではなく「人」であり「姉妹同胞」であるというこの主張は、

1880 年代前半期における群馬の廃娼運動には見られない視点であった。浅井より

早く 1885 年 11 月に、矯風会の設立にも深く関与した巌本善治が、娼妓を「姉妹」

として論じ、人権思想に基づく最も先駆的な廃娼論を唱えているが 46 、廃娼運動の

女性解放運動としての側面は、この「姉妹同胞」という認識によって拓かれた。同

じ人であり、同じ婦人であるという認識が、娼妓らの姿に自分自身を重ね、彼女ら

の扱いに対する怒りへと転じたのである。しかしそうした同化への志向は、同時に

「向性なるがゆえに許しがたい」という感情からの娼婦の排除 47 へ結びつく危険と

隣り合わせであった。実際、先行研究にもしばしば指摘されるように、この後の女

たちによる廃娼論には、しばしば「不潔物」としての娼婦に対する嫌悪感がみられ

た480

このように矯風会の女性たちにとっての「衛生」の意味は両義的である。自らの

廃娼運動の意義を「衛生」概念を用いて説明しようと試みながらも、しばしば公娼

制度を正当化する論理としても用いられる「衛生J 論のありかたに人権の観点から

反対しなければならない。そしてこの〈女にとっての「衛生J) という難問に、矯

風会風俗部(廃娼運動を中心的に行う部署)の初代部長として取り組んだのが、女

医・荻野吟子であった。

荻野吟子 (1851 年一 1913 年)は、日本における最初の女医として知られる人物

である。彼女が医学を志したきっかけは、最初の結婚(1 868 年)の際、夫から淋

病をうつされ離婚されたことであった 49 0 1884 年に前期医術開業試験に合格し、翌

年に開業。 1886 年の東京婦人矯風会の発起人の中に彼女の名はないが、 1887 年 7

月の矯風会会員名簿にはその名が見られる。同年、荻野は私立大日本婦人衛生会〔以
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下、婦人衛生会と略記〕の発起人となっており、 1888 年 1 月創刊の『婦人衛生会

雑誌~ 50 には彼女の署名で「本会設立の主意」という文章を発表していることから、

彼女が婦人衛生会の最も中心的な存在であったことをうかがい知ることができる。

注目すべきことは、荻野が「衛生J について論じるとき、それが性差を強調した議

論であったという点である。彼女は「衛生上の働きに於て男女自ら差異あるが如し、

私共の考えには婦人は公衆衛生より自己の衛生即家庭内衛生(料理、育児)に主と

して関係あるが如し」と論じた 51 。つまり「衛生」概念を、「公衆衛生」と「家庭

内衛生J に分化し、「公衆衛生」を男性に、「家庭内衛生」を女性に、性別によって

振り分けたのである 520

先行研究は、荻野吟子が大日本私立衛生会とは別個に婦人衛生会を創った理由に

ついて「公娼是認論を堂々と雑誌に載せている大日本私立衛生会への違和感」ゆえ

ではなかったかと指摘している 530 そして彼女が自ら、女性にとっての「衛生」の

意味を「家庭内衛生」に限定した理由について考えるときにも、大日本私立衛生会

の会員たちが「衛生」の立場から存娼論を支持していた前述の事実が想起されねば

ならないだろう。荻野は、医者として衛生家としての立場を堅持しながら、同時に、

廃娼運動を推し進めようとしていた。それゆえに「衛生上の働きに於て男女自ら差

異あるが知しJ と論じて性差を強調し、限定的な形であれ、衛生概念を女性論に組

み入れ、逆に衛生論にも女性の立場からの視点を入れようとしたのではないだろう

か。〈女にとっての「衛生J) という難問と向かい合うとき、彼女が採った戦略は男

女の差異の強調であった。「衛生j とは別に「婦人衛生J という概念を新たに創出

することによって、かろうじてその新領域の内に女たちの意見を反映させようと試

みたのである。しかしこの後「婦人衛生」概念は、次節でも論じるように、廃娼論

ではなく禁酒論や看護論の中で用いられることになり 54 、廃娼運動において女性た

ちは周縁化されていった。

たとえば先述の森林太郎は、廃娼を支持する講演の最後を、廃娼運動の担い手に

ついての、次のような要望を述べることで締めくくっている。「この最醜最械の事

〔存娼/廃娼問題ー引用者〕は情操ある家婦、子女を侵して思ひの外なるあしき結

果を見むも知るべからず。余は切に此の運動の愈々盛ならむを願へども、又たこれ

と同時にこの運動の余りに深く婦人社会に入らむことを厭ふものなり 55 J。つまり

買売春問題という「最醜最楊」のことに対して女性たちが深く関わっていくならば、

それがたとえ「廃娼」というスタンスからの社会運動であっても、女性たちを買売

春の「醜」さによって「侵して」しまうと考えられたのである。そしてこうした恐

れが、廃娼運動という一つの社会運動において、その担い手の男女の差異を強調し、

主要な担い手は男性で、女性はあくまで補佐的な位置にとどまって「家庭内」のこ

とに専念すべきだという発想へとつながっていく。すなわち、廃娼運動そのものの

ジェンダー化である。

第三節 廃娼運動における女性の周縁化
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全国廃娼同盟会が結成された 1890 年は「廃娼運動が最高潮にたつした段階J だ

とされるカ~ 56、全国廃娼同盟会(その中心は廃娼壮年義会)の機関誌『廃娼~ 57 に

は、廃娼運動が「男児J の運動として表象されている。女性ではなく男性が廃娼運

動の直接の担い手として想定されており、実際、『廃娼』における書き手も男性が

多いのである。そしてこのことは、廃娼同盟会を実質的に支えていたとされる巌本

善治のジェンダー観とも密接な関係がある。巌本は男女異質問等論を主張し 58 、言

論活動、政治活動の担い手は男性で、女性は主に「ホーム」作りを行うべきだと論

じていた 590 また彼は、男性の性欲は「自制J しうるものであると考えており「只

だ男性が今日の如く娼楼を必要とするは其天性にあらず自ら欲をほしひま〉にして

制するなきが故に即はち然る也と言ふのみ、亦もし男子自ら制するときは彼の女性

の清々潔々として美然貞操を守り得るが如くなるに至らんことを言うのみ 60 J と論

じていた。そして、 rw 鳴呼汝等如何に冷罵するか彼の娼妓あるは男子が之を在らし

むるに非ずや』とは、 トノレストイ伯極愛の嘆きなりとす、吾人亦つねに同情の歎あ

り61 J と述べて、男性側の変革を求めるのである。『廃娼』に描かれる廃娼運動の

イメージは、こうした巌本の主張に寄り添うものであった。

廃娼運動は存娼派との「戦争」として描かれ、廃娼運動家は「勇壮なる義兵」に

たとえられる。女性たちに向かつては「卿等が天使の如く優美なる至愛なる純潔な

る慰撫奨励の援助を願うのみ」と語りかけ、さらに「卿等が優しき繊手もて鎧の紐

を結ひくる〉ならパ鬼をも撞むべき壮士は感泣奮進快よく戦場に打死すべし 62 J と

論じて、「戦争」としての廃娼運動の前線に位置する男性たちを銃後の女性たちが

支えるというイメージを描き出している。

此廃娼の軍をして全く其効を収めしめんには、老年諸氏の指揮監督も必要なり、

卿らが慰撫奨励の兵糧も又最も必要なり、かくの如きの軍需尽く備って然る后

勇壮なる義兵を放ち、能く其の働きを戦場に這うすることを得せしむべし 63

そしてこの「義兵」としての男たちは「有為にして活発にして純潔且高明にして

社会の為めに憂ひ人類の為めに憂ひ正義を愛し巳れを愛し人を愛する青年諸氏 64J

とも表現された。旧い日本の「老人J たちによって「青年」は「獣慾の奴隷」とみ

なされがちであるが、その汚名を返上して新しい「青年j イメージをつくろうとい

うのである。「改革は青年の業なり、恥を知るは義人の事なり 65 J。そしてその「義

人」こそ、新しい〈男らしさ〉のイメージであった〔図 1]。

彼れ老成人が常に青年を罵って竪子と呼び青二才と唱ふるにも係らず、社会の

主導者となり革命の張本者となり先登者となり下手人となり直直前行顧みず恐

れず火の如く風の如くして電光関裡に破壊し去り建設し来り敢然果然手に従ひ

決行して敢て少しも疑凝せざる者は、実にかの無経験にして又無遠慮なる青年
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其人にあらずして誰ぞや66

そしてこの「青年」たちによって「廃娼」が達成した暁には、文明国としてのイ

ギリスに対抗し「倭男子がアングロサクソン人に負けず却て之を凌駕して東洋に勢

ひを振ふ」であろうと論じられるのである 670

このように「廃娼戦争」における「義勇なる青年男児」の前線での働きが推奨さ

れるとき、そこから銃後へ後退させられる女たちの悔しさも、雑誌『廃娼』には記

録されている。たとえば佐々城豊寿(1 853 年一 1901 年)は、次のように論じてい

る。

今より当時の事情を省みれば、芸妓を廃すと云へば何となく恥ずかしく心に

臆する所ありて人の言ふを嫌ふ所なり、廃娼妓などは、婦人の口より言ふは

婦徳を損ずると言ふ如き、言ふに言はれざる一種特別の感情に引かれ、又攻

撃を蒙ること一方ならず68

つまり佐々城は、彼女の廃娼論が批判された理由を、彼女が女性であるからだと

考えている。女性が買売春に言及するのは「恥ずかしく J r婦徳を損ずる」ことだ

と認識されたために彼女の廃娼論は攻撃されたのだと、彼女自身が追い込まれた状

況について分析しているのである。『廃娼』では男性論者による検徽批判が始まっ

たが、それは、検徽という方法、すなわち女性の「陰部」を検査するという行為に

よって検査される女たちの「廉恥心」が失われることを問題化するものであった。

「禽獣」と「人」とを分けるものは「廉恥心」であり、検徽によって「廉恥心」を

奪われた娼妓たちは「牛馬」等の「禽獣」に類するものだと表象されたのである 690

このように「廉恥心J を女性に求める傾向は、女性が検徽というかたちで性器の検

査を受けることに対する嫌悪感として表現されたのと同時に、そのような性的事柄

を女性が論じることに対する男たちの拒否感としても現れたのであった。

また佐々城はそれまで女性自身による言論活動を重視し、かっ矯風会を廃娼運動

中心の組織にすることを主張していた。彼女は、女性が男性に頼らず自ら「婦人

ほん をもひ

真性の志想j を訴えていくべきだと繰り返し論じていた。「婦人真性の志想は男子

の知る能はざるもの頗る多かるべし 70 J。長らく痛みに耐えてきた女性たちの想い

を、「二千年余尊大騒り極まりたる男子J に理解できるわけがなく、その想いは女

性自ら表現しなければならないというのが、彼女の主張であった 71 。しかし彼女が、

そのように男性たちに対する不信感をストレートに表現したことが、男女双方の反

発を招くことになったのである 720 矯風会内部の女性たちからもそのラデイカルさ

を批判され、ついには矯風会と実質的に挟を分かつことになった。

『東京婦人矯風会雑誌』においては、かねてから、女性の存在を廃娼運動の前面

に押し出す佐々城路線に対して、あくまでも女性は「内を治める」べきだという主
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張が掲載されており 73 、佐々城に対して批判的だ、った内村鑑三の、女性は社会活動

よりも家庭を優先させるべきだとの意見も紹介されている 74 。佐々城が矯風会の活

動とは別に 1889 年春から婦人白標倶楽部(法律、政治、外交問題の研究会)の活

動を開始して以降は、矯風会内部で、いっそうこの路線の対立が強調されるように

なった観がある。佐々城と親しかった潮田千勢は、この間の経緯について、次のよ

うに述べている

二十一年四月に至り『東京婦人矯風雑誌』なる月刊雑誌を発行し、婦人の地位

及権利の為に、将た又矯風主義の鼓吹の為に盛に議論を発表し、一方に於ては

四方に弁士を派して講壇より絶叫するや、果然反対の声は男子の中より起り来

れり、市も最も親善ならざるべからざる牧師教師の中より起れり。日く「婦人

の天職は家政を整へ夫を輔佐すべきものなるに之を外にして公の事業に従事す

るが如きは実に以ての外のことなり」日く「婦人の働は所謂縁の下の力持にし

て夫の内助者たるにあるに、生意気にも紙筆口舌を弄して社会の事業に容壕せ

んとは・・・・矯風会なる名称はこれ誤にして必ず狂風会なるべし、我が妻は斯る

会合に入るを欲せず云々 J (内村鑑三氏の如きは京都より極力攻撃の一人なり

き) (中略〕勢此の知くなり来りたれば会員中には此疾風の為に挫折して会を

退きし者亦少なからざりし〔中略〕政治的の運動は矯風会の名を以てせしこと

少く、多くは矯風会中の有志団体なる白票倶楽部の名を以てなしたりしなり 750

佐々城が、矯風会から実質的に排除されることになった経緯については、「鹿鳴

館時代の貴婦人に珍しくなかったスキャンダルのために、社会的に葬られ」たのだ

として、佐々城のパーソナリティーにその失墜の原因を求める説もある 760 しかし、

そのように単に矯風会周辺の個人的争いの問題としてこのことを捉えるのでは不十

分であり、当時の日本社会そのものが、まさにジェンダー秩序を形成するただ中に

あったという背景を見るべきではないだろうか。佐々城らが婦人白標倶楽部を結成

した翌年の 1890 年 7 月、集会及政社法により女性の政治活動が全面的に禁じられ

た出来事に象徴されているように、この時期の日本社会全体が女性を政治的活動か

ら排除する傾向にあり、矯風会内部の動きも、そうした社会全体の動向と連動して

いたと考えられる。たとえば集会及政社法が公布される直前の 7 月 19 日発行の『東

京婦人矯風雑誌』に、浅井枠が次のように論じている点は注目に値する。

欧米の飛揚たる婦人は、頻りに男女同権を唱えて自ら参政の権を得ん事を熱

望せりと雄も、元来、婦人には自ら守るべき区域、勉むべき職務ありて、容

易に其範囲を超ゆべからさる者とす。成程一戸主となり他の男子と同じく直

接国税を収納し其資格を備たらんには議員となるも選挙人となるも理に於て

差支なかるべしと雄も、婦人は其初め、男子と併立して奔走するか為に造り

出されたる者にあらず。男子の助手として造りたされたる者なれば、固より
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其責任を同ふすべき者にはあらず〔中略〕さるを、世の婦人、動もすれば此

の区別を取違て、往に政権上に噴を容、或は政談に身を委、もしくは夫妻の

間其主義の異同を主張し、風波を起し、離別を醸すなど、往々聴所にして忌

わしき限りなりと云べし 77

かねてより浅井は、佐々城とは異なり、急激な改良主義に対する警戒感を示して

たすけて

いた 780 ここの引用部においては、「男子の助手」論が女性の政治からの排除を容

認する論理として用いられている点が重要である。矯風会の集会及政社法に対する

対応については、首相と司法相に対して政談傍聴禁止の解除を請求する建議書を提

出したことが高く評価されているカ~ 79 、当時の矯風会にあっては、女性が直接政治

的活動を行うことに対する反発も、相当根強いものであったといえよう。

このように女性が「男子の助手」と位置づけられることによって排除された領域

は、政界であり、戦場であり、代言人・医者・学者・説教者・巡査・大工といった

職種であった 80 。そうした領域から遠ざけられる代わりに「女王」として君臨しう

る場として女たちに示されたのは「家庭教育」であったへそしてそのように論じ

られた女性観は、誰より先に、廃娼運動や家庭論に関わった女たち自身の生き方を

束縛したのである。彼女たちは結婚して子供を持っと、文筆活動を継続することが

困難な状況へと徐々に追い込まれていった。

たとえば清水とよ(紫琴、 1868 年一 1933 年)は、佐々城豊寿らによる婦人白標

倶楽部の会員でもありへもともと政治的関心の強い女性であった。 1890 年に女学

雑誌社に入社し、主筆、編集責任者にもなるが、 1892 年に古在由直と結婚後、そ

の執筆内容は「家政」記事が中心となり、 1894 年には『女学雑誌』の編集記者を

辞している。夫の留学中 (1895 年一 1900 年)は小説等を書いたが、夫が帰国した

翌年の 1901 年、筆を絶ったへ紫琴の息子・古在由重は、父・古在由直が妻であ

る紫琴に文筆活動の禁止を誓わせたのであろうと推測し、そのことが夫婦問の「ふ

かい溝」であり続け、言い争いの火種になったと証言しているへまた竹越竹代 (1870

年一 1944 年)は、一時期は矯風会の副会頭ともなった人物であるが、『東京婦人矯

風雑誌』や『家庭雑誌』の編集責任者としてのキャリアをなげうって、 1895 年に

は文筆活動を停止している。そしてその文筆活動停止の背後には、夫である竹越三

文が、竹代の帰宅が遅い日には家に鍵をかけて閉め出しをする等の嫌がらせがあっ

たと、竹代自身が回顧している 85 。廃娼運動における男女の差異の強調という戦略

は、こうして女たちを言論活動や政治活動としての運動から後退させ、結果として

彼女たちを「家庭J という領域に封じ込める動きをも生み出したのである。

廃娼運動史をジェンダーという視点から分析するとき、本章の論じる 1880 年代

から 1890 年代にかけての時期は、まさに激動の時代であったといえる。群馬の廃

娼建議には反映されなかった女性たちの声が 1886 年の矯風会設立によって表出さ

れ、またその設立前後の時期に「廃娼」論は女性解放論としての意味を持つに至つ
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たのである。しかし彼女たちは、数年のうちに、廃娼運動の政治運動としての側面

からは後退を余儀なくされる。また廃娼運動における女性の位置づけの変化は、矯

風会機関誌の執筆者の性別を分析しても明らかになる。『東京婦人矯風雑誌』は、

創刊当初、女たちの声を掲載する雑誌として大きな期待が寄せられ、女子教育に関

する雑誌は男性が執筆するものが多い中、唯一女たち自身の手によるものだと評せ

られていたへしかし、たとえば巻頭論文の執筆者について調べてみれば、こうし

た状況は時代毎に変化していたことがわかる。 1888 年 4 月の創刊から浅井枠が辞

職する 1891 年 7 月までの約 3 年間は、執筆者名を明らかにした 19 の巻頭論説のう

ち 13 が浅井によるものであった。その浅井の辞職後 1894 年 1 月までは巻頭の社説

の執筆者名および性別は明らかにされず、 1894 年から 1896 年までは社説の執筆者

に男性名が目立つ。その後、無記名の社説が増え、 1899 年 7 月からは社説欄その

ものがなくなり、やがて社説をすべて女性が執筆するようになるのは 1915 年から

である。また浅井の辞職した 1891 年 7 月から、『東京婦人矯風雑誌』に突如「家政」

欄ができたことも興味深い変化であり、以後、矯風会の機関誌においては「家庭」、

「調理法J、「家事経済」、「家庭小話」等、名称を変えつつも「家庭J 関連記事を掲

載するスタイルが定着した。そして『東京婦人矯風雑誌』の紙面にそのような変化

が見られる時期は、矯風会の女性たち自身が「家庭」に囲い込まれてゆく時期と重

なっている。

矯風会の女性たちにとっての「廃娼」の意味は、とりわけ初期の廃娼運動に関す

る限り、「衛生j 論や「家庭J 論との関わりに着目してこそ理解しうるものである。

なぜ彼女たちが自ら男女の差異を強調する戦略をとり、いったん廃娼運動の表舞台

から退かねばならなかったかーーそのわけは、この初期の廃娼運動の「衛生J 論と

の葛藤の過程にこそ見ることができるのである。

第四節 目清戦争前後の矯風会における「衛生j

「戦争」としての廃娼運動の前線から後退させられた女たちに、 1894 年、大き

な転機が訪れた。それは比輸でなく、現実としての戦争である。そしてこの日清戦

争の時期に矯風会機関誌でさかんに論じられたのもまた「衛生」であったが、それ

が公娼制度批判の論理として用いられることは稀で、「衛生」の名のもとに論じら

れたのは禁酒・禁煙であり、そのスローガンを具体化するものとしての従軍看護婦

であった。以下に詳述するように、従軍看護婦のイメージは戦時下の女性の理想像

として、矯風会機関誌に繰り返し描かれた。ただしその書き手は、女性であるとは

限らない。以下に引用する記名記事からも明らかなように、この日清戦争期の矯風

会機関誌には、男性執筆者による記事が多い。しかしそれが男性の手になる女性論

であっても、その表象の力が、やがて女たちを動かしていった。

日清戦争が始まると、「家庭」論と同時に「女子職業の時代J 87 という言説がさ

かんに登場する。「家庭」論は女性が家庭を守り男性が外で働くという男女分業の
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イメージに基づくものであるから、「女子職業の時代」という言説とは相容れない

ようにも思われるが、実際にそれら両者が同時に論じられた背景には、日清戦争開

戦による社会的混乱があった。「家庭」論は家内領域の合理化論でもあったが 88 、

女たちの活動領域を家庭内に限るという様式には非合理的な面もあり、そうした論

理的矛盾は「家庭」論が論じられ始めた当初から、その「家庭」論を支持する人々

自身によって意識されていた。たとえば『婦人矯風雑誌』は「中等社会こそ社会の

住民としては、最も安楽に、最も愉快なる社会なり。然るにこの安楽とこの愉快は

何時迄続づくかと云ふに悲しむべきは家の主君即ち良人の生存する間のみJ [傍点

原文〕と論じて 89 、男女分業に基づく「家庭の和楽」の限界を指摘している。また

日清戦争期の矯風会は軍人遺族の慰問活動を行ったカ~ 90 、矯風会員はそうした活動

を通じて、戦時下の女性たちが「家庭j 内にその活動領域をとどめられない現実と

向き合っていた。そのためか、矯風会機関誌は日清戦争開戦以前から論じてきた「婦

人の本分を尽くすべき城とも云ふべき家庭J 91 という主張を継続して説き続けるの

と同時に、女性たちに手に職をつけるよう奨励したのである。また同時期の「婦人

の職業j の意味は、単に夫の召集にともなう生活難を補うための消極的手段にとど

まらず、ある『婦人矯風雑誌』の執筆者は日清戦争に商機さえ見出し、日本人の女

医や女性商人が朝鮮に渡航するならば朝鮮人女性たちが差恥心の強さゆえに男性医

師の診察を恥じたり買い物も満足にできない状況を「救くふj ことになると述べて

92 、日本人女性に朝鮮への渡航を勧めたのであった。

女性も職業に就くべしとの主張は、間接的には「廃娼J にも結びついていた。こ

F の時期、矯風会は芸娼妓の存在の背後に貧困の問題があるととらえており、「若し

凡べての人が己れに適したる職業を、適宜なる方法によりて務むときは貧苦と云ふ

者は世上にはなき筈なり」、「もしその家、その母、にして婦人の職業として生計す

べき事を知らざらば、如何でか〉る浅ましき事をなさんやj と述べ、女性にも就業

可能な職種を増やすことが肝心だと主張したぺ『婦人矯風雑誌』は、貧民問題と

矯風問題は欧米では不可分だと捉えられているにも関わらず日本においてはその認

識がないことを嘆きへ海外の諸雑誌を参考に「労働問題なくして婦人問題あるは

なく、婦人問題なくして労働問題あるはなし〔中略〕婦人問題の帰着する所、また

到底社会主義たらざるを得ずJ と論じている 95 。また矯風会は実際に「職業教授所」

としての慈愛館を設立したが 96 、娼婦に「職業」を与えることによって「廃娼」を

行うという発想は、圏内のみならず海外在住の日本人娼婦をめぐる議論の中にも見

出すことができる。 r[海外の日本人娼婦たちは一一引用者〕悔悟致しましでも、帰

ることを好まぬので御座いますから、彼地で倶楽部をみた様なものを造って、悔悟

しました婦人を預つで、其内に守女とか、看病人を養成しても宜しいので御座いま

す」ぺここに論じられた子守"と看護婦、とりわけ後者は、娼婦のみならず、す

べての女性たちに矯風会が勧める「職業J であったぺ

矯風会機関誌はその「婦人職業案内」欄で「都も都もおしなべて、一般婦人の職

業を求むる時代となれり」との認識を示した上で、看護婦、幼稚園保母、産婆、女
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医の順に、それぞれの職に就くための養成校を紹介している。看護婦については、

「絶へず雇わる〉ことは保証し難けれども。婦人として随分よき職業なり」と推薦

している 100 。この記事中には「戦争以来、一層人々の目を注ぐに至たりしは、看護

婦なり J とあり問、実際、矯風会機関誌においても日清戦争が始まった直後から看

護婦関連の記事が増えている。その背景には、日清戦争開戦にともなう看護婦たち

の軍隊内での救護活動と、その活動に対する社会的注目がある。

日清戦争の宣戦布告は 1894 年 8 月 1 日で、このときに日本赤十字社が救護班を

広島予備病院へ向かわせたのが軍隊内での女性の救護活動の最初であるが 102 、すで

にこれより以前、同年 7 月 2 日号の『婦人矯風雑誌』は、戦地への派遣を希望する

看護婦たちの動きについて「赤十字社地方社員にして社長に向ひ、朝鮮に赴かんと

願ひ出でしもの巳に四百余名、出願者の最も多きは兵庫県にして、大坂、福島、群

馬の三県之に次き、他に五人十人づ〉出願し来りし所も数県あり」と報じている 1030

従軍看護を志願したのは看護の専門教育を受けた女性だけで、はなかった 1040 家事の

延長線上に「従軍看護」をとらえ、家庭内役割の延長線上に「国家の為めに尽」く

す道が探られた。「家庭」と「戦地」を結ぶ回路が「看護」であり、女たちは「看

護」役割を通じて戦時下の国家における自らの居場所を確保しようとしたのである。

前述のように「衛生J は「家庭」論に組み込まれており、「無学無識なる田舎婦人

には何ーっとして学ぶべき必要ある事なれど特に目下の急とも云ふべきは此婦人等

が衛生法を知らざる事にて候」とも論じられ105 、その「衛生」の一部として「看護」

は位置づけられていた 106 0 r凡そ婦人たらん者は、たとひ専門の人に非ざるも一通

の看護の方法を心得ざるべからず」 1070 そしてその「看護」こそが、日清戦争開戦

という状況下、女性たちを「家庭」の外へと導き出し「戦地」へと動員する糸口と

もなったのである。

今は古と事かはり、婦人の世界の広くなるに随ひ、世の人々の望み給ふ処も

浅からずして、戦争の開くや、人々は直ちに婦人に求めて、ナイチンゲーノレ

の知きものはなきゃ、園のために生命を捨てんとする婦人は無きゃと叫けべ

り。もしその中に立ちて、我等が尽くす所なく、世の希望を満足せしむるこ

となき時は、我等は職分義務を怠たりしものとして、世人よりうとまれ、捨

てらる〉の恐れあり 1080

ここでは、女たちの従軍看護の願い出は、単に彼女たちの自発性のみならず、そ

の背後に「世の人々 j の要請があったという認識が示されている。そしてそれが「世

の希望」でもあるために、その要請に応えるよう女性たちに促さなければ、矯風会

は「世人よりうとまれ、捨てらる~ J のではないかと危倶した。つまり日清戦争下

の「婦人の職業」論においては、女性たち自身の思いと「世の希望」との間で、女

性のあるべき姿が探られていたのであり、従軍看護婦についての議論こそは、その

女性イメージをめぐるせめぎあいの中心にあったのである。
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ところで、日清戦争開始後、従軍を願う女性たちがすべて看護婦として戦地へ赴

くことを希望したわけではなく、なかには兵士として参加しようとする動きも見ら

れたことは、『婦人矯風雑誌』における次のような記述から推測できる。

日清戦争は一園の人心をして動揺せしむ。動揺は自然に人をして男女の均ー

を認識せしめて日く、此国難に際しては、婦人たるものもまた男子と同じく、

園に尽くす実なからさるへからずと。多情多感なる我婦人は、固より此の督

促を待たずして、巳に奮起して繊手園に尽さんとせり。其の兵士を他みて物

を送らんとするが知き、自ら揮って看護婦たらんとするが如きは是也。然り

と錐も往々、狂奔して其の正経を失したる挙動に至ては、吾人容易に首肯す

る能はず。石川県の某女が鎖鎌を携へて自ら従軍を希ふたりと云うが如きは、

即ち是なり〔中略〕婦人もまた決して其職分を忘れて、世の識見なき小新聞

の挑発に乗じて、長刀、鎖鎌の従軍を希ふが如き逆性の挙動あるべからず。

徐ろに内にありて、園に尽くすを忘るべからず109

また同号の別の記事においては「日清戦争につきでは、折々婦人にして従軍を願

ふものを出すより、歴史上にも此かる事ありやと問ひ合さる〉人少なからずJ と述

べて歴史上にみる「女兵」の例を挙げ、「唯だ夢にも忘るべからざるは、婦人の職

分は此かる事にはあらずして、他に尽くすべきもの少なからざる事にぞある。吾等

今ま、このアポロニア〔女兵の名一一引用者〕の事を思ふと、看護婦の業を初めた

るナイチンゲールの事を思ふと、何れか人類の為めに善き働らきを為し得たりしか

を比較する事を怠るべからず」と付け加えている 110 。次号の巻頭論説においても、

ある薄給の巡査が召集された後、その妻が赤十字社の看護婦となった例を美談とし

て挙げ、「婦人はみだりに女軍等を作くりて、からさわぎするより、日常の生計を

営むこと、此の夫人の知くなるこそ好ましけれ」と論じている 111 。これらの記述に

共通の特徴は、第一に、記事の執筆者が『婦人矯風雑誌』の読者は「女兵」に関心

を持っていると捉えていること 112 、第二に、そうした社会的関心をふまえて「女兵」

の従軍へ向けた動きを牽制しようとしていること、第三に、従軍する女性像として

「女兵J と看護婦を対比させた上で、看護婦を賞賛していることである。

このように従軍看護婦のイメージは「女兵」との対比において表現されたが、別

の一面において従軍看護婦と対置させられたのは娼婦たちである 1130 看護婦の従軍

をめぐっては、陸軍首脳部において患者と看護婦との間の性的トラブルが懸念され、

一時は日清戦争の救護班に看護婦を導入する意見が拒絶されたこともある 114 。この

陸軍の拒絶について『婦人矯風雑誌』は、次のように論じている。

さて陸軍には、知何にして婦人を用いざるの議論ありしやと云ふに、兎角婦

人が、男子を看病する時は、少なからぬ弊害を起しかちなるが故なりと云ふ

にありき、婦人の信用の薄すきこと、知何になげかわしからずや。〔中略〕時
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と場合によりては、己が生命にもか〉ることを覚悟して、必死の働きを為せ

る、心雄々しき婦人すら、世間の信用を得ざること、かくの如しとは、なげ

かわしきかぎりならずや。こはつまり、或る一種の婦人が、我圏の信用と面

白を傷つけしが故に、引きて一般の不信用を来たせしことにして、これを取

り返し、真の婦人の面目を立つるには、此の度選ばれて行き給へる看護の婦

人の負へる任なれば〔後略J 115 

ここで従軍看護婦に対比させられている「或る一種の婦人」とは、この時期の矯

風会が「海外醜業婦」問題をくり返し論じていることから推して、海外の日本人娼

婦のことを指していると考えられる。そしてここでは娼婦とは異なる存在としての

「真の婦人J が「心雄々しき婦人」と表現されていることが重要である 116 。男性兵

士とは異なる存在としての女性が論じられるときには「男子には男子の世界、女子

には女子の世界あれば、互に他の領分を侵さ〉るをよしとす」として、「男子」と

「女子」との聞に明確な境界線が引かれるのであるが 117 、娼婦との対比においては、

むしろ看護婦たちの「雄々しさ」が強調されるのである。「婦人は天性愛情濃かに

していかほど堪え難き処にでも能く堪え忍ぶ者なれば、病人に事ふるには尤も適当

なる者なり」と看護婦の(女らしさ)が強調されたかと思えば、その同じ記事にお

いて「事あるの日は弾丸雨飛の聞にも進み行くべきものなれば平素の修養こそ大切

なれJ と(男並み)の「修養」が求められる 11SO こうしてく女らしさ〉と(男並み〉

が同時に求められる従軍看護婦のイメージには、日清戦争開戦にともなう社会の急

激な変化によって引きおこされた混乱が、そのまま反映しているのである。

しかしこの看護婦という、困難な社会的要請に応えようとする存在は、矯風会機

関誌においては模範的な「真の婦人」として称えられ、理想的女性像として描かれ

た。「看護」という仕事は、前述のように専門職としての看護婦のみならず、すべ

ての女性たちが担うべき役割とされたために、看護婦は憧'慢の対象であると同時に、

親しみの持てる存在でもあった。『婦人新報』においては、現役看護婦による記事

として、各家庭における伝染病予防等についての解説が掲載されている 1190 矯風会

機関誌の読者にとって看護婦とは、日常のくらしに役立つかたちで「衛生」や「看

護」についての専門的知識を与えてくれる存在であり、そのように与えられた知識

を日常生活に実際に活かすことによって、読者も自ら「衛生J 的存在となりうると

されたのである。また「看護の如きは、其初め世人が著しく冷評したるにか〉わら

ず、日清戦争となるや、多くの婦人はふるって看護婦たらんとして、矯風会の願は、

実行されました。凡そ此等は、社会の人が承知しても、せんでも、矯風会の主義が

直接に勝利を得たので〔後略JJ 120 という表現に見られるように、看護婦が女性の

理想的姿と捉えられる社会状況こそ「矯風会の主義」の「勝利」であるとも論じら

れていたのである。

こうして「衛生」という概念は、看護婦という具体的な女性像として呈示された

が、それはまた「文明」という概念とも結びつけて論じられている。また、その「文
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明」の対極にあるのは「野蛮」であり、日清戦争は「野蛮」な清と朝鮮を「文明J

へと導くための戦いとして正当化された。日清戦争が始まった直後の 1894 年 9 月、

矯風会は婦人衛生会に向けて、禁酒・禁煙を「衛生」概念と結ひ、つけるよう進言し

121 、酒や煙草に用いる「冗費J を省き、それを軍費に替えることが「愛国J 的行為

だと論じた。矯風会はまた自らの組織においても「衛生課」の中に「禁酒、禁煙」

を位置づけて 122 、とりわけ「禁酒J を「衛生」論から説明しようとした。 rw アノレコ

ール』其他の有害物は、真の生命力を減すものにして、人身を不具廃物となすなり」

と論じられ 123 、半ば強引に「飲酒」と「悪疫」を結ひ、つけた説さえ紹介されたので

ある 1240

こうして日清戦争期に「禁酒」や「禁煙」という課題がことさらクローズアップ

されたのは、酒や煙草が阿片に類似するものだと捉えられたためであろう。「酒は

阿片の知し」と例えられ 125 、「支那人」が阿片を吸う様が描写されるとき「恰も我

国民の酒器を所持するが如く悉く畑器を自宅に置き家族交々之を喫す」と表現され

て126 、そのような阿片とのイメージ上の類似性ゆえ、日本国内における「禁酒」が

最重要課題とされたのである。この時期、阿片はまさに「野蛮」の象徴であり、阿

片を用いる人々としての「支那人」は、徹底して「野蛮人」として描き出された 127 。

また、清や朝鮮の社会の特徴として、一夫一婦制が確立せずに妾を置いたり、女

性が商品のように売買されて「玩弄物」視されているということがくり返し論じら

れ、それらもまた、「野蛮J と捉えられた。たとえば次のような表現である。

支那の婦人は憐れ墓なきは勿論、殆んど父母よりは、子として見られず、社

会よりは同胞人類として見られず、等しく一個の商業品として見らる〉もの

なれば也 128

朝鮮のあり様の浅ましきを見ん人は、其のあさましき原因のーとして、男女

の道乱れて、女子は男児の玩弄物に過ぎず、男子逸して、女子のみ、労働す

るを見らる〉なるべし 129

しかしこの時期、日本国内においても、法律上の妾制度は廃止されていたが 130 、

実質的な廃妾には至っていなかった 131 。また、公娼制度下の娼妓たちは廃業さえ自

ら決定することができない状況にあったため、「自由廃業」、すなわち娼妓たちの「身

体の自由」を求める法廷闘争が始まったのは、ようやく 1899 年のことである(第

三章)。つまり女たちを「物品」のように売買し「玩弄」していたのは清や朝鮮だ

けでなく、日本も同様であった。そしてその日本の状況は欧米でも報じられており、

それらの報道に接した日本人は、自分たちもまた「支那人」と同様の「野蛮人」と

みなされることに危機感を抱いた印。

欧米諸国から日本が「真の文明J ではなく r!jE細 E 的」、「野蛮的」と見なされる

ということは、日清戦争を「義戦」とし、日本軍を「文明の義軍」とするための根
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拠を揺るがしかねない大問題であった。日清戦争における日本の勝利は「我が国民

の品格、先づ支那国民の品格に勝ちたるによりて勝ちしなり」と説明され 133 、その

「文明園J であるはずの日本が、圏内における女性の地位ゆえに「野蛮的J であり

rBE 細E 的」であると欧米から評価されることは、避けるべき事態であった。した

がって、軍事力という「物質的文明」のみならず、「精神的の仕事」が必要である

と論じられ 134 、その「精神的の仕事」こそ「女権拡張」であると論じられたのであ

る1350

「女権拡張といふことは婦人の社会に参預すべき、社会の仕事に預かるべき区域

を段々広くして行くといふこと J と定義されていたため 136 、日清戦争時の看護婦の

活躍は、「女権拡張」の流れ、すなわち日本が「文明園」であることの証明となる

はずであった。しかしこの点については、次のように報じられている。

嘗て清固との戦争に付て斯う云ふ事を評した外国人がございました、あれは

倫敦評論か何かに出て居った、「日本は支那と戦ひをして支那人は敵であるけ

れども傷ついた者は赤十字社病院で療治をする又其者に能く憐みを掛けた〔中

略〕誠に日本人は徳義を以て仁愛を以て此戦に当たる様に見えるがあれは或

はどうだか知らぬ〔中略〕日本人は文明園だと言はれたい、文明の虚名を釣

らうといふ様な考から出来て偽善的の仕事をするのでは無からうか」と言っ

て疑問を下した者があった、私共は実に此事を以て憤慨に堪えなかったので

あります〔中略〕地体が野蛮であって夫に文明の鍍金をしたといふものであ

れば忽ちはげて仕舞ふが今日の世の中のやり方は多く野蛮台の文明鍍金の様

である、さう云ふことで無しに是が日本人の中心から起って例えば亜細亜全

州に文明の光を放つ中心は日本であると云ふことにならなければならぬ137

つまり、看護婦等、一部の女性が「女権拡張」の流れとして現れるだけでは「野

めっき

蛮台の文明鍍金」のようなものであって、海外においては「文明の虚名を釣」る行

為だとみなされかねないため、真に日本が「文明の光を放つ中心」だと評価される

ためには、看護婦のみならず、いっそうの「女権拡張」が必要だと論じられている

のである。その「女権拡張」は、具体的には「仕事を拡張して行」くことであると

して、小学校教員、郵便電信の事務および書記会計、医者、新聞記者、手芸的業務

などへの女性の就業が提案された国。すなわち、「婦人の職業」の領域拡大が「文

明」の条件だとされた。この時期、「野蛮」としての清や朝鮮と「文明 J としての

欧米諸国の中間に日本を位置づける主張は珍しくないが、その構図は「女権拡張J

論にもあてはめることができると考えられ問、それゆえ『婦人新報』には欧米諸国

における女性たちの職業進出が報じられている 1400

このような(文明/野蛮)論の構図において、従軍看護婦という存在は、日本を

rBE 細亜的J r野蛮的」な清や朝鮮と差異化するための最初の足場であった。「わが
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文明の曙光は先、兵術に映じ、次いて医術に輝けり」と論じられたように 141 、日清

戦争の勝利が兵術による「物質的文明」を示し、その次に重要なのは医術の領域で

あると考えられた。その医術の世界で働く女性としての看護婦のイメージは、単に

医療技術の進歩のみならず、女性としていち早く職業を得た「女権拡張」の先駆け

として、また酒や煙草の有害性を排除し社会を「衛生」化する者として、そして敵

味方をわけへだてなく看護するという国際的ノレールに則る者としても「文明 J の象

徴であるとされた 1420 そして、そこを足がかりとした、さらなる「文明」化への課

題として、看護婦以外の「婦人の職業」の職種拡大が論じられたのである。

しかし「衛生J 化、「文明」化を唱えながらも、この時期の矯風会機関誌中には、

圏内問題としての公娼制度への言及は少なかった。前述のように慈愛館の設立等、

女性たちへの「職業授産」によって娼婦を減らそうとする具体的取り組みはみられ

るものの、娼妓を実質的に公認している政治のありかたを問う言説はほとんど見ら

れないのである。代わりに頻繁に論じられたのは清や朝鮮の矯風問題と「海外醜業

婦」問題である。矯風会会員に向けでは「内国の廃娼よりも、外国の醜業婦人を廃

することが、尚更此節の時代の必要 143 J r朝鮮の内地に向て廃娼の運動を試むべし

144J と海外における廃娼運動の必要が説かれた。しかしこの時期、国内においては

全国的な廃娼どころか、廃娼県である群馬においてさえ存娼派による遊廓復活運動

が続いていたのである 1450

またもう一つの欠落点は、戦争が圏内外の〈弱者〉にもたらした負の側面につい

ての記述である。日清戦争期には、たしかに「女権拡張」が高唱されたが、前述の

ように、それは「雄々しき婦人」の賛美であった。しかし、男女を問わず「雄々し

くJ も「勇ましく」もなりえなかった人々が、戦時下どのように扱われたのかとい

う点については、矯風会機関誌は何も説明していない。また「野蛮人J と見なされ

た人々にどのような残酷な行為が行われたかという点についても、何も書き記して

いない。

従軍看護婦論は、日本人女性たちに「文明」的で「衛生j 的な(強者〉としての

自己イメージを持たせることによって、女性が女性であるために自ら「非衛生的」

な存在として管理され配置される側に置かれうるという現実を一時的に忘れさせる

巧妙な装置であった。

1 前掲伊藤『日本廃娼運動史』、群馬県議会事務局編『群馬県議会史 第一巻』群馬県議会、
1951 年。本文中に引用した「貸座敷ノ業ヲ更ムノレノ建議J、f[ 娼妓廃絶の〕請願書」、「伊
香保温泉場廃娼ノ義ニ付建議」、「娼妓廃絶ノ建議」、「本村限貸座敷同業申立約定書J は、

群馬県史編さん委員会編『群馬県史 資料編 21 近代現代 5~ (群馬県、 1987 年)の資料
を用いた。これらの建議が行われた背景については、掛川智子「群馬廃娼運動とその意義」
(W 上毛民衆史』第 2 号、 1982 年 5 月)、群馬県史編さん委員会(廃娼運動に関する項目の

執筆者は石原征明) W群馬県史 通史編 7 近代現代 1~ (群馬県、 1991 年)、小野沢あかね
「帝国議会開設期の廃娼運動一一群馬県を中心として一一J (W 歴史学研究』第 637 号、 1992

年 10 月)を参照した。
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2 前掲伊藤『日本廃娼運動史』、 106 頁。

3 前掲『群馬県史 通史編 7 近代現代 u、242 頁。

4 萩原俊彦「群馬県下の廃娼運動 明治末期の高崎と柏木義円を中心にJ W福音と世界J、
1982 年 11 月。

5 前掲伊藤『日本廃娼運動史』、前掲『群馬県議会史 第一巻』、前掲『群馬県史 通史編

7 近代現代 u は群馬の廃娼運動史を「貸座敷業ヲ更ムノレノ建議」から書き出している。

6 この後の群馬の廃娼運動における賦金をめぐる政治的動向については前掲小野沢「帝国

議会開設期の廃娼運動一一群馬県を中心として二一J が詳しく分析している。

7 前掲村上『明治女性史(四 u は、廃娼運動についての章を「廃娼J と「排娼」の区別に

ついて論じることから始めている。村上は「おおかたの上流階級の女たちはすべてこの種

の排娼論者だった」と述べた上で「男の場合はこれほど単純ではない」と論じているが、

本稿の本文中に論じるように、男性の廃娼運動にも「排娼」の域を出ない議論はしばしば

見られる。

s 前掲伊藤『日本廃娼運動史』、 113 頁。

9 W明治十五年群馬県布達全書前編~ 17 頁〔国立国会図書館所蔵、マイクロフィノレム〕。

10 前掲萩原「群馬県下の廃娼運動 明治末期の高崎と柏木義円を中JL't こJ、久保千ー「群

馬医学会の父・斎藤寿雄一一博愛精神を貫いた生謹一一J (高崎経済大学附属産業研究所編

『群馬にみる人・自然・思想』日本経済評論社、 1995 年)。

11 前掲久保「群馬医学会の父・斎藤寿雄一一博愛精神を貫いた生涯一一」。

12 斎藤寿雄「群馬の廃娼 上J W上毛教界月報~ 1911 年 9 月 15 日。第一章で論じたように、

全国的な検徽の制度化は 1876 年、群馬で検徴が開始した翌年である。
13 前掲斎藤「群馬の廃娼 上J。
14 同前。

15 斎藤寿雄「検徹の効幾何J W上毛教界月報~ 1908 年 11 月 15 日。

16 前掲斎藤「群馬の廃娼 上J。
17 前掲斎藤「検徹の効幾何」。

18 前掲「群馬の廃娼上」。

19 群馬県の貸座敷規則第十四僚には「娼妓ノ健康清潔ニ注意し」とあり、また娼妓規則第

二十九僚にも「自他ノ健康ヲ保ツ為メ身体及ヒ臥具ハ最モ浄潔ヲ要ス」とある (W 群馬県布

達全書巻之十~ (国立国会図書館所蔵、マイクロフィノレム J 59-60 頁)。つまり、群馬にお

いても検徽はー「健康J および「清潔」という観点から正当化されていた。

20 前掲久保「群馬医学会の父・斎藤寿雄一一博愛精神を貫いた生涯一一」。

21 群馬県廃娼略史J W上毛教界月報~ 1908 年 11 月 15 日、前掲伊藤『日本廃娼運動史』、

安部磯雄「廃娼の思人J (湯浅三郎編『湯浅治郎~ (復刻版、原著は 1932 年発行〕大空社、

1992 年)。

22 前掲伊藤『日本廃娼運動史』、 115-118 頁。

23 前掲瀧津『健康文化論』、 43-64 頁。

24 武昌吉「梅毒の蔓延を防遁するの策J W大日本私立衛生会雑誌』第 6 号、 1883 年 11 月 22

日。
25 同前。

26 r千葉県会員嶋田済君答議J W大日本私立衛生会雑誌』第四号、 1884 年 12 月 20 日。

27 武昌吉「梅毒の蔓延を防逼する策〔前号の続JJ W大日本私立衛生会雑誌』第 7 号、 1883

年 12 月 20 日。

28 r福島県会員照山貫一君答議J W大日本私立衛生会雑誌』第 19 号、 1884 年 12 月 20 日。

29 森林太郎「公娼廃後の策奈何J W大日本私立衛生会雑誌』第 80 号、 1890 年 1 月 31 日。

30 群馬における廃娼運動の創始者については、湯浅治郎説と翼下珂十郎説がある。たとえ

ば海老名弾正は、湯浅治郎本人の発言を根拠に、異下が最初に廃娼問題を口にした人物で

あると論じたが(海老名弾正「懐旧談 J、前掲『湯浅治郎』所収)、柏木義円は、湯浅本人

の註言と斎藤寿雄からの聞き取りの双方を考慮したうえで、創始者は湯浅治郎であるとす
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る斎藤寿雄の見解を支持している(柏木義円「群馬県会時代の翁」、前掲『湯浅治郎』所収)。

31 久布白落実『湯浅初子~ (復刻版、原著は 1937 年発行〕大空社、 1995 年、 94-98 頁。

32 前掲掛川「群馬廃娼運動とその意義」は、この矯風会の結成について「廃娼運動を推し

進めた人たちの中に初めて女性の名前が登場する」と指摘している。

33 ただし男性も「特別会員J になることは可能であり cr 婦人矯風会規約」第三条第二節)、

矯風会機関誌の執筆者には男性も多い。「婦人矯風会規約J は、日本キリスト教婦人矯風会

編『日本キリスト教婦人矯風会百年史』ドメス出版、 1986 年、 38-40 頁を参照した。また

矯風会の名称は、 1893 年に全国組織になったときには「日本婦人矯風会」であり、機関誌

の文中に「日本基督教婦人矯風会」の名前が登場するのは 1905 年 4 月頃からであるとされ

る(同 214 頁)。

34 矯風会活動における廃娼運動の位置づけをめぐっては、その発会当初から矯風会内部で

意見の対立があったことが知られている。宇津恭子『才藻より、より深き魂に一一相馬黒

光・若き日の遍歴一一』日本 YMCA 同盟出版部、 1983 年、 49-69 頁、および前掲日本キリ

スト教婦人矯風会『日本キリスト教婦人矯風会百年史』、 37 頁、 50-54 頁、参照。

35 本文中に『東京婦人矯風雑誌』およびその後継雑誌としての『婦人矯風雑誌』、『婦人新

報』から引用するにあたっては、復刻版(不二出版、 1985-1986 年)を使用した。

36 浅井研究として、片野真佐子「浅井枠覚書一一忘れられた女性プロテスタント一一J (富

坂キリスト教センター編『近代日本のキリスト教と女性たち』新教出版社、 1995 年)、参

照。

37 浅井枠「矯風会之目的J W東京婦人矯風雑誌』第 1 号、 1888 年 4 月 14 日。

38 万国婦人矯風会の大要J W東京婦人矯風雑誌』第 1 号、 1888 年 4 月 14 日。

39 r万国婦人矯風会の大要の続き(第二 )J W東京婦人矯風雑誌』第 2 号、 1888 年 5 月 19

日。

40 雑報J W東京婦人矯風雑誌』第 6 号、 1888 年 9 月 15 日。

41 娼妓公許廃止に就ての諮問J W東京婦人矯風雑誌』第 10 号、 1889 年 1 月 19 ~ 0 
42 第一章第一節で論じたように、森林太郎の衛生論においても「衛生J 概念は「器械」と

いう表現とともに用いられている。第一章脚註 15 参照。
43 前掲浅井「矯風会之目的」。

44 植木枝盛「売淫公許の事を論ずJ W国民之友』第四号附議 (1888 年 4 月 6 日)、および

第 22 号(同年 5 月 18 日)。
45 同前。

46 巌本善治および『女学雑誌』についての多くの先行研究が指摘するように、巌本の「吾

等の姉妹は娼妓なり J との主張は、「天賦の人権」論に基づき娼妓を「姉妹」とみなすとい

う意味において先駆的な廃娼論であった。ただし巌本の論説においても、「廃娼」は「衛生」

と不可分である。彼は次のように述べている。「娼妓は楳毒の原因なり之あるの聞は人如何

にするも梅毒の病疾を消滅する能はず政府たるもの決してこの伝染病元を放つ可らずJ

cr 妓楼全廃すベしJ W女学雑誌』第 35 号、 1886 年 9 月 15 日) 0 r楳毒は百害の王なり之に

感ずるもの多くハ死せず一生を濠々不眠の排に送りて国家無用の人となる市も其毒を子孫

に遺伝して子孫の心排ともに天菓の廃物となるべし然るに娼妓は楳毒の元場なり知何の方

を尽すも娼妓より楳毒を去んとするは到底望む可らずと云ふJ (同前 )0 W女学雑誌』と矯風

会との関係については、西村みはる「女学雑誌にみる廃娼論とその影響一一巌本善治を中

心にJ W日本女子大学紀要 文学部~ 31 号、 1981 年、早野喜久江 rW 女学雑誌』の果たした

役割一一婦人矯風会の場合を中心にJ W 白山史学~ 36 号、 2000 年 4 月、参照。

47 前掲村上『明治女性史(四)~、 83 頁。

48 たとえば、『婦人矯風雑誌』に見られる次のような文中には、「同じ」女が「醜業」を行

うことに対する強烈な嫌悪感が表現されている。「我等が、同じ国民と呼ばれ、閉じーっの

地を踏み、同じーっの太陽をいた Y きて、生活する同胞婦人にして、実に聞くも耳の汚が

れ、見るも目の汚れとなるべき業を、公けの営業となし、向ほ足らでや、恥を海の外にま
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で晒らし、大にしては一国の名を汚し、我が国婦人全体の品格を下げ、小にしては将来事

を為さんとする、有為の青年を、泥中に引き込み〔中略〕殆ど人として、人にあらざる挙

動を為しつ』ある、婦人あり。之れを救ひて、彼等が天より受けたる人としての職分を全

ふせしめ、園を内部より喰ひ倒しつ〉ある、毒虫の害を去ることは、いかに大切なる業に

侯はずやJ (r 博愛なる諸兄姉に訴ふJ W婦人矯風雑誌』第 9 号、 1894 年 7 月 2 日)。

49 広瀬玲子「荻野吟子研究一一一明治女性の自己形成一一J (W歴史評論~ 401 号、 1983 年 9

月)、同「荻野吟子一一女医への道を切り拓いて J 北海道女性医師史編纂刊行委員会『北の

命を抱きしめて 北海道女性医師のあゆみ』ドメス出版、 2006 年。

50 本文中に『婦人衛生会雑誌』から引用するにあたっては、復興j版(大空社、 1990 年)を

使用した。また『婦人衛生会雑誌』発刊の経緯については、亀山美知子「私立大日本婦人

衛生会と『婦人衛生雑誌』についてJ W婦人衛生会雑誌 別巻・索引』復刻版、大空社、 1992

年、および中属邦「近代日本における婦人衛生の位相」前掲『婦人衛生会雑誌 別巻・索

引』、参照。

51 荻野ぎん子「本会設立の主意J W婦人衛生会雑誌』第 1 号、 1888 年 1 月 25 日。

52 r家庭J 論と「衛生」概念とのつながりについては、拙稿「日清戦争前後の『家庭雑誌』

一一英雄伝を物語る母/膨張する国家一一 J (西田毅・和田守他編『民友社とその時代 思

想・文学・ジャ}ナリズム集団の軌跡』ミネノレヴァ書房、 2003 年、所収)も参照されたい。

53 前掲広瀬「荻野吟子研究一一一明治女性の自己形成一一J。

54 矯風会において「衛生」という語の指す内容は、各時期ごとに変化している。たとえば

1892 年 7 月の「東京婦人矯風会規則」においては、矯風会の部会は、風俗部、衛生部、政

権部、慈善部、禁酒部、教育部の六つに分かれており、「禁酒」と「衛生」は別の扱いであ

る。しかし、 1895 年 4 月の「日本婦人矯風会年会広告」においては、衛生課の事業として

「禁酒、禁畑J が位置づけられている。

55 前掲森「公娼廃後の策奈何」。

56 竹村民郎「解説 帝国議会開設期における廃娼運動一一雑誌『廃娼』の刊行を中心に」

『廃娼~ (復刻版〕不二出版、 1993 年。

57 本文中に『廃娼』から引用するにあたっては、復刻版(不二出版、 1993 年)を使用した。

『廃娼』の発行元である廃娼雑誌社の所在地は廃娼壮年義会の所在地と同一である。

58 井上輝子 rW 女学』思想の形成と転回一一女学雑誌社の思想史的研究J W東京大学新聞研

究所紀要~ 17 号、 1968 年。

59 前掲西村「女学雑誌にみる廃娼論とその影響一一巌本善治を中心にJ。

60 r男子は女子よりも弱はしJ W女学雑誌』第 189 号、 1889 年 11 月 30 日。また、島田三

郎も同様に、次のように論じている。「人聞の情欲の発達の場合は男にのみ有って女にはな

い者か-、女の人は社会の制裁が強いからして、左様なる方便を設けずして権衡が取れて

居るでは御座いませんかJ (同「廃娼の精神及其の順序(其二 )J W女学雑誌』第 210 号、 1890

年 4 月 26 日)。

61 r政治上の道徳J W女学雑誌』第 204 号、 1890 年 3 月 10 日。

62 春香生「貞潔なる同胞諸姉に告ぐJ W廃娼』第 1 号、 1890 年 4 月 5 日。
63 同前。

64 r廃娼=青年 J W廃娼』第 2 号、 1890 年 5 月 15 日。
65 同前。

66 同前。

67 横井時雄「家庭J W廃娼』第 4 号、 1890 年 7 月 31 日。

68 佐々城皇3f 女「廃娼壮年の熱涙J W廃娼』第 2 号、 1890 年 5 月 15 日。

69 たとえば塚越芳太郎「非売淫公許論J W廃娼』第 1 号、 1890 年 4 月 5 日、前掲植木枝盛

「売淫公許の事を論ずJcr 第二 徴毒検査の事に就て論ず」、『廃娼』第 4 号にも転載)。

70 佐々城豊寿「自己の志想J W東京婦人矯風雑誌』第 1 号、 1888 年 4 月 14 日。

71 同前。こうした佐々城の主張の思想的背景については、安武留美「婦人言論の自由一一
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宣教師と WCTU と東京婦人矯風会J (W 日本研究~ 30 巻、 2005 年)が詳しく分析している。

72 前掲宇津『才寵より、より深き魂に一一相馬黒光・若き日の遍歴一一』、 37-98 頁、お

よび小檎山ノレイ『アメリカ婦人宣教師 来日の背景とその影響』東京大学出版会、 1992 年、

273-278 頁。

73 斎藤精作「耶防当矯風会員に望む所あり J W東京婦人矯風会雑誌~ 1888 年 6 月 16 日。

74 内村鑑三「クリスチャンホーム J W東京婦人矯風会雑誌~ 1888 年 10 月 20 日。前掲宇津

『才藻より、より深き魂に一一相馬黒光・若き日の遍歴一一』、 65-98 頁、参照

75 潮田千勢「回顧と希望J W婦人新報』第 67 号、 1902 年 11 月 25 日。

76 山川菊栄『日本婦人運動小史〔新装版H 大和書房、 1981 年、 74 頁。山川!菊栄の姉・佐々

城松栄は、佐々城豊寿の息子・佐々城佑の妻である(松尾尊 「解題一J W山川菊栄集 第

八巻』岩波書肩、 1982 年、大島義夫・宮本正男『反体制エスペラント運動史〔新版H 三

省堂、 1987 年、 84-108 頁、参照)。管見の限りでは、山川菊栄は佐々城佑について何も書

き残していないが、その理由は不明である。

77 浅井さく「議員選挙に就てJ W東京婦人矯風雑誌』第 27 号、 1890 年 7 月四日。

78 たとえば、浅井さく女「婦人改良を論ずJ W東京婦人矯風雑誌』第 4 号、 1888 年 7 月 2

日。

79 前掲日本キリスト教婦人矯風会『日本キリスト教婦人矯風会百年史J、70 頁。

80 金森通倫演説『東京婦人矯風雑誌』第 33 号、 1891 年 1 月 17 日。
81 同前。

82 山口玲子『泣いて愛する姉妹に告ぐ 古在紫琴の生涯』草土文化、 1977 年、 106-107

頁。

83 古在由重編『紫琴全集』全一巻、草土文化、 1983 年。

84 問、 562-563 頁。および相馬黒光『明治初期の三女性 中島湘煙・若松賎子・清水紫琴』

〔復刻版、原著は 1940 年発行〕不二出版、 1985 年、 293-309 頁。

85 r卓をかこんで一一明治廿五年から舟年頃まで一一J W婦人新報~ 370 号、 1929 年 1 月。

86 W東京婦人矯風雑誌~ 7 号、 1888 年 10 月初日。

87 W婦人新報~ 1895 年 4 月 28 日号に掲載された女子授産所の広告中の一節。

88 前掲拙稿「日清戦争前後の『家庭雑誌』一一英雄伝を物語る母/膨張する国家一一 J。

民友社と矯風会は、その人脈が重なっており、たとえば民友社の『家庭雑誌』の実質的

な編集者であった竹越竹代は、 1893 年には矯風会の副会頭になっている。そのため『家

庭雑誌』と矯風会機関誌とは、執筆者や記事内容に共通点が多い。

89 婦人の職業J W婦人矯風雑誌』第 2 号、 1893 年 12 月 2 日。

90 軍人遺族の慰問活動については、「日清事件に付き、各自多少の金員を投じ、本邦戦死

者、遺族慰問の為め、一小冊子井に矯風雑誌一部宛を、各所に散在する遺族を尋送付す。(官

報に附て調らぶ)巴に発したる分、一千五百、内遺族より謝状井に本人の写真を送るもの

二葉、其他礼状は数十通なりき」と記録されている (r 日本婦人矯風会年会広告J W婦人新

報』第 3 号、 1895 年 4 月 28 日)。

91 婦人矯風雑誌の志ざしJ W婦人矯風雑誌』第 1 号、 1893 年 11 月 2 日。

92 r朝鮮婦人の風俗J W婦人矯風雑誌』第 12 号、 1894 年 10 月 4 日。
93 同前。

94 ひなの女「欧米にては矯風問題は既に政治家の眼に入れり J W婦人矯風雑誌』第 10 号、

1894 年 8 月 2 日。

95 r労働問題と婦人問題J W婦人矯風雑誌』第 11 号、 1894 年 9 月 2 日。

96 r職業授産所J としての慈愛館は、 1894 年からその設立のための募金活動が活発化し、

1900 年に本格的な活動を開始した(社会福祉法人慈愛会編『慈愛寮百年のあゆみ』ドメス

出版、 1994 年)。

97 天野恭太郎「海外に於ける我が園婦人の状態J W婦人矯風雑誌』第 10 号、 1894 年 8 月 2

日。

98 r子守」もまた、その職業化が試みられていた。矯風会は、 1890 年 6 月、「子守学校」
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を開校し、修学期間 1年、週に 3 時間の課程で、話し方や唱歌などの実践的課題から生理

学・解剖学まで、月謝は無料で教授したとのことである (W東京婦人矯風雑誌~ 27 号、 1890

年 7 月 19 日)。

99 1898 年、看護婦学校が開校されたが、その設立の経緯には矯風会会員、婦人衛生会会

員が数多く関わっていた(亀山美知子『女たちの約束 M.T. ツノレーと日本最初の看護婦学

校』人文書院、 1990 年)。熱心な矯風会会員であり東京看護婦講習所の教師・大関和は、 1899

年、矯風会の姉妹会として大日本看護婦人矯風会を創設し、看護婦たち約 200 名を組織し

ている(問、 298 頁)。また、看護婦学校の実習所である衛生園では、前述の慈愛館の入所

者の中から、看護婦を志願する者を受け入れ、看護教育を行っていた(問、 300 頁)。その

後、実際に看護婦として働き、看護婦人矯風会の会員となった者もいたという(前掲社会

福祉法人慈愛会編『慈愛寮百年のあゆみ』、 69 頁)。つまり、看護職は娼妓の「更正 J 後の

「正実の職業」として想定されていたが、その職域を拓くこと自体が矯風会の人々によっ

て担われていた。後に看護職は、産婆や裁縫教師、家事奉公などの職とともに、経済的自

立を望む女性たちの受け皿となっていく(村尾昭子「派出看護婦のあゆみ」近代女性史研

究会編『女たちの近代』柏書房、 1978 年。早川紀代『近代天皇制国家とジェンダー 成立

期のひとつのロジック』青木書底、 1998 年。 225 、254 頁)。

100 r婦人職業案内(其ー )J W婦人新報』第 3 号、 1895 年 4 月 28 日。
101 同前。

102 亀山美知子『近代日本看護史E 戦争と看護』ドメス出版、 1984 年、 30 頁。

103 r看護婦戦地に行かんとすJ W婦人矯風雑誌』第 9 号、 1894 年 7 月 2 日。

104 婦人従軍を願う J W婦人矯風雑誌』第 10 号、 1894 年 8 月 2 目。

10S r講義録に就きての注意(附本新報前号の批評 )J W婦人新報』第 13 号、 1896 年 2 月 29

日。

106 塚越芳太郎「婦人の衛生的知識J W婦人新報』第 7 号、 1895 年 8 月 28 日。

107 r看病の修行J W婦人新報』第 17 号、 1896 年 6 月 15 日。

108 r婦人の信用と面目 J W婦人矯風雑誌』第 12 号、 1894 年 10 月 4 目。

109 竹越与三郎「困難と婦人J W婦人矯風雑誌』第 13 号、 1894 年 11 月 2 日。

110 東西の歴史に見ゆる軍隊に加はりし婦人(婦人の陸軍少将 )J W婦人矯風雑誌』第 13

号、 1894 年 11 月 2 日。

111 賞むべき婦人J W婦人矯風雑誌』第 14 号、 1894 年 12 月 8 日。

112 このことは、日清戦争開始以前の矯風会機関誌において海外における女性の軍隊参加へ

の動きに関する記事がみられることからも裏付けられる。たとえば「開化園の婦人軍J (W 東

京婦人矯風雑誌』第 49 号、 1892 年 6 月 30 日)、「娘子の軍隊 J (同前)。

113 内藤寿子は、太平洋戦争下の従軍看護婦についての論考の中で、従軍看護婦とは(皇軍

の兵隊〉にはなりえなかった(女の兵隊〉であり、同時に(慰安婦〉を(名誉男性〉とし

ての視隷によって下位に置くことで自らの持持を保った女性たちであったと指摘している

(内藤寿子「戦争と看護一一従軍看護婦の位相一一 j 前掲早川編『戦争・暴力と女性 2 軍

国の女たちょ吉川弘文館、 2005 年)。そのように従軍看護婦のイメージが兵士と娼婦との

対比において形づくられる構図は、本稿が論じる日清戦争期にも既に見られる。

114 前掲亀山『近代日本看護史E 戦争と看護』、 30~32 頁。

l1 S 前掲「婦人の信用と面目」。

116 この時期の看護婦に「雄々しき J という形容詞が用いられるのは矯風会機関誌に限っ

た特徴ではない。亀山美知子は『女学雑誌』や『日本赤十字』の記事を分析して、看護婦

に対して「雄々しき J r濠々しいJ r勇敢にも」といった表現が用いられていることを指摘

している(前掲亀山『近代日本看護史 E 戦争と看護』、 49 頁)。

117 山田寅之助「婦人の世界J W婦人新報』第 5 号、 1895 年 6 月 28 日。

118 前掲「看病の修業J。このことは、村上信彦による元従軍看護婦の女性への聞き取りに

よっても裏付けられている。村上は、日清戦争時に従軍看護婦だった大塚光という女性か

ら聞き取りをし、彼女たちの下着が当初から腰巻きではなく「パンツ」であったことを明
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らかにして、その理由を「当時の看護婦は兵隊なみの訓練を受けたからである」と述べて

いる(村上信彦『明治女性史(三)女の職業』講談社文庫、 1977 年、 272-278 頁)。また

亀山美知子は、看護婦たちは兵士同様に「軍人勅諭J r軍人礼式J r読法」などの理解を余

儀なくされたと論じている(前掲亀山『近代日本看護史 E 戦争と看護』、 38 頁)。

119 たとえば、林ふみ子「伝染病予防について J W婦人新報』第 4 号、 1895 年 5 月 28 日、

大関和子「婦人と衛生J W婦人新報』第 8 号、 1895 年 9 月 28 日。

120 竹越与三郎「日本婦人の三世相J W婦人矯風雑誌』第 14 号、 1894 年 12 月 8 日。

121 婦人衛生会に望むJ W婦人矯風雑誌』第 11 号、 1894 年 9 月 2 日。

122 r日本婦人矯風会年会広告J W婦人新報』第 3 号、 1895 年 4 月 28 日。

123 r生理学、理学の上より酒を論ずJ W婦人矯風雑誌』第 3 号、 1894 年 1 月 2 目。

124 斎藤陸軍中尉「軍隊と酒に就きてJ W婦人新報』第 8 号、 1895 年 9 月 28 日。

125 r生理学、理学の上より酒を論ずJ W婦人矯風雑誌』第 4 号、 1894 年 2 月 2 日。

126 阿片畑の噌好J W婦人新報』第 7 号、 1895 年 8 月 28 日。

127 たとえば、次のような表現が見られる。「支那人が諸外国に行きてアクセク働く所を見

れば感心する人もあれど拐その儲け溜めたる銭を引ツさらひ本国に持帰りて何に費すやと

其使用法を探索すれば愛に全く野蛮人のお里の知れて人をして唱吐を催さしむるものあり

〔中略〕得たる金は悉皆阿片と妾と売薬との購入費に当て阿片と女色とを恋にして終に死

に至るを以て無上の快楽とせり J r好む所は唯E 片と妾J CW 時事新報』からの転載記事) W婦

人矯風雑誌』第 10 号、 1894 年 8 月 2 s 。
128 ー貧IJ 寓里生「支那婦人の生涯J W婦人矯風雑誌』第 13 号、 1894 年 11 月 2 日。また「腕

力あるものが、他人の妻を誘引て帰さ y るなどの風もおびたゾしく、支那に儒教あれども

婦人の生涯は実に野蛮人の知くして、憐れはかなきは到底日本婦人の心にては想像の出来

ぬ事多しと知るべし」とも論じられている(同「支那婦人の生涯(二 )J W婦人矯風雑誌』

第 14 号、 1894 年 12 月 8 目。)

129 r朝鮮蓄妾の弊風J W婦人矯風雑誌』第 14 号、 1894 年 12 月 8 日。また「韓人が一方に

は女を目して善く働く重宝の道具と為し乍ら、一方には之を己が玩弄物とする也」とも論

じられている (r 夫は化粧し妻は働らく園J W婦人矯風雑誌』第 13 号、 1894 年 11 月 2 日)。

130 小山静子「明治啓蒙期の妾論議と廃妾の実現」総合女性史研究会編『日本女性史論集 9

性と身体』吉川弘文館、 1998 年。

131 黒岩涙香が『寓朝報』で「弊風一斑 蓄妾の実例」を連載し、「紳士」たちの「蓄妾」、

すなわち実質的な一夫多妻の実例を次々に暴いたのは 1898 年のことである(黒岩涙香『弊

風一斑 蓄妾の実例』社会思想、社現代教養文庫、 1992 年)。

132 望月与三郎「代表的婦人の出づベき時機J W婦人新報』第 1 号、 1895 年 2 月 28 日。駒

場の野守翁「真の文明国を作れJ W婦人新報』第 3 号、 1895 年 4 月 28 日。

133 前掲竹越「困難と婦人」。

134 同前。

135 同「婦人矯風会にての演説(続 )J W婦人新報』第 16 号、 1896 年 5 月 28 日。
136 同前。

間同前。

138 同前。

139 井深梶之助「一夫多妻主義の弊害J W婦人新報~第 13 号、 1896 年 2 月 29 日。
140 たとえば「婦人使用の好成績J W婦人新報』第 15 号、 1896 年 4 月 28 日、「医師として

の婦人J W婦人新報』第 26 号、 1897 年 3 月 15 日、等。

141 別所梅之助「医家に寄すJ W婦人新報』第 4 号、 1895 年 5 月 28 日。

142 看護婦のみならず女医もまた「文明国」の象徴であった。「文明国の女医J W婦人新報』

第 3 号、 1895 年 4 月 28 日。

143 緒方仙之助(演説内容) r醜業婦に付きての所感J W婦人矯風雑誌』第 10 号、 1894 年 8

月 2 日。

1判増野悦興「時事雑感(特に矯風会員諸君の注意を促す )J W婦人矯風雑誌』第 11 号、 1894
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年 9 月 2 日。

1-" 前掲伊藤『 日本廃娼運動史』、 149- 15 0 頁。
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廃娼壮年義会の男たちが「正義大道J r妓楼全廃J r廃娼高歳J 鵠

と書lJ> れた棋を掲げ、ま量を擦りかざし「市中邸内大運動J の行進。

廃娼壮年義会は、全国廃娼同盟会 (1890 年一) の中心団体である。

<f主持雷t~ 20 1号、 l腕年2 月22 日)
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第三章男たちの自由廃業運動

第一節 『廃掲」と『自由廃業」の相違

1890 年代後半には低迷しつつあった廃娼運動が再び、活気づいたのは、「自由廃業」とい

う新しい概念が導入されたことによる。自由廃業論がそれまでの廃娼論と大きく異なるの

は、娼妓を法的主体とした点である。「娼妓稼」を「席貸茶屋ト相対立シテ優劣ナキ独立ノ

営業」と位置づけ、その「営業ノ自由」を主張したところに、最大の特徴がある。すなわ

ち、公娼制度を批判する立場からの〈売春の「自由J) 論および(売春の「権利 J) 論が、

ここに初めて登場したのである。そしてそれらの言説は、法廷の場で、男たちによって展

開された論理で、あった。

先行研究においては、たとえば吉屋信子が「廃娼運動史」を記した著書のタイトノレを『と

きの声』と名付けたように1、救世軍が行った自由廃業後援のパフォーマンスこそ代表的な

廃娼運動だという見方がある。しかし以下に論じるようにく自由廃業運動=救世軍〉とい

うイメージは一面的であり、また、救世軍の運動だけでなく法廷闘争や新聞報道を含めた

総体としての自由廃業運動についても、伊藤秀吉は「廃娼運動としては、些か傍系たる観

がある2J と評価しており、さらに自由廃業運動が行われた当時は「自由廃業」と「廃娼」

は全く別の概念であるとの見方さえ示されていた。『二六新報』は、「自由廃業j と「廃娼」

の関係について、 1900 年 9 月の時点で次のように述べている。

廃娼論と廃業問題とを混同するものあるを免れず、現に娼妓の自由廃業に反対するも

ののうち衛生論者の加はれるを見ても知るべきなり/廃娼と自由廃業とは別問題なり、

廃娼論の前には寧ろ廃業問題の起るべき閑地なし、自由廃業論は公娼制度の存在を認

めたる上の論にて、公娼存廃の利害を以て可否すべき問題にあらざるなり〔中略〕自

由廃業の問題は一面に於ては法律解釈の問題なり人権自由の問題なり、娼妓と楼主と

の聞に於る利益分配の問題なり、之が解釈は少くも今の公娼制度の上に一大改良を与

ふるものたることを疑はざるなり30

自由廃業運動の担い手の一部は後の廃娼運動に関わりを持ったという点を鑑みれば、「自

由廃業論は公娼制度の存在を認めたる上の論」という表現は、現時点からみれば極論のよ

うにも思われるが、当初、このような論法で「廃娼J と「自由廃業」の相違が論じられて

いたという点は重要である。娼妓の存在を論じるにあたって、それまでの「衛生論」の土

俵における存娼論との対立をいったん回避し「法律解釈の問題」として捉えなおしたのが

自由廃業論であり、明らかにその裏には公娼制度を骨抜きにする意図があるにもかかわら

ず、形式上は、公娼制度廃止ではなく「公娼制度の存在を認めたる上J での「一大改良」

を主張するもので、あった。その主張は娼妓の廃業について、娼妓取締を実質的に担ってき

た「行政J (警察)に決定権があるのではなく、「私権」の問題であるがゆえに娼妓自身に

自己決定権があるのだと論じて、「私権J を論じる場としての司法裁判所において娼妓たち
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の「営業ノ自由」を論じるというかたちで展開された。したがって、自由廃業運動は「行

政と司法の衝突」という様相を呈した。

廃業の「自由」を唱えるということは、結果的に、その娼妓稼業が「自由」意志によっ

て始められたという近代公娼制のフィクション4を、いったんは受け入れるということを意

味する。それまでの廃娼運動は、売られた娼妓たちに実質的な「自由」などなく、娼妓た

ちが「表面は独立の婦女なるが如しと錐も其実ハ貸座敷主人の為め自由を束縛せられ唯々

諾々暗黙の聞に一種の奴隷となり 5J、いかに非人間的な扱いを受けているかということを

強調し、それゆえ公娼制度そのものの撤廃、すなわち「廃娼」を求めていたのである。か

つて娼妓の「営業ノ自由J という主張は、廃娼論ではなく、むしろ廃娼運動に対抗して現

れた存娼運動の論理であった。存娼派は、廃娼論が「娼妓の営業権J という「既得権」を

「侵害」するものだとして、廃娼派を批判していたのである七しかし自由廃業運動が始ま

るとその関係は逆転し、公娼制度を批判する側が娼妓たちの「営業ノ自由」を唱え、彼女

たちが「自由J に「営業」している以上は廃業も「自由」だと論じて、その「自由」を妨

げる楼主たちを訴える法的主体として娼妓たちを位置づ、けたのであった。

言ふ迄もなく娼妓稼業は、政府の規則の上に於て明かに認められたる一種の営業にし

て、車夫が人力車を曳き、仕之屋が仕立物をするか如く、身過ぎ世過ぎの為めにする

職業なれば、自分の思ふがま〉に仕事を為し、止めんと恩へば何時でも廃業できる訳

なり 7

こうして自由廃業運動は法廷闘争として開始されたため、運動の牽引役は法律に明るい

男たちで、あった。この時期、女たちに法律を専門的に学ぶ機会は与えられていない。北村

兼子が関西大学大学部法律学科で聴講生として入学を許可されたのが 1923 年、その後、彼

女が「法律を学ぶ私」という一文を発表して珍しさゆえに話題となったのが 1925 年、女性

が弁護士試補になるための受験が許可されたのが 1936 年のことであるえ法的な観点から

近代公娼制の仕組みを逆手に取った自由廃業論の可能性と限界は、この法廷闘争という事

柄の性質と、当時の日本の法学教育において女性が排除されていたことを考慮に入れた上

で考察されるべきであろう。

自由廃業運動以前、一般的には、娼妓が「廃業」するには前借金を返済するか脱楼する

よりほかに方法がなかった。「廃業居」には楼主ならびに三業組合長の同意捺印を必要とし

たため、前借金返済前の廃業は実質的に不可能だった。娼妓は廓内に居住を制限されてい

るので逃亡しでも警察に拘束されるが、もしその目を逃れて、一定期間身を隠すことがで

きたならば、娼妓としての免許は取り消しになる。したがって、たとえその逃亡に失敗す

れば残忍な折櫨が待ち受けていることを知っていても、危険をおかして脱楼する娼妓は自

由廃業運動以前にも存在した。その娼妓の廃業の最も早い例としては、 1645 年の吉原遊廓

並木屋の佐賀穂の例が知られているが9、近代公娼制のもとでの廃業として、先行研究は 18 お

年に函館で廃業届捺印請求訴訟が行われていることを確認している 10 。自由廃業運動の中

心地・名古屋11 では、自由廃業運動が本格的に開始されるより 10 年前の 1889 年には、す
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でに愛知廃娼会が廃娼運動の一方法として「娼妓廃業に関する談判訴訟等は凡て無謝義無

入費にて引受助力することJ を挙げており、同地方においては 1891 年、遊廓内における待

遇をめぐって、団結して楼主と談判する娼妓がいたことが報じられているヘ 1899 年に自

由廃業運動の方法を考案・実施したユリシーズ・グランド・マーフィーUl ysees Grand Murphy 

(通称「モノレフィ」、以下、モノレフィと略記)もまた、当時彼が在住していた名古屋で娼妓

脱楼の新聞記事を読み、その娼妓たちの命がけの行動に促されて自らの運動を開始したの

で、あったお。

この娼妓の脱楼と廃娼運動および自由廃業論との関係をめぐっては、近年の先行研究に

おいて、娼妓たちの脱楼行為には rw 自主廃業』への意志が働いて」おり 14 、自由廃業の「決

め手」は「なによりも娼妓自身の廃業への意思のあるなしであった」として 15 、娼妓たち

の「意志(意思 )J を「評価」し、その行為を廃娼運動の一環とみなす見解がある。他方で、

そうした「意志(意思 )J を示せない(示さない)娼婦の存在をめぐって「自由廃業運動は

それに呼応する勇気ある女性にしか利益のないものであり、自由廃業に踏み切れない女性

はどうなるのか〔中略〕勇気をもって踏み出す女性の存在を前面に出すだけなら、結局救

世軍を礼賛するのをひっくり返しただけの英雄史観になりはしないか」との指摘もある 160

娼妓たちが、以下に記す自由廃業の論理に積極的に賛同していたか否かという点について

は資料不足ゆえに不明だが、自由廃業論者たちの意図とは異なり、廃業を勧められでも拒

否する娼妓は存在したし 17 、廃業後に再び娼婦や妾になる女たちがいたことは、いくつか

の史料から推測できる 18 。つまり、自由廃業という選択をした娼妓の「意志(意思 )J を廃

娼運動の一部として「評価」し、あるいはその娼妓たちの「勇気」を称えるならば、それ

は自由廃業論者の側に寄り添った論理である。廃業した当の女たちが必ずしも「正業J に

就くために廃業したとは限らないし、むしろ逆に、そうした意，思表示のパフォーマンスに

よって娼妓稼業の待遇改善を求めていたケースも存在したことから 19 、脱楼や廃業を一概

に「廃娼運動J ととらえることには問題があろう。

しかし、脱楼や廃業を「廃娼運動」そのものととらえることはできないとしても、自由

廃業論に対しては、それまでの廃娼論とは異なり、それに呼応して行動を起こす娼妓たち

が数多く存在し、そのことがまた自由廃業論者たちを支える原動力となったことは事実で

ある。そのように自由廃業運動が、少なくとも一部の娼妓たちと連携して進行したことは、

それ以前の廃娼運動にはみられない特徴で、あった。したがって本章のタイトルである 男

たちの自由廃業運動J とは、自由廃業の論理的側面に着目した場合の謂であって、社会運

動としての自由廃業運動が存在した背後には、当然のことながら、関わりをもった多くの

女たちが存在するのである叱

本章は、この自由廃業論に特有の可能性と限界について考察するために、まずは自由廃

業論を法廷闘争における論理に限定してとらえ(第二節)、それを支持するジャーナリズム

の論理を分析し(第三節)、街頭活動にお lいて「自由廃業」を広めた救世軍の特徴について

論じる(第四節)。時系列的にみても、自由廃業運動はまず法廷闘争として開始され、それ

を新聞が報じ、後に救世軍の後援活動が始まるからである。先行研究のほとんどは「自由

廃業運動J を、法廷闘争、新聞報道、後援活動の三者の総体として幅広く捉えており、そ
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れら三者の個々の質的違いには着目していない。しかし、新聞報道は新聞社ごとに立場が

異なるものの、おおむね「廃娼」論の延長線上に「自由廃業」をとらえようとする特徴が

あり、救世軍は自らの活動について「救世軍の主張するところは廃娼論ではなくて、醜業

婦救済である 21J とその独白性を強調しており、それらは法廷闘争における自由廃業の論

理とは別個に分析する必要がある。

ところで、自由廃業運動をジェンダーの視点から分析するにあたっては、自由廃業運動

に矯風会がどのように関わったかという点は重要である。結論からいえば、この時期の矯

風会は、自由廃業運動の賛同者ではあっても、その活動の積極的な担い手で、はなかった。

このことに関して誤解を招きやすいのは、モノレフィが自由廃業運動を開始するにあたって

組織した団体名が、同じ「矯風会」という名称で、あったことである。このモルフィの矯風

会は「大日本矯風会」、「日本矯風会」、あるいは当時モノレフィが活動していたのが名古屋で

あったことから「名古屋の矯風会」等と新聞、雑誌には表記されているが、日本婦人矯風

会とは別の団体である。日本婦人矯風会の名古屋支部(r名古屋婦人矯風会 J) が 1893 年に

結成されたのに対し、モルフィの矯風会(以下「モノレフィの矯風会」と記述する)は:

年 4 月 6 日に作られている竺

また 1卯 0 年当時の矯風会は、単に自由廃業運動の直接的な担い手で、なかっただ、けでなく、

廃娼運動の担い手としての評価さえも決して高かったとはいえない。たとえば島田三郎と

木下尚江の共著として出版された『廃娼之急務』では、過去の廃娼運動についての次のよ

うな記述がある。

〔廃娼に関わる一一引用者〕裁判例の尤も旧きは前横浜裁判所長中村元嘉氏が、負債

の契約は、娼妓に醜業を強る効力なしと断ぜし者にして、此事二十年前に在り、故植

木枝盛氏島田三郎氏が明治会堂に公娼を奴隷なりと断じ、其禁止すべきを公宣せしは、

明治二十三年にあり、三宅雄次郎巌本善治松村介石石川和助大儀見元一郎安部磯雄松

田順平木下尚江モノレフィ等の諸氏が、或は演壇に、或は講堂に、主張せし公娼否認の

声は、数年間嘗て絶へざるなり、然れ共社会は冷然として、空論耳を傾くるに足らず

とせり、唯之を聴かざるのみならず、却て之を噸笑し、其設なき地に之を創置し、一

旦廃せし所に、再び之を置かんとし、有志の声は、かつて絶えざるも、置娼の勢は猛

火の原を煉くが知く、屡々醜迩を露出したり、然るに昨年名古屋地方に矯風会の運動

起り、其結果娼妓契約無効の判決となり、此に一般の人心を醒覚するの一新紀元を開

けり 2

19 ∞年の時点から廃娼運動史を振り返ったこの文中からは、当時の島田や木下の認識に

おいて、代表的な廃娼論者として挙げられる人物はすべて男性であったことがわかる。「昨

年名古屋地方に矯風会の運動起り」とはモノレフィの矯風会のことであるから、 1886 年の発

会以降の矯風会の廃娼論は、それ独自の意義を特記する必要性さえ感じられていなかった

ということになる竺

名古屋地方裁判所におけるモルフィらの法廷闘争が始まったのは 1899 年 1 月 23 日であ
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るが、この闘争について矯風会機関誌『婦人新報』が報じたのは、ようやく同年 12 月 25

日のことであった。その記事は訴訟の経過について報じたものであるが、この訴訟に婦人

矯風会が直接関与したか否かについては、何も記していない。ただこの「名古屋事件J に

関連し、同年 12 月 12 日、「婦人矯風会総代」として矢島揖子、潮田千勢子、本田貞子の三

名の連名で内務・司法両省に「陳述書」を提出したと同号には記されている。その陳述書

の内容は、「斯件に付き司法行政の衝突は妾等の深く究むる能はさる所なりと錐も」と前置

きした上で、娼妓本人とその両親、および買春する人々と、それを公許している政府等を

批判し、「憲法の明文に基き民法の指示す所により人道のために公平慈悲の御所置あらんこ

とを」と願い出るものであった。つまり矯風会の女性リーダーたちは、自由廃業運動が法

をめぐる運動であることは認識しながらも、その運動の核心であるところの「司法行政の

衝突J については「妾等の深く究むる能はさる所J であるとして、旧来の公娼制度批判を

述べるにとどまっていた竺ここで矯風会の女性リーダーたちが「司法行政の衝突J: は自

分たちには理解できないことだと告白しているのは謙遜ではなく、彼女たちの実態につい

ての率直な表現で、あったと考えられる。なぜなら、自由廃業運動が法的「自由」を追求し、

その動きを支持したジャーナリズムが行政警察批判を展開しようとした同時期にも、 まさ

にそれとは逆行するかたちで、矯風会は議会に対し「在外売淫婦」の「取締」とそのため

の「警察権」の強化を求める請願を行っているからであるお。法や政治をめぐる彼女たち

の状況判断力の欠知が露呈された出来事だといえよう。

そして法廷闘争としての自由廃業運動が一応の終決をみた 1902 年、矯風会機関誌は自由

廃業運動に言及して、「法律の力」は「表面上のこと」で、あって「完全なる方策J ではなく、

そのような不完全な「法律の力」より「少女の教育」の方が重要だという見解を発表した

ので、あったへそれは、法や政治の領域から実質的に排除され「家庭教育」とその周辺に

のみ居場所を限られてきた女たちの、自己の存在意義を賭けた苦しい抵抗の論理で、あった

と思われる。実際、自由廃業運動において矯風会の女たちに期待されていた役割があった

とすれば、それは法廷闘争そのものへの関与や街頭活動ではなくて、後方支援としてのir 教

育需助」と、運動のための資金調達で、あった。その「教育需助」の一環としての矯風会が

行った慈愛館の活動さえ、不活発さを批判されることがあったしお、自由廃業運動が開始

された当時の矯風会の女たちは、その会合において男性講師から「婦人は全く家の内に這

入て了ったので、世間の事柄にも同じく婦人の尽すべき方面がある事を殆ど考へて居らん

様に見える刊と叱略されることもあった。そしてこの男性講師は同時に「男の事は法律

的になり雑風景になって、権力で遣る様になる、けれ共、世を浄める事は権力では出来ま

せん刊と、女たちも「矯風」運動に関わるよう促している。すなわち「男子の腕力」に

よる「法律的J 改革では不十分で「かよわい婦人の手」によって「品位を高め」ることが

必要だという論法によって、この時期、廃娼運動への女たちの関与が再び求められ始めた

のである31 。しかしそのような言説においても、「法律的」改革および「権力」そのものは

「男の事」であるという枠組み自体は、いまだ堅固であった。

第二節法廷闘争としての自由廃業運動
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「自由廃業」をめぐる法廷闘争については、一部、裁判の記録が残されている。その限

られた史料を用いて、「自由廃業」がどのように論じられ、それに対する被告としての楼主

側の対応や、裁判所の判決はいかなるもので、あったのか、以下、時系列順にたどってみよ

う。その過程を追えば、原告側の自由廃業論者たちが最初から「娼妓稼」の「営業ノ自由」

を唱えていたのではなく、裁判を繰り返す中で徐々に形成されていった論理で、あったこと

が確認できる。.

1 佐野ふでの事件(小六事件)

佐野ふでがモノレフィの裁判闘争の「第一号」となったのは、佐野ふでからの申し出では

なく、モルフィ側カ=らの働きかけによるものであった。モノレフィはこの経緯について自著

に「私はついに本人に会わずに、佐野ふでを廃娼運動の第一号に選んだ。そして我々の動

機と計画を説明すべく、彼女の父親を迎えにやった。最初彼は私共の仕事に協力すること

を拒んだ。しかし一人のヤソ牧師が陰にいることを知ると、快く訴訟に協力して我々にと

って必要欠くべからざる存在となった」と述べている。つまりモルフィと彼の協力者たち

は、まずは佐野ふでの父親である佐野末吉と連携して名古屋新地松阪楼の楼主相手に廃業

届への裁判闘争を進めようとした。遊廓内の佐野ふで本人を廓外に呼び出すことは難しく

楼主および警察は裁判中も彼女を拘束し続けたからである。父親が娼妓である娘と面会す

ることは法律が認めているため、モノレフィらは父親である末吉を通じて佐野ふでと連絡を

とった320

この佐野のケースでは、モルフィと弁護士との交渉が難航し、裁判に至るまでに、弁護

士の変更を二回行っているお。モルフィの記述によれば、最初の弁護士(不破清)が: r弁
論の始まる数日前に弱腰になった」理由は「娼妓の側が確実に勝訴となるとしても、その

結果は日本の合法的な取り引きの一つ(である公娼制度)にとって惨めな敗北であるのみ

ならず、一外国人宣教師に協力して、そのような方法で日本古来の習慣を覆すことは4 弁

護士である彼自身にとって良い方策ではないこと」を「控訴院の一員で、県会議員である」

人物から助言されたためであるというへしかし訴訟の方針はこの最初の弁護士との聞で

練られ、 1899 年 10 月 23 日に名古屋地方裁判所に訴状が出され、同年 11 月 13 日の口頭弁

論を経て、同年 11 月 17 日、名古屋地方裁判所民事第二部における第一審の判決は原告の

訴えを認めた。

この佐野ふで事件の訴状は、まず佐野ふでが「娼妓トナルハ固ヨリ心底ニ甘セザル」こ

とだ、った点、また娼妓稼業を続けても借金返済どころか借金が増加するばかりの状況であ

るという点を訴え、「原告ノ、斯ル不人情即チ一身ノ自由ヲ過度ニ制限スノレガ如キ契約ハ恰モ

人身ヲ担保トナスモノニシテ最モ善良ノ風俗ニ反シ民法上無効ノモノナリ J という論理、

また「原告ハ既ニ丁年以上ナノレヲ以テ親権ニ服従スノレモノニアラス」という論理によって、

貸座敷営業主に廃業届への調印を求めるものであった。「善良ノ風俗ニ反シ民法上無効j と

いうのは、民法 90 条の「公の秩序又は善良なる風俗に反する事項を目的とする法律行為は
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無効とするJ によるものであり、「親権ニ服従スルモノニアラス」というのは民法 3 条にお

ける成年は 20 歳という規定に基づくものである。

これに対する判決は、娼妓稼業ノ、一種ノ醜業ニシテ素ヨリ嫌悪ス可キ事柄ナノレモ〔中略〕

行政官庁ヨリ之ヲ公許シ居ノレ処ナレバ」、ただちにこれを公益に反するものとは認められず、

原告側の娼妓稼業契約に対する「攻撃」は「矯激ニ過キタノレ断言ニシテ採用シ難シト雄モ」、

この事件については、債務を完済するまでは終身たりとも廃業を許さないというような無

期限の契約であって、「契約ニ基キ終身ノ自由ヲ拘束スル権能ナキハ法律上絶対ノ事柄」で

あるから、原告の主張を認めるべきである、というものであった汽

この裁判中、佐野ふで、本人は楼主によって拘束し続けられたため、モノレフィらは「差押

えJ すなわち「当事者たちの何れかを、争いの対象になっている物件の損害から守る」と

いう論理おによって仮処分申請を行い、それが名古屋地方裁判所で認められ、「争いの対象

になっている物件J すなわち娼妓の身柄の拘束を解くために保証金 1∞円を支払ったが、

楼主および警察は、娼妓は楼主に従うべきであるとした県令を楯に、裁判所の仮処分命令

書を無視し続けた。また愛知県知事も、県令に反する法廷の命令を施行させないとする警

察の考えを支持した。つまりこの娼妓の身柄をめぐる争いによって、裁判所の命令と県令

のどちらが有力であるかという点が問われ、自由廃業問題は、司法と行政との争いという

様相を見せたのである。名古屋地裁の判決が出た後、楼主は佐野ふでに訴訟を取り下げる

旨の申請書に予め印を押させたものを用意して直ちに控訴したため、佐野ふで事件は、結

果として原告側敗訴となった。佐野ふでは熱田遊廓に転売されたのち逃亡し、楼主が捜索

を諦めたため自由の身となった。

2 坂井フタの事件

坂井フタの事件に関しては、モノレフィは直接関与していない。坂井フタは北海道・函館

の娼妓であり、函館地方裁判所で廃業届捺印請求訴訟を起こしたが敗訴し、控訴したが 1899

年 3 月 1 日に再び敗訴となって上告し、 1卯 0 年 2 月 23 日、大審院は原判決を破棄して事

件を函館控訴院へ差し戻した。上告人・坂井フタの訴訟代理人は、橋本好正である主

函館控訴院の原判決は、「娼妓営業ハ我邦ニ於テハ公許セラレタノレ一種ノ営業」であるか

ら「竃モ背法ノ性質ヲ有スノレモノニアラサノレ」ことであって、それゆえ「控訴人」すなわ

ち娼妓・坂井フタは「自由ノ拘束ヲ受クノレニ至ルモ此ヲ以テ該契約ハ無効ナリト云フヲ得

ズ」というものであったへそれに対し「上告論旨」は、「営業ノ自由」は「法律ニ於テ之

ヲ制限セサル限リハ各人ノ意思ニ一任スヘキ」ことであるが、この「営業ノ自由J から「身

体ノ自由ヲ譲渡スルノ意思アルモノト推定」することはできない、と主張するもので、あっ

た。娼妓が売春をする「営業ノ自由」と娼妓の「身体ノ自由」とを分けた上で、「身体ヲ拘

束スルヲ目的トスノレ契約ニ至リテハ各人自由ノ範囲外」とし、娼妓が「稼業」を行う上で

の「身体ノ自由」を守らせようとしたのであり、この「身体ノ自由」の根拠とされたのは

「明治五年十二月二日第二百九十五号布告」、すなわち娼妓解放令であるお。先のモノレフィ

らの訴状が「娼妓トナノレハ固ヨリ心底ニ甘セザル」こと、すなわち娼妓となる女たちの存
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在の不自由さに言及していたのに対し、この事件においては「営業ノ自由J と言い切って、

自由廃業論を廃娼論とは切り離して主張するものであった。

この上告に対し大審院は、「金銭貸借上ノ契約」と「身体ヲ拘束スルヲ目的トスル契約」

とは「各自独立スル契約」とみなし、後者は娼妓解放令の「布告ノ精神」に照らせば許し

がたいものだとして、上告人が前借金返済のために 30 ヶ月間娼妓営業を為すべきだと諾約

して「自由ノ束縛」を受けるにいたったその契約は無効としたので、あった。

この判決が佐野ふでのケースと異なる点は、佐野の第一審判決が「終身ノ自由ヲ拘束」

することを非として娼妓の勝訴としたのに対し、契約期間にかかわらず「身体ヲ拘束スル

ヲ目的トスル契約J を不可とした点であり、またその根拠を娼妓解放令とした点である。

娼妓稼業の「営業ノ自由」という論理を採用することと引き替えに、より幅広い「身体ノ

自由」を大審院で認めさせたのであった。

3 藤原さとの事件(愛之助事件)

モノレフィが関わった法廷闘争のうち、自由廃業第二号のケースとして知られる藤原さと

は、モノレフィらに自ら助けを依頼したぺ藤原さと本人は遊廓内にいたため、モノレフィら

は彼女の父親を呼び、必要書類を準備して提訴に備えた。この時、佐野ふで事件の訴訟代

理人となった弁護士は「遊廓を訪れるのは、ひどくいらいらさせられることであるに違い

ないから、その報酬の額にかかわらず別件を引き受けるのはお断りだと言円い、名古屋

で他に弁護士を見つけることもできず、三重県の弁護士・岩崎義憲に依頼することになっ

た。岩崎弁護士は三重県出身で、西南戦争の後、鹿児島で警察部長をしていたが、後に検

事として島根で在勤中にクリスチャンになり、廃娼運動を弁護する目的で検事の職を辞し

て郷里の三重に帰り、岡県安濃津地方裁判所所属の弁護士となった人物で、ある。彼は 1899 

年、名古屋にも出張所を設け、藤原さと事件以降、ほぼ無償で自由廃業事件の弁護を引き

受けた420

モルフィらが弁護士の依頼に手間取っているあいだ、藤原さとは、廃業したいという意

思を楼主に知られることをおそれ、二人の人物(そのうち一人は彼女の恋人だとされる)

の手を借りて遊廓から逃亡し、モルフィ宅に保護を求めた。モルフィは、楼主が警察に逃

亡報告書を出す前に藤原さとの廃業屈を提出し、名古屋地方裁判所において、 19 ∞年 3 月

26 日、廃業届に楼主の捺印を求める訴訟をおこしたぺこの訴訟は、同年 5 月 7 日、 第一

審で原告側勝訴となり、楼主側は控訴を断念した。

その訴状の文面は、佐野ふで、の事件の訴状の構成と似通っている。藤原さとにとって:r醜

業ハ固ヨリ心底ニ欲セサル所J であり、借金返済のため「耐忍」して娼妓稼業を続けてい

たが、借金は減るどころか増えるばかりで「終身束縛ノ身トナリ普通人権ノ自由ヲ全フス

ル能ハ」ぬ状態であるため、この娼妓稼業の契約は民法 90 条の「善良ノ風俗ニ反スル無効

ノモノ」であり、また彼女は丁年以上であるから「親権ニ服スノレモノニアラスJ (民法 3 条)

という理由により、廃業届への楼主の捺印を求めるもので、あった。つまり、佐野ふでのケ

ースと同様、民法90 条と 3 条とを根拠に、廃業を認めさせようとするものであった。
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藤原さとの事件が佐野ふでの時と異なるのは、その判決の内容である。その判決理由に

は、次のように記されている。

惟フニ売淫ノ所業タノレ其何等ノ事情ニ出ノレヲ問ハス善良ノ風俗ニ反スノレハ固ヨ リ論

ナシ而シテ娼妓稼業ハ即チ売淫ヲ業トスノレモノナノレカ故ニ其同ク善良ノ風俗ニ反ス

ル亦疑ヲ容レス被告ハ娼妓稼業ヲ以テ国法ノ是認、スル所ナリト謂フモ而レトモ法律

ノ¥道徳、又ハ宗教ノ条規ニ非ノレカ故ニ其許容スノレ事項モ未タ必シモ善良ノ風俗ニ反ス

ノレコトナシト言フヲ得サノレノミナラス明治五年第二百九十五号布告ニ依レハ正サニ

其禁制タリシコトヲ知ル可シ

判決はこのように、訴状における民法 90 条に基づく訴えを認め、娼妓解放令布告の論理

とあわせて「娼妓稼業」は「善良ノ風俗ニ反スル」ものだと論じた。判決は「娼妓稼業」

がたとえ「国法ノ是認スノレ所」で、あっても「其許容スノレ事項モ未タ必シモ善良ノ風俗こ反

スノレコトナシト言フヲ得サノレ」と論じ、すなわち「国法ノ是認、」と「善良ノ風俗」を知j個

の問題とみなすことによって、限目妓稼業」は「善良ノ風俗ニ反スノレ」ものだと結論づけた。

ここで引き合いに出されているのが、(訴状にはない)娼妓解放令の論理である。つま‘りこ

の判決は、娼妓解放令を重視した坂井フタ事件の大審院判決を念頭においたものだと考え

られる。この藤原さと事件の判決によって、民法 90 条にもとづく自由廃業の論理は司法の

認めるところとなった。ただし、この判決文中には民法 3 条に関する言及はない。

4 大橋ひさの事件(蓬莱屋事件)

大橋ひさもまた、モノレフィに自ら救助をもとめ、岩崎弁護士を訴訟代理人として廃業し

た娼妓である。この大橋ひさの事件は「日本全国における最も重大な判決例を残したもの」

と評価され、その理由として「連著捺印請求の訴訟は地方裁判所の第一審二審とも勝訴に

なるという二度の例を聞き、仮処分を申請して身柄を預かる方法も可能であるという実例

を聞いたもの」であることが挙げられているヘ連署捺印請求訴訟の訴状は 1卯 O 年 4 月 24

日付で名古屋地方裁判所に提出され、第一審の判決が 1900 年 6 月 28 日、第二審の判決が

1卯 0 年 10 月 12 日であった。この連署捺印請求訴訟の訴状、答弁書、判決にみられる論理

について、前述の事件との比較において検討してみよう。

まず廃業届への連著捺印を求める根拠となっているのが、民法 90 条である。藤原さとの

事件の訴状にあった民法 3 条についての言及は、この大橋の事件の訴状にはみられない。

これは藤原さとの事件の判決において、民法 3 条が重視されなかったためだ、ろう。また、 醜

業ハ固ヨリ心底ニ欲セサル所」という表現はなく、その代わりに「稼業ノ存廃ハ一己ノ自

由ニシテ貸金トハ格別ナノレコト明」という表現がみられる。つまりこれは、坂井フダ事件

の大審院判決における「金銭貸借上ノ契約J と「身体ヲ拘束スノレヲ目的トスノレ契約J: とは

「各自独立スノレ契約」とする論理を踏襲し、藤原さと事件の判決で認められた民法 90: 条に

基づく論理を加えたものである。ここで重要なのは、モルフィらの自由廃業運動において
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「稼業ノ存廃ハ一己ノ自由」、すなわち〈売春の「自由J) という論理が採用されたとjいう

点である。

これに対する楼主らの答弁は、第一に、廃業届の調印に関する愛知県令は「行政命令」

であって「私権」の問題ではないため司法裁判所の関与すべきことではなく、第二に、娼

妓稼業は国法が公認している以上は民法 90 条の「善良ノ風俗ニ反スノレ」ものにはあたらず、

第三に、そもそも「契約ニシテ人ノ自由ヲ拘束セサルモノ」などない、と主張するもので

あった。

これに対し、名古屋地方裁判所の判決は、被告の論理を全面的に否定した。答弁書の第

一の論点については、この事件が「私権」の問題であることは「明白」で、「民事ニ属スノレ

モノ」であるから司法裁判所の管轄であると論じた。第二の論点についても被告の訴えを

斥け、たとえ娼妓稼業が各府県の取締規則の存在によって是認されているように見えても、

その取締規則が娼妓を赤貧者に限ったり、その行動に規制を加えたりしているのは「醜業J

であるがゆえのことであって、娼妓稼業が「善良ノ風俗ニ反スノレ」ものであることは「低

度ノ道義心ヲ解スルモノ J で、あっても異論がないだろうと論じた。第三の論点についても

また、「債務者ノ全身ヲ制御シ其自由ヲ過度ニ拘束シ独立ノ人格ヲ消滅セシムノレニ至ノレ契約

ノ無効ナノレコトハ執近学説ノ一致スル所」であり、娼妓稼業はまさにこの「人ノ自由ヲ過

度ニ拘束」して「独立ノ人格ヲ消滅」するものであるとした。

楼主側は控訴したが、その控訴状で強調したのは、上記の第一の論点である。この娼妓

の廃業問題は「行政J の問題であり、司法裁判所の管轄ではないというのが控訴状の主張

である。また控訴の準備書面は、娼妓稼業は「公許」されているのだから「行政法上ノ問

題」であり、「娼妓営業」が「適法」であることは娼妓が警察の監督を受けたり納税したり

していることから「明白」だと論じている。この準備書面は娼妓解放令について「維新過

渡ノ時代ニアリテ人身売買ノ性質ヲ有スルモノト有セサルモノトニ論ナク一時解放シタノレ

ノ趣旨」であって「人身売買ト性質ヲ異ニスル契約」ならば法令に違反しないと論じてい

る。

これに対する大橋側の答弁書は、「営業ノ存廃ノ¥各人ノ自由」であるという点を強調し、

かっ娼妓稼業は「醜業」であるため廃業の場合には取締法によって楼主の署名捺印を求め

られているのだから、楼主側は署名捺印を拒むべきではないと論じた。さらに弁護士・岩

崎の弁論要旨の控えには、「娼妓稼ハ一種ノ営業ニシテ席貸茶屋ト相対立シテ優劣ナキ独立

ノ営業ナリ」とあり、その f営業ノ自由」は「何人モ之ヲ支吾スノレノ権ナキナリ」とされ

ている。しかし、その「営業」は「醜業」であるから、娼妓が廃業しようとするときには

妨げてはならないというのが弁論要旨の論理である。

この第二審の判決は、上記第一の論点については第一審と閉じく、この事件は「私権」

の問題であり「司法裁判所ノ管轄」だとした。しかし、娼妓稼業が民法 90 条の「善良ノ風

俗ニ反スノレ」ものに当たるか否かという点については、第二審はそれには当たらないとし

て、第一審の判決の主張を否定している。その理由は、「娼妓営業ナルモノハ法令ニ於テ明

カニ公認、スノレ事項ナノレコトハ双方争ヒナキ処J ということであった。娼妓稼業は「実質ニ

於テハ醜汚ノ所業」であるが、法令において「公認」されている以上、「公ノ秩序又ハ善良
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ノ風俗ニ反スルモノ」と論じることはできない、というのである。また第二審判決は、大

橋の娼妓稼契約は期限を五年に限っているから「人身売買」にはあたらないと論じた。そ

れでも最終的に大橋側が勝訴となったのは、その娼妓稼の契約書に契約期間内には結婚を

許さないと定められであったことが「公ノ秩序」に反するから契約は無効、という論理に

よるものであった。

5 大熊きんの事件

大熊きんの事件については、最終的に大審院へと持ち込まれ、その判決文が残っているて

この事件には、 1900 年 12 月 12 日から 1902 年 2 月 6 日まで、約 15 ヶ月を要した。第一審

判決が 1901 年 3 月 13 日で原告側(大熊側)敗訴、第二審判決が 1901 年 6 月 13 日で再び

大熊側が敗訴、そして大審院でも敗訴した。この事件で争われたのは、自由廃業した娼妓

が、その後、前借金を支払う義務が生ずるか否かという点である。そして結果としτ大審

院判決は、娼妓は廃業した後も、借金は返済する必要があるとした。訴訟代理人は、，藤原

さと事件および大橋ひさ事件の訴訟代理人で、あった岩崎義憲、および、山田喜之助、 i鵜沢

総明の三名である。山田喜之助は前司法次官であるが、新聞紙上に掲載された彼の主張は

「娼妓をして自由に廃業せしむるは明かに司法権と行政命令の衝突なりと然れども行政命

令と衝突するも何か有らん司法官たる者は宜しく民法第九十条を楯に取りて娼妓の廃業を

許すべしム又娼妓は淫売をなすの権利あるも、他人の楼主が娼妓に向ひて淫売を強ふるの

権利なし、淫売をなすと否とは娼妓の権利なり“」と、それまでの自由廃業訴訟にみられ

る岩崎の意見と合致するもので、あった。

この事件は、 1卯 0 年 10 月 2 日に新たに発せられた内務省令第 44 号・娼妓取締規則をふ

まえて争われた。娼妓取締規則は、それまで 16 歳以下と定められていた娼妓の年齢制限を

18 歳以下に変更し(第一条)、廃業についての規定を定めて(第五条)、自由廃業を認める

もので、あった。大熊側は、娼妓に前借金の返済義務はないと主張する際、この内務省令第

44 号は(娼妓は牛馬と同様だから借金の返済義務はないとした) r明治五年第二百九十五

号布告ト同一ノ立法意思」だと論じて、もしも借金返済を廃業娼妓に要求するならば「人

権保護悪風醜俗改善ノ立法精神モ殆ント其効ヲ失フニ至ラン」と主張したが、結果として

この主張は容れられなかった。

これらの事件への取り組みによって、法廷において「自由廃業」の帰結するところは、

以下のような論理であった。すなわち、「自由廃業」すなわち娼妓たちの「営業ノ自由」は

「私権」の問題と位置づけられたために、「私権」の外部としての「公ノ秩序」そのもめを

批判する「廃娼J の論理とは、直接には結びつかなかった。娼妓たちに「営業ノ自由J が

あることは認められたが、原告側・被告側の主張、および判決に共通して、その「営業」

が「醜業J であるという認識が示された。論理上は「営業ノ自由」と「身体ノ自由J が別

個のものであることが大審院で認められたが、「営業」と「人身売買」との境界は明確には

ならず、それゆえ、たとえ限りなく「人身売買」に近い契約で、あっても「営業」とみなさ
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れるリスクが残った。また「娼妓稼」が「私権」の問題iととらえられた結果、その娼妓稼

の契約によって背負った前借金は、廃業後も自己責任において返済されるべきものと位置

づけられた。つまり娼妓たちの「営業ノ自由」は、その裏面において、多大な借金を背負

うことの「自由j であった。

この法廷闘争の過程で、内務省は自由廃業運動を警戒し、 1900 年 6 月 23 日の時点で、

内務省訓令訓第 702 号を発している。そこには「廃娼論者就中基督教宣教師及其信者等」

の動きが「貸座敷業者ノ反抗ヲ惹起シ」、宣教師たちに「不法ノ行為」を加える者もあって

「外交上種々面倒ヲ惹起」するかもしれないので「厳重取締」を行うようにと記されてい

るぺつまり、内務省はこの自由廃業運動にモノレフィという外国人が関わっていることが

「外交上」の問題に発展することを恐れていたのである。また、 1卯 0 年 7 月 7 日に内務総

務長官・小松原英太郎によって発せられた秘甲第 230 号には、この外交上の問題のほか、

坂井フタの大審院判決も考慮、にいれて、廃業を妨げることがないようにとの記述がある竺

娼妓取締規則が定められた翌日の 1卯 0 年 10 月 3 日に内務大臣・西郷従道によって発せら

れた訓第 940 号は、娼妓取締規則の施行にあたっての「心得」であるが、そこには、娼妓

の廃業は自由であって「手続ニ違ハサノレ限総テ之ヲ受理スヘシ」との記述がある一方?で、

廃業した娼妓は「密売淫ヲ為スノ恐」があるので「視察」を充分にし、もし密売淫をおこ

なっていたら「厳重処分」すべきだとも論じられている。また「娼妓廃業ヲ!扇動 j するよ

うな行為に対しては「治安警察法第十六条ヲ適用スノレ等臨機ノ処置ヲ為スヘシJ とも論じ

られており 49 、自由廃業運動に対する抑圧が企図されていたことがわかる。 1901 年 4 月 2

日の内務大臣・末松謙澄による訓第 222 号は「密売淫取締」についての訓令には「密売淫

人員及健康診断結果取調表」が付せられているが、この「表」は「密売淫」を「娼妓廃業

者J と「其他」の二種に分けて記述するようになっており、このことからも内務省は4 自

由廃業が「密売淫」につながることを強く警戒していたことがわかるお。 1904 年 4 月 18 日

には娼妓取締規則が「改正」されたが、第 1条で定めた娼妓の年齢を 18 歳以上から再び 16

歳以上に戻す理由について内務省警保局長は、娼妓取締規則が娼妓を満 18 歳からと定めた

結果、 18 歳以下の密売淫婦が増えてしまったこと、また 18 歳になってから娼妓になろう

とする者の健康診断の結果、「十中八九マテ梅毒ニ感染セサルモノナキ」状態であるので、

16 歳から 18 歳の「妙令ノ女子」には「無監督ノ売淫」をさせるよりは娼妓にしたぼうが

良い、と説明している九これらの内務省の冒1¥令から読み取れることは、娼妓取締規則が

定められた意図は外交上のトラブルの回避にあって、形式上は自由廃業は認めたものめ、

内務省としては、「娼妓廃業者J が「密売淫J となり梅毒の感染源となることに対する警戒

から、できるだけ自由廃業を抑制しようとしていた、ということである。したがって;こ

のような内務省の方針を背景としている以上、娼妓取締規則によって形式上は自由廃業が

容認されたにもかかわらず、この後の自由廃業は困難を極めたのであった。

第三節新聞報道の自由廃業運動観

しかし、どれほどの苛酷な「自由」で、あっても、それを求めて「自由廃業」を決行する
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娼妓は存在した。新聞報道において「自由廃業」を求める娼妓たちの存在が示されたこと

で、逆説的に、遊廓という場が「自由J とは程遠い場であるということが示されたのであ

る。論理上は「廃娼」と異なるものとして「自由廃業」が論じられながら、自由廃業運動

は、その目的と結果において、廃娼運動と軌をーにしていた。

ただし、新聞が自由廃業運動を報じるとき、そこに示された自由廃業運動のイメージと、

法廷における言説との聞には、ズレが生じていたことに注意すべきである。閉じ事件につ

いて論じるときにも、法廷闘争において強調された点と新聞報道において強調された点は

異なっていた。また、この新聞報道に見られる自由廃業観は、次節で論じる救世軍機関誌

『ときのこゑ』の論調とも異なっているのである。そしてこうした相違は、後に、大正期

以降の廓清会の廃娼運動において見られる廃娼論の多様性へと結びついてゆく。廓清会の

会員中、法律家として廃娼運動に深く関わった布施辰治は、自由廃業運動の流れを受け継

ぐ形で『廓清』誌上に廃娼論を展開したし、本節が主として論じる毎日新聞の場合、 i その

社長で、あった島田三郎が、廓清会の初代会長となっている。次節で論じる救世軍のリーダ

ー・山室軍平もまた、廓清会を支える重要人物の一人であった。廓清会はこの他、政治家、

医師等、それぞ、れに異なる立場から多様な廃娼観を持つ人々の集合としてあらわれるので

あるが、そこで展開された多様性の一端は、すでにこの自由廃業運動期に見られるのであ

る。

自由廃業運動を報じた新聞記者のうち、代表的な人物は木下尚江である竺当時、 木下

は『毎日新聞』の記者で、あったが、 1888 年に東京専門学校の法律科を卒業しており、白 1893

年からは弁護士として活動した経験があった。それゆえ、木下が本文を執筆した先述の:w廃

娼之急務~ (1 卯 O 年)は、自由廃業をめぐる法廷闘争中にも見られなかった法に関わる論

点が展開されている。木下の自由廃業運動観や廃娼論は『廃娼之急務』が発表される以前

から『毎日新聞』紙上に展開されているが、『廃娼之急務』はそれを体系立てて論じた著作

である。

『毎日新聞』および『廃娼之急務』に見られる娼妓のイメージは、「女奴」である。; の

「世界における奴隷中の最大恥辱53 J としての「女奴」のイメージは、少なくとも建前上

は「営業ノ自由」を論じた法廷闘争中の娼妓論とは大きく異なっている。

現今我国の女奴は、其人格を禽獣にするのみならず、行為其者は売淫なるが故に、社

会の秩序倫常を破壊する醜業に係れり、是れギリシヤローマ以来の奴制にすら見ざる

所、吾人が古今極醜の者なりと、断言す量に過当の評ならんや匁

またこの「女奴」は「制度の作為せし者町、「強者が弱者を誘拐せし者刊とも論じられ

た。娼婦たちはあくまで「弱者」で、あって、その(弱さ〉は「ーたび強迫せられて醜業者

の群に入るときは、最早恢復の望みなきなり刊と強調された。また「女奴」を「作為」

する公娼制度については、この後の廃娼運動でしばしば見られる「下水」の比輸が既に使

われている(本稿第五章第二節参照 )0 r我国の公娼制度、亦巳むを得ずと論ずるは、 是れ

恰も下水を市街に流溢せしめ、裸体を街頭に横行せしむるの愚と何ぞ異ならんや とい
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った表現で、ある。

こうした娼妓イメージに基づく廃娼論においては、娼妓は「労力者」ではなく「芸入」

でもない。それゆえ木下は、娼妓に対する報酬は民法 174 条が論じる労働報酬についての

規定 cr 労力者及び芸人の賃金、並に其供給したる物の代価J) にはあたらず、本来、それ

を「遊客に対して其報酬を請求すべき法律上の権利」はないと結論づけている竺これは

前述の法廷闘争における「営業ノ自由」の主張とは正反対の主張で、あった。『毎日新聞』は、

自由廃業をめぐる法廷闘争のうち、特に大橋ひさの事件を大きく論じたが、その報道にお

いて強調されたのは第一審判決中の「淫売業が即ち善良なる風俗に背反する営業たること

は低度の道義心を解するものと雄も異論なかるべし」という部分であって、原告側の訴状

にみられる「稼業ノ存廃ノ¥一己ノ自由」といった表現は報道されていないので、あるべ

また「女奴」イメージは、「人生最汚辱なる身体の検査」としての検徽と結びつけられて

いる。そしてこの検徽は、木下によれば「人身の自由」を定めた憲法に反する行為だとさ

れている。この木下の検徽論で興味深いのは、それが「徴兵の為めにする人身の検査J と

の対比で論じられているという点である。「兵役は国民の義務なりと云ふと錐も、徴兵の為

めにする人身の検査は、徴兵令の規定を待って之を施行し得るなり 61 J。これに対して検徽

についての国法の規定はなく、検徽は地方行政官が勝手に行っている処置であるから、違

憲であるというのである。また「人身の検査」という論点以外でも、以下のように、娼妓

は兵士との対比で論じられた。

公娼制度を以て社会の必要政策となし、之を以て国民の元気を維持する所以となすの

政府及び存娼論者に在りては、決して之を賎業とし軽蔑すること能はざる筈なり。例

えば兵士と国家との関係の知し。兵は凶器なり、砲銃軍艦は栄誉の標章に非ず。然れ

共未だ俄に之を撤去し能はざるは則ち国家防御の必要に在りと言へり。愛に於てか此

の『必要の犠牲』たる軍人に向て、国家は報酬，恩給の法を立てたり、今や政府は社会

の風俗衛生の為めに公娼を要すと云ふ。故に存娼論の側より見れば、娼妓は社会の思

人にして、社会は彼等に向て篤く感冒梓R酬なかるべからず@。

吾人は野蛮時代に於て奴隷の子弟を駆りて戦場に苦役したるを見る。然れ共今や国民

の栄誉ある義務として兵役を課するに非ずや。之と同じく、公娼を以て社会の必要欠

くべからざる者とする輩に在りては、例令普く之を一般婦女に課役せざるまで、もミ特

に貧民の負担とするを要せざるに非ずや。論者何ぞ勇奮一番、己れが愛嬢を犠牲とし

て志願娼妓先登の名誉を博せざるやe

こうして兵士と娼妓との共通点と相違点とを挙げることによって国家の制度の矛盾;を突

き、「自由廃業J の段階で止まることなく「廃娼」に至らなければならないと彼は主張した

のであった。

木下は後に、この自由廃業時代のことを振り返り、自身の「女奴」観を自己批判してい

る。当時、毎日新聞社の二階に逃げ込んできた多くの娼妓たちに対して彼は「差し向いて
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飯を食ふ気にどうしでもならなかったJ こと、そのような娼妓に対する自分の感情を当時

から「内心常に恥ぢて居」たこと、そしてそのような自分を「愛が無い」と責めていたこ

とを告白しているぺそして仏教とキリスト教の双方にみられる娼妓差別を批判した上で、

「仏教も基督教も之に対して何の価値もない〔中略〕本統の救ひといふものは内の閃きに

依って出て来るものである」と述べている。その「内の閃きJ とは、人間の〈弱さ〉と L

ての「差恥心」であったぺそして自由廃業時代には廃娼問題の政治的解決を求めていた

木下は、 1911 年の時点では「此問題は政治問題に依って解決すべきものでないJ と断言し

ている“。人は「恥づるといふ心」ゆえに「人が己れを軽蔑して居るわえと思ふから;人の

前に立っときに倣然とするJ ことがあるへしかしそれは人間の「弱点」であると同時に

可能性でもあると木下は考えた。政治問題として買売春問題を解決しようとすることは「此

権力の関係を最高のものとして居るところの迷信J によるもの、すなわち(強さ〉への「迷

信」であるが、それは「迷信」でしかなく、「本統の救い」は「差恥心」という(弱さ)に

よってもたらされるものであると彼はいう。そして f( 廃娼という一一引用者〕此政治問題

に興味を持って居られるところの方は其自己の興味に随って廃娼運動を何処までもお進み

なさい、けれども此の間題は政治問題に依って解決すべきものでない町と述べて、つい

に自らは廃娼運動から身を引くのである。

木下らの『毎日新聞』が、ときに大きく紙面を割いて廃娼論を展開したのに対し、代表

的な「小新聞」である『読売新聞』においては、自由廃業運動が遊廓および娼妓たちにど

のような影響を与えたのか、その具体的な様相についての報道が中心であった。特に 1900

年 9 月から 11 月にかけての記事が多く、 9 月 1 日から 10 月 27 日までに廃業した娼妓の数

は 429 名と報じられている叱ここに登場する廃娼運動家は、主として街頭活動を行って

いた救世軍である。娼妓に廃業の手伝いを依頼された救世軍の男たちが、妓夫らの「破落

戸J r無頼漢J に「襲撃J され「根棒」で「殴打」されて、「負傷」する「血戦」の様子が

繰り返し報じられている。その「破落戸」たちは、遊廓近辺で救世軍人を待ちかまえてい

るだけでなく、ときに新聞社を「襲撃」する。あるいは、救世軍人のみならず、一般入を

救世軍と間違えて「襲撃」する。こうした事態を警察が「警戒」し、巡査を配置して， r襲
撃」事件を防ごうとしているとも報じられている。このような報道によって遊客は減った

とされ、それゆえ楼主らは「狼狽J し、娼妓の引き留めのために遊廓内の規則の「改正」

を行っていると報じられた。それでも次々と廃業する娼妓は現れ、その廃業娼妓の名前や

所属していた貸座敷名、廃業届の提出方法や、廃業手続きが成功したか否か等を記した記

事が、連日掲載された叱

しかし、その目立った報道に比して、救世軍が「救済j したとされる娼妓の全体数は、

決して多いとはいえない。 1900 年 8 月以降、 1907 年 8 月までの 7 年間に、救世軍の「婦人

救済所」に入った元娼妓は205 名、その後、結婚した人が 59 人、親元に戻った人が 18 人、

奉公に出た人が 27 人、看護婦や産婆になった人が 10 人、行方不明者が 34 人、現在員が 6

人と報じられている 710 そして、いったんは「自由の身」になった娼妓が、再び遊廓に戻

ることもあったようである。たとえば 1卯 4年には、次のような記事が掲載されている。
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品川歩行新宿大喜楼の娼妓小藤事金津八重(二十四年)ハ一昨年花鳥と呼び同楼の娼

妓なりしが一旦自由廃業して再び同楼へ現ハれたる女なるより一昨日午後四時頃思11 染

客なる本所相生町の矢川孝太郎(二十五年)が痴話喧嘩の末自由廃業の仕損ひ奴と罵

りしを小藤は痛く口惜がり中庭の井戸に投身し品川署より永田警部出張して引上げた

るが投身の際井戸側にて後頭部に長さ二寸左腕に二ヶ所の傷を負ひたりとη

「自由廃業の仕損ひ」という表現が、娼妓たちに投身自殺を図らせるほどの「罵り」と

なりえたという点に、当時の人々の「自由廃業」観を見ることができる。すなわち「自由

廃業」を決行できるということがプラスの価値であり、それに失敗し、あるいはいったん

廃業した後で再度遊廓に舞い戻るのは無様なことだという価値観が、自由廃業運動が始ま

って数年のうちに浸透したということである。救世軍の「救済」は、実態としては小規模

で、自由廃業者は結局、娼妓五百人に一人の割合にすぎなかったとも伝えられるえ!しか

し、その活動が新聞で報じられたことのインパクトは、きわめて大きかったといえるので

ある。

第四節 自由廃業を後援する「軍隊J 一一救世軍の「醜業婦救済」運動

救世軍 (The Salvation Arm y) 74 の「醜業婦救済」運動については、廃娼派の人々の記述

においても、その「上品でもなく雄弁でもなくち」、太鼓やタンバリンを叩いて「伝道」す

る派手なパフォーマンスに対し、半ば部撤するような表現がみられる。そしてイギリスで

生まれたプロテスタントのー教派としての救世軍が 1895 年 9 月に日本に上陸してから短期

間のうちに人々に周知されたのは、この奇抜なスタイルによるところが大きいと思われる

のである。しかし廃娼運動史における救世軍の位置づけについて考えるとき、その「伝道」

スタイルよりもむしろ重要なのは、それが「軍隊J を模した組織であるという点であり、

また、そのことが「醜業婦救済」の内容とどのように関連しているのかという点である。

したがって、まずは救世軍の「軍隊J としての特徴がいかなるもので、あったのかという点

について説明したい。

日本における救世軍のリーダー・山室軍平 (1872-1 舛 0) が著した『ブース大将伝』に

は、救世軍が「軍隊組織」を採用した理由が記されている。「ブース大将」とは、救世軍の

創始者であるウィリアム・ブース vVuliam B∞th (1 829-]912) のことである。山室は次の

ように述べる。

ブース大将が軍隊組織を、宗教団体に持込みたるは、卓越なる見識にして、又は非常

なる英断である。軍隊細哉の知き直哉、簡明、剛健、質実にして進撃に便なる制度を、

唯攻城野戦の、武人のみに委ね置くは、知何にな|昔いことである。宜しく基督の血に

て洗ひ、聖別して之を神の園の為め、又世の救の為に利用すべきである7t

そしてこのブースによれば、この「軍隊組織」には七つの特徴がある。第一に「一致団
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結」である。「分離は無能力」、「団結は力」であって「奮然として進んで、英雄の業を成」

さなければならない。第二に「同一の指揮の下に置くこと J0 r十人が十人、銘々勝手なる

行動をなす様では、混雑して、成効はなきものであるJ。第三に、「訓子廉J0 r司11 練なきもの

は、軍隊ではなくて、烏合の衆である。何んなに敬神愛人の、高尚なる精神を有する人物

と雄も、若し之に規律、節度といふものがなくぱ、到底有力なる運動をなすことは出来な

い」。第四に、適材適所。第五に、命令服従。第六に、制裁の必要。第七に、活動。「遊惰

は即ち悪魔に魅入られたるの徴侯であると、謂ふことが出来る」九

救世軍はこのような「軍隊組織」であるために、その『軍令及軍律』官は細かく定めら

れていた。そしてこの『軍令及軍律』にみられる救世軍の軍隊としての特異性は、この F軍

隊」が少なくとも建前上は男女平等の「軍隊」だという点である。『軍令及軍律』の「序文」

には「救世軍中には、軍人の階級と職権とに、男女の別を認めない。故に此の軍令及軍律

は、特に指示してあるか、又は明かに実行不可能なる場合を除き、男女士官に共通のもの

と心得べきものである勺と記されている。また『軍令及軍樟』中には「婦人の地位J と

題された章が設けられており、そこには「婦人をしてたゾ人目に立たざる所に働かしめ、

婦人が当然受くべき名誉と褒賞とを奪うものは、神にも人にも憎まるべき精疑、嫉妬の卑

劣なる精神である町、「婦人が公生涯に入って活動するに際しては、結婚関係、家政、:其

の他婦人特有の労苦より幾多の故障が起るもの故、凡てそれらに対し、必要なる寛容と忍

耐とを示さねばならぬ町、「母にせよ、妻にせよ、姉妹若くは戦友にせよ、人生に於ける

凡ての社会関係に於て、婦人を男子と同様なものと認めて、待遇せねばならぬ。此の点に

於て、士宮は、若き人々の心に、女児も男児と精神的に斉しいものであるから、其の通り

に待遇すべきものであるとの大原則を、注入する様努力すべきものである刊といった規

定があった。ただし、このように平等を志向していながらも「婦人士官は、男子に類似す

る知く断髪し、又は理髪しではならぬ。又男子は婦人と紛らはしい様に理髪しではならぬ

包」といった規定にみられるように、男と女の区別を明確にする必要を説いている。

『軍令及軍律』が、救世軍の目的や起源、について述べた後で、まず最初に「政治」とい

う項目を立てて「強固なる政治」の必要を説いている点は重要である。この「強固なる政

治」について「救世軍が常に悪の力に対し、進撃的の戦争に従事しつ〉ある事実は、もし

其の努力をして成功せしめんとせば、其の行動に力あり、活気に満ち、敏速に且つ決断的

たるべきことを要する刊と説明されているように、救世軍は「力J、「活気」、「決断J と

いった(強さ〉を人々に求める傾向がきわめて強いのであり、そうした傾向こそ、救世軍

が「軍隊組織」であるということの含意であった。その『軍令及軍律』は「個人の自由を

尊重するむ」と述べてはいるが、その「自由」は「指導と服従」の中での「自由」である。

また、救世軍人に求められるものは内的なものだけでなく、外見上の「軍人らしさ」も要

求された。そして救世軍人に常に制服を着用するよう求める規定は、この外見へのこだ、わ

りと表裏一体である。

人は一般に、外見によりて印象を与へられるものであるから〔中略〕凡ての士官は、

常に身体を清潔にし、小薩張として、どの方面よりしても見苦しからぬ様にして居ら
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ねばならぬ。顔や手は屡々洗ひ、歯をよく磨き、爪を切り、髪を乱さぬやうにせねば

ならぬ。又制服にも、よくブラシをかけ、又然るべく手入をせねばならぬお。

そしてこの「清潔」な「外見」の要求は、「健康」の要求と結びついている。「良き健康

は、士官が有用なる働をなすに多大の助となるものにして、其の間断なき成功ある奉仕に

欠くべからざるものである円。そして「健康」ならば人に「好感」を与え、「信仰を助け」、

「困難に耐へしめJ、「金銭と時間とに於ける経済」において有利である。これに対して「病

弱なる人は、其の周囲の凡ての人に対して煩累となるお」。したがって「健康J を維持する

よう「衛生に注意」しなければならないと論じられるのである竺『軍令及軍律』には、こ

の「衛生J 上の観点から、冷水浴の必要、上着の管理の仕方、歯磨きの仕方、肌着の必要、

靴の選び方、呼吸の仕方、食物の選び方、運動の方法等、事細かに記されている。

こうして救世軍の「兵士」たちに対してく強さ〉を求める傾向は、「兵士」のみならず、

その「救済」の対象である人々にも向けられた。「慈善」による弱者救済には懐疑的だった

安部磯雄も、救世軍の社会事業については高く評価し、その特徴をとらえて次のように評

している。

余は救世軍を以て慈善事業中の最も弊害少なきもの〉ーならんと信ず。彼等の金言は

人は『額に汗せざれば食すること能はず』てふことなるが故に、彼等は自ら助くるも

のを助くると雄も、手足を働かすことを肯ぜざるものに対しては一銭の助けも与へざ

るなり。且つ救世軍の組織を全く軍隊的にして、之に加はるものは厳格なる規律の下

に服せざるべからず〔中略〕故に其救済的恩恵は唯真実の不幸者にのみ及び、自ら怠

惰にして貧困に陥れるものに及ばざるなり。〔中略〕欧米に於て普通行はれつ〉ある

慈善の，恩恵は真に之を受くべき人に及ばずして却って横着なる怠惰者の腹を満たさん

とするの恐あり。救世軍が着々成効しつ〉あるは実に此等の弊を予防せるが故なり問。

「救済」対象としての娼妓に対して救世軍が求めたものは、まず第一に、廃業する、とい

う「決心J であった。娼妓たちに向けては「あなた方が唯是非共此の厭らしい仕事を止る

と云ふ覚悟を定め、廃業届と云ふものを其筋へ出しさへすれば、其借銭の有無に拘らず、

あなた方は直ぐに女郎を止めることが出来る様になって居ります91J と呼びかけて、「決心」

「覚悟」が唯一の「救済」の条件であると論じられた。「必寛あなた方も私し共も、天の真

の神様の前には、兄弟のようなものJ だと述べ矢『ときのこゑ』の一般読者にむけては、

次のように説いている。

私し共が若し此く堕落れたる婦人と同じ身分に生れ、同じ様に育てられ、同じ様な誘

惑に出遇しましたならば、其でも私し共は能く同様の罪を犯すことなくして、潔く其

身を保って居ましたらうか何です。私し共が幸ひにして此堕落たる婦人達の知き罪科

を犯して居ないならば、私し共は之が為に神様に御礼申上げねばならぬ。市して人の

罪科を批判する代に進んで此う云ふ人々を救い出す為に、尽力せねばなりませぬ930i
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このように表現された娼妓のイメージは、自由廃業を求める法廷で論じられた「営業ノ

自由」を持つ存在とも、新聞報道にしばしば見られた「恢復の望みなき」存在とも異なっ

ている。救世軍の論じる「醜業婦町、「堕落婦人」の「商売」は「苦しくて、悲しくて、

恥かしく、又罪の深い仕事」であると論じられたが%、廃業の「決心」さえすれば「善人 J

となりうるとされ、実際、元娼妓が救世軍の女性兵士になり、その後、救世軍の男性兵士

と結婚した例も報じられている%。しかし廃業の「決心」をしない人々に対しては、 容赦

なく「進撃的」な非難が向けられるので、あった。

救世軍の娼妓「救済」の具体的方法は、新聞報道に見られたように、遊廓近辺を「軍歌J

を歌いながら「行軍」し、娼妓たちに『ときのこゑ』を配るという方法である。そして女

兵士が『ときのこゑ』の配布を行った記録も見られないわけではないが、『ときのこゑ』や

新聞記事に見られる救世軍の「行軍」を表した挿絵に措かれているのは、もっぱら男たち

の姿である〔図 2、3、4J 。先述のように救世軍は建前上は男女平等の「軍隊J で、あったが、

女兵士には「婦人救済所」の運営のほか、「愛隣隊」という別手邸哉が用意されていた〔図 5、

6J 。そしてこの「救世軍の娘子軍」であるところの「愛隣隊」の仕事は「貧民労働者の家

庭を訪問」することであり、「無職の人に職業を周旋し、病人に医薬を得るの道を開き、飢

たる者に食を与へ、盲人の手を曳て病院にかよひ、罪人に救を紹介する」等であるとされ

たへ結局のところ救世軍においても、自由廃業運動期の女たちの役割は戦闘そのもので

はなく、主として後方支援で、あった。しかしこの「軍隊」式の社会運動のスタイルは、や

がて、救世軍のみならず矯風会にも浸透してゆく。そしてそのことが矯風会と廃娼運動と

の関係をどのように変えてゆくのかということを、次章で具体的に検討してみたい。

1 救世軍の機関誌名が『ときのこゑ』であり、吉屋信子は rw ときの声』は傍題を付ければ『日本廃

娼運動史』のようなもの」と述べている。(同『ときの声』筑摩書房、 1965 年、 30 ヴ頁)。

z 前掲伊藤『日本廃娼運動史』、 156 頁。

3 廃娼論と廃業問題J W二六新報~ 19 ∞年9 月5 日。

4 近代公娼制における娼妓の「自由J がフィクションにすぎないことは、複数の先行研究が指摘し

ている。たとえば若尾典子はこの近代公娼制下の「自由J について「まさしく近代社会に特有な男

性的党派制に貫かれた概念として、性業労働の自由が登場した」と説明している(同「女性の身体

と自己決定→生業労働をめぐってJ W: 岩波講座現代の法 11 ジェンダーと法』岩波書庖、 1997 年、

257 頁)。また、早川 i紀代はこの「個人の主体性のみせかけの設定J を「近代国家編成の巧智J とし

て論じている(前掲早川 I W近代天皇制国家とジェンダー~206 頁)。

5 r何故に障措せる平J W，廃娼』第8 号、 1891 年2 月。

6 村山儀七『存娼実際論~ 8 頁ー11 頁、(初出は 1890 年、『買売春問題資料集成〔戦前編H 第7 巻、

不二出版、 1997 年、所収)。

7 和田章義司編『娼妓と人権』開拓社、 69 頁(初出は 19 ∞年、前掲『買売春問題資料集成〔戦前編H
第 1巻、所収)。

s 大谷渡『北村兼子炎のジャーナリスト』東方出版、 1999 年、 31 頁一57 頁。

9 沖野岩三郎『娼妓解放哀話'~ [復刻版、原著は 1930 年〕、中公文庫、 1982 年、 13-22 頁。

10 谷口;笠子「函館における公娼制度と廃娼運動一明治期を中心にー J (桑原真人編『北海道の研究』

第6巻近・現代篇E 、清文堂、 1983 年、所収)。
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11 名古屋で自由廃業運動が始められたことの背景としては、名古屋は(廃娼運動に否定的な)仏教

がさかんな地域で、あったこと、また濃尾大震災後に人買いが横行したため、当時、全国で愛知・岐

阜出身の娼妓が最も多く、東京市内の遊廓にいた 6750 人の公娼中、 27 ∞人までもが愛知・岐阜出身

で、あったことが指摘されている(前掲沖野『娼槻手放哀話~ 34 頁、 47 頁)。

12 r豊橋遊廓と娼妓の反発J W新愛知~ 1891 年 1月 29 日(愛知県史編さん委員会編『愛知県史資料

編 32 近代 9 社会・社会運動 1~ 愛知県、 2∞2 年、所収入

13 UG.M UIp hy ， Social Evil In Japan and Allied 品 bjects with Statistics ， Social Evil Test Cω es ， and 丹vgress

ザ伽An ti-Brothel Movement ， (F o官也Edi tion ，Me 血叫ist Pu bIi shingHouse ，1908) ， p.63. なお、本書;

(百註 d Edi tion) の翻訳がユリシーズ・グランド・モノレフィ著、小川京子訳・解説『石つぶての中で!モ

ノレフイの廃娼運動~ (不二出版、 1984 年)に収録されている。モルフィ研究としては、葛井義憲 rUG.

モノレフィ牧師研究ー名古屋の廃娼運動一J (W 名古屋学院大学論集:人文・自然科学篇』第 25 巻第2

号、 1989 年 1月)があるが、ここで名古屋の婦人矯風会が「かなり重要な役割を担っていた j と評

価されている点に関しては、本稿は異なる見解を示している。

14 愛知県史編さん委員会「解説J (前掲『愛知県史資料編 32 近代 9 社会社会運動 U) 。

15 鈴木裕子「解説J W日本女性運動資料集成第 8 巻』不二出版、 1997 年。

16 杉山博昭「救世軍の廃娼運動の評価をめぐってJ W純心現代福祉研究』第7 号、 2∞2年。

17 r継母を憎みて自由廃業を拒むJ W読売新聞~ 1901 年 4 月 14 日。

18 たとえば「自由廃業娼妓妾となるJ W読売新聞~ 19 ∞年 10 月7 日、「廃業娼妓の逆戻り J W読売新

聞~ 1如 0 年 11 月 16日 。 !

19 星玲子は、薄野遊廓において自由廃業が行われるようになった後、娼妓たちが遊廓内での食事な

どの差別待遇を訴えて、改善されなければ自由廃業すると申し入れた例を紹介している。同「北海

道における娼妓自由廃業-19 ∞年前後を中心にーJ W. 歴史評論』第553 号、 1996 年 5 月。

m たとえば、自由廃業という方法について最初にモノレフィにアイデアを提供したのは彼の妻であ:っ

た。前掲沖野『娼妓解放哀話~ 34 頁。

21 へンリー・ブラード編『救世軍戦争記』救世軍本営、 1901 年、 61 頁o

22 M UIp hy ， p.102. 

お 「廃娼之急務序J (島田三郎・木下尚江・合著『廃娼之急務~ [W 木下尚江全集』第一巻、教文館、

1990 年、所収))。無言己名の「廃娼之急務序 J が、島田によるものか木下によるものかという点につ

いては、山極圭司「解説J (前掲『木下尚江全集~)が、その書き癖から判断し島田が執筆者である
うと推測している。

M ただし『毎日新聞』紙上にも矯風会について言及している廃娼運動史の記述がある。たとえば 19 ∞

年 8 月7 日の「廃娼軍の大捷娼妓契約の無効判決J という記事は、「廃娼の説、婦人矯風会員の口

に上ぼりしは年久と雄も」という書き出しから始まっている。しかしこの時期、廃娼運動における

矯風会の役割を劃見する記事は少ない。

25 陳述書提出J W婦人新報』第32 号、 1899 年 12 月 25 日。

26 r在外売淫婦取締法制定に関する請願書J W婦人新報』第 21 号、 1899 年 1月 20 日。

幻 「廃娼事業と少女の教育J W婦人新報』第 64 号、 1902 年 8 月 25 日。

28 慈愛館J W六合雑誌』第 253 号、 1902 年 1月。

29 小林光泰「社会も亦婦人の手を要すJ W婦人新報』第 24 号、 1899 年 4 月 20 日。

30 同前。

31 同前。

3Z Mmphy ，p.65. 

33 lbid. ，p・72-73.

34 lbid. ， p.72. 

35 佐野ふでの事件の訴状および判決の内容については『婦人新報』にその記録が残っている。「名古

屋の娼妓廃業事件J W婦人新報』第32 号、 1899 年 12 月 25 日。

36Mmphy ，p.68 ・69.
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37 吉見周子は rw 娼妓解放令』の法理に立脚して自由廃業を法廷で争う着想は、おそらくフタ自身で

はあるまい。彼女の背後には人道的な立場から助言をした法律家がいたにちがいない。それは橋本

好正その人であったのかもしれないJ と論じている(同『売娼の社会史』増補改訂版、雄山閥、 1992

年、 86 頁)。本稿もまた、娼妓の法廷闘争は、それを支援する法律家の存在なくしては不可能で、あっ

たとみなしている。

38 r娼妓廃業届書ニ調印請求ノ件J W大審院民事判決録(縮刷版 H 第 2 巻、新日本法規出版、 1966

年、 662-:-663 頁。
39 同前。

40 Murphy ，p・93.

41 Ib id. ， p.93-94. 

42前掲沖野『娼妓解放哀話.~ 42~45 頁。
43 問、 255~257 頁。本文中に引用した藤原さと事件の裁判の記録は 問、 255~269 頁に収録されて
いる。

44 間、 66 頁。本文中に引用した大橋ひさ事件の裁判の記録は、問、 269~317 頁に収録されている。
45 問、 74~77 頁、 317~324 頁。

46 r娼妓廃業と民法(山田喜之助氏の所見 )J W毎日新聞~ 1卯 O 年8 月 10 日。

LfJ 貸座敷営業者等取締方ニ関シ通牒ノ件(司 11 第 702 号)J 19 ∞年 6 月(前掲『買売春問題資料集

成戦前編第E 期』第 14 巻、所収)。

48 廃娼問題に関し矯風会井貸座敷営業者取締の件通牒(秘甲第 230 号) J 19 ∞年7 月、前掲書一

49 娼妓取締規則施行方に付訓令(司 11 第 940 号)J 19 ∞年 10 月、前掲書。

.50密売淫取締に関する件(司 11 第 222 号)J 1901 年4 月、前掲書。

51 r娼妓取締規則中改正の件(秘 )J 1卯 4年 4 月、前掲書。

52 W毎日新聞』は代表的な廃娼派の新聞であるが、『毎日新聞~ 1900 年 9 月8 日の一面は、木下尚

江について「氏又廃娼軍の勇者として自ら埼玉の野に転戦し、此問題に関する本紙の論文報告、氏

の筆に成る者多し」と紹介している。

s 前掲『廃娼之急務~ (W 木下尚江全集』第一巻、 84 頁)。

54 公娼否認、論(四 )J W毎日新聞~ 1卯 0 年 8 月 26 日。

55 公娼否認、論(九 )J W毎日新聞~ 19 ∞年 9 月 13 日。

56 同前。

57 社会外之社会海外に於ける我姉妹の醜辱(玉 )J W毎日新聞~ 19 ∞年 5 月 1 日。

58 r公娼否認論J W毎日新聞~ 1900 年 8 月 19 日。

59前掲『廃娼之急務~ (W木下尚江全集』第一巻、 98~101 頁)。
ω 「廃娼軍の大捷J W毎日新聞~ 19 ∞年8 月7 日。

61 前掲『廃娼之急務』、 96 頁。

62 問、 142 頁。

6 問、 143 頁。

64 木下尚江「誠実なきの事業は生命なしJ W婦人新報』第 174 号、 1911 年 12 月25 日。

65 同前。また、すでに自由廃業時代から木下は「差恥心」を重視している。前掲『廃娼之急務』、9

頁。

“前掲木下「誠実なきの事業は生命なしJ

67 同前。

68 同前。

ω 「自由廃業娼妓の総数J W読売新聞~ 19 ∞年 11 月2 目。

70 ただし詳しい報道は最初だけで、しだいに「自由廃業娼妓一束」というタイトノレのもと、廃業娼

妓の名前だけ、あるいは各遊廓ごとの廃業娼妓の人数だけが記されるようになった。

71 救世軍過去七年間の成績J W読売新聞~ 1907 年 8 月初日。
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72 r投身娼妓J W読売新聞~ 1904 年 8 月 19 日。

ち氏原佐蔵「我圏に於ける公娼の真相J W東京医事新誌』第 2450 号、 1925 年。

74 日本救世軍が行った社会事業の概略については、室田保夫「日本救世軍と社会事業J Wキリス ト教

社会福ネム思想、史の研究 「一国の良心J に生きた人々』不二出版、 1994 年、参照。

ち前掲沖野『娼妓解放哀話』、 88 頁。

%山室軍平『ブース大将伝』救世軍本営、 1906 年、 144 頁。

77 問、 146-149 頁。

78 同『救世軍大将制定軍令及軍樟士官の巻(上)~救世軍日本本営、 1903 年。
79 問、 4 頁。

80 問、 94 頁。

81 同前。

82 同、 95-96 頁。

包問、 184 頁。

84 問、 10-11 頁。

8s問、 19 頁。

86 同、 179 頁。

幻問、 186 頁。

88 問、 188 頁。

89 問、 189 頁。

卯安部磯雄『社会問題解釈法』東京専門学校出版部、 1901 年、 120 ー121 頁。

91 女郎衆に寄る文J Wときのこゑ』第 112 号、 1900 年 8 月 1 日。
鬼同前。

沼大佐ブラート「堕落婦人J Wときのこゑ』第 112 ，号、 1900 年 8 月 1 日。

94 r醜業婦救済所」という表現については、「余り露骨であるJ という理由から「婦人救済所」と言

い換えられている。『ときのこゑ~ 1901 年 6 月 15 日号。

野前掲「女郎衆に寄る文」。

96 r廃業娼妓の結婚式J Wときのこゑ~ 128 号、 1901 年 6 月 15 日。

勿 「愛隣隊の事業J Wときのこゑ.~ 174 号、 1903 年 3 月 15 日。
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〔図 2J 〔図 3J

救世軍の男たちの「行軍J に f無頼

漢J が混棒を手に襲いかかる。後ろで

娼妓を [救済J する 巡査がそれを止めようとするe

救世軍の「兵士J (男) wときのこゑj 1902 年9 月 l 日)

(úときのこゑ~ 1気lO年 8 月 1 日)

〔図 5J 〔図 6J
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〔図 4J

救世軍の男たちは集団で「行軍」

(ff'と きのこゑ~ 190 1年9 月 l 日)

荷主主の老女も、背中に乳児を背負って荷車を

引く若い女も、 ともに救世軍の「女兵士J。

彼女たちはこれから救世軍の集会に向かう。

i! <;L f' l:日 ιF.¥" i" t;::: S iS 'l 'E Il. 尚救の "錨 町と きのこゑ~ 1901 年 l月 15 日)

娼妓を 「救済」 する救世霊の 「女兵士J

(W ときのこゑJl 1901 年4 月 15 日)
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第四章女性廃娼運動団体の確立

第一節矯風会軍人課と日露戦争

禁酒運動を活動の中心に据えていた矯風会が、再び廃娼運動に熱意を傾けるようになっ

たきっかけは、日露戦争であった。その戦中および戦後に矯風会が向き合った問題は「軍

隊衛生」であり、最初は軍隊内に禁酒主義を広めるべく始められた慰問袋運動が、やがて

軍隊へ矯風主義を広める動きへと変化してゆく。日露戦争は、新興の愛国婦人会と矯風会

との聞に対抗関係を生みだし、その結果、矯風会は自らの主義を先鋭化させ、廃娼運動団

体としての色彩を再び強めていく(第二節)。また慰問袋運動の社会的成功は矯風会の女た

ちに自信を持たせ、それが彼女たちの内に廃娼運動を担う戦闘者としての自己イメージを

生み出すことになる(第三節)。折しも、戦後の兵営所在地において置娼運動がおこり、そ

れに対抗することを迫られた廃娼運動において、女たちに活動の揚が与えられたのであっ

た(第四節)。

この日露戦争中の矯風会の軍隊への働きかけは、主として会の軍人課が担っていた。矯

風会には複数の分課があって、時代毎にその分課の数や名称、各分課が分担する業務内容

は変化している。日清戦争が一応の終決をみた 1895 年の 4 月ごろには、いまだ分課の名称

として「軍人」を付したものは見られないが1、1897 年には、 16 の分課の内のーっとして

「軍人風俗ノ部」が設定されている2。これがやがて「軍人慰問課J r軍人課」と名称を変

えて存続してゆくのであるが、その初代の課長は、佐藤(山室)機恵子 (1874~1916 年)

であった。

佐藤が「海陸軍人を慰籍する事業J を実行しようと考えるようになったのは、日清戦争

時だという。そのころの彼女の心境についての語りを、後に夫となった山室軍平は、次の

ように書き記している。

時は恰も日清戦争の最中にて、男子ならば軍隊に加はり、弾丸雨飛の聞に奮闘して居

るべきものを。女子なればこそ、安閑として机に向ふて居るのであるが。それにして

も、何とか国家の為めにお役に立ちたいものと、或時庭に出で、三時間程熱心に神に

祈りました。市して思ひ付いたのは、軍人慰籍の事業でありました。といふわけは、

当時海陸軍人の聞に、何等慰籍の設備がないため。さもなくば無垢の良民たるべきも

のが、唯軍隊に加はった為に酒色に溺れ、恐るべき病に擢って、国家の厄介者となる

向も少なくないと聞き。閣の中堅となるべき多数の壮丁が、そんな有様では真に一大

事である。如何にもして之が救済の道を講ぜねばならぬと、此様に考へたのでありま

すと

佐藤機恵子と同時期に婦人矯風会の役員の一人であった松本荻江 (1851 ~1899 年)もま

た日清戦争に刺激され「深く国民の責を尽さんことを期し上州地方に遊説して軍事公債応

募の件を勧誘し神戸に於ては婦人奉公会を起ししばしば広島に来住して将卒の家族を慰問
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する等実に身を国家の為に捧げったと伝えられるが、佐藤と松本の両者は意気投合し、一

時は同居して、ともに軍人慰籍事業を輿すべく動いていた o しかし戦時には軍事公債応募

を勧誘し軍人慰籍事業を企てた松本は、 1899 年、「人類の不幸社会の禍害蓋し戦争に過ぐ

る者あらずJ として万国婦人平和会に参与していた人物でもあった九こうした傾向、すな

わち軍人と直接に親交を深め、軍隊内部に入り込むことによって力を行使しようとする志

向を持ちながら、同時に「平和」を積極的に論じるというスタイルは、この後の矯風会の

戦争および軍隊への対応に、継続的にみられる特徴である。

1899 年の「日本基督教徒婦人矯風会規則」には 15 の分課のうちのーっとして「軍人課」

の名称が記されているが、佐藤の次に軍人課の課長となった清水富貴子によれば、実質的

な活動は 1903 年頃、清水の所属する相州婦人矯風会(横須賀)において開始されたとのこ

とである o 相州婦人矯風会の軍人課は、清水自身の発議により 1899 年 7 月に設置されて

し、る九

日露戦争開戦のころ、矯風会軍人課の活動目的は「我陸海軍人聞に神の福音を伝へ禁酒

の美習を教へ依て以て凡百の悪風を矯正し、且又軍人を慰撫するの処置をなし、更に進ん

で各国軍人にして我国に在る者をも風イ包」することと規定されていた九つまり、軍人相手

のキリスト教伝道と穀酉運動がその主要な目的である。 1890 年代後半から日露戦争開戦に

かけての時期には、矯風会の主要な活動は廃娼運動ではなく禁酒運動であり 10 、各分課も、

禁酒運動を中心に構成されていた。例えば「少年課」は「少年に対し酒の害を教ふる事業J

であり、「遺伝課」は「飲酒の遺伝的危険を警告する事業」であって 11 、その他、「教育課」

「通信課J r文書課J r衛生課J 等も、禁酒運動を中心として活動していたと考えられる。

軍人課においても同様に、いかにして軍人たちに禁酒主義を広めるかということが中心的

課題であった。軍人課が主導した矯風会の具体的活動としては、以下に述べる慰問袋運動

のほかに、出征軍人の送迎、陸海軍病院の訪問、軍人遺族の慰問がある。これらの活動の

際に、矯風会の主義を記した小冊子を手渡すのが、彼女たちの「伝道」であった。

日露戦争の開戦時の矯風会機関誌『婦人新報』は主戦論を基調としつつ、同時に非戦論

も掲載している。日露戦争開戦時の『婦人新報』社説は、次のように論じている。

昨年以来日一日と切迫しつ〉ありし日露の関係は本月に至り遂に破裂して、今や砲煙

弾雨の間に両国相見ゆるに至りしは誠に悲しむ可きことなりと錐ども、彼れ頑冥なる

露国にして徒らに平和を無視し他国の独立を牒摘し我国の存立を危くせんとする以上

は、我国が東洋平和の為め将又自衛の為め刃を執って起つは己を得ざる次第なり〔中

略〕矯風会はどこ迄も矯風会なり、戦争始まるも地震来るも矯風会は矯風会の精神を

以て働かざる可らず〔中略〕戦争と云へば一般に人気荒立ち所謂細瑳を顧みず的の傾

向を生じ、風俗は頓に類廃を極むるものなり、之れ宣矯風会の一層力を用ふ可き所な

らずや、聞く所によれば廿七八年の日清戦役に際し大本営を広島に移されたる結果は

同地に無慮四千人の私生児を出したりと云ふ、此一事を以てしでも当時の風俗の如何

を察するに余りあり〔中略〕山村僻邑に至るまで勝利の戦報至る毎に祝杯と称しては

鯨飲し、鯨飲しては風俗を素るは今よりして予想するに難からず、之を防ぎ社会の風
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紀を維持するは宣我等の使命にあらずや、我等は敢て献金他兵を蔑しむものにあらず、

遺族の救護を軽んずるものにあらず、然れども我等の任務は其以上に存し此等は其手

段にして一部に過ぎず、願くは此際方針を誤ることなく矯風会の使命を全ふせんこと

を希望す1三

ここでは戦争を「己を得ざる次第j とした上で、戦争であろうと地震であろうと、いか

なる機会をもとらえて「矯風主義」を広めるべきだと論じている。また軍都・広島の「風

俗J 13 を問題視し、完封酉および矯風運動が最重要課題であると説いている。

この社説を受けて非戦論を執筆したのは、伊藤(城)のぶ (1872-1959 年)である。彼

女はこの後も矯風会で活動し続けた人物であるが、日露戦争開戦に際して、次のように論

じている。

恐るべきは戦争なる哉、肉を割き血を流しあたら貴重の心命を賭して迄戦はねば、吾

人の望む平和は来らざるにや、戦争の結果如何なる利益あるや、義のため戦ふとせば

如何なるものが義であらふ?不幸我国は露国と鋒を交ゆ、国の上下為に挙って熱狂せ

り、去れど真に国の行末を憂ふもの何ぞ静かに考へざる、戦争の結果に於ける幾多の

憂ふべき事のあらざるかを。前号の婦人新報は報ぜり、日清戦争当時広島に於てのみ

四千人の私生児ありしと、ア〉何ぞ風俗素乱の甚しきや、先日某師団兵の上京するや、

此等の兵士の多くは吉原に咽減せしと聞く、之れ勇士として許すべき事なるか、戦争

の結果として吾人の大に恐るべきは、多くの寡婦孤児の出来ると共に。如何に風俗の

腐敗を来すか、私生児を出すか、可憐の離縁婦人を見るかにあり、ア〉婦人が戦争に

於ける地位如何に危きか、人道の為め心を置くもの〉大に考慮、研究すへきものならず

や。此の時に当り矯風会の同志姉妹、彼等の終極の目的を誤られぬ様勉められん事を

望む、駕11

ここで彼女は戦争によって「商機婦人」や「私生児」が増えることを問題視しているが、

その「離縁婦人」および「私生児J とは、彼女自身とその妊娠中の子のことでもあった。

伊藤のぶの父親は西洋医学の医師である。松山女学校に入学し、キリスト教信者となって、

伝道師として松山近辺で活動していたが、後、伊藤友二郎と結婚した。友二郎は『横浜新

報』の主筆であり、社会主義者としての彼の考えに、のぶも共鳴していたとされる。友二

郎は、非戦論者・幸徳秋水15 の親友で、あったため、日露戦争時に官憲の追求するところと

なり、海外に亡命した。当時のぶは妊娠中で、友二郎の兄宅に身を寄せたが、その後、離

婚し、 1卯 4年 10 月、息子を出産した16

この伊藤のぶの論説のように、『婦人新報』には「義戦J という考え方そのものを疑う視

点も示されていたが、『婦人新報』の基調は、「義戦J が存在しうるか否かといった問題を

問うことなく、戦争さえも「風俗J をめぐる自らの主義を広めるための「機会」ととらえ

るものであった。その矯風会の主義は女権論とも結びつき、「我等婦人は戦時に於て女性は

無用の長物なりとの観念を打破し、婦人の真価を表彰するの覚悟なかるべからず勺と論
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じられた。そのような意味において、矯風会にとっての慰問袋とは、目的ではなく「手段」

であった。

日本における慰問袋の軍隊への寄贈は、この日露戦争期の矯風会の活動が最初である。

千人針を軍人に手渡す行為も日露戦争期に始まったが、この時期の矯風会は千人針には関

与していない。慰問袋は 1930 年代に人々に身近な存在となるが 18 、慰問袋を日本で最初に

配布したのが、矯風会軍人課であった。ただし矯風会内に軍人課を設置することや、慰問

袋運動という運動方法は、日本の矯風会の創意とはいえない。『婦人新報』には「軍人課」

設置の経緯に関して次のような記述がある。

抑も此事業は三十年前に初めて英国プリモスのアグネスイーウエストン嬢が起された

のでありまして、同嬢は其後永年本会此課の課長として非常に尽力せられ居るのであ

ります。嬢は自身が禁酒の必要を認めて禁酒してより直に其身を斯事業に投じ、其手

初めとして軍人の為め娯楽室読書室の様な者を設け、熱1[; と忍耐とを以て力を尽され

し結果多くの軍人が禁酒するに至り嬢の名は軍人社会では神の如く敬慕されて居りま

す〔中略〕米国のサッチャ一夫人も副課長として功労ある働きをなされ、多くの軍人

に『我等の朋友』として敬愛せられて居られます。英国より起りし軍人課の事業は追々

米国へ広まり、其より矯風会の設ある各国へ設けらる〉様になり〔後略J 19 

また、慰問袋については、アメリカにおいて米西戦争の際に出征軍人に贈られたものに

倣った、との記述がある 20 。アメリカの矯風会軍人課課長であるサッチャー夫人によって

「彼地の運動方法に就て申送られた」紹介文の中に「会員となりし軍人にはカンフォノレト

袋とて美しき袋の中に鉄、糸、針、ナイフ、聖書、賛美歌、禁酒誓約書其他種々便利なる

者を贈ること」と記されている 21 。「カンフォルト袋」は最初「慰め袋」と訳され、『婦人

新報』は、アメリカ婦人矯風会が用いた更紗の巾着状の袋の形状を、図入りで紹介してい

る。その大きさは、長さ七寸、幅六寸、ヒダ一寸くらい、とのことである竺「慰め袋」は、

「軍人袋J r便利袋」とも呼ばれたカ~23、やがて「慰問袋」という名称が用いられるように

なった。この慰問袋は、日本においては矯風会の会員(男性の場合は「特別会員 J) となっ

た人に限らず、日本軍の軍人たちに広く配布されることになった。

慰問袋には、上記の聖書や禁酒誓約書、鉄、糸、針の他にも、様々なものが入れられた。

矯風会が日本軍に寄贈した慰問袋に対しては、矯風会軍人課あてに軍人たちから次々礼状

が送られ、それが『婦人新報』に一部掲載されたため、当時の『婦人新報』を見れば、慰

問袋を受け取った軍人たちの感想、を知ることができる。またその礼状の中には、自分が何

を受け取り、その物品一つ一つが戦地でどのように役だ、ったかということを記しているも

のも多い。それらの礼状の記述によれば、慰問袋に入れられたのは、聖書や矯風会趣意書、

完封酉誓約書(入会勧誘書)、書簡の他、日本手ぬぐい、ハンカチ、靴下、手帳、半紙、巻紙、

鉛筆、鉛筆削り、筆、封筒、ハガキ、軍歌写、包帯、樟、綿花、ちり紙、石けん、爪楊枝、

歯磨楊子、「即功紙」、「賓丹J、「ライオン印歯磨粉」、梅干し、福神漬け、豆、スノレメ、チ

ヨコレート菓子、毛糸のきんちゃく等の日用品のうち、数品で、あった。慰問袋を寄贈する
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場合には、自分で縫製した更紗や木綿の袋の中に、こうした品々を詰め込んで送付したの

である。また、袋そのものは、矯風会の取扱事務所に申し込めば、一個六銭で購入するこ

ともできた竺「慰問状」は、最初、羽仁もと子が起草しお、寄贈された慰問袋の中に矯風

会が投入した。

最初、この慰問袋は『婦人新報』誌上で募集されたため、矯風会関係者や(矯風会会頭

の矢島揖子が校長である)女子学院の生徒たちから、寄贈されることが多かった。慰問袋

の送付先は、麹町区上二番町女子学院、横須賀中里七十一清水富貴子宛、または軍隊への

直接送付であるへそのように集められた慰問袋の発送は、第 1 回目 (1904 年 3 月 5 日)、

佐世保病院へ 100 個、第 2 回目(同日)、水雷駆逐艦および水雷艇へ 150 個、第 3 回目(同

年 5 月 17 日)、東郷司令官および幕僚ならびに駆逐艦へ 350 個、第 4 回目(同年 6 月 4 日)

水雷艇および駆逐艦および八島へ 230 個、第 5 回目(同年 6 月 28 日)、水雷艇および駆逐

艦へ 200 個、第 6 回目(同年 7 月 12 日)陸軍要塞砲兵へ 215 個、といった規模で、あった270

しかし、後に述べるように、 1904 年 9 月に慰問袋の募集方法が変わり、矯風会の慰問袋運

動は急激に拡大する。それまで数百個単位で、あった慰問袋の数が、突如、 17 ，150 個という

規模になるのであるお。衛生課課長・大関和子がその慰問袋運動の規模拡大の牽引役であ

ったが、その転換期までの問、慰問袋運動のほとんど唯一のリーダーは、軍人課課長の清

水富貴子であった。

軍人課初代課長の佐藤機恵子の兄は海軍士官であったがお、清水富貴子の夫も海軍士宮

で矯風会特別会員でもある清水侯忠という人物である 30 。軍人課と海軍とのこうした人的

つながりは、軍人課の活動のありかたにも影響を及ぼしていると考えられる。たとえば『婦

人新報』第 82 号の記事では、矯風会の女性たちが 1904 年 2 月 16 日、日本海軍が買い取っ

た軍艦「日進」号および「春日」号が横須賀港に到着した際、歓迎のために小蒸気船で近

づ、き感謝状を手渡したとある 31 。この記事だけを見れば、女たちが単独で歓迎式典を主催

したように読めるのだが、次号の『婦人新報』における相州婦人矯風会の活動記録では、

流行感冒に擢った富貴子に代わって海軍士官である夫の侯忠がこの歓迎式典の模様を「目

に見る如く話されJ r軍人課の働きの必要なるを奨励J したと記されている 32 。この後、『婦

人新報』に清水侯忠の名前が表立つて見られることはなく、もっぱら妻の富貴子が代表者

となって軍人課の活動が進められていくのであるが、治安警察法により女性の政治的活動

が制限されていた当時、女たちが軍隊に深く関与してゆく行為に対して軍から苦情を寄せ

られることもなく、その活動がスムーズに進んだことの背景には、そもそもそうした活動

自体に軍の意向が反映している可吉旨性がある。

日露戦争開始前には、戦時における軍隊慰問や軍への金品寄贈に対し「難有迷惑の四字

は、戦士が慰問使に対する普通語なりしなり」と論じた陸軍歩兵少佐もいたのである 330

陸軍省は、 1902 年 12 月 2 日、軍人送迎の催しを廃止するよう司11 令を出しているヘ『婦人

新報』にはこの件についての記事があり、この陸軍省の訓令は「此等の慣習〔軍人送迎一

引用者〕は日清戦争の時より起りしことにて、初めの中こそ兵士を奨励し或は慰労するの

精神ありたれ、年を経月を閲するに従っていつしか其精神抜け去り、今は只お義理の如く

なり、甚だしきに至りては僅ばかりの出摘にて械でも贈り、其代りに酒の振舞にでも与ら
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んとの意地きたなき精神よりなすものさへあるに至り弊害云ふ可らざるにより」出された

もので、「誠に宜しきを得たる処置」だと評しているお。しかし日露戦争が始まると、女た

ちに軍艦や陣中に入って慰問するよう求める声が同じ陸軍の中から出されている 360 つま

り、たとえ女たちが軍隊に「慰問」や「送迎」というかたちで働きかけることを希望した

としても、それが実現するか否かは、軍がそうした行為を歓迎するかどうかにかかってい

たのである。

慰問袋に対しても、日露戦争開戦当初、陸軍にはその必要性に懐疑的な姿勢がみられた。

慰問袋の寄贈は最初、海軍に対してのみ許され、陸軍出征地には「戦地は荷物の加重は厳

禁なれば送るを得ず37 J、ようやく 1904 年 8 月 13 日になって陸軍他兵部へ送付することが

許されたお。しかし新聞報道によれば、日露戦争にあたって、矯風会が最初に慰問袋の送

付について交渉したのは、海軍ではなく陸軍他兵部であるという。しかし陸軍からは断ら

れたため、軍人課課長の清水富貴子の夫の「縁故」によって海軍他兵部に交渉し、慰問袋

の送付が始まったのだと報じられている 39 。後に陸軍』随兵部から慰問袋の送付が許可され

た時には、 10 ，000 個以上のまとまった数で、あれば受け入れるという条件がついておりへ

それは、矯風会の慰問袋発送の規模から考えれば、きわめて厳しい条件で、あった。前述の

ように 1904 年 9 月に慰問袋募集の方法に変化が見られる.のは、この陸軍の条件と無関係で

はあるまい。

こうした経緯から考えられることは、この日露戦争の時期には、汝たちの矯風会〉が(男

たちの軍隊〉の外部にあったので、はなく、矯風会の活動そのものが、ジェンダーをめぐる

駆け引きの場となっていたということである。軍への「慰問」が実現しうるかどうかは、

当時、政談集会への参加すら許されていなかった女たちにどの程度まで軍への関与を許す

かという問題であった。実際、前述の佐藤機恵子が最初に軍人慰蒋事業を思い立ったころ、

彼女は紹介状を持たずに大蔵平蔵、長岡外史、村田順等の「名士」たちを尋ねていって彼

女の計画について語ったが受け入れられず、彼女に対して初めて丁寧に対応をしたとされ

る村田順も「貴女の年頃では結婚という問題も起らふし。殊に女子であれば兵士の聞に働

かずとも、他に相応に国家に尽す道もありませうから」と諭したのだという 41 。佐藤は結

局この時には、軍人慰籍事業を断念せざるをえなかった。つまり当時は「女子」が「兵士

の聞に働j くことをめぐる決定権は、むしろ男たちの側にあったといえるのである。した

がって、慰問袋運動を単に女たちの自主性にのみ基づく運動とみなすならば、軍と矯風会

との入り組んだ関係を見落とすことになる。

さらに、慰問袋に入れられた入会勧誘書を介して、矯風会に新たに多数の軍人が「特別

会員」として入会したのであるが位、そもそもそのように軍人たちが矯風会の内部にさえ

入り込み得たのは、婦人矯風会という団体の性質が軍隊と親和性を持つもので、あったから

とも考えられる。たとえば日露戦争開戦前から、婦人矯風会のあり方について、その機関

誌には「矯風会は一種の軍隊なれば其兵士の訓練も亦忽にす可らず、唯々名義を名簿に存

するのみならず実際其働きをなすに耐ふる丈けの訓練を要するなり刊と論じられていた

のであった。したがって、特にこの日清・日露戦争期については、婦人矯風会を一枚岩的

な「女性団体」としてではなく、団体内部に入り込んでいる男たちと、少なくとも表向き
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はリーダーとして活動している女たち、および一般の女性会員との関係に着目し、その団

体内における女たちの位置づけについて考察する必要がある。

日露戦争期の矯風会における戦争への関与は、結果として、慰問袋運動を中心に行われ

た。これより以前、日清戦争期には、矯風会による軍隊および軍人への直接的働きかけと

しては従軍看護婦の養成と軍人遺族の慰問に限られ(第二章第四節)、矯風会の軍人遺族の

慰問に対する反響は少なく、届いた礼状はわずか数十通で、あったへ矯風会の活動が広が

りにくかった背景には、キリスト教そのものに対する人々の嫌悪感があったと考えられる。

しかし日露戦争期にとられた慰問袋運動という方法に対しては「時節柄非常の同情を博し

平生宗教上の嫌悪より吾等の企ては何事に依らず忌避する人々も今回は宗教的感情を離な

れて賛同したる刊という状況であったため、矯風会は、キリスト教に縁遠い人々にも心

理的抵抗の少ない慰問袋運動に活動を集中させることになった。

第二節婦人矯風会の愛国婦人会への対抗意識

日露戦争の開始以前、北清事変をきっかけとして、 1901 年に愛国婦人会が設立されたて

内務省および陸軍省から公然と支援を得ているこの新興の女性団体の動きに矯風会は注目

し、その動向について『婦人新報』に頻繁にレポートしている。 1902 年 4 月の時点で、創

立から 16 年が経過した矯風会の会員数は全国で約 2，500 名47 、それに対し、発足 1 年後の

愛国婦人会は、 1902 年 3 月末には会員数約 14 ，000 名を獲得していた。日露戦争が始まる

と愛国婦人会の会員はさらに飛躍的に増え、 1904 年 4 月末には 132 ，440 名となった叱

そもそも愛国婦人会と矯風会はその発会の目的が異なり、愛国婦人会は「世の博愛慈善

に富み給へる婦人方の力を裁せて、戦死者と準戦死者との遺族、及び重き傷を負ひて廃人

となれる兵士を救護するを目的とせる 49 J 戦争後援団体であった。「婦人は兵役に就かざる

身なれば50 J、代わりに軍人遺族と「廃兵J を「救護」すべきだと論じられた。また女性た

ちは母として「各々自ら其身体を健全にして、其が分身たる子女の体格を完全ならし」め、

主婦として「家を整へて国の富を発達せしむる」べきだと『愛国婦人J は主張しているへ

矯風会は、発会の経緯も活動目的も異なるこの愛国婦人会の動向を常に意識し、それとの

対抗関係において自己を規定し、時に差異化をはかることで自らの存在意義を主張しよう

としていたように思われる。

愛国婦人会の発会当時、矯風会は、次のように愛国婦人会の活動目的に対する賛同の意

を表明した。

愛国婦人会といふは、戦死及び準戦死者の遺族を救護するの目的をもて、奥村五百子

女史の主唱設立せられたるものなり。女史と我等とは、元来宗教上その他の点に見解

を異にするものもなきにあらねど、国難に殉じて、日本の名誉を中外に輝かせたる同

胞の遺族が、見るに堪えざる惨況にあるを救はんとの志に争で不同意の是あるべき。

干支を執りて、自ら戦場に臨むを得ざる我等女性に取りては、寧ろ愛国当然の義務と

して、満腔の賛同を表せざるべからず叱
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愛国婦人会もまたその活動の初期には、機関誌『愛国婦人』の社説において、妾をもっ

選挙候補者に対して婦人矯風会員が「今日限り蓄妾の醜行を断念さるれば兎も角も若しも

然らざるに於ては婦人の名誉に掛けても大に反対せざるを得ず御決心知何」と迫り妾をも

つことを断念させたという時事新報の記事を紹介し「余輩は此記事を読み、いよいよ婦人

方の力を以て、社会の制裁を、充分に効力のあるように、拡充せられむことを祈る」と述

べて53 、矯風会に対する友好的な姿勢を示していた。

しかし、愛国婦人会が矯風会とはくらべものにならない規模に拡大していくなかで、両

団体がめざす方向性も異なるものとなった。愛国婦人会の会員数増大の陰には、この会を

主唱した奥村五百子の精力的な遊説活動があったことが知られているが、それを意識して

か『婦人新報』には、矯風会の会員を増やすために「巡回遊説員派遣J を行うという案が

掲載されているへ他方で、愛国婦人会と同様の拡大路線を歩むのではなく矯風会の独自

性を際だたせることに意義を見出す立場からは、矯風会への加入は「精神と覚悟」が必要

な狭き円であるとして、次のような少数精鋭主義が論じられた。

貧民に於ては子女の教育などには頓着無く、子女の行末に就て考慮するの逗を有せず

〔中略〕此等の者は終に醜業婦仲間に流れ込む者多し。故に此根本に注目して貧民の

聞に働くことは今日の急務なるが、此時に当りて徒らに会員の多からんよりは、寧ろ

少数会員の深き熱き精神の多からんことを要するなり。要は矯風会の精神に乏しき会

員の多からんよりは、異に其精神を奉ずる少数の会員のあらんことを希望す。我等は

此種の会員の増加を祈るなり 55 。

こうして「会員の数寡ければとて決して失望落胆す可きにあらず町と論じながらも、

矯風会は、会の拡張を諦めたわけで、はなかった。それまでは矯風会内部で禁酒運動の陰に

隠れていた観のある廃娼の問題についても「時事相応の時事問題」として「其機会に乗じ

て運動せば、自ら矯風会の盛大を来し自ら勢力を得るに至るべし57 J ととらえられるよう

になったのである。官製団体である愛国婦人会とは規模の上では対抗できない矯風会は、

その独自の存在意義を主張するため、愛国婦人会との差異を論じる際には廃娼論を前面に

押し出した。

矯風会は 1904 年 7月 25 日号の『婦人新報』で、愛国婦人会を次のように批判している。

いわく、愛国婦人会京都支部では祇園・島原の芸者 50 余名に入会を許可した。そしてその

入会した芸妓たちが愛国婦人会会員の肩書によって軍人送迎に出かけたところ、愛国婦人

会の「純良なる会員」はそれを「一大恥辱」と受けとめ会の方針を批判している。矯風会

としては「所謂紳士紳商にして公会の席上醜業婦を近けて恥ざる今日柄先づ婦人団体より

此阻習を破り、彼等醜業婦をして自ら其業の賎しきを自覚せしむると同時に、社会をして

彼等を近くることの如何に恥づ可きを覚らしめんことを希望致侯町。これに続いて同年 8

月 l 日号の『婦女新聞』も、愛国婦人会が芸妓の入会を認めていることについて「其会の

神聖を保つ所以にあらざるなり」と批判的に評している590
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このような廃娼派の愛国婦人会批判に対し、奥村五百子は「自分等が最初発起する際は

荷も日本の婦人たる以上は貴賎となく貧富となく入会せしむるの精神で其間には竃も区別

を置かぬのであるJ r今日は楊多の息子でさへ其器であれば如何なる高位高官にも就くこと

が出来るじゃないか市も今日の如き時局に際し芸妓がどうの斯うのと云ふ様な眼光で、はマ

ア仕方ないね」と反論した60 0 r愛国」の前には「貴賎」も「貧富」もなく、「国民」とし

て平準化されるというのが奥村の考えであったへ

この奥村の反批判に対し、『婦女新聞』が愛国婦人会を再び批判した。 r(奥村)女史の眼

中、た Y 軍隊のみありて道義も品性もなきが知し6ZJ 。また『婦女新聞』は「いかにも今日

上流にある婦人中にも、前身いかゾはしき人なきにあらねど、其は今更答め立てして排斥

するに及ばず。否排斥するは寧ろ事理を弁ぜざるものといふべし。何となれば、今日と維

新前後とに於ては、婦徳の標準に大なる差違あればなり。凡そ道徳上の善悪は、時代によ

りて標準を異にするものなり 63 J と論じた。つまりここで争われているのは、社会におけ

る女のありかたの「標準J、すなわち「婦人」のイメージ戦略なのである。この愛国婦人会

批判の列には、毎日新聞も加わった。

このような廃娼派の愛国婦人会批判に対抗して、愛国婦人会の相談役で、あった谷干城が、

1904 年 9月 20 日の『愛国婦人』において、持論を展開した。

日本の社会に芸娼妓なるものか存在するのを以て国光一点の汚辱となし、世に所謂る

廃娼論なるものが起って居るが、一国行政の目より見れば、寧ろ其存在が必要であっ

て、彼等の為に日本の社会の風儀が維持されて居ると云ふてもよい程である。欧州で

は、独逸のベルリンでも仏国の巴里でも、其大部分の婦人は不潔なる婦人である。若

し芸娼妓を廃止したならば、其弊は欧州|のそれと異なる事なきに至るであらう〔中略〕

芸娼妓の存在を許して置くのは、一国の行政上、適当な処置であるが、市し社会がこ

れを歓迎すべきものでないのみならず、婦人社会に於いても、之を排斥し、彼等をし

て潔白なる婦人と同席せしめぬ位の見識は婦人にもなくてはならぬ〔中略〕歓迎して

まで会員には入れぬやうするがよかろふ臼〔引用文中の句読点は筆者〕

この谷の主張は、芸娼妓を差別しつつも衛生行政上必要な存在とみなす存娼論の典型的

パターンを踏襲したものである。このような廃娼派と存娼派の論争において、芸娼妓に会

のメンバーシップを与えるか否かという問題は、社会の中に芸娼妓たちの居場所を保持す

べきか否かという問いと同義であった。しかし両派の主張は、メンバーシップをめぐる議

論においては対極にあったが、芸娼妓を「不潔分子J とみなして排除し「健全なる社会」

をめざすという点において共通していた。矯風会の谷に対する反論は、次のようなもので

あった。

敢て問ふ、婦人の生命たる節操を操踊し、人身売買の如き蛮的行為公行せられ堕落せ

る似非紳士横行し、婦人の品位は泥靴の下に踏附けられでも尚一国行政の美果を収め

得べしとなすか。吾人は信ず濁流を都会の中央に横溢せしめつ〉市街の美観を見る能
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はざるが如く、此等の不潔分子を排除し去らずして健全なる社会の存立を見るを得ず筋

婦人矯風会に対しては、かねてから軍人自身によって「軍隊の利益」のための「醜業婦

退治と軍人倶楽部設置町、性的「慰安J に代わる「婦人の慰籍J を求める声67 が寄せられ

ており、慰問袋運動の社会的成功もあって、一時は後景に押しやられた廃娼論が、日露戦

争期から再び、頻繁に見られるようになってくる。こうした自身の変容について『婦人新

報』は、次のように表現している。

由来我等は世と相容れざるを託ち、徒らに自ら社会の一隅に割拠して社会の外より社

会を改良せんとするの観ありき、然るに端なくも慰問袋は我等を社会に駆り出して斯

くの知く多数の人に紹介し、最早隠れんとして、隠る〉能はざる地位に立たしめたり、

故に此際此機に乗じ思ひ切って社会に切って出て、思ふ存分に活動を試むべし閃〔傍点

引用者〕。

しかし矯風会にとって重要な意味を持つこの慰問袋運動は、やがて愛国婦人会の系列団

体である日本橋婦人会等によって模倣される。しかも矯風会の慰問袋送付が 1，000 個程度

の単位で、あったのに対し、 1904 年 10 月頃までに日本橋婦人会が軍隊に寄贈した数は 100 ，00 。
個という規模であった69 。愛国婦人会側にこうした動きが見られるちょうどその同時期、

矯風会は、それまで主として矯風会関係者に呼びかけていた慰問袋の寄贈を、町へ出て一

般市民に呼びかける方針へと転換している。矯風会衛生課課長である大関和子をリーダー

として、看護婦人矯風会の会員たちが「衛生隊」として「裏通りを戸毎に叩て」、あるいは

商庖や役所をめぐり、慰問袋を募集してまわるのである 700 そうした努力の結果、矯風会

には、東京市中の各女学校、大森婦人会、諸教会の婦人会、看護婦会、その他、多くの個

人から慰問袋が寄贈され71 、中にはハンセン病治療のための病院から送られたハンセン病

患者からの慰問袋寄贈もあり 72 、それらを合わせた慰問袋の数は 30 ，000 個程度にまで増え

たとされている 730 それでも結局、愛国婦人会系列の慰問袋運動の量的規模には遠く及ば

なかったのであるが、矯風会は「我等の慰問袋は'凪兵の外に重要なる目的を有すること」

を強調し、慰問袋の中身を一つ一つ点検しへその内容に特色を持たせるよう腐心したの

で、あった。

たとえば慰問袋に必ず入れるべきだとされたのは、「封鎖葉書並に聖書若くば宗教上に関

する小冊子」である 750 その小冊子の内訳として、年月の記録としては「風俗課用リーフ

レット四万三千三百部/誓約書一万六十枚/禁酒小冊子四万八千五百部/四福音書四万部

/基督教小冊子四万部/四ページ刷讃美歌一万三千二百枚」とある 76 。禁酒だけでなく、

風俗課、すなわち廃娼運動を担っていた分課のリーフレットが含まれている点に着目すべ

きであろう。そして、矯風会が慰問袋から排除しようとつとめたものは、主として煙草77

や美人絵はがき穏であった。矢島楕子は後に慰問袋に言及して「婦人の贈り物としては、

煙草を入れたり、快くない印刷物、狼りがはしい女の絵葉書等を入れる事は、くれぐれも

戒めたいものであります」と述べている 790
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こうして矯風会の慰問袋運動は、愛国婦人会との対抗関係において自らの主義を先鋭化

させ、かつ矯風会の社会的活動範囲を広めて、もっぱら禁酒運動に傾いていた矯風会にお

いて、再び廃娼運動を活発化させる結果をもたらしたのである。

第三節 「軍人」化する女たち

矯風会の慰問袋運動が禁酒運動や廃娼運動の「手段」であったことを考えれば、この運

動は、結果的に見れば失敗であった。日露戦争期には、煙草が慰問品として戦地に送られ

た。また慰問袋に美人絵葉書を入れることが流行し、裸体写真が流通し、なかには政府に

よって兵士たちに配布された半官製の慰問用裸体写真もあったのではないかと推測されて

いる竺しかしそれでも当時の矯風会は、慰問袋運動によって自らが「勝手Ij J したと信じ

て疑わなかったのである。

矯風会が慰問袋運動の結果を「成功」だったと判断したその理由は、矯風会の慰問袋に

対する軍人たちの熱烈なまでの歓迎が、彼らからの礼状によって確かめられたからで、あっ

た。矯風会は、それら軍人からの礼状を『婦人新報』に掲載し、また矯風会と関係の深い

看護婦人矯風会は日露戦争時の従軍看護婦の働きを『婦人新報』誌上で報じたため、日露

戦争前後の『婦人新報』は日露戦争関連の記事で溢れ、血塗られた戦場を記述する表現で

充ち満ちている。そこで表現されたのは抽象的な概念としての戦争ではなく、リアノレな兵

士の惨状で、あった。

頭骨破滅せられ頭脳挫滅し砕肉状を呈せるもの彼は人事全く不肖に陥り現在其身の救

護せられて病室の一隅にあるのを知らぬので只酔ふたる如き昏迷の中に〔中略〕晴々

語絶えず彼日く「オイ安藤サン(戦友?)弾丸が無い早く早く」と叫び〔中略〕朗々

として歌ふて日く「私の隣の兵隊さんの埠は弾丸がドンと来りや若後家じゃ」と沈痛

なる音声を以て節面白く歌い出した鳴呼何等の悲惨ぞ酸鼻の極ぞ歌ふもの無心なりと

錐も聞くもの誰か断腸の思ひなからんや〔中略〕遂に彼は永き眠りに入ったので、ある。

彼の妻は遂に若後家となったで、あろう 81 。

首山室役に於ては蝿軍群集し創囲に卵子を生み付けて夫れが短時間に姐轟と化し為め

に創口の肉芽をして不潔悪臭ある化膿創とならしめしも沙河役に於ては之に反し創口

の経過は佳良であった包。

親類縁者の誰一人付き添ふ者もなく、此世の別れも今しばしと見ゆるも憐れなり。或

は精神病にて床上に布団一枚にて恰も牢獄の如き囲ひの中に横臥せる不偶さ、千種万

態一々枚挙の暇なしg

高巌も崩れんばかりの大音響と共に全林中は砲煙の裡に葬られ天柱折れ地維将に砕く

るかと疑はれ白砂の地上は瞬時にして戦友が流したる鮮血もて唐紅の背と成り実に筆
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舌に難き悲惨極まる混沌たる一大修羅場と化し了りたるが時に松沢劇肌手も不幸にし

て敵弾命中しーは左大腿を貫通しーは右肺上部を貫通したり〔中略〕地下より諸君の

成功を祈ります、て……天皇陛下、ば……高ざーいと血を吐きつつ絶叫すると共に君

の芳魂は天に帰りて〔後略〕包

兵士からの慰問袋に対する礼状は、このような死と隣r合わせの戦場において慰問袋が

兵士たちに歓迎される様子を、次のように伝えている。

大隊より明日は(四月九日)各兵に慰問袋一個宛分配すべく達せられ候、さても各兵

の喜びは如何斗り此夜は各々種々の想像に忙殺せられて様々寝ねもせず夜を明かすに

至り候釘

丁度大激戦もーと先づ勝って休んで居る所でしたから何れも大喜び「ソラ慰問袋を分

配するぞ、みんな集まったJ r僕の知って居る人はありませんかねJ rあるともあると

も皆んな君の知て居る人だ、故郷の優しい人ばかりだ」と大混雑、そこで名々戴いて

バラックへ帰ってサ一大騒ぎ、大賑ひ、忙かしいの何のって此日位嬉しくって忙がし

い日はなかったのです、袋の口を開くに大事そうに大事そうに一つづ〉取り出して喜

ぶのです、僕もドレ一一実は僕は何だか惜しくって暫く袋を開けないで、置いたのです

一一聖書が出たぞ、今度はシャボン、オー好い香ひだこと、十ヶ月余りもシャボンの

香ひを嘆がなかったのですもの、今度は手拭だぞ、オヤ糸が、針が、釦も出るぞ、戦

争中破れた戒衣の大修理が出来るワイと丁度クリスマスの時の小供の様でした。然し

僕は独り涙を下したのです、此様に出征の人々を思って下さる優しい方は何処の御方

でせうと、戦友のには皆御名前が書いてあるから、若しや僕のもと思って種々調べて

見ましたが〔中略〕どうしても御名前は分らない、然し僕がどれ程嬉しかったかを御

知らせ申して御礼を申すは僕の義務と考へまして矯風会の矢島様に御伝達を願います

云々。未知なる優しき御方へ筋

慰問袋に対する兵士たちの喜びの表現の中には、矯風会のねらいどおり、聖書への親し

みの感情を記しているものもある。しかし上に引用した礼状からも読み取れるように、彼

らの関心は、宗教的な事柄よりもむしろ女たちの「優しさ」にあった。そして彼らは、女

たちの中でも特に「幼女将た妙齢の処女J の手による慰問袋を歓迎したへ送られた慰問

袋を若い女性によるものと誤解した兵士が送り手の「老夫人」に求婚したという事件も、

当時の新聞では報じられているお。戦場の兵士たちは、日々死と向き合い、絶対的に日用

品が不足している状況のもと、その精神的、物質的飢えを満たしてくれるのが(r優しい J

女たち〉であるという点を最も重視し、それを礼状の中でも強調していた。

全く女性の春のやうな温い優しい情に接しては、いかな荒武者も破顔一笑して其気を

迎へずには居られぬ。殊に無味単調な荒原に単調の生活を続けて居る時、筆の蹟も床
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しう慰問、何の何子、凱旋を祈るなど〉書かれては(中略)其購らず飾らず、瀬戸釦

を十個糸針を少しばかりなどは、細かい所に気のつく所謂農の女性美ではあるまいか竺

そしてこのような「女性美」のイメージは「美しきものは美人はがきと補充兵の帽子町

と表現されたように、矯風会が批判する「美人」すなわち芸妓のイメージとも重なってい

た。戦場の無明を慰めるものとして、また死をもって，恩に報いるに値する相手として91 < r優
しい」女たち〉のイメージが求められ、慰問袋にその女性イメージが投影されていたので

ある。

しかし皮肉なことに、慰問袋に対する兵士たちの礼状は女たちの日常に戦場の空気を持

ち込み、慰問袋を送付した当の女たちは、この慰問袋運動の「成功」によって「女性美」

とは相反する戦闘者としての自己イメージを強化するに至った。兵士たちが慰問袋に投影

する「女j のイメージと、その慰問袋を送付した女たちの自己イメージは、当の慰問袋を

介して、すれ違ってゆくのである。日露戦争後、女たちの慰問袋運動は高く評価され、そ

の「勇気」と軍隊への影響力の大きさが、次のように称えられた竺

婦人の意志と婦人の行為の清潔なるとし¥ふことは、社会の認めらるる所の知識を励ま

す根底となって反対論を挫く強い大軍と思ひますが、この婦人矯風会は今申した一点

をお考えになりましたから、総て悪と戦い善を責めることを以て、真面目として居る

に違いない、矯風会が〔中略〕此の如く勢力を強からしめることは、ーの好き援兵で

あらうと思いますから〔後略〕侶

ここで、女たちのあり方が「大軍J r援兵」にたとえられている点は重要である。そして

矯風会機関誌では、「婦人の勢力」が、次のように称えられた。

途々の歓迎を受けた兵士は異口同音に云って居る『今度の戦争は我々軍人がしたので

はない国民がやったのだ』と、実に我軍の勝利は全国皆兵の精神に基くと思はれます舛

由来我国の婦人は余りに婦人の勢力を認めざるの傾きあるが、実際三千の婦人而も一

定の固き主義の上に立つ婦人が、全国各地で叫ぶとせば、その勢力は驚くべきもので

ありますお

このような女たちへの賛辞は、女たち自身の論調をも勇ましく自信に満ちたものに変え

ることになった。日露戦争時の活動を通じて社会に対する自らの影響力を確信した女性た

ちは、廃娼運動においても、廃娼「戦争j のサポート役としてではなく、自分たちこそそ

の戦闘を戦い抜く「軍人」であると認識するようになったのである。

社会的戦争に勝ちて名誉の戦死者として我等の敬慕して巳まざる幾多の婦人の言動を

見るに、彼らはまた敬度の念深く、霊的修養をつとめし人々にあらずや%
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人類の敵、社会の罪悪と閤ふには、先づ第一に、敵に隙を窺はれる様なる落度のある

準備では、到底月桂冠を得られません。私共は先づ、時々刻々、我が心の中のあるあ

らゆる罪悪と戦ひ、之に勝ちて、市してのち外部の敵にあたらねばなりません。〔中略〕

真理を武器として行きますならば、健全なる武夫〔もののふ〕となって社会の大敵に

打ち勝つ事が出来ると思ひます切〔句読点は引用者〕

これらの表現には、女たちの戦闘者としての自己イメージがあらわれている。そしてこ

の「武夫」としての女性たちにむかつて「敵を能く研究して然る後に戦ふよき軍人の如く

矯風会の諸姉は社会の敵をよく研究して後賢く働かるるならば勝ちを得るや必せり句、「私

共は犬死をいたしてはなりません私共の討死は尤も有益なるものでなければなりません

町、「無形の戦国時代たる今日の社会に小は家の事大は国の為めに蓋しますならば必ず私

共の目指す敵に打ち勝つ事が出来ると思ひますl∞J といった奮起を促す言葉がなげかけら

れた。

このような女たちの戦闘者としての自己イメージは、この後、 1910 年代に入っても受け

継がれ、「道徳上の常備軍とは即ち、婦人矯風会の知き団体です101 J、「先づ第一に現今の国

状を知悉して、戦闘の準備を調ふる必要がありませう。戦闘は実に将来に有りです。新年

は我等の奮起を待って居ります1ω 」といった勇ましいかけ声が女性たち自身によって発せ

られることになったのである。

第四節 目露戦争後の「軍隊衛生』と廃娼運動の再燃

日露開戦にともない、矯風会が最もその「風俗」について警戒したのは、前述のように

軍都・広島であり、軍港で、あった。その各地の様子について『婦人新報』は次のように伝

えている。

警視庁の健康診断励行 同庁にては佐世保、門司、呉、広島其他軍港付近に散在する

酌婦は勿論客に接する者に対して大いに健康診断を為すべきことを各府庁に通達し、

同時に近来市内に於ける軍隊並に宿舎付近の軍人を相手にする商庖の婦人等に就きて

も厳重の内偵を遂げ知何はしき挙動ある者は容赦なく之れが健康診断をなす事に決し

たりとの噂、情なき次第に御座候m

また、矯風会は日露戦争中に佐世保海軍病院、小倉予備病院、広島予備病院、松山病院

臨時救護所を訪ねて、その「所感」として、|軍人中三等症即ち不潔病の多き事実により益々

救の道の大切なるを感ず1ω 」と述べ、性病が広まりつつある広島の軍人に対する「伝道」

が必要、と書いているぺ軍港や軍都、とりわけ広島に矯風会が着目したのは、実際に広

島が最も兵士たちによる買春が盛んに行われた場所だからである叱
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他方、軍隊においては軍都・軍港での兵士たちの買春行為がどのようにとらえられてい

たか。日露戦争期に陸軍第二軍軍医部長で、あった森林太郎は、小池正直・野戦衛生長官、

および奥保輩・第二軍司令官にあてた報告書の中で、広島県令第 24 号、すなわち当地にお

ける「待客営業者傭女ノ身体検査」を定めた県令に言及し、「該身体検査ハ地方宮ノ熱心督

励セノレニ拘ラズ県令第二十四号ノ特殊ナル性質上深ク依頼スベキモノニ非ザルハ明白ナリ
l07 j と述べ、「各人ニ於テハ主トシテ各人ノ自衛心ニ恕へ花柳病予防ノ功ヲ収ムルコトヲ期

セザノレベカラズ又軍医ハ頻回下士以下ノ身体検査ヲ施行スノレヲ要ス lOOj r軍隊ニ於テハ衛生

講話、身体検査ヲ励行シ其他相当ノ取締ヲ為シ既往ノ実績ニ鑑ミ特ニ花柳病ノ予防ニ努メ

意見ヲ司令官ニ具申シ舎営区域内ノ遊廓ニ出入スノレコトヲ黙許セリ lω 」と報告している。

ただし「花柳病患者中当地ニ於テ感染シタルモノハ極メテ少数ニシテ慢性ノモノ或ハ再発

ノモノ其大部分ヲ占ム 110j とも論じている。つまり森は、広島県令第 24 号によって当該土

地の娼婦たちの身体検査が行われているが、その検査はあまり信用できないため、兵士た

ちの性病予防のために軍が独自に兵士たちに対して衛生講話を行って兵士たちの「自衛心J

にうったえたり、また娼妓側だけでなく兵士たちの身体検査を行わなければならないと論

じているのである。また、「衛生」上の観点から区域内の遊廓への兵士たちの出入りは「黙

許J されたのであった。兵士たちの広島での性病感染がまだ少数だととらえていることか

ら、広島における娼婦と兵士の身体検査は、予防的措置として位置づけられていたと考え

られる。

しかし日露戦争の最中には、このように兵営近辺での買売春が軍医たちの関心を引くこ

とがあったとはいえ、銃創の手当てや急性感染症への対応の方が、より優先的な課題であ

った。『軍医学会雑誌J では、性病やトラホーム等の慢性感染症への対応は、「戦後」の課

題として持ち上がったのだ、といえる。またその際、兵士たちの性病は、広島に限らず全国

各地の軍医学会で論じられており、その論じられ方に地域的な偏りはみられない1110

この日露戦争後の「軍隊衛生」問題は、置娼運動、すなわち遊廓のない兵営所在地に新

たに遊廓の設置を求める公娼設置運動としても現れた。そしてこの動きが、従来、廃娼県

とされてきた群馬、和歌山等で見られたために、それらに対抗する動きとして廃娼運動が

再燃したのである。この時期、群馬、旭川、和歌山、大阪での廃娼運動が盛んになった 112

のは、そこでの性病問題が他の地域よりも深刻だったからというよりも、それらの地域で

は廃娼派の力が強く、運動を率いるリーダー的人物が存在したためであろう。また、廃娼

という観点からはきわめて重要な地域だったと考えられる広島で、当時、廃娼派による地

域的な運動が見られないのは、そこで強力な運動を展開しうるだけの準備をなしえなかっ

たためではないかと推測できる。

矯風会が戦後の国内の兵営近辺における買売春に対して最初に警戒を強めたのは「凱旋

歓迎」の催しの際である。島田三郎はその様子について「歓迎会に醜業婦を招く、酒を飲

む、その結果迎へるのか迎へらる〉のかわからぬと云ふ有様のも随分あるようです」と表

現している問。『婦人新報』は、兵士らを迎える歓迎会がそのように酒席における芸妓らの

接待という形式になりがちなのは「地位あり見識なる婦人」が芸妓たちを「唯だ排斥する

のみ、議論するのみ」で「自ら進んで交際場裏に立たぬから」であるとして、慰問袋運動
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の実績のもと、その運動の締めくくりとして凱旋の軍隊を進んで歓迎すべきだと読者に呼

びかけている 1140 そして、このように矯風会が凱旋歓迎会への対策を会員たちに呼びかけ

た同時期に、群馬、旭川、和歌山における兵営地への置娼運動とそれに対抗する廃娼運動

が始まった。中でも、矯風会が深く関わりを持ったのは群馬および旭川である。

群馬・高崎の歩兵第 15 連隊をめぐっては、 1905 年 12 月、高崎市会が遊廓設置の建議を

行い、 l卯 6 年 10 月 5 日、高崎市会議長・岡田謹吾が「遊廓設置ノ儀ニ付具申書」を群馬

県知事宛に提出した出。この遊廓設置を求める「具申書」は、群馬では遊廓の公許がない

ため「密売淫」が「政麗」したとして、その「密売淫」を「飯上ノ蒼蝿」にたとえ、彼女

らの「取締」のために公許遊廓の設置を求めるもので、あった。「密売淫」によって「花柳病

ノ蔓延」となり、それが「独リ普通市民ニ止マラズ、延テ兵営ノ壮丁ヲ侵シ、其影響ハ遂

ニ軍隊衛生ノ上ニ波及シ、加之毎年千数百ノ帰郷兵ガ病毒ヲ郷里ニ伝播スルガ知キ」状態

であり、このことは「当局軍人ノ深ク憂慮、セラノレ〉処」であるから、速やかにその「救済

ノ道」として遊廓を設置しなければならないという論理である 1160 このように「軍隊衛生」

を理由に、廃娼地である群馬での公娼設置が求められたので、あった。

この新たな遊廓設置への動きに、当の軍隊がどの程度関与していたのかは明らかでない。

廃娼派の一部の人々からは、兵営の為の遊廓の必要という主張は「口実」に過ぎず、公娼

設置運動が起こった真の原因は「公娼設置の暁には必ず遊廓地と指定せられたる地所の直

段騰貴すべきは明なる所なれば其地所売買の間に巨利を博せんとするの欲張り根性なり」

という見方が示されていた117 。つまり廃娼地における公娼設置の必要を首唱しているのは

軍隊ではなく土地業者であるという説である。しかし同じく廃娼派の『上毛教界月報』の

記事 (1 卯 6 年 6 月 15 日)には「兵営と遊廓此れ公娼論者が唯一の武器として建言する所

で陸軍側に亦之に唱和するものがあると云ふに至ては実に帝国陸軍の大汚辱118 J r軍隊に於

ける克己節制の教練を等閑に附し乍ら梅毒の蔓延に驚て風紀壊乱の基いなる保険付(其実

当てにならぬ怪しき保険)の売淫婦を兵営附近に置いて益々其淫欲を煽揚し之に由て僅に

梅毒を防止せんと欲するなど果して之が陸軍側の首唱とせば甚だ哀しむ可きことである

119 J という表現があることから、当時、高崎での置娼運動に陸軍が関与していると疑われ

ていたことがわかる。『上毛教界月報』はまた、もしも兵営のために遊廓が必要だと軍当局

が考えているとすれば、それは「兵士を単に殺人の器械と見て道義的人類と見なしリこと

だと論じ、また「兵営の為と称して戦勝の余威を借て所在に遊廓の新設を見るが知きあら

ば此れ戦争が愈々文明の破壊者であることを示すので戦争罪悪の永き紀念である」と痛烈

な軍閥比判を展開したのであった。

しかしこうした置娼反対の芦は、軍隊外部からだけでなく、その内部からも挙がること

になった。 1907 年 4 月、高崎市下和田町に遊廓設置の県令が発布されるという風聞が持ち

上がると印、高崎第 15 連隊の連隊長が公に公娼反対の意志を表明し、もしも公娼を置くと

しても兵営から隔絶した場所にすべきだと論じた問。この後、群馬では高崎だけでなく前

橋においても公娼設置を求める運動が起こったが、結果としては、各方面からの批判によ

って、群馬は廃娼県として保たれることになった。この時期の群馬の廃娼運動においては、

前橋婦人矯風会の女たちも積極的に活動していることが『婦人新報~ 122 号の記事から確
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かめられる。たとえば 1907 年 5 月 21 日に開催された「矯風大演説会J は 1∞o名の聴衆を

集めたが、その司会者は堀愛子という女性で、あった。

旭川の置娼運動とそれに対抗する廃娼運動も、同時期に起こっている。旭川の場合、既

存の曙遊廓が河川の合流低地にあって水害に見舞われやすかったことから、すでに 1903 年

頃、新たに水山村(後、中島)に遊廓を設置しようとする動きが見られた。日露戦争でこ

の置娼運動は一時中断されたが、戦後になって、あらためてこの問題が再燃した。当地の

第 7 師団は、兵営に近い中島に遊廓を設置する計画を強く支持した。矯風会の女たちを含

め地域住民の反対運動が起こったが、結果として、 1907 年 3 月 28 日、道庁告示第 161 号

で中島遊廓設置が公示された 122 。この公示によって中島付近では「一反歩の畑地は遊廓の

許可と同時に暴騰して千円の価格となれり 1Z3 J と報じられている。また、この旭川の中島

遊廓設置が問題化されたのは、その指定地が学校に近接しているという点にあった。「北海

道庁長官河島醇氏は〔中略〕遊廓指定地が中学校及び小学校に接近して教育上に悪影響あ

るをも顧慮せず既に定り居たる高等女学校の敷地さへ遊廓新設の為に他に変換せしめ支庁

長にも計らず突如遊廓の増設を認可し市して識者が之を非とし中央の時論が之を難するに

及び周章増設を移転と偽り遊廓が学校に接近し居らずと弁琉し天下の耳目を欺かんと試み

〔後略J 124J 。こうして遊廓設置の問題が地域の子供たちの「教育」に関わる問題だとされ

たことにより、男たちだけでなく女たちもまた廃娼運動に積極的に参加すべきだととらえ

られ始めた。しかしまだ廃娼運動の担い手のf生別に関わる価値観が転換してゆく過渡期で

あったこの時期には、次の記録に見られるように、女が廃娼運動を行うことに対して冷や

やかな視線が向けられることも多々あったようである。

旭川婦人矯風会の姉妹達が遊廓問題に就て河島長官に面会して陳情した時も〔河島長

官は一一引用者〕矢張婦人の分際として何かと云て叱ったそうである〔中略〕此間上

川の中学校長に逢ったら談旭川遊廓問題に及んだ末同校長は旭川では基督教の婦人連

が該問題に就て何か騒いで居ますよとlIY Pか冷笑の口調で云ったから此れは同情に関す

る重大事だから婦人が最も憂慮して尽力するの当然である斯る問題には知事夫人、郡

長夫人、校長夫人等は率先して尽力しなければならないのである然るに騒いで居ます

よとは何う云ふことであるかと回ってやったが今日の教育家が人を人間として尊重す

るの観念のないのは実に慨嘆す可きである〔傍点引用者J 125 0 

ここに記された旭川婦人矯風会の河島長官への陳情は最初、 1907 年 4 月 10 日、「子弟の

教育と風教維持の為」として行われたが長官側は「一顧だにも値せざりきJ という状況で

あった汽旭川婦人矯風会はさらに、同年4 月 19 日、 5 月 17 日、 5 月 18 日に坂本しか子、

杉浦信子らを札幌に派遣して長官に面会を求めたが拒否されたため、 5 月 19 日、「遊廓問

題のため」ではなく「高等女学校問題」のためとして長官に面会を求めたところ「渋々承

諾せられ」たという。その時の様子を『婦人新報』は次のように報じている。

事務員の冷眼に送られて、応接室に入る。待つ事多時。戸を排して、出で来れる大漢
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あり。大躯人を圧し、眼光鋭く、銀針口を囲み、怒声を上げ叱して日く、婦人の政治

問題に奔走するは奇怪なりと。二夫人戦々たり〔句読点、傍点一一引用者〕。

この報告は「長官をして我会に対する誤解を解かしめたる」と結論づけられ、また旭川

中学校の生徒の父兄 190 名によって文部大臣宛の陳情もなされたが問、結局、旭川遊廓問

題は、旭川中島遊廓の設置、存続という結果に終わった。しかし、結果からみれば失敗で

あったこの旭川の廃娼運動は、女たちが「子弟の教育」という回路を通じて「政治」的運

動としての廃娼運動に取り組んでゆくという新たなスタイルを打ち出したという点におい

て、画期的で、あった。矯風会の女たち自身は公娼設置問題を「政治問題とは認めず人権問

題と観るのであります」と論じ、「公娼制度は即ち社会衛生の名の下に罪なき婦人を殺すも

のであります」とあくまで「政治」より「人権」という立場を表明していたが盟、このよ

うな論じ方そのものが、一部の人々の目には、女性が「政治問題に奔走する」姿と映って

いたのである。この女たちの運動の新たなスタイルは、すでに大阪の遊廓移転問題におい

て、その萌芽が見られる。

大阪婦人矯風会は 1904 年の時点で、日本婦人矯風会の支部のうち会員数は東京支部より

多く、全国最大であり 129 、日露戦争以前から遊廓問題に取り組んでいた印。大阪婦人矯風

会が遊廓を市内の中央から移転させるべく提出した「請願書」には、下子弟を教育する学校」

の近辺に遊廓が設置されることが「前途悠遠なる少年青年の心術を茶毒し腐敗せしむる」

として「教育」問題を前面に打ち出していた由。そもそも「家庭教育」の領域こそが本来

の居場所だとされてきた女たちにとって、「子弟の教育」を楯に運動を進めることが、最も

周囲の人々の理解が得やすく、また当人たちにとって最も取り組みやすい方法だ、ったため

であろう。

この後、大阪婦人矯風会は、 1909 年の「北の大火J をきっかけとした曾根崎遊廓移転運

動、 1912 年の「南の大火」をきっかけとした難波新地遊廓全廃運動、 1916 年以降の飛田遊

廓設置反対運動等に取り組んでゆくが回、この大阪の廃娼運動に特徴的なことは、林歌子

という女性リーダーが運動を牽引していたという点である。飛田遊廓設置反対運動におい

ては、次章で詳述する久布白落実も次世代のリーダーとして現れるのであるが、それまで

もっぱら男性が中心となって活動してきた廃娼運動において、新たな女性リーダーが現れ

たということは、廃娼運動史における一つの「事件」で、あった。伊藤秀吉の『日本廃娼運

動史』は「若し日本に於けるジョセフィン・パトラーを求むるならば、何人も容易に矢島

揖子、林歌子、久布白落実の三女史を挙げて、而もその一人を得るに苦しむるであらう」

と述べ、曾根崎遊廓移転運動における林歌子を「此の運動に於ける婦人側の中心j と評し

たのであるが、このように林歌子に高い評価が与えられたのは、彼女の登場が、それまで

廃娼運動において補佐役でしかなかった女たちが「婦人側J の勢力を形成したという「事

件」を象徴しているためであろう。

1911 年、吉原遊廓の全焼をきっかけとして廃娼を目的とする廓清会が結成されると、矯

風会の会長である矢島揖子もその副会頭となるが、次章に述べるように、廓清会は実質的

には男性中心の団体となり、矯風会が廃娼運動を行う女性団体となったことによって、こ
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れら二団体によって廃娼運動がf甥リ編成されることになる。

r日本婦人矯風会年会広告J W婦人新報』第3 号、 1895 年 4 月 28 日。

2 W婦人新報』第2 号、 1897 年 6 月 20 日。

3 山室軍平『山室機恵子』救世軍日本本営、 1906 年、 17 頁。

4 下回歌子「松本荻江女史J W婦人菊?報』第 30 号、 1899 年 10 月 25 日。

5 前掲山室『山室機恵子~ 31 頁。

6 前掲下回「松本荻江女史」。万国婦人平和会は、軍備制限を最大の目的とする「万国平和会議」を

賛助する女性団体で、ドイツからの誘いにより日本の矯風会も参加するようになったと『婦人新報』

には記されている (r 万国婦人平和会J W婦人新報』第 26 号、 1899 年 6 月 20 日、「平和会議J W婦人

新報』第27 号、 1899 年 7 月 25 日)。

7 清水富貴子「軍人課に就てJ W婦人新報』第 82 号、 1904 年 2 月 25 日。

8 r相州婦人矯風会年会報告J W婦人新報』第28 号、 1899 年 8 月 25 日。

9 同前。

10 たとえば、 1902 年 4 月 25 日の『婦人新報』の記事には、「矯風会の事業の内で一番重大なものと

見るのは、禁酒禁煙の事業でございます」と書かれである(潮田千勢子「婦人矯風会事業の現状 J W婦
人新報』第 60 号、 19 但年4 月 25 日)。また同記事には、矯風会発会直後の状況をふりかえって「其

初め矯風会は大に誤解せられまして、何だか余程お転婆の様に思はれ、或人の如きは矯風会は狂風

会であらふなどと云はれた位でございました」との記述がある。このように「お転婆」ぶりを非難

されていた時期、その批判の矛先は主として矯風会の女たちが女でありながら政治的事柄に口をは

さみ、廃娼という性的事柄について議論しているという点にむけられており、そうした批判を背景

として、矯風会の女性たちは廃娼運動よりも禁酒運動に活動の重心を移していったので、ある。この

魅樟に関しては第二章に詳述した。

11 山田弥彦「矯風会の分課に就てJ W婦人新報J第 81 号、 1904 年 1月 25 日。

12 r戦争と矯風会J W婦人新報』第 82 号、 1卯 4年 2 月 25 日。

β広島は第5 師団司令部所在地であり軍事輸送拠点であったため、陸軍出征兵士の大部分がそこに集

結した。広島における娼妓数は、 1903 年に併4 人で、あったのが翌年には 1801 人に、芸妓数もまた 169

人から 381 人に増えたとされ、貸座敷客数は 1903 年に 106 ，814 人だ、ったのが翌年には401 ，979 人に

増えた。これほどの急激な客数の増加により、娼妓不足が生じ、一日に 20 数名の客をとる娼妓もい

て、倒れる娼妓もいたとし、う(荒川章二「地域史としての日露戦争」、小森腸ー・成田龍一編『日露

戦争スタディ」ズ』紀伊国屋書底、 2ω4 年)。広島県における公娼制度と廃娼運動について分析した

先行研究として、今中保子「一九二0 年代一一九三0 年代の廃娼運動とその歴史的意義一一広島県

を中心にして一一J (W 日本女性史論集9 性と身体』吉川弘文館、 1998 年、所収)を参照した。

14. 伊藤のぶ「我等の終局の目的J W婦人新報』第回号、 1卯 4年 3 月 25 日。

IS 幸徳秋水は日露戦争に際し、日清戦争時に従軍看護婦として負傷兵を世話したいと希望したり「男

なれば妾は真先に出陣しますのにj と嘆いたりしていた女性について言及し、次のように批判的に

論じた。「成程勇ましい考である。若し戦争なるものが世の中の婦人に利益を与えるものであるなれ

ば、それはもうあらゆる手段を講じて戦争を奨励する必要があろう。併し乍ら不幸にして其戦争が

婦人に害悪を持来すならば、一瞬の遅速を争うてもこれを遠く人生の外に放逐してしまはねばなら

ぬ〔中略〕先づ昔時からの歴史に就て見よ。戦争は婦人に些の利益をも寄与しては居らぬ〔中略〕

若し昔時に於て戦争と云ふものがなかったならば、婦人の地位は斯程迄に低くなって居らぬ筈。即

ち知る、戦争は婦人に一つの幸福をも運ばなかったJ。彼は続けて論じる。戦争は「殺風景な女子」

としての「女豪傑」は出したかもしれないが、乱世にあっては「優美なる紫式部」のような「才媛」

の出た例はない。今日の日本婦人の「戦争に対する気丈な覚悟は成程勇しからう Jo r妻は良人が出

征の首途にまづ注文して日く、『沢山敵の首を取って来て下さいよ』と。果然戦争てふ殺伐の空気は、

終に世の女性迄も同化し去ったのである。併し、この殺伐の気を社会で、は持嘱すJo r戦争なき世に

は男子の腕力ばかりが左程に必要とも思はれまい。婦人の天賦の性情は、此時に至って初めて尊重
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せられ、 f割印せられ、そこに嫡漫たる花は開くであらう」と(幸徳秋水「婦人と戦争 J W軍国之婦人』

〔復刻版、原著は 1904 年〕大空社、 1992 年)。現時点においてこの幸徳の女性論を読めば、「優美」

さを女性の「天賦の性情J としている点など、あまりに単純な本質主義であるようにも思われる。

しかし「男子の腕力J を優劣の判断基準とする「殺伐の空気」に、女性たちもまた「同化J される

という点は、当を得た指摘といえよう。

16 城一男『マザー・オブ・マザーズ社会事業家・城ノブの生涯』文芸社、 2∞3 年。

17 本田貞子「軍国の婦人J W婦人新報』第 82 号、 1904 年 2 月 25 日。

18 町田忍『戦時広告図鑑慰問袋の中身はナニ?~ WAVE 出版、 1997 年、参照。日露戦争時の慰問

袋と日中戦争時の慰問袋の相違については、山川菊栄が日中戦争開始直後に発表した「慰問袋の思

ひ出」と題するエッセイの中で論じている。日露戦争時と比べて「今のは倍の大きさ」であり、そ

の中身は「大抵デパートの既製品をつめ込むJ ようなものだが、日露戦争時、府立第二高等女学校

の三年生だった山川は、当時まだミシンも普及していなかったため手縫いで兵隊のシャツをっくり、

学校でつくったはがきに絵を描いて、慰問状とともに慰問袋に入れて送ったのだ、という。彼女は、

その慰問袋に対する戦地からの礼状の中に、敵弾の欠片でつくった文鎮や、満掛!の野菊の押し花や、

ロシア兵の肩章が入っていたこと等を書き記している(山川菊栄「慰問袋の思ひ出 J W読売新聞~ 1937 

年7 月 24 日。)

19 ガントレツト夫人「軍人課の働きJ W婦人新報』第 84 号、 1卯 4年 4 月 25 日。

20 r慰め袋J 口語人新報』第お号、 1904 年 3 月 25 日。

21 前掲清水「軍人課に就て」。

22 同前。

23 r慰問袋とその礼状」円高人新報』第 84 号、 1904 年 4 月 25 日。

24 r慰問袋葉報J W婦人新報』第 89 号、 1卯 4年 9 月 25 日。

25 r婦人矯風会記事本部委員会J W婦人新報』第ぉ号、 1904 年 3 月 25 日。

26 r本部委員会」口語人新報』第お号、 1卯 4 年 3 月 25 日。

Zフ 「軍人課報告J W婦人新報』第 87 号、 1904 年 7 月 25 日。

28 大関和子「東京に於ける慰問袋募集(前号の続 )J W婦人新報』第 90 号、 1904 年 10 月 25 日。

29 佐藤機恵子の兄・佐藤皐蔵については、次のような記録がある。「明治四年生まれ。海軍兵学校か

ら海軍大学に進んだが、入学試験の成績は抜群で首位で、あった。イギリス大使館付武官、『浅間』、『扶

桑』の艦長を歴任し、第一次世界大戦には、少将であり、地中海派遣艦隊司令官として出征し、マ

ノレタ島を根拠地として連合国自蹴告の護衛に功があった。作戦会議の席上『日本は最も困難な任務を

引き受けましょう』と申し出て、連合諸国の感謝を集めた。イギリスの一代男爵とオックスフォー

ド大学の名誉法学博士の称号をうけたと聞いている〔中略〕中将で軍縮時代に退役し、昭和二十三

年に七十八歳で亡くなったJ (山室武甫『山室軍平にふさわしき妻機恵子』玉川大学出版部、 1967
年)。

30 r相州婦人矯風会J W婦人新報』第ぉ号、 1卯 4年 3 月 25 日。

31 r矯風会の日進春日回航員歓迎J W婦人新報』第 82 号、 1904 年 2 月 25 目。

32 前掲「相州婦人矯風会」。

お伊豆凡夫「知何にせば戦士を慰むるを得べきJ W愛国婦人』第 20 号、 1903 年 1月 1 目。以下、本

稿本文中の『愛国婦人』からの引用には、マイクロフィノレム版(国会図書館所蔵)を使用した。

34 r軍人送迎の禁止J W婦人新報』第 68 号、 1902 年 12 月 25 日。
35 同前。

36 r時局に対して会員達に望むJ W愛国婦人』第46 号、 1904 年 1月 25 日。

37 前掲「軍人課報告」。

38 r慰問袋葉報J W婦人新報』第 88 号、 1卯 4年 8 月 25 日。

39 W読売新聞~ 1904 年 12 月 25 日。

初 「今後の慰問袋J W婦人新報』第 93 号、 1905 年 1月 25 日。

4 前掲山室『山室機恵子~ 18~19 頁。
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a 日露戦争期には、この「特別会員」制度を活用することが奨励され、「男子の応援を必要とするは

明にして、その主権を男子に奪れざる限りに於ては男子の応援を求む可きものなり」と論じられた

(r 男女の協力J W婦人新報』第 88 号、 1904 年 8 月 25 日)。

43 r.機会 J W婦人新報』第 62 号、 19 侶年6 月 25 日。

44 前掲「日本婦人矯風会年会広告J。

45 r室蘭婦人矯風会J W婦人新報』第 85 号、 1904 年 5 月 25 日。

46 愛国婦人会については、佐治恵美子「軍事援護と家庭婦人一一初期愛国婦人会論J (近代女性史研

究会編『女たちの近代』柏書房、 1978 年)、千野陽一『近代日本婦人教育史ー→本制内婦人団体の形

成過程を中心に』ドメス出版、 1979 年、石月静恵『戦間期の女性運動』東方出版、 1996 年、片野真

佐子「初期愛国婦人会考一一近代皇后像の形成によせてJ (大口勇次郎編『女の社会史 17-20 世紀

一一「家」とジエンダーを考える』山川出版社、 2∞1年)、飯田祐子「婆の力一一奥村五百子と愛国

婦人会J (前掲小森・成田編『日露戦争スタデ、ィーズ』、 2∞4年)、伊藤康子「愛国婦人会と女性の社

会的活動J (早川紀代編『戦争・暴力と女性 2 軍国の女たち』吉川弘文館、 2∞5 年)参照。愛国婦

人会の構成メンバーについては、千野が上流階級の女4性たちで、あったと論じたのに対して、佐治が

疑問をなげかけ、むしろ中流階級の女性が中心であり、女工や左官の女房ら下層の人々も含まれて

いたことに注目すべきだと論じている。矯風会の『婦人新報』には、「下町の所謂お神さん連は、開

戦以来慰問婦人会又は愛国婦人会などいふ上品なる会合をなす事多く〔中略〕之に反して上流婦人

は互いに責任を譲り合ひ、所属団体の事に関しでも無責任極まり〔後略JJ と書かれてあり、当時の

愛国婦人会が上流階級ではなく中産階級の女性たちに担われた団体としてイメージされていたこと

が確認できる (W 婦人新報』第 97 号、 1905 年 5 月 25 日)。

47 前掲日本キリスト教婦人矯風会『日本キリスト教婦人矯風会百年史~ 196 頁。

48 r愛国婦人会会員現在数表J W愛国婦人』第 55 号、 1904 年 6 月5 日。

49 山津俊夫「愛国婦人発行の辞J W愛国婦人』第 1号、 1卯 2 年3 月27 日。

50 同前。

51 同前。

52 r愛国婦人会J W婦人新報』第47 号、 1901 年3 月25 日。

53 r婦人団体の勢力J W愛国婦人』第 11 号、 1902 年 8 月 25 日。

54 r矯風会振起策に就てJ W婦人新報』第 63 号、 1902 年7 月25 日o

55 r責任ある会員J W婦人新報』第 63 号、 1902 年 7 月 25 日。

56 同前。

57 機会J W婦人新報』第 62 号、 1902 年 6 月 25 日。

58 r愛国婦人会と醜業婦J W婦人新報』第 87 号、 1904 年 7 月25 日。

59 先行研究において『婦女新聞』と愛国婦人会との意見の対立に言及したものとして、前掲飯田「婆

の力一一奥村五百子と愛国婦人会J、婦人矯風会と愛国婦人会との意見の対立に言及したものとして、

前掲片野「初期愛国婦人会考一一近代皇后像の形成によせて」がある。

ω 『婦女新聞』第224 号、 1904 年 8 月 22 日。

61 村岡伊平治の自伝には、 1902 年、当時マニラで「女郎屋J を経営していた被のもとに長崎県知事

夫人を介して愛国婦人会から会員募集の依頼があったと記されている。翌年6 月、日本の南洋艦隊

三隻がマニラへ入港すると、村岡は 250 名の女たちを引き連れ「愛国婦人会から参観に参りました」

と報告して軍艦内にも入り込んだ。それをマニラの領事に答められた際、村岡は「日本国民なれば

こそ、一致して歓迎するのです」と答えたという (W 村岡伊平治自伝J 南方社、 1960 年、 143-145

頁)。この『村岡伊平治自伝』は内容の信憲性が疑問視されており(前掲山崎『サンダカン J¥.{ 尉置館J
16-22 頁)、全面的にその記述を信用することはできない。しかしたとえ作り話であるにせよ、女街

であり「女郎屋J 経営者であった村岡が愛国婦人会と関わりを持っていたというストーリーが成立

しえたということは、愛国婦人会が会員の募集にあたってその資格を厳密に定めない団体であると

いうイメージが持たれていたことの裏付けになろう。村岡が軍艦の「参観」をとがめられた際に、

彼もまた「国民」であるという点を強調したことは興味深い。

101 



62 W婦女新聞~ 1904 年 9 月 5 日。

63 W婦女新聞~ 1904 年 9 月 12 日。

“谷干城「男女交際論及芸娼妓廃止論に反対すJ W愛国婦人』第 62 号、 1卯 4 年 9 月 20 日。

“ 「谷子爵と醜業婦問題J W婦人新報』第 89 号、 1904 年 9 月 25 日。

“貝JII (貝水漁士) rW 我国の兵士』を読んで所感を述ぶJ (W 婦人矯風雑誌』第 10 号、 1894 年 8 月 2

日)、同「兵営新設地に於ける矯風事業 J (W 婦人新報』第3 号、 1897 年 7 月 20 日)。この論説の執筆

者である「員JII (員水漁士 )J は婦人矯風会の女性会員ではなく、軍人(男性)である。この「貝川

(貝水漁士 )J が矯風会とどのような関係にある人物なのかは明らかでない。

切岩室哲次郎「婦人の慰籍J W婦人新報』第 58 号、 1902 年 2 月 25 日。

68 r当に乗ずべき好機会J W婦人新報』第 92 号、 1卯 4年 12 月お目。

ω 仁杉歌子「軍隊寄贈袋についてJ W愛国婦人』第 64 号、 1卯 4年 10 月 20 日。

70 大関和子「東京に於ける慰問袋募集J Ii'婦人新報』第 89 号、 1卯 4年 9 月 25 日。

71 r矯風会の慰問袋現況J Ii'婦人新報』第 91 号、 1904 年 11 月 25 日。

72 r癒病患者の厚意J Ii'婦人新報』第 91 号、 1904 年 11 月 25 日。

ち前掲「当に乗ずべき好機会」。

74 本部役員並びに課長会J W婦人新報』第 90 号、 1卯 4年 10 月 25 日。

75 同前。このうち聖書に関しては、長野や甲府で市長が聖書を憧兵品としてはならないと命じて慰

問袋から除くことがあったと『婦人新報』は報じている (r 出征軍人慰問と聖書J W婦人新報』第 96

号、 1卯 5 年 4 月 25 日)。

76 1i'婦人新報』第 94 号、 1905 年 2 月 25 日。

77 r各華族家の寄贈J Ii'婦人新報』第 87 号。他の婦人会の慰問袋には、煙草や煙管が入れられるこ

とがあった。たとえば浅草婦人会の慰問袋は紙袋の中に書簡筆、封筒、絵はがき、鉛筆、半紙、塵

紙、歯磨、楊枝、煙草、煙管、半巾、手拭、靴下、手袋が入れられたとのことである(Ii'読売新聞』

1卯 4 年 10 月 26 日)。

7宮明治期には「美人絵はがき」の「美人」とは主として芸妓のことを指していた(ポーラ文化研究

所編『幕末維新・明治・大正美人帖(愛蔵版>~新人物往来社、 2∞4年、佐伯順子『明治美人帖(NHK
知るを楽しむ歴史に好奇心)~日本放送出版協会、 2∞6年4 月、参照)0 19 ∞年 10 月に私製はが

きの使用が認められると、業者が「絵はがき」を販売するようになる。日露戦争開戦後、軍事郵便

の需要と「戦役記念絵はがきJ の発行により、「絵はがきj ブームが起こった。「美人絵はがきj も、

この日露戦争期に大量に発行された(橋爪紳也『絵はがき 1∞年近代日本のビ‘ジュアノレ・メディ

ア』朝日新聞社、 2∞6年、細馬宏通『絵はがきの時代J青土社、 2∞6 年)。この美人絵はがきを、

矯風会は慰問袋から除こうとしたが、実際には矯風会が送付する慰問袋からも、すべての美人絵は

がきを取り除くことはで、きなかったようで、兵士からの礼状中には美人絵はがきについての記述が

ある(たとえば「早速洗濯を J W婦人新報』第タ7 号、 1905 年 5 月 25 日)。日露戦争から 10 年後の 1914

年には「百万円を貰ふに勝る 戦場に開く慰問袋一番悦ばれるは絵美人J と報じられている (W 読

売新聞~ 1914 年 9 月 8 日)。

79 矢島揖子「戦場へ贈物J Ii'読売新聞~ 1914 年 8 月30 日。

80 下川歌史「日露戦争とエロ写真J W日本エロ写真史』ちくま文庫、 2∞3 年。

81 W婦人新報』第 94 号、 1卯 5年 2 月お日。

82 同前0

8 武田淑子「姫路予備病院慰問記J W婦人新報』第 99 号、 1905 年 7 月 25 日。

84 島川菊寿童「剛気の伝令J W婦人新報』第 101 号、 1905 年 9 月 25 日。

邸中村熊太郎『婦人新報』第 97 号、 1905 年 5 月 25 日。

お原忠道口署人新報』第 97 号、 1905 年 5 月 25 日。

幻志賀矧JII r感動すべき慰安J W読売新聞~ 1905 年 2 月お目。

88 r岩佐夫人結婚を求めらるJ W読売新聞~ 1905 年 8 月 14 日。

89 W婦人新報』第 98 号、 1905 年 6 月 25 日。
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卯 『婦人新報』第 98 号、 1905 年 6 月 25 目。

91 たとえば、慰問袋に対する礼状中には「乙女子が誠をこめし便利袋死出の旅路の守とやせむJ

という歌が詠まれている cr 慰問袋とその礼状J W婦人新報』第8d.号、 1904 年4 月25 日)。

匁島田三郎「婦人矯風会の事業(上 )J W婦人新報』第 114 号、 1906 年 10 月 25 日。

犯同「婦人矯風会の事業(下 )J W婦人新報』第 116 号、 1906 年 12 月25 日。

94 r全会員の醒覚J W婦人新報』第 106 号、 1906 年 2 月 25 日。

95 先づ準備せよJ W婦人新報』第 106 号、 1卯 6年 2 月25 日。

96 横倉秀子「我等の現想とする所謂婦人の生涯J W婦人新報』第 108 号、 1906 年4 月25 日。

勿 「主義と勇気とJ W婦人新報』第 124 号、 1907 年 8 月 25 日。

兜横倉秀子「救済課J W婦人新報』第 123 号、 1907 年 7 月 25 日。

99 r健全なる国体の基礎J 円高人新報』第 126 号、 1907 年 10 月 25 日。
1∞同前。

101 久布白落実「道徳上の常備軍J W婦人新報』第 213 号、 1915 年3 月28 日。

間同「立て戦闘は将来にあり J W婦人新報』第223 号、 1916 年 1月28 日。

1白 『婦人新報』第 85 号、 1904 年 5 月 25 日。

1似清水たね子「陸海軍病院歴訪記J W婦人新報』第 85 号、 1904 年 5 月お目。
105 同前。

1“荒畑寒村の『平民社時代』には、日露戦争の影響として「尾張の有名な機業地中島郡太徳村でも

女工の解雇が続出し、生活に困じて広島や朝鮮に娼妓として送られる者が多い。娼妓の行先が朝鮮

や広島なることに注意せよ、これ軍隊の駐留地および出征地なることに注意せよ。/名古屋や大垣

地方にも同じ影響が見られ、名古屋市内で毎夜捕えられる売淫婦四、五十人は、いずれも失業女工

の成れの果てだといわれる」との記述がある(荒畑寒村『平民社時代 日本社会主義運動の揺藍』

中央公論社、 1973 年、 153 頁)。

107 森林太郎「第二軍軍医部長臨時報告」、前掲『鴎外全集』第34 巻、 297 頁o

m 同前。

1ω 前掲書3∞頁。

110 前掲書301 頁。

111 日露戦争前後の『軍医学会雑誌』では、性病関連の記事は主として「各地軍医学会記事」として

見られる (W軍医学会雑誌.~ 146 号以前は「各地軍医学会講話」欄)。しかし、 1903 年末から 1905 年

5 月までは、性病関連の記事は見られない。十白南関連の「講話j を行ったとされる地域は全国に散ら

ばっており、特定の地域には集中していなし、またその「各地軍医学会」の所在地は、台北や基隆、

平壌、旅)1 頂、奉天等にまで及んでいる。 19 白年に合計 11 件だった性病関連記事は、 1905 年に 5 件、

その後、 1卯 6 年に 27 件、 1907 年に 27 件になっている。

112 日露戦争後のこれらの地域の支部の活動に関する先行研究として、楊善英「日本キリスト耕詩人

矯風会の廃娼運動一一19 ∞年代における支部の活動を中心に一一J (W言語・地域文化研究~ 2∞3 年

3 月)を参照した。和歌山の置娼運動については、前掲沖野『娼妓解放哀話.~ 31~32 頁、および武

内善信「地域(熊野)における明治社会主義 J (西田毅編『近代日本政治思想史』ナカニシヤ出版、

1998 年、 270 頁)。

113 r島田三郎氏談片J W婦人新報』第 103 号、 1905 年 11 月お目。

114 r婦人と交際J W婦人新報』第 102 号、 1905 年 10 月 25 日、「凱旋歓迎に就てJ W婦人新報』第 103

号、 1905 年 11 月25 日、「凱旋軍隊の歓迎J W婦人新報~ 103 号、 1905 年 11 月 25 日。

115 前掲『群馬県史通史編7 近代現代 1~、 258 頁。前掲『群馬県史資料編 21 近代現代 5~、 723
~724 頁。

116前掲『群馬県史資料編21 近代現代5~、 723~724 頁。
117 松宮武雄「群馬県の公娼再設運動に就てJ W婦人新報』第 103 号、 1905 年 11 月25 日。

118 r兵営と遊廓J W上毛教界月報~ 1卯 6年 6 月 15 日。
119 同前。

103 



120 前橋婦人矯風会J W婦人新報』第 122 号、 1907 年 6 月 25 日。

121 特筆大書す可き高崎聯隊の美挙J W上毛教界月報~ 1907 年 6 月 15 日。

122 旭川市史編集委員会『旭川市史』第三巻、旭川市役所、 1959 年、 843 一割4 頁。「旭川遊廓問題に

文付る報告J W婦人新報』第 123 号、 1卯 7年 7 月お目。

123 r公娼問題に関する県当局者の責任J W上毛教界月報~ 1907 年 6 月 15 日。

12A公娼問題雑記 J W上毛教界月報~ 1907 年 7 月 15 日。

1お江原素六「公娼問題に就てJ W上毛教界月報~ 1907 年 8 月 15 日。

邸前掲「旭川遊廓問題に対する報告」。

1幻 「公娼問題雑記J W上毛教界月報~ 1907 年 8 月 15 日。

128 r公娼設置の計画J W婦人新報』第 107 号、 1906 年3 月25 日。

129 前掲楊「日本キリスト毒妨害人矯風会の廃娼運動一一19 ∞年代における支部の活動を中心に一一J

[表 2) 参照。また大阪婦人矯風会については、前掲石月『戦間期の女性運動』第二章に詳しい。

国 「大阪に於ける遊廓移転の運動J W婦人新報』第 68 号、 1902 年 12 月 25 日。
お1 同前。

印間前。また大阪の遊廓の形成史としては、加藤政洋『花街異空間の都市史~ (朝日新聞社、 2∞5

年)第六章、参照。
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第五章 性別編成される廃娼運動

第一節 啓蒙される女たち

矯風会の女たちが女の立場からの廃娼運動を展開しようとしても、長らく「家庭」

に居場所を限られ、また自らそうすべきだと信じてきた彼女たちにとって、それは

容易なことではなかった。そもそも廃娼について論じるためには、公娼制度や過去

の廃娼運動史についての知識が不可欠だが、そのような知識に接すること自体が彼

女たちを「侵す」行為だとして警戒され、それゆえにこそ彼女たちの廃娼運動への

参加は困難だったからである。したがって、 1911 年 4 月 9 日からの吉原大火をき

っかけとして廃娼問題への社会的関心が高まりつつあった時期、廃娼についての意

見をもとめられた山脇房子は、その論説を、次のような一節から始めなければなら

なかった。

全体娼妓と申します様なことは、私共婦人の口に致しますのも汚らはしいと存

じます。又其者に付て彼是れ考へたり致しますことも、不潔であるといふ考を

持って居ったのであります。所が先年此の潤む可き者を斯うして置いてはなら

ないものであるといふ事から、矯風会の方々が色々御寄合になって、救済法を

¥ お講じになりました。其時色々私共もお話を伺ひまして、斯ういふ哀れな人達

の内情を能く承りまして、それから以来は誠に可愛想なものだ、どうかして救

ひ度いものだ、斯ういふ考を絶えず持って居りましたのであります1。

つまり、女たちが廃娼を論じるためには、まずは、女だてらに娼妓について考え

たり論じたりするのは「汚らはしJ く「不潔」な行為だというような認識から脱す

ることが必要だった。この山脇でさえ、当時、廃娼について公の場で論じることが

できた数少ない女性の一人だ、ったのであり、大多数の女たちは、娼妓について社会

問題として語ることはおろか、それを論じるための前提となる基本的な知識に欠け

ていたのである。それゆえ女たちが自ら廃娼運動に乗り出すためには、その前段階

として、男たちによる教化が不可欠の条件であった。

1911 年、吉原全焼とそれをきっかけとする廓清会の設立によって廃娼運動は活

気づいたが、その前後の時期の『婦人新報』において、男女の言説の配置がいかな

るものであったのかを示すために作成したのが、表 1- 表 4 である。 1910 年から 1913

年の矯風会機関誌『婦人新報』において発表された論説2を、表 1 と表 2 として男

女別にリストアップし、表 3 は、それらを掲載欄ごとに分類した男女別リストにな

っている。表 4 は表 1 と表 2 に示した論説の数とその男女比を数値化したものであ

る。表 1 と表 2 を比較する上で、まず指摘したいのは敬称に関する点で、 1913 年

末までは、男性名の後ろには必ず「君J r氏J r翁J 等の敬称が付き、女性名には、

まれに「女史J r夫人J r嬢」と記載されることがあっても、基本的には敬称がつか
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なかった。このように『婦人新報』において一見して論者の性別が分かるような記

名方法が採られているのは、 1897 年から 1900 年までと 1907 年から 1913 年までの

時期に限られており、その理由は『婦人新報』誌上には明らかにされていないが、

それらがともに日清・日露戦争からしばらく経った後の一時期だ、ったことを指摘し

ておきたい。前章までに論じたように、廃娼運動における男女の位置づけは、日清・

日露戦争と深く関わりながら変化してきた経緯があるからである。

表 1 の「肩書き・敬称」欄を見ると、『婦人新報』で論説を発表している男性に

は、医学博士等、「博士」の称号を持つ者が少なくないことに気付く。その「博士」

たちの主張の内容については後述するが、彼ら男性知識人によって、女性読者を対

象とする啓蒙的論説が展開されたのであった。ただし、 1911 年 7 月に廓清会が設

立され、その機関誌『廓清』が刊行されるようになると、廃娼運動の中心が廓清会

に移り、院奇人新報』紙上での廃娼論はいったん減少する。またそれと前後して 1912

年 3 月に『婦人新報』に「をしへの庭(教の庭) J 欄(牧師による説教の記録を中

心に構成)が設定されると、宗教談が増えて、廃娼論の比重は低くなる。

しかし、表 4 およびグラフに明らかなように、廓清会の設立と『廓清』の刊行は、

男たちの廃娼運動をその新設の場に移し、それまで男性執筆者の論説が中心を占め

ていた『婦人新報』において、女たち自身の意見を掲載する余地を生み出したので

あった。表 4 に示したように、 1911 年には女性による論説は 2 割強だが、 1912 年

には 45% を女性が占めている。また、論説数だけでなく、誌上の位置づけからみ

ても、 1914 年 5 月以降は女性が巻頭論説を執筆することが増え、 1915 年からの巻

頭論説はほぼ毎回女性が執筆するようになるなど、『婦人新報』における女性執筆

者の地位は、格段に向上するのである。グラフは、論説だけでなく分課の報告書の

類も含めた記名記事の数について表したものだが、ここに示されたデータからは、

1910 年代に『婦人新報』が名実ともに女性の雑誌だと言えるほどに女性執筆者に

よる記事が増えていったことがわかる。しかし同時に、 1920 年代以降も『廓清』

における女性執筆者の割合に比較すれば『婦人新報』における男性執筆者の割合は

決して低くはなかったこともわかる。

表 2 を見れば、廃娼関連記事は、男性だけでなく女性執筆者によっても書かれて

いたことが確認できるが、それらの中身を検証してみると、その多くは内容に乏し

い。たとえば矯風会風俗課長・名出皇子による「和歌山公娼設置問題再興に付きて」

という論説 (W 婦人新報』第 161 号)は、半分が活動日誌風の記録で、残りの半分

は『和歌山新報』の記者による記事の転載であり、名出自身の意見といえば「全国

同志の兄弟姉妹に御熱祷と御助力を切に仰ぐ」という部分くらいなのである 3。ま

た記名記事以外においても、他新聞、他雑誌からの転載記事が多いというのが、当

時の『婦人新報』の特徴であった。つまり当時の矯風会には独自の調査を行ったり

女の立場からのオリジナノレな社会評論を展開するだけの能力は未だ、無かったのだと

考えられる。表 2 に示した論説のタイトルからも明らかなように、女性が執筆した

論説の多くは、女性の家庭内役割や矯風会活動に関する内容に限られていた。
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そのような限界を自覚してか、矯風会の女たちは、自らの主張を述べようとする

よりも、まず男性講師を招いて女たちの教化の場を設定することに腐心した。『婦

人新報』に掲載された論説の多くは講演録であるが、中には、その最初に長々と、

講演依頼を繰り返し断ろうとしたにもかかわらず矢島らの熱意に押されて断り切れ

なかった経緯を記しているものがある。たとえば大隈重信は廃娼についての講演の

前置きとして「私は非常に忙しくして、一両日の内に上方に旅行しなくてはならぬ

為に、再三〔講演依頼を一一引用者〕お断はりを致したが、中々矢島林の両御婦人

は気強いお方で、一旦事を始めると、一歩も退かぬお方で、トワトワ私も両御婦人

の御熱心に余儀なくされて、皆さんの前に現はれたのである J と述べている九男

たちによる女たちへの啓蒙は、男たちの自発性のみならず、女たちの要請にもとづ

いて行われることもあったのである。これら男たちの講演活動においては、矯風会

の会頭であった矢島揖子でさえ、調整役として裏方で働くことが多かった。たとえ

ば廃娼運動における女たちの力が比較的強かったとされる大阪で、難波新地遊廓廃

止運動として講演活動が行われる際、矢島は東京から大阪まで一晩かけて汽車で向

かったが、その理由は「島田、阿部両先生の御出張を願へとの趣きなりしも種々な

る事情の為に御来阪出来ぬ事となりし御わびの為に一通の電報を以て報ゆるは忍び

ざる処と信じ老躯を以て電報に替りし迄なり勺というものであり、つまり演説そ

のものは矢島ではなく島田三郎や安部磯雄に期待されていたのであって、矢島は彼

らが講演活動を行う際の潤滑油にすぎなかったのである。そして大阪から東京へ戻

る際にも彼女は、今度は江原素六に来阪と講演の依頼しておいてほしいと頼まれた

ので、そのような自らの立ち位置について「来阪の時も御使、此度帰東の時もお使」

と言って笑ったというべ矯風会会頭という立場の矢島が「お使J としての位置づ

けた、ったのだから、大阪の現地の矯風会員に期待されていたのは、もとより言論活

動ではなく、廓清会のための資金集めや会員募集等、裏方の作業であった70

そのような男女の関係性を背景としているため、『婦人新報』に掲載された男性

執筆者による論説(講演録)の内容的特徴は、第一に、主として女性読者(聴衆)

に対する働きかけであるという点であり、第二に、廃娼運動への参入に不可欠の知

識としての衛生論について、基礎的な事柄を解説するものが多かったという点であ

る。たとえば土肥慶蔵(医学博士)による「衛生と道徳」と題された講演録には、

その特徴がはっきりとあらわれている。土肥は「衛生といふことは、詰る所、病を

ば未発に防ぐにある」と定義し、「医者の方の智識を普及すると同時に、一般公衆

が幾分たりとも、其予防方法を講ずるのが目下の急務である」と論じた上で、淋病

および梅毒の病症について、次のように説明している。

此処に一人の青年があったと仮定しまして、其青年が学校を卒業しまして〔中

略〕兼て一家を形造るの境遇にまで至ったとしたならば〔中略〕健全にして無

垢な花の如き少女を要るといふことになり〔中略〕此青年が仮りに誤って、友
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人の誘惑に偶ふて一二度足を狭斜の地に踏入れたと考へて見る、さうして其聞

に図ずも不幸にして病を受けたとしたならば、その結果はどうでありませうか。

青年は自分の病を知って、医者に行って治して貰ふ、けれども、其病気といふ

ものは二日や三日で治るものではない。其中に結婚の時期が段々追って来る。

終に両親に此事を話し切れず、又危険の大なることを知らずして結婚したとし

たならば、若し其病毒が麻病であったとしたならば、此花の如き新婦は僅か結

婚後数日に於て必ず病に臥するに相違ない。さうして熱を発し、身体は衰弱し

て、痛む、それから益々熱が高くなって〔中略〕甚だしきに至ると、其熱の為

めに終には生命までも失ふやうな事にも屡々なるのである。それが為めに婦人

の子宮内膜炎といふものに擢ったり、或は刷肌管炎とか、卵巣炎と云ふものに

擢る。それから、尚ほ徽菌が進んで腹膜に這入ると、腹膜炎を起すのである。

之は実に危険なもので屡々命を取るものである 80

其の青年が結婚前に梅毒に擢って居ったとする。さうして其新らしく迎へた嫁

は健康に妨げはない、一月二月は健康上何等の異常もなく〔中略〕間も無く新

婦の身体に異状を起した。即ち緑の知き黒髪を持って居ったにも拘らず、段々

髪が薄くなり、終には此頃の秋の林のやうに稀疎となり、或はモツと進んで冬

枯のやうな頭になってしまって、其間につひ咽喉が痛くなり、屡々風を引く、

若くは身体に赤い蓄積のやうなものが出て来る、其聞に顔を見ると面胞のやう

なものが出てくる、さうして、それは痛くも痔くもないから、つひ其憧にして

居ると、どうも余りに新婦の身体が弱いものであるから、翼が心配して媒酌人

に口を利いて、嫁は初めは達者だといふことで貰ったのにア〉弱くては困る、

恐らく嫁に来る前から弱かったのであらうと云う疑念を抱く 9 (後略〕

このようにたとえ話を用いながら、性病についての知識が噛んで含めるように伝

えられてゆく。また、このたとえ話の特徴として着目すべき点は、性病の病症が女

の身体の病症として説明されているという点である。梅毒や淋病への感染によって、

いかにして女の身体が弱く醜く損なわれ、家族からも疎まれるに至るのかという形

で、性病がもっぱら女の不幸として表現されるのである。上記のたとえ話において

は、最初に淋病や梅毒にかかったのは夫の側だとされているのに、その男性の身体

にどのような症状が現れるのかという点については全く描かれず、女性の身体上の

変化については、髪の毛が抜ける様子まで事細かに記述されて、時には死に至ると

いう設定になっているのである。さらに「病身の為めに主人の愛も段々衰へて来る

といふ聞に居って始終苦痛に堪へないから、自然にヒステリー性を起して益々夫に

は嫌はれる 10 J というストーリーも付加されて、女たちの恐怖心を煽るようにして、

病の予防の重要性が説かれる。

土肥のみならず、大津謙二(医学博士)の論説においても同様に、性病は女の身

体の病として描かれている。大津の論説は「男子の不品行」を主題として掲げてい
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るのにもかかわらず、その「恐るべき害毒J の表象は、男性ではなく、女性の身体

において表現される。彼は次のように述べる。

この病毒が身体の内部に侵入して居る婦人の著しき特徴を申せば、頬落ち眼凹

み、蒼白き顔面には黄斑さへ出来て如何にも醜く、そのひょろひょろとして室

内に歩行すら自由ならざる有様は、恰も末期に近いて居る肺病患者の様であっ

て、見るものをして如何にも同情堪へざらしむるのであります11

このように性病がもっぱら女の身体の問題として表象されることは、本稿第一章

にも論じたように、性病は女の病だからこそ女の性器を検査しなければならないと

いう、徴毒検査の根底にある発想と同ーである。そしてそのような発想と不可分の

衛生論の言説が、廃娼を支持する『婦人新報』にも流れ込み、それが性病のイメー

ジとして多くの読者の脳裡に焼き付いたであろうことは想像に難くない。大津はこ

うして、女の病、女の不幸としての性病について解説した上で、そうした悲惨な境

遇に陥らないための女性側の方策として、婚約時に「健康詮の交換」を行うことを

提案している。

結婚せんとするものは、信用ある専門の医師に就て健康診断を求め、医師とし

ては責任を以て認められたる健康詮といふのを請ひ受け、之を男女互いに交換

して十分に研究した上で婚約を結ぶといふことにしたならば遺伝素質の善悪を

判知し得るのみならず、前記の知き戦懐すべき不品行病を予防することが出来}

るであらうと思ひます。されば此の健康詮を利用して、仮りにも不品行の形跡

ある男子に対しては、知何なる事情ありとも一切婚約を結ばないといふ位の見

識を、女子の側から示すことが出来たならば、男子の不品行に決して今日の知

く甚しきものにはならないであらいと思ひます120

こうした主張において「男子の不品行J 問題は、男の不幸や、男自身が解決すべ

き問題としてではなく、女の不幸であり、またそれゆえに女の行動によって解決さ

れるべき問題として論じられている。安部磯雄は「日本の婦人は今日では其夫に人

形ほども愛せられて居りません、市して人間と云ふものを無視した男子の慕に対し

て、また自覚して男子の反省をも促さうといたして居りません」と述べている 130

「男子の不品行」を飲酒との関わりから論じた片山園嘉(医学博士)もまた、男を

非難するのではなく「女は一家の主婦となると家政のことばかり身を入れ過ぎて、

夫に対する愛の方は、動もすれば疎になり勝ちで〔後略JJ と女たちを批判し、「夫

に禁酒さする位は決して困難なことはありますまいJ と女たちに問題解決への行動

を求めている11 そしてこの「男子の不品行J 問題における女の責任については「日

本は今や民族の滅亡に迫って居る、これは国家の病気である、是に於て婦人の運動
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が必要である 15 J (大隈重信)と、個々人のみならず、民族および国家の未来にか

かわる事柄として論じられたのである。

このように「男子の不品行」までもが女の問題として論じられているのは、『婦

人新報』という媒体が当時、女たちへの啓蒙のために用いられようとしていたとい

う事情と無関係ではなかったと考えられる。つまり、語りかけるべき読者(聴衆)

は主に女たちなのであるから、女自身の問題として把握されるように、女の責任を

強調しているのだとも考えられる。実際、後述するように、同じ論者が『婦人新報』

とは異なる読者を持つ『廓清』に投稿する場合、その廃娼論が男性論として展開さ

れている場合がある。しかし『婦人新報』に掲載された論説の中にも、女性に対す

る要求だけではなく、男性の自己変革を求める主張は見られる。「己れ自らを重ん

ぜしめ、種々の弱点に克って心身を純潔に保つことは、男子たるもの〉の義務 16 J 

(鎌田栄吉)、「男子の貞操と云ふことも、要するに是等の道徳問題が根本町(江

原素六)、「男子は女子に貞潔を求める以上先づ貞男たるべきであると思ふ 18 J (高

島米峰)といった主張がそれである。またそのように男性を変えるため、「今日日

本多くの女学校は良妻賢母の主義を要求するが、男子の方に向て、良夫賢父の要求

はなし、由て諸姉は婦人に希望するが知く、男子にも之を望み得るまでに矯風会よ

り御尽力願たい 19 J と「良夫賢父」主義 20 を広めるための女たちの役割に対する期

待が表明された。このような男性論としての廃娼論は、当時の日本社会全体からみ

れば少数派であったのはもちろんのこと、『婦人新報』誌上においても主流であっ

たとは言えない。しかし『婦人新報』の社説もまた「今日の社会が節操問題に於て

婦女を責むるの甚だ厳しく、しかも男子を侯つの甚だ緩寧ろ無頓着であるのを見て、

一般道徳心の高からざるを私共は嘆じて居る事であります」と述べ、「婦女子に対

する制裁を男子にも施こして欲しいと思ひます」と論じている 210 少なくとも一部

の矯風会員は、女性側ばかりに批判と要求が集中する状況に対し、苛立ちを隠せな

かったのである。

第二節 男たちの『廓清』の刊行

廓清会の発会式は、 19 日年 7 月 8 日、東京市神田区美土代町三丁目三番地、東

京基督教青年会館において開催された。聴衆は千数百名 22 。この(神田の青年会館)

は「明治・大正期の文化の殿堂」とも言われた建物で23 、日本基督教青年会 (YMCA)

が同年 4 月 9 日正午に始まる吉原遊廓大火後の廃娼運動の中心であったことは『婦

女新聞』の記事によって確認できることから 24 、同会は廓清会の母体の一つであっ

たと考えられるべその他、救世軍や矯風会の重要メンバーが廓清会の発起人(評

議員)になっていたことが確認できる 260 矯風会が廃娼のみならず禁酒や伝道や婦

人教育等さまざまな活動目的を持つ「婦人団体」であったのに対して、廓清会は「公

娼制度の廃止」に焦点を定め、「男女を間はず、老少を論ぜず」会員を募集した。

会費を集めないかわりに、機関誌『廓清』の購読料をもって運営費にあて、『廓清』
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は依頼原稿のみならず、寄稿を受け付けた。廓清会本部は上記の青年会館に置かれ、

設立時の顧問は大隈重信、会長が島田三郎、副会長が安部磯雄と矢島揖子、会計が

山本邦之助、理事に矢吹幸太郎、山田弥十郎、益富政助、小崎千代子、島貫兵太夫

が着任した。この廓清会の機関誌『廓清』は発会と同時に創刊され、 1945 年 3 月

まで刊行され続けた。『廓清』創刊号の目次の両脇には、次のように大書されてい

る。

起てよ、憂世愛園の士、起って此人道の為に起せる軍隊の大運動に馳せ参ぜよ!

奮へよ、正義博愛の人。奮って此人身売買の蛮風を廓清せんが為に勇戦せよ!

この一節に見られるモチーフ、すなわち廃娼運動は「軍隊の大運動」であり、そ

こにおける廃娼派のイメージは「士」すなわち男性であって、この運動は「蛮風を

廓清J する文明化の運動なのだという自己イメージは、既にこれより約 20 年前の

全国廃娼同盟会において形成された廃娼運動のイメージ(本稿第二章第三節)を継

承するものである。そして廓清会は、表向きは「男女を以て組織すJ (~廓清会規則」

第六候)と表明していたのにもかかわらず、全国廃娼同盟会が「青年男児 J の運動

であったのと同様、その内実は〈男たちの廃娼運動〉であった。

機関誌『廓清』における女性執筆者の割合は本章末尾のグラフに示した通りであ

り、また表 5 は『廓清』への執筆数)1 慎のリストであるが、これらから分かるように、

『廓清』における記名記事の大半は男性によって執筆されたものであった。また記

名記事の数のみならず、記名される場合の順序やその記名方法について分析するな

らば、『廓清』において女性執筆者が周縁化されていることが、さらに明確になる。

たとえば『廓清』の創刊号の目次には(廓清会趣意書や廓清会会則等を除き) 12 

の記事のタイトルが並べられているが、女性の名前が見あたらない。しかし、その

内容を検討すれば、 12 の記事のうち最後尾に掲載された記事(目次では記名がな

く執筆者の欄は「記者」とのみ記されている)は、矢島揖子によるものであること

が分かる。矢島は名目上、廓清会の副会長であったが、ここでは「記者」としての

扱いである。また、女性が書いた記事に関しては執筆者欄に「婦人記者」とのみ記

される例も見られる。

会員の構成について見れば、その男女比は約 7:3 であり、女性が排除されてい

るとまではいえない。『廓清』に掲載された会員名簿から推定できる女性会員の割

合は、正会員、賛助会員ともに、約 2~3 割である 270 矯風会の『婦人新報』では

矯風会の会員全員に対して廓清会へ入会するよう呼びかけており、『廓清』の広告

が『婦人新報』に掲載されることもあったため、矯風会の会員が廓清会の会員を兼

ねることも多かったのではないかと推測できる。また『廓清』の記事中に「本会の

経費に関しては、矢島揖子〔中略〕其他の有志諸氏の助力に負ふ所大なり 2S J との

記述が見られることから、すでに全国組織となっている矯風会は、廓清会の会員集

めや資金集めにおいては、その組織力を発揮していたことがわかる。そのような女
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たちの全国組織のまとめ役である矢島を廓清会の副会長として据えることの廓清会

側のメリットは大きかったと考えられる。しかし廓清会の運営における事実上の貢

献にもかかわらず、『廓清』の言論活動において女たちが力を発揮することは少な

かった。

そして、男性読者を多く抱え、男性執筆者による論説を中心に構成された『廓清』

では、男自身の問題として「廃娼」を捉えようとする主張が数多く見られることに

なった。廓清会発会式で登壇した田中正造は、廓清会に対して次のように要求して

いる。

私は廓清会の主旨には大賛成であるが、廓清会の趣意書を見ると「男女の貞操

を進め云々、」とありながら次の細目の方には殆ど婦人の貞操に関することの

みで、男の貞操の事は書いて無いのは頗る遺憾とする所である。どうか男子の

貞操に就いても之を進むる事に骨折って貰ひたい〔中略〕男子が病気にか〉る

のは予防せねばならぬが娼妓が病気に擢るのは少しも構はないとは甚だ乱暴な

談である。要するに大なる人権問題である 29

そしてこうした批判に応えるように、『廓清』誌上において「文明の社会は単に

貞操ある女子をのみ要求せず、又実に貞操ある男子を要求す。市して男子をして此

要求に副ふの紳士たらしむること、之れ総て本会の目的のーである 30J と、廓清会

は男性を変革するための会であると論じられた。そして廓清会が最大の目的とする

「公娼制度の廃止」についても、次のような男性論として論じられた。

公娼廃止の方法は決して彼の現在の制度を破るといふことのみでない事である。

否最も善き公娼廃止法は現代の男子、分けて青年男子の中に、一人にでも彼等

娼婦を要求する者の無くなる事である。而して実は其時こそ始めて公娼廃止最

終の目的を達したものと言ってよい。〔中略〕此問題をば単に貞潔の問題、風

紀の問題として考ふるならば、制度を破壊するよりも男子の徳操を高めて娼婦

等に近いたり、之に触れたりする事を、此上もなく恥づるやうにするより善き

はなし例。

こうして廃娼問題において男性に議論の焦点を定めることにより、娼婦は批判対

象としてのみならず、男たちによって生み出された被害者として表現されることに

なる。それは単に「男子の不品行J の被害者であるばかりではなく「男子が職業を

独占して居た結果」としての、経済上の被害者である。

売淫婦となるには、種々の原因がありませうが、私は貧困が主なる原因である

と思ふ。即ち社会の経済状態が多くの婦人をして、売淫婦たらしむるに至ると

思ふのである〔中略〕従来男子が職業を独占して居た結果、容易に其職を得る
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事が出来ない。出来ないから貧困になる、貧困になるから売淫婦になるといふ

事で、是は寧ろ社会が彼等をして、売淫婦たらしむるのであるといふても宜し

いのであります32

一体吾々が今日彼等娼妓といふやうなものを呼ぶに、醜業婦醜業婦と云って居

るのは間違であって、彼等の多くは醜業婦といふよりも寧ろ一種の擢災者とい

ふ方が適当である。〔中略〕彼等は又単に生活問題の擢災者であるのみならず、

例へば図らずも窃盗に遭ひ、詐欺に擢り、或いは強盗に脅かされたといふ如き

意味に於ての擢災者である 330

このように、男性問題に焦点を当てた廃娼論は、それまでの公娼制度をめぐる論

争が「道徳上の二重標準」に基づき女性批判に集中していたことへの反省から論じ

られる場合もあった。また小松武治(廓清会理事)は、次のような海外の論説を『廓

清』誌上で紹介している。

議に注意すべきは花柳病撲滅法を講ずる者概ね婦人を以て主たる邪魔者と目し、

責任ある原因と見なす事である。国家が害毒撲滅手段として執れる所、悉く婦

人を目的物としてゐる。惇徳から起る疫病を除き去らうとする衛生上の候例は、

皆婦人のみに適用さるべき者である。社会の空気を清めむとする道徳的十字軍

は悉く婦人丈を敵としてゐる。〔中略〕けれども等しく罪ある男の仲間は大手

を振って歩いてゐる〔中略〕売淫婦は伝染病の賄方に過ぎぬ。彼れは男が売淫

から受けた伝染病を他の男に写してやる丈の事だ。結局の所男が主たる犯人で

ある。売淫の最も重要なる原因すなわち原因の原因は、男が貞節を守らぬ事に

ある。即ち一夫多妻の傾向や、何時何処でも相手さへあれば性欲を満足しゃう

とする男の仕打にある 340

こうして「衛生J 概念のジェンダーバイアスを批判する言説が、男性翻訳者によ

って『廓清』誌上に紹介されたのである。さらにこの論説は男性批判に止まらず、

「奥様」批判へと展開されていく。

女といふものは一度堕落した他の女に対して最も無慈悲で残酷なものである。

己が娘を堕落した姉妹から感染させぬ様にと交際を禁ずる有徳な奥様でも、娘

を堕落させぬとも限らぬ男に対しては馬鹿気切った程慈悲深くなって微笑んで

居る。〔中略〕この道徳上の二重標準の結果として社会は実際的に女を二種に

分類する。而して第一種の女には貞操を要求し第二種の女を以て男の性欲を満

足する道具となす。

しかし、ここに紹介されたような「衛生J 批判および「道徳上の二重標準」批判
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は、「衛生」という発想を根本から覆すものであったとはいえないし、むしろ衛生

論に依拠して廃娼論を展開する者は多かった。たとえば、『廓清』において最も精

力的な執筆活動を行っていた安部磯雄は、その衛生論者の一人である。彼の廃娼論

は、一言で要約するならば買売春=下水論である 35 0 r下水J (=買売春)は汚いが、

なくすことはできない。しかし表の世界から排除し、地下に流すことはできる。「下

水」のようなものが公の場に堂々とあるのが問題なのであり、「公娼」ではなく「密

淫売」であれば黙認する。「私共は決して女郎を廃し、密淫売を廃してしまうと云

う様な事が今日の世の中に於て出来ゃうとは思つては居ない 36 J というのが、彼の

基本的な立場であった 37

安部は「芸妓の知きは社会を堕落せしむるパチノレス中の尤なるものお」と述べ、

公娼制度を是認する風潮を「精神界のペストやコレラ 39 J と呼んでいるが、別の箇

所では「軽薄男子をして再び世に立つことの出来ぬ様にせねばならぬ。ベストや虎

列刺は決して隠蔽すべきものではない。社会衛生の為にはこれを公にして他の人が

同じく此の徹菌に擢らぬ様警告を与ふべき必要がある 40 J と述べており、ここでも

廃娼論は、男性論として論じられている。そして上の引用文中にも見られるように、

この男性論としての廃娼論は「社会衛生J という概念によって説明されている。

買売春=下水論は、安部のみならず、廓清会会長である島田三郎の論説にも見ら

れる。島田もまた、「下水は不潔なものであるが、廃する事は出来ない。併し此の

不潔なもの汚ないものを上水と同様に大道に溢れしめたならば、どうであらうか。

遊廓をして若し異に余儀なく存在せしむるのであらば、宜しく之を裏面のものとし

て、下水の土管が地下に伏せられてある如く、成るべく人の目に触れないやうにし

なければならぬ41 J と述べた上で「震の衛生は各自が自分の身を大切にするより外

に道はない 42 J として、廃娼こそ「農の衛生」への道であると論じた。このように

廃娼論が衛生論を強く意識し、しばしばそれに依拠して論じられたのは、前述のよ

うに、公娼制度の近代化が衛生思想と不可分であり、その近代公娼制度を正当化す

る言説が衛生論に基づいていて、廃娼運動はそれらの言説との対抗関係にあったか

らである。そして「廃娼」が「人道」にかなうだけでなく「異の衛生」への道でも

あることを立証しようとし、また「日本には衛生学の訓練がないために、男女聞の

性の問題は少しも徹底的に理解されて居ない 43 J との認識から、廃娼運動は自ら医

学知を動員した。

初期の『廓清』において廃娼論に医学知に基づく根拠を与えた人物と L ては、松

浦有志太郎(京都大学医科大学皮膚徽毒科長・医学博士)が挙げられる。松浦は、

検徽制度や駆徽制度には全く性病予防の効果が期待できず、それは「恰も太平洋の

水に、一瓶の昇京水を入れ、依って以て大洋の海水を消毒せんとするに等しき企て

44J だと論じた。文明が進めば医学が進歩し'性病患者も減るはずなのに実際には減

っていないと論じ、「娼婦必要論者J が性欲は食欲と同様に「自然」なものだと論

じているのは間違いで、むしろ「性欲を抑制して居ればそれ丈の働きを外に向ける

事が出来るから脳の働き、身体の働きが一層増すわけである 45 J と論じている。そ
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してこのように「制欲」は「衛生」上全く問題がないという立場から廃娼を支持し、

廃娼後の取締としては、娼婦が自身の性病について知りながらそれを広めている場

合にのみ強制治療をおこなうべきだと主張した。この松浦の説は廃娼論に医学的裏

付けを与えるものとして「今や斯道の大家、其深奥なる学術研究の結果と、動かす

べからざる多年の実験的事実によりて明言し断定する処斯の知く、吾人の運動は百

万の援兵を得たるの感あると同時に異に公娼制度に止めを刺すものといふべし失

46 J と歓迎され、島田三郎も「此現行検徽法に最後の止めを刺したのは、京大教授

松浦博士で〔中略〕博士が其専門の立場より匙を投じ、鋭利なるメスを奮って物の

見事に最後の動脈を切断してしまはれたので、最早一点論難の余地もない事となっ

た47 J と高く評価している。しかし、島田はこの松浦の制欲無害論と自身の買売春

=下水論の違いについては何らコメントしていないが、買売春を「廃する事は出来

ない」ものとしての「下水」にたとえた島田と、制欲無害論の松浦との聞には、か

なりの距離があるといえる。そして『廓清』誌上に掲載された論説における性欲抑

制についての論じ方は、必ずしも松浦のように抑制可能性ばかりを論じるものでは

なく、むしろそれがいかに難しいかを強調するものもあった。

たとえば海軍軍医少監である大貫安三の「海軍兵と花柳病との関係J と題する論

説は、国家医学会における講演の記録であるが、長期にわたって海上で生活する海

軍兵は陸地を踏んで外泊するのを渇望していること、外泊をさせないと士気が下が

るため「職務の関係上止むを得ざるもの」であること、それゆえ軍港には性病が蔓

延すること、それに対する海軍側の対策として月一回の身体検査や衛生講話、軍港

での私娼取締と性病予防具の販売をおこない、帰艦後の兵士の体の消毒をしている

こと等を論じている 48 。この論説のように、その主張がどのように廃娼論と結びつ

くのか明確にされていない衛生論も『廓清』には多数掲載されている。同紙は土肥

慶蔵について「我松浦博士と共に東西両大学の斯学のオーソリチ)であって、娼婦

に対する衛生的監視を知何にすべきかに就ては、吾人の最も耳をそばだて〉聞かん

とする処である」と紹介しているカ~ 49 、その土肥の『廓清』誌上の論説には「我々

の願ふ処は公娼の外に私娼迄も検査して防止の方法を講ぜなければならぬのである

が。乍併こは今日の処行はれない事であるならば、せめて行ふ事の出来る公娼だけ

でもして其範囲を大海のー粟としても予防の点に於てい〉事であるから、やって欲

しいと私共は思ふてゐる 50 J と書かれてあって、内容的には松浦の主張と正反対の

存娼論であり、それが無批判で掲載されている。山田弘倫(陸軍省衛生課長・医学

博士)は『廓清』誌上で「今日の検梅なるものは廓清会で説く程無効ではないと思

ふJ、「貴会に於ても、私娼に対しての此方面に充分の監視を行はれるやうにされる

なら、我々は何を苦しんで公娼制度のやうな売淫公認に左担する必要があらう」と

述べている 510

また『廓清』で論じられた娼婦観も一様ではない。前述のように「醜業婦」とい

う表現にみられる娼婦差別を批判する論説がある一方で、富士川、瀧(医学博士・文

学博士)は「私は元来売娼なるものを人間並に取扱ひたくないのである」と述べ、
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娼婦について新聞に書くことは「便所の戸を開放するやうなもの」だと論じた 520

富士川は、娼婦が売春を続けていると差恥の観念が減り、精神的肉体的に「変性」

が起こって「身体が男子的にな」り、その結果として「向性欲〔同性愛ー引用者JJ

と「マソヒスムス J が見られるようになると論じているへそしてこの富士川の説

を受けて、内ケ崎作三郎(廓清会理事・早稲田大学教授)は買売春によって「変性」

が起こるのは女性側だけでなく「男子も亦然り」だと述べて「道楽をする人は内分

泌がない為め良心の刺激が鈍り、人の金を持ち逃げしたり、物を盗んだり、嘘をつ

くなどは平気でやる」のだと論じ、「道楽が道徳的に善いか悪いかは倫理学の問題

ではなく立派に生理学の問題で。宗教家、道徳家でなく生志半看、産半看ゐ由患で

ある」と主張している 540

これらの『廓清』の論説の中には、互いに相矛盾するものも少なくなかったが、

その矛盾が問題化されることはなく、多様な主張が同時並行で論じられていた。し

かし、概して男性論としての廃娼論、なかでもとりわけ男性の性欲に対して関心が

集中し、それが衛生論として論じられる傾向にあったといえよう。そこでは医学知

が重視され、男たちを社会および国家がいかにして管理するかという観点から、廃

娼論が「社会衛生」にかなうものだと論じられていた。

第三節 女たちの廃娼運動の独立

廓清会が設立され、『廓清』において男たちが自ら男性論としての廃娼論を論じ

始めたことで、矯風会に対する社会的評価もまた、少しずつ変わりはじめた。廓清

会はその廃娼運動を矯風会と合同で行うことがあり、矯風会員は『廓清』の配布に

協力しており 55 、矯風会の女たちにとって、そのような廓清会との協働の経験は、

たとえそこでの役割が補佐的なものにすぎなくても、社会運動の実行方法について

学ぶ絶好の機会となった。さらに、女たちの廃娼運動にとってのもう一つの追い風

は、 1914 年 4 月、矯風会の名誉会員であった大隈重信が首相に就任したことであ

る。大隈の妻もまた会の名誉終身会員である 560 第二次大隈内閣は 1916 年 10 月ま

で続き、その間も、大隈とその妻は矯風会活動に協力的だった。毎年開かれる矯風

会の大会には、首相である彼から「婦人矯風会ノ活動ハ国家ノ為大ニ喜パザノレベカ

ラズ、尚益々健全ナノレ発展ヲ希望ス 57 J r予ハ矯風会ノ活動ニ対シ敬意ト感謝トヲ

表スルモノナリ 58 J と記された祝辞が届いている。

大隈の首相就任直後に発行された『婦人新報』には、益富政助(廓清会理事)に

よる「大隈内閣と矯風会」と題された論説が掲載されている。そこで益富は矯風会

の女たちに対し、イギリスにおいて公娼制度の廃止が可能だったのは、ジョセフィ

ン・パトラーら「人道の戦ひに熱心なる姉妹達の大なる奮闘努力の結果」であるの

と同時に、その成功のもう一つの要因は「英国に於ける該運動者が、常に当局者と

相提携してやった処J であったと論じて、大隈内閣という「大なる同情者、又強力

なる援兵を有し」たこの時にあたって矯風会が発展できないようであれば、矯風会
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員は「弱兵J に過ぎず「矯風会は到底なすあるに足らないものだといふ事を社会に

向って告白するものだ」と、廃娼運動に遁進するよう発破を掛けた590

そしてこれらのことは、矯風会の女たちを大いに刺激したのであろう。『婦人新

報』は、この翌月の 1914 年 5 月号から、その内容と構成とを大きく変えている。 4

月号までの社説欄は長らく無記名であったのに、 5 月号からは、巻頭の論説が記名

記事となり、それらは女性によって執筆されているのである。また、 4 月号までは、

社説欄、講話欄、矯風欄、家庭欄、はたらき欄等、項目ごとに記事が分類されてい

たが、 5 月号からは、そのような項目分けが廃されている。まずは、 1914 年の 5 月

号以降の巻頭論説について、執筆者と題目を以下に記してみよう。

1914 年 5 月、小崎千代子「時代の趨勢と祈祷の精神」

1914 年 6 月、本多貞子「大会近づく」

1914 年 7 月、広岡浅子「目覚めよ」

1914 年 8 月、小橋三四子「刃を出さん為に我来れり」

1914 年 9 月、杉本銀子「若き婦人に望む事ども」

1914 年 10 月、矢島揖子「園の法律と婦人」

1914 年 11 月、小橋三四子「我が工女課の働き」

1914 年 12 月、矢島樟子「新年の歌」

これらの論説のほとんどは、廃娼運動における女たちの奮起を促すような内容で

あったり、具体的提案を伴う社会評論であったりと、女たちの行動や主張を前面に

押し出す姿勢が見られるものになっている。たとえば、 6 月号の本多貞子の論説は、

矯風会活動の意義について、次のように説明している。

矯風会は、会務の凡てが全く婦人の手になって居る点に於ても、我が日本には

珍らしい異彩ある団体でございます。例えば某婦人会などについて見ましでも、

其重なる人々一実際会務を掌握して居る人は多く男子でありまして、婦人は唯

総会などに於ける接待の任務を尽す位の事でありますが、我が矯風会は、演説

会などに男子の方々を御願いする事は無論でございますけれども、本部支部共

に会務はすべて婦人自らの手に処理さる〉のであります60

このように本多は、矯風会が女たちの会であることを「一歩先に進んだ私共」と

誇らしげに強調しながら、その女たちに向かつて「自分の信ずるところは、人の前

だからと遠慮をせず、ズンズンお述べになる覚悟が欲しいのでございます。尤も矯

風会の大会は他の婦人会と比べると華々しい論戦のある方ですが、まだまだ御遠慮

なさってる方もあらうとの老婆心から申添えておきます」と、女もまた論戦に参加

するよう促している。

また 8 月号の小橋三四子の論説は、さらに好戦的である。彼女は「人の世は戦ひ

でございます」と述べ、「今の女子は戦ふには誠に不利な立場」ではあるけれども

戦ひに参加すべきだとして、次のように論じる。
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私共女子の生涯も、男子の裏に保護されて居る聞は、いかに幸福にまた安全で

ございませう。〔中略〕さりながら男子に保護さる〉事によって、私共が神様

の子としての人格をも智識をも傷つけられなければならぬ場合には、奮然と起

って戦はねばなりませぬ。堕落した男にも夫なるが故に従ひ、不正を喜ぶ人を

も男なるが故に主人と仰がねばならぬと云ふ事はありますまい〔中略〕私共は

たとへ一人であっても、主義の為には勇ましく起ち、叫び、艶れたいのでござ

います61

そして小橋は 11 月号の論説においては、女工のおかれた悲惨な境遇について述

べ、工場法の改正や工場伝道の必要を論じて、寄宿舎の設備の改善、女工が既婚者

である場合の授乳時間の確保の必要、労働時間の短縮や賃金アップの必要について

論じているぺこれに関連して『婦人新報』の他の記事では、「貧民救済」の手段

として託児所の必要性が論じられ63 、また「婦人の堕落を予防する第一の手段は婦

人の最低賃金を定めることである 64 J とも述べられている。そして、「男子の為め

の法律」を根本的に変えるためには、「法律の智識を一般婦人界に普及することに

務むるj ことが矯風会法律課の使命であると論じられた。

1914 年から 1915 年にかけての『婦人新報』の記事全体の内容的変化に加え、こ

の時期の『婦人新報』で注目したい点は、この後の女たちの廃娼運動のリーダーと

なる久布白落実が『婦人新報』に投稿を始めているということである。彼女の投稿

は、 1914 年に 2 本、 1915 年に 3 本に過ぎなかったが、 1916 年 3 月からは、ほぼ毎

号投稿している。 1920 年代に入ると、『婦人新報』の巻頭論説を久布白が担当する

ことが増え、この後の彼女は、表 6 に明らかなように矯風会で最も精力的な執筆者

となった。つまり久布白は矯風会の廃娼運動史において最も中心的な存在であった

といえるのだが、興味深いことに、 1915 年頃、矯風会の若手の主要メンバーであ

る守屋東が矯風会中央の委員たちに久布白を幹事として招こうと提案したとき、誰

一人としてその提案に賛成しなかったのだというぺその理由が、久布白が既婚の

子持ちであるからだったという点に、当時の矯風会中央の家庭観や廃娼運動観をう

かがい知ることができる。つまり、本来「家庭を守るべき」子育て中の女が矯風会

の活動家として、とりわけ廃娼運動に関わってゆくということには、当時の矯風会

の主要メンバーからは強い抵抗感が示されたのである。矯風会は「婦人」の会だと

表明していても、すべての女性に活動家としての活動が期待されていたわけではな

かったのである。しかし結局、守屋はこの抵抗を「強引に押しきり町、矯風会幹

事として久布白を迎えたのであった。 1916 年、久布白が 34 歳のときで、すでに彼

女は 3 人の息子を生み、そのうち 2 人目の息子 (3 歳)を疫痢で亡くした直後だ、っ

た。彼女はこのころの自分の体験をふまえてか、次のように論じている。

新婚の婦人を会に誘はんと致します時に、第一に反対を称ふるは娘善かれと祈
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る母親です、外出は禁物です、良人の素行も之れが為めに損はれ、一家の不整

理も之れが為めに来る、外出を頻繁にする会にはむしろ遠からねばならぬと云

ふは心ある母親の叫びです、生気溌刺たる新婚の若夫人等が、この退嬰主義、

引寵思案をせねばならぬ社会に、婦人と社会事業の活発なる発展が望まれませ

うか67

新人の彼女が、このような矯風会批判とも取れる大胆な主張を為しえたのは、彼

女が矢島樟子の姪という特殊な立場にあったからだとも考えられる。久布白は矢島

が院長をしていた女子学院を卒業しているが、その後、牧師である父にともなって

アメリカへ移住しており、長らく日本から離れていたためか、矯風会には幹事とし

て入っているにもかかわらず、会の内情には詳しくなかったようで、矯風会設立当

初からあった「風俗課J (廃娼運動を担う分課)は彼女が矯風会入りをした後に設

立されたと誤認している 68 。しかしそうした誤解を招くほどに、久布白が幹事に就

任した当時の矯風会中央において、風俗課の活動は低迷していたのであろう。

久布自の廃娼論の特徴は、それが一貫して男性批判として展開されているという

点にある。最初は 1916 年 6 月に「貞操」論として論じられ69 、1921 年頃からは「純

潔」論へ、 1926 年頃からは「男女道徳標準の平等」論へとキーワードは変化して

いくが、その内容の中心は男性批判である。また、久布白は「公娼全廃運動」を「教

育運動」と「直接運動」の二本柱によって成立するものと図解しているが 70 、前者

の「教育j については、男性に対しての「貞操」教育と、女性に対する「市民」教

育(および「政治」教育)の必要を説いていた。男性に「貞操」および「父たり良

人たる義務」を求め、すでに一方的に「貞操」が強いられている女性には「憤りを

発し得る」ための「識見J を求めるというのが、彼女の主張である。

貞操は女のもの、女は家のものと、長い長い習慣で定まったことのやうに考へ

て居りますが、是れが抑も間違ひの源と申さねばなりませぬ〔中略〕女子のみ

の貞操なるが故に、男子としては芸娼妓に戯る〉は当然のこと〉なって参りま

す〔中略〕今日までの貞操は屈従の別名では御座いますまいか 71

私共は実に新時代の開拓者とならねばなりませぬ〔中略〕婦人が正しき憤りを

発し得る見識とカを養うことです、社会の与論、過半数の与論をして男子の父

たり良人たる義務を、婦人の母たり妻たる義務と同等に神聖なるものとして認

むるに到らしむることです〔中略〕不良の父は子女の敬愛を受くることは出来

ませぬ72

また彼女は「我等の敵」を「社会」と「男子」に定め 73 、「解放は教育にあり」

と論じて、「男子」の「無知」に対する「性の教育」の必要性を強調した。
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日本の男子が自己の神聖を守ると云う事に無知なるは驚くの外は有りませぬ、

大学生甚だしきは高等学校生の聞から、妻帯せねば遣り切れぬなど、と云う国

民が何処に有りませう、公娼を歓待するの危険は実に此処に有ることを知らね

ばなりませぬ。即ち国民中、上下挙って、男子の性欲否獣欲は、これを制する

必要なきもの、又制し能はざるものとの誤信を与ふる事で御座います 74

男子に対する性の教育と云ふ事は、先づ絶無と云ってよいと思ひます、公娼制

度は、取りも直さず、男子の性欲の為めには何等かの設備を為さねばならぬと

云ふことを社会が認めて居る姿です、之れが真理であるとすれば、日本全国の

婦人は徴兵の如く、悉く抽選ででも公娼と為らねばならぬ仕宜です、然し、男

子の性欲は決して特殊なものでなく又之れを制する事は決して衛生上不可能な

ことも有害な事もなく、却雨、之れが為めに、男性美を発揮し其事業技能の発

展等には大なる力を与ふると云ふ事は、現実、科学の上に、医術の上に証明さ

る〉事実となって来て居ります〔中略〕中学高等学校は勿論商居、工場の如き、

軍隊の如き有らゆる男子の団体に於て之の問題に関する健全なる知識を与ふる

事は最も必要な事では有りますまいか75

単なる「男子の醜行J 批判ならば、すでに過去の矯風会において、一夫一婦の建

白運動 (1891 年 11 月 30 日開始)として行われていた。そしてこの一夫一婦の請

願書は、矢島揖子の回想によれば、巌本善治からアイデアを得て、徳、富蘇峰が起草

したのだという 760 この矯風会の請願は「在外売淫婦取締法制定に関する請願書」

と同時に提出されたことに現れているように、「一夫一婦」の枠からはみ出た存在

としての「売淫婦」に対する批判が強調され、男性批判の色は薄められていたが、

その「一夫一婦」論が、この時期にあらためて「男子の貞操」論として論じ直され

たのだといえる。そして、公娼制度は「男子の獣欲」という「誤認」に基づいてつ

くられた「制度」なのだと、廃娼論の男性論としての側面が強調されることによっ

て、この「制度」の下で売春を行う芸娼妓は「階級」であり「奴隷」であると論じ

られた。久布白の廃娼論においては、その最も初期の論説(1 915 年)においても、

すでに「芸娼妓と云ふ階級」という表現がみられる 770 この「階級」としての芸娼

妓という認識は、後に、無産階級論とも結びつけて論じられた 78 。また、廃娼問題

が「階級」問題である以上、貧困の解決が廃娼運動の最大のテーマであるとの認識

が示された 790

この久布白の廃娼論は、前節に述べたように『廓清J 誌上で同様の男性論がすで

に男性論者によって論じられていたことも考え合わせると、それがとりたてて斬新

な主張であったとは言い難い。男性の「貞操」を論じる際に彼女が「性の教育」の

可能性を強調していることは、「教育」が長らく女性の役割だとされてきたことと

も無関係ではないと考えられるが、上記の引用文中の「男子の性欲は決して特殊な

ものでなく又之れを制する事は決して衛生上不可能なことも有害な事もなく」とい

120 



う主張の根拠は、すでに『廓清』で松浦有志太郎らによって示された見解である。

しかし、そのような男性論としての廃娼論が女性論者によって説かれ始めたという

こと自体には、新しさがあった。そして久布白自身もその立場を自覚していたよう

である。彼女は、女たちが男たちに臆せず社会活動を為しうるようにするためには、

男たちとは明確に組織を分けて女たちだけの団体を作り、そこで女たちの「訓練j

をおこなうべきだと主張している。

矯風会が男女を)5 IJ って活動する処には一つの理由が有ります〔中略〕男子には

数十世紀に渡る訓練があるのに比して女子には僅かに数年十数年の訓練しか有

りませぬ、一堂に混じて事を共にする時には勢、有力なる男子に其処を譲って

婦人としての発達をすることが困難で御座います80

また彼女は「婦人として向性を保護するために、私共は是非とも今一層婦人とし

ての団体意識を持つに到らねばなりませぬ81J と、〈女たち〉を「団体」としてと

らえることの必要性を強調している。そして娼妓は「向性J であり「女J として自

分たちと同じ立場であるという点が強調され、公娼制度に対しては「女なる私共が

之れを黙視するは女性として之れを是認すること 82 J だと論じて、〈女たちの廃娼

運動)の必要性が説かれたのである。

このように〈女たちの廃娼運動)を意識的に形成していくという戦略は、この後

の矯風会の方針となったようである。たとえば 1926 年、公娼廃止のために男性た

ちとの共同行動を取る必要があるという理由から矯風会は廓清会とともに廃娼連盟

を結成したが、それは廓清会と融合した新たな一団体ではなくて、あくまでも矯風

会と廓清会という独立した団体の「連盟J であった。こうしてく女たちの廃娼運動〉

は、男たちと相提携しておこなわれることはあっても、かつてのように(男たちの

廃娼運動〉に埋没することなく、独自の道を歩みはじめたのである。

1 山脇房子「廃娼問題に対する意見J W廓清』第 1巻 3 号、 1911 年 9 月。
2 ただし、これらの表には矯風会の分課の報告書は含めていない。他方、グラフは、分課
の報告を含む記名記事もすべて含めた数である。したがって、表 4 の数値とグラフの数値
は一致していない(分課の報告記事を含めたグラフの方が、女性執筆者の割合が高くなっ
ている)。
3 名出星子「和歌山公娼設置問題再興に付きてJ W婦人新報』第 161 号、 1910 年 11 月 15

日。
4 大隈重信「異の愛国者J W婦人新報』第 167 号、 1911 年 5 月 25 日。

5 守屋東「大阪難波新地遊廓廃止運動J W婦人新報』第 176 号、 1912 年 2 月 25 日。
6 同前。

7 たとえば益富生「覚え帳の中より J CW 婦人新報』第 178 号)には、「熱心に廃娼運動に尽
力」の内容について「廓清会の為に一心不乱に働き同会の事業の為に資金を集むることや
会員を募集することに一生懸命に働かれる事は感謝すべき事である」と記されている。
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s 土肥慶蔵「衛生と道徳(第一 )J W婦人新報』第 151 号、 1910 年 1 月 15 日。

9 同「衛生と道徳(第二 )J W婦人新報』第 152 号、 1910 年 2 月 15 日。

10 前掲「衛生と道徳(第一 )J 。

11 大津謙二「医学上より見たる男子の不品行J (W 婦女界』からの転載記事)、『婦人新報』

第 164 号、 1911 年 2 月 15 日。
12 同前。

13 安部磯雄「地獄の家J W婦人新報』第 172 号、 1911 年 10 月 25 日。

14 片山園嘉「不品行は多く酒より来る J (W 婦女界』からの転載記事)、『婦人新報』第 164

号、 1911 年 2 月 15 日。

15 前掲大隈「虞の愛国者」。

16 鎌田栄吉「男子に自尊心を与へよJ W婦人新報』第 164 号、 1911 年 2 月 15 1=1 0 

17 江原素六「根本より改めよ J W婦人新報』第 164 号、 1911 年 2 月 15 日。

18 高島米峰「吉原遊廓善後策に就てJ W婦人新報』第 166 号、 1911 年 3 月 25 日

19 r京都教会牧師牧野君演説の大要J W婦人新報』第 170 号、 1911 年 8 月 25 日

20 r良夫賢父」主義については、前掲海妻『近代日本の父性論とジェンダー・ポリティク

ス』参照。

21 男子の品行問題と婦女界J W婦人新報』第 164 号、 1911 年 2 月 15 日。

22 廓清会発会式J W廓清』第 1 巻第 2 号、 1911 年 8 月。

23 r東京基督教青年会J W日本キリスト教歴史大事典』教文館、 1988 年。

24 r公娼廃止論J W婦女新聞』第 571 号、 1911 年 4 月 28 日。

25 W廓清』編集人であり廓清会理事の益富政助は、日露戦争中、日本基督教青年会の軍隊

慰問部主事として中国東北部に滞在し、 1906 年 4 月、満掛|における日本人娼婦の「救済 J

のため、仲間とともに満洲婦人救済会を大連に設けた(満掛|婦人救済会は後に救世軍に移

管)。廓清会理事の一人である山田弥十郎は、満掛|婦人救済会の監理者である。益富や山田

のみならず、伊藤秀吉(元満鉄社員、廓清会理事)も廃娼運動を大連で始めた。廓清会の

設立に至る一過程として、この大連の廃娼運動は重要である。大連の廃娼運動、およびそ

の廓清会との関係については、前掲竹村『廃娼運動~ 25-35 頁、同『大正文化 帝国のユ

ートピア 世界史の転換期と大衆消費社会の形成』三元社、 2004 年、 173-194 頁。

26 r廓清会発起人J W廓清』第 1巻第 1 号、 1911 年 7 月。

27 廓清会の発起人(評議員を兼ねる)は 44 名の内、 31 名が男性、 13 名が女性であり、女

性会員の割合は、第 1 回会員名簿 (77 名)で 27% 、第 4 回会員名簿 (94 名)で 21% 、第

5 回会員名簿 (571 名)で 24% 、第 6 回会員名簿 (331 名)で 34% 、第 7 回会員名簿 (275

名)で 19% 。
28 前掲「廓清会発会式」。

29 田中正造「改良の余地なき悪制度J W廓清』第 1 巻第 4 号、 1911 年 10 月。

30 r廓清会とは何ぞや(其二)男女貞操会 J W廓清』第 2 巻第 2 号、 1912 年 2 月。

31 r廓清会支部の設立を望むJ W廓清』第 1 巻第 2 号、 1911 年 8 月。

32 浮田和民「公娼問題の三要点J W廓清』第 2 巻第 1 号、 1912 年 1 月。

33 益富政助「此橿災者を救へJ W廓清』第 1 巻第 1 号、 1911 年 7 月。

34 小松武治「健康と性欲J W廓清』第 2 巻第 5 号、 1912 年 5 月。

35 阿部恒久は安部の立場を rW 公娼=下水』論」としているが、これは「買売春=下水論 J

と修正されるべきである(同「安部磯雄と婦人問題 J W安部磯雄の研究』早稲田大学社会科

学研究所、 1990 年) 0 r下水」というレトリック、すなわち表に出すべきではないが無くす

ことはできないものとして論じているのは、買売春そのものなのであって、公娼制度とい

うシステムではない。安部は公娼制度というシステムについては、無くすことができると

考えていたし、無くすべきだと論じていた。

36 安部磯雄「公娼制度と社会の風儀J W廓清~ 1911 年 7 月。

37 安部が買売春の問題を「下水j というレトリックで論じたことは、彼のオリジナリティ

ではない。荻野美穂は、イギリスにおける CD 法の娼婦と性病の管理が、 1840 年から 60
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年代末くらいにかけての都市衛生改革の動きに接続する形で登場していると論じ、またパ

リの衛生学者であるパラン=デュシャトレは、下水や汚水溜め問題の専門家であり、彼に

とっては娼婦の存在も「もう一つの下水」と捉えられていたことを指摘している(前掲『ジ

ェンダー化される身体』、 305-309 頁、 324-326 頁)。安部は 1891 年から約 3 年間のアメ

リカ留学の聞に社会主義者となり、その後ドイツへ留学するが、彼の自伝においては、ド

イツ留学の前に立ち寄ったイギリスへの滞在と、その都市を視察した体験について、一章

を割いて詳しく記述していて、そのイギリス滞在についての記述の中で「私は社会主義を

奉じたる後殊に都市問題に興味を有つやうになったj と書いている(安部磯雄『社会主義

者となるまで』改造社、 1932 年、 218 頁)。よって「下水」論のアイデアは、イギリスにお

ける議論の模倣として、すでにこのイギリス滞在前後に得られている可能性が高い。しか

し、安部がヨーロッパにおける娼婦管理についての議論をどの程度まで知り得ていたかと

いうことについての検討は、今後の課題である。

38 安部磯雄「文明の進歩と自由権の制限J W廓清』第 3 巻第 10 号、 1913 年 10 月。

39 同「風紀取締に関する政府の矛盾J W廓清』第 3 巻第 12 号、 1913 年 12 月。

40 同「男子に欺かる〉勿れJ W世界婦人~ 1907 年 3 月。

41 島田三郎「空論に非ず実地の問題也J W廓清』第 1巻第 1 号、 1911 年 7 月。
42 同前。

43 内ケ崎作三郎「生れざる者に対する義務J W廓清』第 4 巻第 7 号、 1914 年 7 月。

44 松浦有志太郎「衛生上より娼妓を必要とするやJ W廓清』第 3 巻特別号、 1913 年 8 月。
45 同前。

46 時代の休徴J W廓清』第 2 巻第 4 号、 1912 年 4 月。

47 島田三郎「社会の基礎(二 )J W廓清』第 2 巻第 6 号、 1912 年 6 月。

48 大貫安三「海軍兵と花柳病との関係J W廓清』第 3 巻第 4 号、 1913 年 4 月。

49 娼婦と花柳病J W廓清』第 3 巻第 7 号、 1913 年 7 月。
50 同前。

51 山田弘倫「陸軍兵と花柳病との関係J W廓清』第 3 巻第 4 号、 1913 年 4 月。

52 富士川瀞「人間並に扱ひ度くないJ W廓清』第 5 巻第 9、10 号、 1915 年 10 月。

53 同「売笑の研究J W廓清』第 5 巻第 8 号、 1915 年 9 月。

54 内ケ崎作三郎「文明とは何ぞやJ W廓清』第 5 巻第 8 号、 1915 年 9 月。

55 たとえば「各課一年間の活動 軍人課J (W 婦人新報』第 205 号、 1914 年 7 月 28 日)に

はその記録が残されている。

56 W婦人新報』第 157 号、 1910 年 8 月 15 日。

57 大隈重信「祝辞J W婦人新報』第 205 号、 1914 年 7 月 28 日。

58 同『婦人新報』第 214 号、 1915 年 4 月 28 日。

59 益富政助「大隈内閣と矯風会J W婦人新報』第 202 号、 1914 年 4 月 25 日。

60 本多貞子「大会近づく J W婦人新報』第 204 号、 1914 年 6 月 28 日。

61;J 、橋三四子「刃を出さん為に我来れり J W婦人新報』第号、 1914 年 8 月 28 t:l 0 

62 同「我が工女課の働き J W婦人新報』第 209 号、 1914 年 11 月 28 日。

63 ー記者「貧民救済の根本策 託児所参観J W婦人新報』第 206 号、 1914 年 8 月 28 日。

64 松本雲舟「婦人の最低賃金と貞操J W婦人新報』第 212 号、 1915 年 2 月 28 日。

65 久布自落実『廃娼ひとすじ』中公文庫、 1982 年、 112 頁。
66 同前。

67 同「苦労J W婦人新報』第 249 号、 1918 年 4 月 20 日。

68 同「五十年来廃娼の歩みJ W婦人新報』第 370 号、 1929 年 1 月 1 日。

69 久布白はすでに 1915 年 3 月の論説 (r 道徳上の常備軍J W婦人新報~ 213 号)において「男

子の姦淫j 問題を論じているが、男性「貞操」論として持論を展開したのは 1916 年 6 月の

論説 u寄って以て立つ処を与えよ J W婦人新報~ 228 号)からである。

70 久布白落実「回顧と希望J W婦人新報』第 238 号、 1917 年 5 月 10 日。

71 同「貞操の観念と国家の将来J W婦人新報』第 231 号、 1916 年 10 月 5 日。
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72 前掲久布白「苦労J。

73 同「立て戦闘は将来に有り J W婦人新報』第 223 号、 1916 年 1 月 28 日。

74 前掲久布白「寄って以て立つ処を与へよ J。

75 同「婦人の権利と公娼制度J W婦人新報』第 268 号、 1919 年 11 月 10 日。

76 矢島揖子「貞操問題の淵源J W婦人新報』第 233 号、 1916 年 12 月 5 日。矢島によれば、

彼女らが矯風会の発会時に禁酒禁煙を称えだしたとき、巌本が「それよりも男女間の貞操

問題を匡す方がよい、現今の法律は甚だ不完全であって、女子の姦淫は重い罪科に間ふが、

男子の姦淫は何の罰する処がないJ と助言したとのことである。

77 たとえば「矯風漫録J CW 婦人新報』第 219 号、 1915 年 9 月)、前掲「立て戦闘は将来に

有り」。

78 久布白落実「時の兆J W婦人新報』第 342 号、発行日不明。

79 間「東洋労働物語(三)日本 J W婦人新報』第 387 号、 1930 年 6 月 1 日。

80 同「全国の教会に訴ふJ W婦人新報』第 227 号、 1916 年 5 月 28 日。

81 同「婦人と人権J W婦人新報』第 267 号、 1919 年 10 月 15 日。

82 同「基督教婦人矯風会の過去と将来J W婦人新報』第 266 号、 1919 年 9 月 15 日。
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〔表1〕 『婦人新報』に掲戟された男性執笙者による論説のリスト

掲載号 年月日 氏名 性別 屑苔き・敬称 誰説の題名 I掲戟柑 1内容

151 1910年1月15日 新渡戸稲造 男 農学・法学悟 分福主蓉 社説

士

151 1910年1月15日 土肥慶冠 男 医学海士・君 衛生と道徳 社説 衛生

151 1910年1月15日 武藤無妥 男 君 禁煙実験談 l社説 禁煙 I 
151 1910年1月15日 石川哲 男 君 下婢教育法につきて主婦に望む 1家庭探 家車

152 1910年2月15日 土肥慶冠 男 医学博士・君 衛生と道徳 I 衛生

153 1910年3月15日 北里柴＝郎 男 医学博士・君 禁煙実験談 禁煙

153 1910年3月15日 江原素六 男 翁 家庭の勢力 家庭

153 1910年3月1S日 久留島武夫 男 君 破摂した人形の処匿 家庭柑 家車

154、5 1910年5月15日 大隈重信 男 伯爵 文明の源泉 社説 家庭

154、5 1910年5月15日 大澤謙治 男 医学博士・君 酒害の大要 社説 禁酒

154、5 1910年5月15日 キング 男 博士 親は子供の人格を菫すべし 教育

154、5 1910年5月15日 上畠益太郎 男 弁誤士・君 婚姻観念発展の理光 家庭

154、5 1910年5月15日 山室軍平 男 君 如何にして例会に興味あるものとなすべき 所感

154、5 1910年5月15日 上野隔一 男 文学士・君 習慣の話 家庭橋 所感

156 1910年6月15日 上畠益太郎 男 弁誤士・君 婚姻観念発展の喧光 1家庭

156 1910年6月15日 乙骨千授 男 高師教授 1底脳児の取扱法 1家庭憫 教育

157、8 1910年8月15日 大隈重信 男 伯爵 不健全なる社会の戦士 社説 I 
160 1910年10月15日 江原素六 男 君 家族制度に対する観念 社説 家庭

160 1910年10月15日 北里柴＝郎 男 医学博士・君 生命を菫んずるものは宜しく禁煙すべし 社説 禁煙

160 1910年10月15日 松野恵蔵 男 君 酒は米の水に非らず 禁酒

160 1910年10月15日 大隈重信 男 伯爵 未成年者の禁酒禁煙につきて 禁酒、禁煙

160 1910年10月15日 烏田三郎 男 君 禁酒の励行は法律の力よりも婦人の力を侯 柑 禁酒

つや大なり

160 1910年10月15日 北里柴三郎 男 医学博士・君 誤りたる衛生法 家庭襦 衛生

161 1910年11月15日 大澤謙治 男 医学博士・君 飲酒の害 社説 禁酒

161 1910年11月15日 巌谷小波 男 先生 子女の教育について 家庭桐 教育

161 1910年11月15日 江原素六 男 先生 家庭の小車務と知徳の修五 1家庭襟 家庭

163 1911年1月15日 片山国嘉 男 医学博士・君 lピールは将して無害の飲料水なるか 社説 禁酒

163 1911年1月15日 高揉喬松 男 郁文館学監 1誤まりたる教育の惹蓉 教育 教育

164 1911年2月15日 植村 男 牧師 たうげ 教坦 宗教

164 1911年2月15日 大澤謙治 男 医学悸士 医学上より見たる男子の不品行 社説 廃娼

164 1911年2月15日 片山國嘉 男 医学博士 不品行は多く酒より来る 社説 廃娼、禁酒

164 1911年2月15日 向軍治 男 氏 堂の宮殿、趣味の生 社説 廃娼

164 1911年2月15日 江原素六 男 君 根本より改めよ 社説 廃娼

165 1911年3月15日 大隈重信 男 伯爵・君 員の道徳は婦人問題の解決によって全ふせ 社説 廃娼

らる

165 1911年3月15日 田川太吉郎 男 君 婦人の尽力を要する二点 家庭描 教育

165 1911年3月15日 小林宮次郎 男 君 一家存亡の源因は晩酌一杯の酒故 1家庭桐

昌166 1911年3月25日 福烏四郎 男 氏 廃娼詰 与論の声

166 1911年3月25日 高島米峯 男 君 吉原遊廓苦後策に就て 与論の声 廃娼

166 1911年3月25日 斯波貞吉 男 君 吉原遊廓苦後策に就て 与論の声 廃娼

166 1911年3月25日 宮田修 男 君 吉原遊廓苦後策に就て 与論の声 廃娼

166 
1911年3月2叫5日烏田三郎

男 君 公娼全廃論 与論の声 廃娼

166 1911年3月2 男 君 之れ実地の問題也（概略） 与論の声 廃娼

166 1911年3月ZS日 桑木巖蕊 男 文学悸士・君 家庭憫 家庭

166 1911年3月25日 谷本宮 男 文学悟士・氏 昔の女と今の女 家庭憫

167 1911年5月25日 大隈重信 男 伯爵・岩 員の愛国者 社説 廃娼

167 1911年5月25日 山室 男 大佐 公娼全廃誼 廃娼

168 1911年6月25日 烏田＝郎 男 君 公娼制度の否認（上） 社説 廃娼

168 1911年6月25日 安部磯雄 男 君 世に斯の如き公娼制度ありや 社説 廃娼

169 1911年7月25日 大森 男 京都府知事 時代の先駆者たれ

169 1911年7月25日 谷本梨庵 男 文学博士・君 常に婦人たるを記憶せよ 家庭

169 1911年7月25日 桑木巖翼 男 文学博士・君 因循姑息より脱せよ 所感

169 1911年7月25日 山路愛山 男 君 廓渚会設立に就きての所感 廃娼

171 1911年9月25日 島田三郎 男 君 公娼制度の否認（下） 廃娼

171 1911年9月25日 ジョルダン 男 スタンホード 平和に関する講演 平和

大学総長・博

士

171 1911年9月25日 ＝輪田元道 男 君 国民の品性 廃娼

172 1911年10月25日 ＝輪田元道 男 君 国民の品性（続） 廃娼

172 1911年10月25日 安部磯雄 男 君 地獄の家 家庭

172 1911年10月25日 大隈重信 男 伯爵．君 婦人は獣なりや人なりや 廃娼
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186 1912年12月25日 三井芳太郎 男 早稲田教会牧 神の恵は無条件にて受＜ぺし I語演
宗教

師・氏

186¥1912年12月ZS日 藤田寛太郎 男 1氏 信仰の余恵 語演 宗教

186 1912年12月ZS日1宮田修 男 成女高等女学 1廃娼問顆と婦人 語演 1廃娼
I 校長・氏

187 1913年1月ZS日 小崎弘道 男 霊南坂教会牧 信仰の万能力 をしへの庭 1宗教

師・氏

187 1913年1月25日 大谷虞 男 氏 信仰の進境 をしへの庭 宗教

1 s? I 1913年1月25日 宮川経輝 男 氏 聖潔之徳 1語演 l宗教

187 1913年1月25日 長坂鑑次郎 男 氏 楽天の歌 諸演 I 
187 1913年1月ZS日 佐々醒雪 男 文学博士・氏 1貞節の変遷 語演 廃娼

187 1913年1月25日 藤田寛太郎 男 氏 少年少女に寄す もしほ草

187 1913年1月25日 小崎道雄 男 氏 オペリン大学に於る男女の規則 ホーム

188 1913年2月25日 安部磯雄 男 氏 現今の婦人問題 をしへの庭

188 1913年2月25日 小崎道雄 男 在米国・氏 米国よりの苔翰 ホーム

189 1913年3月25日 ゴルドン 男 氏 婦人の友イエスキリスト をしへの庭

189 1913年3月25日 小崎弘道 男 霊南坂教会牧 エゼキエルの預言 Iをしへの庭
師・氏

189 1913年3月25日 安部磯雄 男 氏 男女平等論 語演

189 1913年3月25日 釘宮 男 牧師 新しき女旧き女理想の女 語演 I 
189 1913年3月25日 小崎道雄 男 オベリン大 米国よりの吝翰 ホーム

学・氏

19011913年4月25日 小崎弘道 男 霊南坂教会牧 天ひらげて をしへの庭

師・氏

190 1913年4月25日 モット 男 万国吉年会総 道徳上及塁性上の萎縮 をしへの庭

幹車•海士

190 1913年4月ZS日 山崎黙堂 男 氏 健全なる家庭は宮国強兵の基 語演

190 1913年4月25日 ケールン 男 博士 家庭に就て 語演

190 1913年4月25日 小崎道雄 男 氏 米国よりの苔翰 ホーム

191 1913年5月25日 山崎黙堂 男 台南 良心の翌 をしへの庭

191 1913年5月25日 益宮政助 男 廓渚会理車 米国排日問題に付て 語演

192 1913年6月ZS日 田島 男 牧師 基習教より見たる新らしき婦人 教の庭 宗教

194 1913年8月25日 伊質駒吉郎 男 夕院丘高等女 婦人と文明 語演

I 学校長・氏

194 1913年8月25日 林荼 男 I氏 生命の水 家庭

194 1913年8月25日 井上達― 男 医学博士 近視に就て 家庭

194 1913年8月25日 小崎道雄 男 氏 米国たより 家庭

195 1913年9月25日 安藤太郎
男 1長日本・禁氏酒会

未婚の娘に対する母親の心得 語演

195 1913年9月25日 伊費駒吉郎 男 夕阻丘高等女 婦人と文明（二） 語演

学校長・氏

195 1913年9月25日 笹尾 男 氏 所感 1話演

195 1913年9月25日 山鹿 男 牧師 宗教と婦人 語演

195 1913年9月ZS日 ＝浦 男 牧師 子女の教五に就て 家庭

195 1913年9月25日 小崎道雄 男 氏 北米オベリン通信 家庭

196 1913年10月25日 山崎黙堂 男 台南・氏 献身的精神 論諾

196 1913年10月25日 伊貿駒吉郎 男 夕隔丘高等女 婦人と文明 I論諾
学校長・氏

196 1913年10月ZS日 益宮政助 男 廓渚会理車・ 感想其折り折り 論諾

I 氏

196 1913年10月25日 小崎道雄 男 在オベリン・ 米国オペリン通信 家庭

氏

197 1913年11月25日 江原素六 男 文族院語貝・ 新しい女 詰語

翁

197 1913年11月25日 小崎弘道 男 堂南坂教会牧 一致協力 詰諾

師・翁

197 1913年11月ZS日 山室軍平 I男
救世軍大佐・ 汝らは地の塩なり 論語

氏

197 1913年11月25日 伊賀駒吉郎 男 夕陪丘高等女 婦人と文明（四） 論諾

学校長・氏

198 1913年12月ZS日 高烏平三郎 男 女子高等師範 矯風の原理と実際 論諾

学校教授

198 1913年12月ZS日 久布白 男 大阪・牧師 活ける貞潔 論諾

198 1913年12月ZS日 藤田寛太郎 男 I i神聖至地 1詰諾
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〔表2〕 『婦人新報』に掲載された女性執笙者による誰説のリスト

掲就号 年月日 1氏名 I性別 1肩苔き・敬称 論説の題名 I掲就探 i内容

151 1910年1月15日1ガントレット恒 女 新年を迎へて 百年桐 I所感

152 1910年2月15日 大関和子 女 心の祈りに応答へ給ふ 心の花 所感

152 1910年2月15日 守屋東子 女 子供なればこそ 少年柑 禁酒

153 1910年3月15日 烏山辰子 女 此花活誕婦会 乳の話 家庭探 衛生

長

153 1910年3月15日 ＝谷民子 女 偉人の面影 吾年部襟 所感

156 1910年6月15日 安井哲子 女 女史 児童と家庭 家庭探 家庭

156 1910年6月15日 宮川すみ子 女 女史 改良したいと思ふ点 家庭桐 家庭

157、8 1910年8月15日 矢島揖子 女 矮風会の道 社説 所感

160 1910年10月15日 嘉悦孝子 女 都郡女学生の特長 家庭桐 教育

161 1910年11月15日1名出里子 女 1和歌山公娼設匿問題再興に付きて 社説 1廃娼

163 1911年1月15日 矢烏揖子 I 女 1新年の所感 社説 i所感

163 1911年1月15日 ヘンデルソン 女 夫人 幸福と健康 社説 衛生

163 1911年1月15日 渡湿常子 女 不良学生の俄牲となりし健児 教育 教育

163 1911年1月15日 大関和子 女 如何にせば全き人になるか 教え草
I 

165 1911年3月15日 安中花子 女 彼等は母の愛を知らず 家庭柑 I家庭

167 1911年5月25日 山脇房子 女 啜可憐なる人の子 廃娼

169 1911年7月25日 矢島揖子 女 1愛は吾等の生命なり 新説 廃娼 I 

1?1 I 1911年9月25日 根本徳子 女 ニコチン退治 禁煙

173 1911年11月ZS日 矢島揖子 女 女子教育と家庭問題 社説 教育 I 
174 1911年12月25日 安井哲子 女 周囲の人に対する同悟

174 1911年12月ZS日 矢烏揖子 女 I婦人用名剌の由来 1家庭柑

174 1911年12月ZS日 戸川秀子 女 故小林宮次郎氏の伝を読みて I 1所感

175 1912年1月25日 ＝谷民子 女 1新年の覚悟 I社説 1所感 I 

175 1912年1月ZS日 安井哲子 女 局囲の人に対する同情

175 1912年1月25日 安中花子 女 偶感

175 1912年1月25日 矢島揖子 女 語話

176 1912年2月25日 井深 女 夫人
戸渚泉いて

談蔑

176 1912年2月25日 ＝谷 女 女史 談蔑

176 1912年2月ZS日 守屋 女 女史 難波新地遊廓廃止運動 活勁 廃娼

177 1912年3月25日 安井哲子 女 をりをりの所感 教の庭 I 

177 1912年3月25日 矢島揖子 女 1すぎこしかた もしほ草 I 

177 1912年3月25日 本田貞子 女 ひさびさにて故郷に帰りて もしほ草

177 1912年3月25日 デピス 女 ミス ヘーグに於ける矯風大会 はたらき

177 1912年3月25日 渚水たね 女 大阪の廃娼運動 はたらき 廃娼

177 1912年3月25日 渡湿常子 女 朝鮮旅行記 はたらき

178 1912年4月25日 矢島揖子 女 すぎこしかた もしほ草

178 1912年4月25日 大関ちか子 女 大関器誤婦会 活誤婦となりし動機 もしほ草

長

178 1912年4月ZS日 安中花子 女 動物愛譲について もしほ草

178 1912年4月25日 ＝輪田真佐子 女 家庭も亦学校なり ホーム 家庭

178 1912年4月ZS日 渡湿常子 女 神戸矮風会長 朝鮮旅行記 はたらき

178 1912年4月25日 守屋東子 女 入峡の記 はたらき

179 1912年5月25日 久布白落実子 女 在米 子供は教ふ価値ありや もしほ草 教育

179 1912年5月25日 安中花子 女 我魂と我心と もしほ草

179 1912年5月25日 サッチャー 女 万国矮風会軍 日本訪問雑惑 はたらき

人課長、夫人

179 1912年5月ZS日 ウィラード 女 嬢 矮風会の起源 はたらき

180 1912年6月25日 ルース、エフ、 女 嬢 酒精中番患者に同情し其救助策を語ずるは 社説 禁酒

デビス 現今社会の急務なり

180 1912年6月25日 宮川すみ子 女 日英婦人の長所 もしほ草

~180 1912年6月25日 矢島揖子 女 すぎこしかた（続） もしほ草

1912年6月ZS日 大関ちか子 女 如何にして健康を維持すべきか ホーム 衛生

182 1912年8月25日 河井道子 女 女史 男女の交際 もしほ草 I 

182 1912年9月ZS日 嘉悦孝子 女 女史 員の倹約の仕方 Iもしほ草 I 

183 1912年9月25日 林歌子 女 女史 喪章を付くる白リポンの会貝 社説

183 1912年9月25日 北村美那子 女 ハチエラーオ 米国家庭に於ける児童の躾方 もしほ草

ファーツ

184 1912年10月25日 ルイス 女 ミス 土産話 もしほ草

186 1912年12月25日 矢島揖子 女 すぎこしかた もしほ草

186 1912年12月25日 渚水きよ子 i女 1女子学院 諒閤の年の再 ホーム I 

187 1913年1月25日 ー谷民子 女 旅行中の雑感 I社説

187 1913年1月25日 矢島揖子 I 女 すぎこしかた もしほ草 I 
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187 I 1913年1月25日ガントレット 女 夫人 煙草の害 ホーム 禁酒

188 1913年2月25日 本多貞子 女 婦人矮風会の歴史 をしへの庭

188 1913年2月25日 大澤常子 女 女子服装改良論 語演

188 1913年2月25日矢烏揖子 女 すぎこしかた もしほ早

188 1913年2月25日河口あい子 女 過去十年間の思出 もしほ草

189 1913年3月25日林歌子 女 窓闘努力 社説

189 1913年3月ZS日1井深花子 女 主及其力によりて強くなるべし をしへの庭

189 1913年3月25日 矢島揖子 女 すぎこしかた もしほ草

189 1913年3月ZS日ルース、エフ、 女 嬢 台湾紀行 I'またらき I デビス
189 1913年3月ZS日渡温常子 女 台北よりの苔斡 はたらき

191 1913年5月ZS日 ＝谷民子 女 1現今婦人の取るべき覚悟｀ i社説

191 1913年5月25日 久布白 女 在米・夫人 単純なる思想 をしへの庭 I
191 1913年5月25日 山脇ふさ子 女 学校教育と家庭 語演 教育

191 1913年5月25日 矢島揖子 女 1 九州旅行につき はたらき

192 1913年6月25日 広岡あさ子 女 信者になりし経験 教の庭 宗教

192 1913年6月25日 小向きん子 女 学齢前の幼児と家庭 家庭 家庭

192 1913年6月25日 粟屋栄子 女 母の会の目的 家庭

194 1913年8月25日塚本はま子 女 婦人と経済 社説

194 1913年8月25日本多てい子 女 明治天皇御一週年奉悼式にて 語演
194 1913年8月ZS日 矢烏揖 女 会頭 矮風会の主器 語演
194 1913年8月25日 根本とく 女 文相の一夫一婦説 語演 廃娼

194 1913年8月25日 和久山わさ子 女 壁の影画 家庭

195 1913年9月ZS日広岡浅子 女 婦人と信仰 社説

196 1913年10月25日塚本はま子 女 小児の衣服 家庭 家寧

196 1913年10月25日 守屋東子 女 サヨナラからの教訓 雑録

197 1913年11月25日デビス I女
万国本部派造 過去の一年 論諾

員・嬢

197 1913年11月25日林歌子 女 大阪 徴章を離さぬ社会の要と社会の母 論諾

197 1913年11月25日 矢島揖子 女 思出の偲を 翠塩草

197 1913年11月25日ガントレット恒 女 音年部諸愛婦人 翠塩草

197 1913年11月ZS日城のぶ子 女 神戸 再び喫煙の害番に就て 翠塩草 禁煙

198 1913年12月25日河井道子 女 求道者のために 論諾 I 
198 I 1913年12月ZS日大久保音羽子 女 I加州に於ける同胞 翠塩草 I 
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〔表3〕 『婦人新報』の論説を掲戟桐ごとに分類した男女別リスト

掲戟号 I年月日 I氏名 I性別 I肩苔き・敬称 1詰説の題名 I掲戟探 1内容

151 1910年1月15日 新渡戸稲造 男 1農士学・法学浦 分福主芸 社説

I 
151 1910年1月15日 土肥慶蔵 男 医学博士・君 衛生と道徳 社説 衛生

151 1910年1月15日 武藤無翌 男 君 禁煙実験談 社説 禁煙

154、5 1910年5月15日 大隈重信 男 伯爵 文明の源泉 社説 家庭

154, 5 1910年5月15日 大澤謙治 男 医学海士・君 酒害の大要 社説 禁酒

157、8 1910年8月15日1大隈重信 男 伯爵 不健全なる社会の戦士 社説

160 1910年10月15日 江原素六 男 君 家族制度に対する観念 社説 l家庭

160 1910年10月15日 北里柴三郎 男 医学海士・君 生命を重んずるものは宜しく禁煙すべし 社説 禁煙

160 1910年10月15日 松野恵冠 男 君 酒は米の水に非らず 社説 禁酒

161 1910年11月15日 大澤謙治 男 医学浦士・君 飲酒の害 社説 禁酒

163 1911年1月15日 片山國嘉 男 医学海士・君 ピールは将して無害の飲料水なるか 社説 禁酒

164 1911年2月15日 大澤謙治 男 医学博士 医学上より見たる男子の不品行 社説 廃娼

164 1911年2月15日 片山国嘉 男 医学博士 不品行は多く酒より来る 社説 廃娼、禁酒

164 1911年2月15日 向軍治 男 氏 I霊の宮殿、趣味の生 社説 廃娼

164 1911年2月15日 江原素六 男 君 根本より改めよ 社説 廃娼

165 1911年3月15日 大隈菫信 男 伯爵．君 員の道徳は婦人問題の解決によって全ふせ 社説 廃娼

らる

167 1911年5月ZS日 大隈重信 男 伯爵．君 員の愛国者 社説 廃娼

168 1911年6月ZS日 烏田三郎 男 君 公娼制度の否認（上） 社説 廃娼

168 1911年6月ZS日 安部磯雄 男 君 世に斯の如き公娼制度ありや 社説 廃娼

173 1911年11月25日 烏田三郎 男 君 是れ実地の問題也 社説 廃娼

183 1912年9月ZS日 高田耕安 男 南湖院長・氏 矯風会貝の御大葬奉送御大葬奉送の歌 社説

185 1912年11月25日1古門林太郎 男 牛込教会長老 明治天皇の御誕辰 社説

157、8 1910年8月15日 矢島揖子 女 矮風会の道 社説 所感

161 1910年11月15日 名出呈子 女 和歌山公娼設匿問題再興に付きて 社説 廃娼

163 1911年1月15日 矢島栂子 女 I 新年の所感 社説 所感

163 1911年1月15日 ヘンデルソン 女 夫人 幸福と健康 社説 衛生

173 1911年11月25日 矢烏揖子 女 女子教育と家庭問題 社説 教育

175 1912年1月25日 三谷民子 女 新年の覚悟 社説 所感

180 1912年6月25日 ルース、エフ、デ 女 嬢 酒精中番患者に同悟し其救助策を諾ずるは 1社説 禁酒

現今社会の急務なり

183 1912年9月ZS日 林歌子 女 女史 喪章を付くる白リポンの会貝 社説

187 1913年1月25日 三谷民子 女 旅行中の雑感 社説

189 1913年3月25日` 林歌子 女 舌闘努力 ， 社説

191 1913年5月ZS日 三谷民子 女 現今婦人の取るべき覚悟 社説

194 1913年8月ZS日 塚本はま子 女 婦人と経済 社説

195 1913年9月25日 広岡浅子 女 I婦人と信仰 社説 I 
177 1912年3月25日 田烏 男 牧師 婦人と宗教 教の庭 宗教

178 191 Z年4月ZS日 井深梶之助 男 神学博士・氏 罪の赦 をしへの庭 宗教

178 1912年4月ZS日 田烏進 男 牛込教会牧 婦人の宗教 をしへの庭 宗教

師・氏

179 1912年5月25日 宮川経輝 男 大阪教会牧師 家庭と宗教 をしへの庭 宗教

179 1912年5月25日 益富政助 男 廓渚会理車 約翰伝語話、道・生・光 をしへの庭 宗教

180 1912年6月25日 植村正久 男 氏 聖名を崇めさせ玉ヘ をしへの庭 宗教

183 1912年9月25日 宮川経輝 男 大阪教会牧 新約吝の婦人逹 をしへの庭

師・氏

183 1912年9月25日 三井芳太郎 男 文学士・氏 品性と姿勢美 をしへの庭

184 1912年10月25日 山室軍平 男 救世軍大佐・ ダピデとゴリアテの物語 をしへの庭 宗教

氏

184 I 191 z年10月25日 スベンサー 男 氏 神の前に文きキリスト信徒の生涯 をしへの庭 宗教

185 1912年11月25日 クローソン 男 女子聖学院教 聖別せられたる婦人の使命 をしへの庭

授

186 1912年12月25日 小崎弘道 男 1霊南坂教会牧 良心の妥 をしへの庭

師・氏

186 1912年12月25日 山室軍平 男 救世軍大佐心 ガルパリ山の十字架 をしへの庭 宗教

得・氏

187 1913年1月25日 小崎弘道 男 霊南坂教会牧 信仰の万能力 をしへの庭 宗教

師・氏

187 1913年1月25日 大谷虞 男 氏 信仰の進境 をしへの庭 宗教

188 1913年2月ZS日 安部磯雄 男 氏 現今の婦人問題 をしへの庭

189 1913年3月25日 ゴルドン 男 氏 婦人の友イエスキリスト をしへの庭
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189 1913年3月ZS日 小崎弘道 男 I霊南坂教会牧 1エゼキエルの預言 をしへの庭 I
師・氏

190 1913年4月ZS日 小崎弘道 男 霊南坂教会牧 天ひらげて Iをしへの庭

師・氏

190 1913年4月25日 モット 男 万国舌年会総 迫徳上及雰性上の萎縮 をしへの庭

幹車・浦士

191 1913年5月ZS日 山崎黙堂 男 台南 良心の翌 をしへの庭

192 1913年6月ZS日 田烏 男 牧師 基習教より見たる新らしき掃人 教の庭 宗教

177 1912年3月ZS日 安井哲子 女 をりをりの所感 教の庭

188 1913年2月25日 本多貞子 女 婦人矮風会の歴史 iをしへの庭

189 1913年3月25日 井深花子 女 主及其力によりて強くなるべし をしへの庭

191 1913年5月ZS日 久布白 女 在米・夫人 単純なる思想 をしへの庭

192 1913年6月ZS日 広岡あさ子 女 信者になりし経験 I教の庭 宗教

181 1912年8月10日 山室軍平 男 救世軍大佐・ 感化のカ 1語演
氏

181 1912年8月10日 安部磯雄 男 早大教授・氏 矢野氏の芸妓論を読む 話演 廃娼

182 1912年8月25日 安部磯雄 男 早大教授・氏 矢野氏の芸妓論を読む 1語演 廃娼

182 1912年8月25日 山室軍平 男 救世軍大佐・ 感化のカ 語演

氏

183 1912年9月25日 烏田＝郎 男 代諾士・氏 社会の基礎 Ii翻演
183 1912年9月25日 益宮政助 男 1廓氏渚会理車・ 乃木大将婦人 語演

184 1912年10月ZS日 烏田三郎 男 衆語院諾貝・ 社会の茎礎（二） 語演

廓渚会会長・

，氏

184 1912年10月25日 藤田寛太郎 男 氏 信仰の余恵 話演

185 1912年11月25日 烏田三郎 男 衆諾院諾貝・ 社会之基礎 語演

廓渚会会長

185 1912年11月25日 小崎弘道 男 霊南坂教会牧 安闘 語演

師

185 191 Z年11月ZS日 藤田冤太郎 男 信仰の余恵 語演

186 1912年12月25日 三井芳太郎 男 早稲田教会牧 神の恵は無条件にて受くべし 語演 宗教

師・氏

186 1912年12月ZS日 藤田寛太郎 男 氏 信仰の余恵 語演 宗教

186 1912年12月ZS日 宮田修 男 成女高等女学 廃娼問題と婦人 諾演 廃娼

校長・氏

187 1913年1月25日 宮川経輝 男 氏 聖潔之徳 語演 宗教

187 1913年1月25日 長坂鑑次郎 男 氏 楽天の歌 1語演

187 1913年1月25日 佐々醒雪 男 文学浦士・氏 貞節の変遷 語演 廃娼

189 1913年3月25日 安部磯雄 男 氏 男女平等詰 語演

189 I 1913年3月25日 釘宮 男 牧師 新しき女旧き女理想の女 話演

190 1913年4月25日 山崎黙堂 男 氏 健全なる家庭は宮国強兵の基 諾演

190 1913年4月25日 ケールン 男 惜士 家庭に就て 話演

191 1913年5月ZS日 益宮政助 男 廓渚会理車 米国排日問題に付て 諾演

194 1913年8月25日1伊貿駒吉郎 男 夕隔丘高等女 婦人と文明 語演

学校長・氏

195 1913年9月25日 安藤太郎 男 日本禁酒会 未婚の娘に対する母親の心得 語演

長・氏

195 1913年9月25日 伊賀駒吉郎 男 夕院丘高等女 婦人と文明（二） 語演

学校長・氏

195 1913年9月ZS日 笹尾 男 氏 所感 諾演

195 1913年9月25日 山鹿 男 牧師 宗教と婦人 諾演

188 1913年2月25日 大澤常子 女 1女子服装改良論 語演

191 1913年5月25日 山脇ふさ子 女 I 学校教育と家庭 話演 I教育

194 1913年8月25日 本多てい子 女 明治天皇御一週年奉悼式にて 話演

194 1913年8月ZS日 矢島揖 女 会頭 矯風会の主蓉 語演

194 1913年8月25日 根本とく 女 1文相の一夫一婦説 諾演 廃娼

19611913年10月ZS日 山崎黙堂 男 台南・氏 献身的精神 論諾

196 1913年10月25日 伊袈駒吉郎 男 タ協丘高等女 婦人と文明 論諾

学校長・氏

19611913年10月25日 益宮政助 男 廓渚会理車・ 感想其折り折り 論識

氏

197 1913年11月ZS日 江原素六 男 貸族院語貝・ 新しい女 論語

翁

19711913年11月25日 小崎弘道 男 霊南坂教会牧 一致協力 論語

I 師・翁
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19711913年11月25日 山室軍平 男 ：世軍大佐・ 1汝らは地の塩なり 戸
197 1913年11月25日 伊質駒吉郎 男 夕陽丘高等女 婦人と文明（四） 詮諾

学校長・氏

198 1913年12月25日 商烏平三郎 男 女子高等師範 矮風の原理と実際 論語

学校教授

198 1913年12月ZS日 久布白 男 大阪・牧師 活ける貞潔 I論諾 I 
198 1913年12月ZS日 藤田寛太郎 男 1神聖宮地 詰諾

199 1914年1月25日 小崎弘道 男 霊南坂教会牧 汝等腰に帯し灯火を灯して居れ 論諾

師

199 1914年1月ZS日 小崎道雄 男 在オペリン大 ヘレンケラー嬢の語演を聴く 論語

学

199 1914年1月ZS日 大森平蔵 男 氏 児童運動場設匿期成同盟会 論語

197 1913年11月ZS日 林歌子 女 大阪 徴章を離さぬ社会の要と社会の母 詰諾

198 1913年12月25日 河井道子 女 求道者のために 論諾

199 1914年1月25日 ェッチ、エフ、バ 女 在松山市 日米問題に関して日本国民の反省を促す 論諾

199 1914年1月25日 矢烏揖子 女 すぎこしかた 論諾 I 
199 1914年1月ZS日 久布白落実 女 万国婦人矮風会大会につきて 論諾

199 1914年1月25日 野村俊子 女 矯風会と児堂教育 1詰苺 i家庭
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〔表 4) 表 1および表 2に示した論説の数とその男女比

女 総

l 9 1 0 26 72.2% 

1 9 1 1 43 78.2% 

1 9 1 2 

1 9 1 3 

計

36 

55 

76 

77 

一244 

〔グラフ）

o CA -

（グラフの r記名記事1には分讀の 含む）
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〔表 5〕『廓渚』への執華数順のリスト

（『廓清解説・総目次・索引』（不二出版、 1995年）の索引から作成）

順位 氏 名 回 数 順位 氏 名 回 数

1 安部破雄 338回 6 伊藤秀吉 146回

2 村上雄策 250回 7 高島米峰 141回

3 家田作吉 183回 8 木藤冷剣 127回

4 山室軍平 154回 ， 油谷治郎七 115回

5 布施辰治 153回 10 島田三郎 88回

〔表 6〕『婦人新報』への執華数順のリスト

（『婦人新報 解説・総目次・索引』（不二出版、 1986年）の索引から作成）

順位 氏 名 回 数 順位 氏 名 回 数

1 久布白落実 711回 6 矢島揖子 165回

2 ガントレット恒子 617回 7 竹上正子 143回

3 守屋東 476回 8 小畑ため子 122回

4 千本木道子 421回 ， 村岡花子 101回

5 林歌子 202回 10 城ノプ 98回
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終章 廃娼運動一一「衛生J と「人権」のはざま

本稿を終えるにあたって、廃娼運動をジェンダ一史としてとらえることによって

何が明らかになったのか、まとめておきたい。

先行研究において、廃娼運動史は「女性史J として記述されてきた。「明治の廃

娼運動の主体は女ではなく男であったつと書いた村上信彦の著作さえも『明治女

性史J と名づけられている。しかしそのように「女性史」として論じられながらも、

実際、廃娼運動という一つの社会運動において、その担い手としての女たちがどの

ように位置づけられていたのかということは、明らかにされてこなかった。本稿は、

廃娼運動の担い手の性差について、「女」や「男」がどのように位置づけられてき

たのか、その変遷をたどったものである。

また、先行研究が廃娼運動の言説について記述するときには、主として娼婦とい

う女の身体をめぐる論議に焦点があてられ、廃娼運動における男性身体をめぐる語

りについては、分析のメスが入れられることがなかった。したがって本稿は、廃娼

論において論じられた対象としての〈売春する/しない女〉すなわち〈娼婦/母(主

婦))の問題のみならず、廃娼運動が(買春する/しない男〉をどのように論じて

きたのかという点にも着目し、廃娼論のなかの女性論および男性論について分析し

た。

廃娼論を、その論者の性差に着目して分析するにあたって、本稿は、その変容を

5 つの時期に分けて論じた。第一章では開国から 1876 年の全国的な検徽の制度化

まで、第二章では群馬の廃娼建議 (1880 年一)から日清戦争まで、第三章では自

由廃業運動期 (1899 年一 1902 年頃)、第四章では日露戦争前後、第五章では廓清会

設 立 ( 1911 年)前後から 1916 年頃まで、それぞれ論じている。廃娼運動の開始時

期について先行研究は、伊藤秀吉の『日本廃娼運動史~ (1931 年)以降、群馬にお

ける廃娼請願(本稿第二章)をその本格的始動の時期として記述することが多かっ

たが、本稿は公娼制度が近代的に再編されてゆく時期の廃娼論にも着目し(第一章)、

その頃の廃娼論も廃娼運動史に含めるべきだととらえている。また、伊藤は廃娼運

動が約 10 年周期で「白熱期」を迎えたと論じ、 1880 年前後の群馬の廃娼運動、 1890

年の全国廃娼同盟会前後、 1900 年前後の自由廃業運動、 1911 年の廓清会設立前後、

そして最後は廓清会と矯風会の廃娼連盟(1 926 年一)の 5 つの時期に分けて論じ

ているがえこの伊藤の時期区分は(男たちの廃娼運動〉にのみ当てはまる区分で

あったにすぎない。したがってく女たちの廃娼運動)にも着目する場合には、これ

らの「白熱期J 以外の時期にも焦点を当てる必要がある。よって、本稿が伊藤の時

期区分とは異なる形で上記の玉章に分けて論じた理由と、各章の内容の概略につい

て、以下に記したい。

第一章では、開国以降、 1876 年の全国的な検徽制度化の時期にかけての廃娼論

から論じ始めている。先行研究においては、この最も初期の廃娼論はあまり注目さ
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れず、断片的に津田真道の「廃娼論j が論じられる程度であった。しかし本稿は、

この初期の廃娼論を重視している。この時期には、廃娼派の人々も検徽制度を支持

し、その衛生上の必要性を説いていた。また廃娼論は行政の担い手である人々によ

っても主張され、その検微を支持する言説によって、廃娼派の人々もまた公娼制度

が近代化してゆく過程に深く関与したのであった。そして廃娼論において検徽批判

が行われるようになった後も(第二章以降)、それ以前の検徽支持の廃娼論と同様、

「廃娼」と「衛生」は、たえず結びつけて論じられることになったのである。こう

した経緯からわかることは、廃娼運動とは、「政治論J の対極にある「純粋の理想J

3などではなくて、まさにそれ自体が(政治〉の技術であったということである。

そしてこの「衛生」の〈生一政治学〉は、近世的な知のありかたとしての「養生J

とは異なる近代的な〈権力〉の形なのであり、衛生論に依拠し、それを普及した廃

娼運動は、近代化の現象としてとらえられるべきなのである七

第二章では、群馬の廃娼建議 (1880 年一)から日清戦争後までを論じた。この

時期は、廃娼運動史をジェンダーという視点から分析するとき、激動の時代であっ

たといえる。群馬の廃娼建議には反映されなかった女たちの声が 1886 年の矯風会

設立によって表出され、またその設立前後に廃娼論は女性解放論としての意味を持

つに至ったのである。しかし彼女たちは数年のうちに、廃娼運動の政治運動として

の側面からは後退を余儀なくされる。 1890 年に結成された全国廃娼同盟会におい

ては男性が廃娼運動の直接的な担い手であるとされており、女たちは主に「家庭」

づくりを行うべきだと論じられていた。|麗娼」が性的事柄についての議論であり、

廃娼運動が政治的活動であることから、女が廃娼運動に直接的に関わることが忌避

されて、日清戦争前後には、矯風会における「衛生」論は「廃娼J ではなく「禁酒」

論として論じられることになった。先行研究においては、全国廃娼同盟会が結成さ

れた 1890 年前後は「廃娼運動が最高潮にたつした段階5J だとされているが、この

時期を(女たちの廃娼運動)に焦点を当てて見る場合、「最高潮 J どころか、運動

そのものからの後退を余儀なくされた敗北の年であったということになる。そして

この頃から、しだいに女たちが娼妓や遊廓等の性的事柄を論じることが困難になり、

矯風会における廃娼運動は、早くも、長い低迷の時期を迎えるのである。

第三章では、自由廃業運動 (1899 年一)前後について論じた。本稿は全体とし

て、廃娼運動が一枚岩ではなく、いかに多様な廃娼論を展開したかを示すことを一

つの目的としているが、その廃娼論の多様性は、特にこの自由廃業運動期の廃娼運

動に見ることができる。たとえば「廃娼論」には「絶娼」論(買売春根絶論)から

「営業ノ自由」論(売春の自由論)まで幅広く含みこまれていたという一例を挙げ

るだけでも、その多様性の一端を示すことができるだろう。しかし先行研究におい

ては、廃娼運動がそのような多面体であるのにもかかわらず、廃娼運動のある一面

だけを取り上げて、あたかもその一面が廃娼運動全体の本質であるかのように論じ

られることが多かった。廃娼運動を「人権闘争」としてのみ描くことが一面的であ

ったのと同様に、そうした旧来の廃娼運動観を批判する近年の廃娼運動論が、しば
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しば現代の窓意的な基準から廃娼運動を断罪し、その否定的側面のみを切り取り並

列する、その記述の仕方もまた一面的である九廃娼運動は、内部に数々の亀裂を

含みこんだまま進行する多様な言説の集合なのであって、私たちはその亀裂にこそ

着目し、廃娼運動の言説をく歴史化)しなければならないのである。自由廃業運動

期に限らず、その亀裂の最たるものは(女たち/男たち〉の分断であったが、とり

わけ自由廃業運動期に顕著にあらわれたことは、女たちの法や政治の領域からの排

除と、廃娼運動に女たちが参入することの困難とが、密接に関わっていたというこ

とである。

第四章は、日露戦争前後について論じた。この時期は、廃娼運動全体から見れば、

活動が低迷していたといえる。しかし第五章で論じるく女たち/男たちの廃娼運動〉

について、矯風会の女たちが再び廃娼運動を開始し、その後、廃娼運動が性別に編

成されるにいたった経緯を記述しようとする際には、この日露戦争期の矯風会活動

における「女」のイメージの変容についての説明が不可欠である。本稿において一

貫して論じるように、廃娼運動は「戦争J のイメージによって表現され、廃娼派の

人々は「兵士」として表象された。第二章で論じた全国廃娼同盟会の時期には、廃

娼運動における「義兵」は、男性のイメージであったが、日露戦争後には、女たち

もまた廃娼運動という「戦争」を担う「兵士」となった。日露戦争期、矯風会の女

たちは禁酒運動としての慰問袋運動を介して軍隊との関わりを深め、やがて新興の

戦争援護団体である愛国婦人会への対抗意識から、慰問袋運動において「廃娼」の

主義を前面に押し出し、この慰問袋運動の「成功J が、彼女たちのうちに戦闘者と

しての自己イメージを抱かせるようになったのである。こうした「女J のイメ)ジ

の変容が、女たちを再び廃娼運動へと導いたのであった。

第五章では、女たちが女の立場からの廃娼論を論じ始める過程として、廓清会の

設立前後に男たちによる女たちの啓蒙の時期があるととらえ、 1910 年代前半の矯

風会機関誌『婦人新報』と廓清会機関誌『廓清』の論説を分析して、廃娼運動が性

別編成されるにいたった経緯について論じた。また『婦人新報』と『廓清』を、女

性論のみならず男性論にも着目して論じ、その内容から、(女たちの廃娼運動〉が

〈男たちの廃娼運動〉から独立した理由を探った。

以上が、第一章から第五章までの本稿の全体構成であり、開国以降、 1910 年代

半ばまでの廃娼論の変遷をたどることによって、廃娼運動が性別に編成されていっ

た過程を記述するものである。その記述においては廃娼論と衛生論との関わりを重

視した。前述のように廃娼論の内容は多様であったが、それが衛生論を常に意識し

たものであったという点においては一貫していたといえる。廃娼運動は、「衛生」

の論理によって正当化されている公娼制度を批判する際に、衛生論そのものを覆す

のではなく、廃娼こそ「農の衛生」への道だと主張し、自らも衛生論に依拠して廃

娼論を展開したのだった。しかし、その衛生論が人々をしばしば「器械視」するも

のであり、性病との関わりにおいては専ら女の身体が隔離と監視の対象となったた

め、それゆえに生じる「人権」問題とのはざまで、廃娼運動の内部にさまざまな亀
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裂が生じたのである。廃娼運動において女たちが周縁化され、その後(女たちの廃

娼運動)にいたるまでの長い道のりをたどらなければならなかった理由は、この「廃

娼」と「衛生J の関わりにおける「人権J 問題に着目してこそ、理解できるのであ

る。

また、廃娼論がそのように衛生論と結びつけて論じられていたことと、廃娼運動

のイメージが常に「戦争j や「兵士」の比喰によって語られたことは、密接につな

がっている。衛生の論理は富国強兵政策と不可分であり、廃娼運動はその時代を背

景として、また時にはそうした時代思潮を自ら形成するものとして現れた社会運動

であった。そしてその廃娼運動に参入する際に女たちが「軍人J の自己イメージを

持ったことにも象徴されるように、廃娼運動は、富国強兵策と不可分である衛生論

との関わりにおいて「女」や「男J のイメージを造り出し、変容させてきたのであ

る。またそのイメージは、イメージのみにとどまらず、人々の(生きられた身体の

経験)へと結びついていたのだ、った。すなわち、廃娼運動史をジェンダー史ととら

えることによって見えてくるのは、「衛生」の〈生一政治学〉が「女」や「男」の

イメージを常に動員してきたという事実であり、そのイメージに促されて、女たち

ゃ男たちがたどった経験の変容である。したがってく性の近代化〉の歴史は、何よ

りもまずジェンダ一史として記述されるべきなのである。

1 前掲村上『明治女性史(四)~、 108 頁。
2 前掲伊藤『日本廃娼運動史』、 23-33 頁。

3 前掲村上『明治女性史(四)~、 86 頁。
4 小野沢あかねは「近年の女性史・ジェンダー史の傾向J について「九0 年代以降の女性

史研究は、『近代家族』意識を最も内面化していたとみられるキリスト教徒の女性や、都市

中間層家族の言説のみを抽出して観念的に論ずる傾向が強J いと述べて、片野真佐子、荻

野美穂、 ]11 村邦光、牟田和恵、藤田ゆき、藤野豊の著作をその具体例として挙げて批判し、

それらのように「近代J を問題化するのではなく rw 家』の秩序のなかに生きていた圧倒的

多数の当時の人々 J の「民衆生活の実態J に焦点を当てるべきだと論じている(前掲小野

沢「戦間期日本における公娼制度廃止問題の歴史的特質一地域と国際関係の視点からーJ) 。

しかしそのように述べながら、小野沢が長野における講演として引用するのは矯風会幹部

の城のぶ(城は「キリスト教徒の女性 J である)の言説であり、城が講演で述べたとされ

るのは「先天的病毒の感染により治療の見込みなきを欠ける者〔中略〕等の家庭的社会的

の欠陥j である。つまり城が論じたのは、衛生論および家庭論で、それらはまさに近代の

言説なのであって、小野沢の主張は矛盾しているのである。また小野沢が着目すべきだと

する「禁酒会・婦人会・青年会の論理」もまた言説であって、それをそのまま「民衆生活

の実態」だとみなすことはできない。本稿は、廃娼運動史を言説史ととらえ、その近代性

に着目する必要について論じるものである。

5 前掲竹村「解説 帝国議会開設期における廃娼運動一一雑誌『廃娼』の刊行を中心に」。

6 藤田ゆきは r[廃娼論者には一一引用者〕公娼制度は下層社会に生きる民衆からの収奪機

構であるという認識はまったく存在しないJ (前掲藤目『性の歴史学~ 104 頁)等と述べて、

そのイメージに一致する言説だけを引用し、それが廃娼運動全体に見られる傾向であるか

のように論じているが、本文中に例証したように、そのような藤目の説への反証は、数多

く挙げることができる。しかし重要なことは、廃娼論の中に階級論が見られるか否かとい
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った個別の論点に関する見解の違いではない。「廃娼論者は・・・・」と論じるときの、その非

歴史的な見方が問題なのである。藤田はその著書のタイトノレを『性の歴史学』と名付けて

いながら、その実、そこに論じられた廃娼運動は、全く歴史化されていない。藤田の描く

廃娼運動は、藤目自身が定めた「娼婦の真の救いになったかどうかJ (同 25 頁)という基

準から断罪されて、まるで金太郎飴のように、どこを切り取っても「醜業婦観」のオンパ

レードである。しかし、いったい誰に他の誰かの「真の救いJ の内容を決定する権利があ

るのだろう?一一本稿は、そのような見方の根底にある方法、すなわち「底辺女性 J や「下

層階級J との距離の近さをアピールしつつ「真の救い」という不動の一点から自らの主張

に合致する史料のみを切り取ってゆくような非歴史的な記述を批判するものである。
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